
2025年11月15日(土)

都市計画報告会

2025年11月15日(土) 14:50 ~ 16:00 会場②(本部棟2402)

都市計画報告会A

司会︓志村 秀明（芝浦⼯業⼤学）・野原 卓（横浜国⽴⼤学） 

14:50 ~ 15:00
[1]

都市で過ごす人々の快適性向上に寄与する空間の特徴

○中条 瑛子1、杉本 達宏1、植田 直樹1、伊藤 月乃2、松井 宏宇2、桂島 一2 (1. （株）三菱地所設計、2. （一社）大丸
有環境共生型まちづくり推進協会)

15:00 ~ 15:10
[2]
高層複合施設における帰宅困難者のための一時滞在施設に関する課題

○寅屋敷 哲也1、佐伯 潤2 (1. 早稲田大学、2. 国士舘大学)

15:10 ~ 15:20
[3]

街路景観の快適性評価に関する研究

○山崎 元也1 (1. 山崎技術事務所（株）)

15:20 ~ 15:30
[4]
地方都市におけるウォーカブルなまちづくり推進にむけての滞留空間群創出実験の成果と課
題

○永橋 のぞみ1、奥村 真妃1、小崎 大耀1、横山 創紀1、谷本 花野1、野原 卓1 (1. 横浜国立大学)

15:30 ~ 15:40
[5]
歴史的資源の保全・活用を観光関連分野と連携させる取り組みの現状
－歴史的風致維持向上計画認定都市における歴史的資源と観光の関連に着目して

○飛田 ちづる1、飯塚 康雄1 (1. 元国土技術政策総合研究所)

15:40 ~ 15:50
[6]
近隣商店街観光地のテーマパーク化に関する研究
－ 月島もんじゃストリートを事例として －

○王 茜1、志村 秀明1 (1. 芝浦工業大学)

15:50 ~ 16:00
[7]
地域住民向け運河クルーズの促進に関する研究

○梅津 沙世1、志村 秀明1 (1. 芝浦工業大学)
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都市計画報告会

2025年11月15日(土) 14:50 ~ 16:00 会場③(本部棟2403)

都市計画報告会B

司会︓吉川 徹（東京都⽴⼤学）・岡井 有佳（⽴命館⼤学）

14:50 ~ 15:00
[8]

空間計画における気候変動・生物多様性に関する政策の展開
－パリ市のPLUbを事例として

○松田 道樹1、西村 愛2、村山 顕人1、小泉 秀樹1 (1. 東京大学、2. 明海大学)

15:00 ~ 15:10
[9]

滞留空間整備及び参加型WSによる公共空間の利用促進効果に関する研究
○岩崎 真由子1、藤井 さやか1 (1. 筑波大学)

15:10 ~ 15:20
[10]
同一都市計画区域における立地適正化計画の都市機能の広域連携に関する研究

○吉田 隼斗1、岡井 有佳2 (1. （独）都市再生機構、2. 立命館大学)

15:20 ~ 15:30
[11]

工場立地法敷地外緑地制度の活用実態と課題に関する研究

○飛田 晴哉1、藤井 さやか1 (1. 筑波大学)

15:30 ~ 15:40
[12]
機械学習を用いた滞在人口推定モデルの開発とその活用可能性について

○中本 拓也1、甘粕 裕明1、土田 冴恵子1、田﨑 智之1、大村 珠太郎1、生富 直孝1、堀田 剛士2、煤田 遼祐2、田中 啓
2、陣内 寛大2 (1. 清水建設（株）、2. （株）GEOTRA)

15:40 ~ 15:50
[13]
廃業銭湯跡地利用と周辺環境との関連性について

○山下 航平1、吉川 徹2 (1. 東京都立大学卒業生（投稿時：東京都立大学）、2. 東京都立大学)

15:50 ~ 16:00
[14]

生活道路において交通事故発生率を減少させる要因

木村 未唯1、○吉川 徹1、讃岐 亮1 (1. 東京都立大学)
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都市計画報告会

2025年11月15日(土) 14:50 ~ 15:50 会場④(交流棟401)

都市計画報告会C

司会︓⿊瀬 武史（九州⼤学）・⽵内 智⼦（千葉⼤学）

14:50 ~ 15:00
[15]

鉄道・シェアサイクル連携トリップの可能性を提示するアプリケーション構築とその考察

○木村 颯希1、應武 遥香2、高山 広太郎2、中井 諒介3 (1. 国土交通省（投稿時：シェフィールド大学）、2. 東日本旅
客鉄道（株）、3. 青森市)

15:00 ~ 15:10
[16]
eVTOL の社会実装に際しての航路設定にかかる要件の基礎的研究
○谷川 淳志1、黒瀬 武史2 (1. 九州電力（株）、2. 九州大学)

15:10 ~ 15:20
[17]

「ABP Challenge」新たな交通行動分析手法を活用した都市交通プランニングの実現戦略
○小笠原 裕光1、山根 雅也1、石井 良治2 (1. 国土技術政策総合研究所、2. （一財）計量計画研究所)

15:20 ~ 15:30
[18]
テキストマイニングによる「みなとオアシス」の誘客に関する試行的分析

○坂巻 哲1、大島 一夫1、蓬田 崇2、三輪 夏菜2 (1. （株）NTTアーバンソリューションズ総合研究所、2. （株）JTB総
合研究所)

15:30 ~ 15:40
[19]

東京都臨海部におけるランナー属性別の地区選好分析
ー土地利用に着目して

○東條 秀祐、中島 直人 (1. 東京大学)

15:40 ~ 15:50
[20]

都市公園の社会的価値向上に向けた未利用者層に関する研究

○高橋 和敬1、角 知咲希1、越智 楓2、日下田 貴彦2、藤本 美晴2、孫崎 莉那2、上杉 哲郎1、竹内 智子2 (1. （株）日比
谷アメニス、2. 千葉大学)
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都市計画報告会

2025年11月15日(土) 14:50 ~ 15:40 会場⑤(交流棟402)

都市計画報告会D

司会︓吉城 秀治（熊本⼤学）・轟 慎⼀（滋賀県⽴⼤学）

14:50 ~ 15:00
[21]

異なる属性における都心部回遊行動の経年変化に関する研究
－福岡市都心部をケーススタディとして

○髙下 紫雄1、辰巳 浩1、田部井 優也1、吉城 秀治2 (1. 福岡大学、2. 熊本大学)

15:00 ~ 15:10
[22]

ベッドタウンの空地を活用した賑わいづくりにおける市民の主体意識と空地活用の可能性に
関する研究

○斎藤 青葉1、根本 晴佳1、萩原 悠1、山田 莉央1、西川 亮1 (1. 立教大学)

15:10 ~ 15:20
[23]

Promoting Future Dialogue through LEGO® Serious Play®
An Attempt at Context-Building Urban Planning in a Core Provincial City in Thailand

○ポンポテイタム ナンニチィ1、早田 宰1 (1. 早稲田大学)

15:20 ~ 15:30
[24]

滋賀県南部の小規模都市の駅周辺徒歩圏の業種別・形態別施設立地と都市構造・都市計画

○古田 航己1、轟 慎一2 (1. 滋賀県、2. 滋賀県立大学)

15:30 ~ 15:40
[25]
千里ニュータウンの成熟・更新と地域コミュニティの持続性に関する研究
―新千里北町の再開発と地域組織・コミュニティ空間に着目して―

○西尾 菜摘1、轟 慎一1 (1. 滋賀県立大学)
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都市計画報告会

2025年11月15日(土) 14:50 ~ 16:00 会場②(本部棟2402)

都市計画報告会A

司会︓志村 秀明（芝浦⼯業⼤学）・野原 卓（横浜国⽴⼤学） 

14:50 ~ 15:00
[1]
都市で過ごす人々の快適性向上に寄与する空間の特徴

○中条 瑛子1、杉本 達宏1、植田 直樹1、伊藤 月乃2、松井 宏宇2、桂島 一2 (1. （株）三菱地所設計、2.
（一社）大丸有環境共生型まちづくり推進協会)

15:00 ~ 15:10
[2]
高層複合施設における帰宅困難者のための一時滞在施設に関する課題

○寅屋敷 哲也1、佐伯 潤2 (1. 早稲田大学、2. 国士舘大学)

15:10 ~ 15:20
[3]
街路景観の快適性評価に関する研究

○山崎 元也1 (1. 山崎技術事務所（株）)

15:20 ~ 15:30
[4]
地方都市におけるウォーカブルなまちづくり推進にむけての滞留空間群創出実験の成果と課題

○永橋 のぞみ1、奥村 真妃1、小崎 大耀1、横山 創紀1、谷本 花野1、野原 卓1 (1. 横浜国立大学)

15:30 ~ 15:40
[5]
歴史的資源の保全・活用を観光関連分野と連携させる取り組みの現状
－歴史的風致維持向上計画認定都市における歴史的資源と観光の関連に着目して

○飛田 ちづる1、飯塚 康雄1 (1. 元国土技術政策総合研究所)

15:40 ~ 15:50
[6]
近隣商店街観光地のテーマパーク化に関する研究
－ 月島もんじゃストリートを事例として －

○王 茜1、志村 秀明1 (1. 芝浦工業大学)

15:50 ~ 16:00
[7]
地域住民向け運河クルーズの促進に関する研究

○梅津 沙世1、志村 秀明1 (1. 芝浦工業大学)
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* 非会員 株式会社三菱地所設計（Mitsubishi Jisho Design Inc.）
**  正会員 株式会社三菱地所設計（Mitsubishi Jisho Design Inc.）
*** 非会員 一般社団法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会（Association for Creating Sustainability in Urban
Development of the Otemachi Marunouchi Yurakucho District）

１．はじめに 
2016年にWHOヨーロッパ地域事務所は“Urban green 

spaces and health１）”を発行した。日本では一般社団法人

公園からの健康づくりネットによって翻訳解説されたガイ

ドブック“都市緑地の健康効果２）”が公表されている。こ

れによれば近年都市緑地（１)がもたらす健康効果が着目さ

れるようになり，様々な研究が進んでいることが示されて

いる。ここでは都市緑地と健康との関係を示すモデルとし

て，Hartig ら(2014) の「空気質の改善」・「身体活動の向

上」・「ストレスの軽減」・「社会とのつながりの強化」， 

Lachowycz & Jones(2013) の「身体活動」・「自然との触れ

合いとリラクゼーション」・「社会活動と交流」，Villanueva 

ら(2015) の「呼吸器の健康」・「熱中症への適応力」・「ソー

シャル・キャピタルと社会とのつながり」・「身体活動」， 

Kuo(2015) の「免疫機能の向上」が紹介されている。都市

緑地が人間に与える生理学的な効果に加えて，上記の4つの

モデルでは都市緑地が人々に社会との関係を作り出すこと

の効果の存在に言及されていることに注目したい。 

日本でも健康と緑の関係についての既往研究は多い。飯

島３）は既往研究の整理の結果，①暑熱のような物理的負荷

を軽減する環境負荷軽減対策として，②緑に接することが

身心に具体的なストレス緩和の反応をもたらす知覚対象と

して，③都市緑地を利用することが運動（動作）による身

体機能の維持向上につながる運動不足対策として，の3点か

ら健康に対する緑の効用を整理している。 

このうち①に関しては，ヒートアイランド現象や昨今の

気候変動対策としての緑地の効果を関係づける研究が気象

学の領域を含めて幅広く研究が進んでいる。③については

緑地の利用と人体の生理現象との関係について，医療や福

祉の領域からの研究が進んでいる。 

一方で②の知覚対象としての都市緑地の効果に関する研

究は，都市緑地や都市空間が対象になることから，建築・

土木・ランドスケープ・都市計画の分野において確認でき

る。1975年に既に高橋ら４）は，緑に対する心理的充足感を

維持するための閾値が緑被率15%付近に存していると述べ

ている。また平成17年（2005年）に国土交通省は“都市の

緑量と心理的効果の相関関係の社会実験調査について５）”

を発表している。ここでは緑視率が高い場所ほど，「安らぎ

のある」「さわやかな」「潤いのある」と感じる人の割合が

高いことや，緑視率がおよそ25%を超えると緑が多いと感じ

はじめることが報告されている。そして，都市の緑は「人々

をひきつける効果」も期待されている，と示しめている。

近年では吉田ら６）はアンケート調査により，緑視率が35%

に近くなると見晴らしの悪さによって不快に感じられるこ

とを明らかにしたうえで，今後は単に植栽を増やす整備で

はなく，植物種や配置デザインの工夫で快適性や地域性の

創出が必要と述べている。 

このように，知覚対象としての都市の緑の効用と健康の

関係に関する研究は，緑被率や緑視率を用いて知覚対象と

しての緑の効用を取り扱ってきたものが多い。これらは「緑

の量」を定量的指標として採用し，都市空間整備を誘導す

るための根拠の一つとなった。そして緑化地域制度や全国

に展開する緑化条例が大きな効果を果たすための理論的支

柱ともなってきた。しかし一方で近年の都市の緑地整備で

は，「緑の量」を求めるのに加えて，「緑の質」が強く意識

されるようになっている。既往研究（植田7），古澤ら８））に

よれば，緑の質は定性的であることから，緑化条例での誘

導に加えて，緑の質に着目する第三者評価認証制度が活用

されるようになっていることが示されている。 

 第三者評価認証制度については，植田ら９）はSEGESと

ABINCの評価項目を詳細に分析している。しかしその項目に

は利用者個人の感情に沿った項目は採用されていない。個

都市で過ごす人々の快適性向上に寄与する空間の特徴 
Characteristics of urban spaces that contribute to the improvement of human comfort

中条 瑛子*，杉本 達宏*，植田 直樹**，伊藤月乃***，松井 宏宇***，桂島 一*** 
Eiko Chujo*，Tatsuhiro Sugimoto*，Naoki Ueda*，Tsukino Ito**，Hirotaka Matsui**，Hajime Katsurashima 

In this study, we defined 'comfort' as a state in which the individual's emotions are positively influenced. Using the 
results of a survey conducted in central Tokyo, we investigated specific aspects of how visitors perceive the comfort 
of urban green spaces. The aim was to provide information for discussing the future of urban green spaces. 
The conclusion revealed that when comfort is defined as a state where the individual's emotions are positively 

influenced, the 'richness of greenery' is a prerequisite. Additionally, elements of spatial quality, which fall under the 
'feeling' category of sensory evaluation, may significantly impact comfort. Furthermore, the inclusion of elements 
from the 'spending time' and 'connecting' categories could further enhance comfort. 
Keywords: Urban green space, Comfort, Psychological effect, Green quality 
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人の感情とみどりの関係についての既往研究としては以下

がある。木内10）は，各種環境要素を入力層とし，快適感な

どの感情を出力層とするモデルを提示し，それに基づいた

アンケート調査の分析結果から，屋外空間の環境条件の下

での快適性は，主に景色の美観に支配され，そのほかに体

感温度，天空率と自然音，が続くことを示している。さら

に山中11）は屋外空間の快適性評価は，「環境特性」，「機能

性」，「景観」の3要素に対する心理的評価と，屋外空間での

み特徴的に得られる快適性に対する心理的評価によって総

合的な快適感が決定されるという枠組みを提示し，アンケ

ート調査の結果からその中でも，「開放感」，「自然感」，「落

ち着き感」などの心理反応が重要な働きをしていることを

示している。 

 しかし都市緑地整備のような空間操作において，利用者

個人の感情の視点から，どのような要素がプラスの評価に

つながるのかについて具体的に確認できる研究はまだない。 

 そこで本研究では，利用者個人の感情がプラスに作用し

た状態を「快適」と位置付けたうえで，東京都心部をフィ

ールドとして来訪者が都市緑地の快適性をどのように捉え

ているかを具体的な事項として調査し，今後の都市緑地の

あり方を議論するための情報を提供することを目的として

実施したものである。 

 
２．研究の方法 
前章の目的のため，2020～2023年度にかけて，年度毎に

期間を区切りながら4ヶ年連続でWebアンケートを実施し

た。対象地区は東京都千代田区の大手町・丸の内・有楽町

地区（以下，大丸有地区）である。大丸有地区でエリアマ

ネジメント活動を行う一般社団法人大丸有環境共生型まち

づくり推進協会（以下、エコッツェリア協会）が運営する

Web サービスを利用する一般の方々を対象として回答を収

集した。アンケートの内容と回答数は表-1の通りである。 

【表-1】快適性についてのアンケート（2020～2023年度） 

対象者 大丸有地区のWebサービス利用者 

方法 Webフォームによる回答 

設問 

① 「大手町・丸の内・有楽町地区（以下，大丸有地区）」

との主な関係 

選択肢： 1.このエリアに勤めている 2.仕事で訪れること

がある 3.観光や買い物，イベント等のために訪れることが

ある 4.徒歩圏内に住んでいる 5.ほとんど訪問しない／

行ったことがない 

② 年齢層 

選択肢： 1.19歳以下 2.20～34歳 3.35～49歳 4.50～64

歳 5.65歳以上 

② 屋外で，“快適”と考える要素はなんでしょうか？3 つ

選び，1位～3位まで順位をつけてください。 

選択肢： 1.緑が豊か 2.人が少ない 3.心地よい風を感じ

る 4.水辺や水景施設がある 5.季節を感じる 6.適温で

ある 7.じめじめしていない 8.座れる場所がある 9.参

加したいイベントがある 10.Wi-Fiが自由に使える（※2021

年度から追加） 11.まちの人と会話ができる 12.友人・知

人と自由に会話できる 

③ 設問②の選択項目以外で，“快適”と考える要素があれ

ば自由に記載してください。（※2021年度から追加） 

期間 

2020年度：2020年7月1日～10月31日 

2021年度：2021年7月27日～10月31日 

2022年度：2022年2月15日～3月19日 

2023年度：2023年12月1日～2024年3月19日 

回答数 

2020年度： 402 

2021年度： 225 

2022年度： 509 

2023年度： 527 

 

３．結果 

3-1．回答者の属性 

アンケート回答者の属性を，図-1,2に示す。就業者以外

の回答者が増加しており，特に大丸有地区と関わりの少な

い人の回答が増えた。年齢構成についても平準化している

傾向にある。 

 

【図-1】回答者の属性推移：年齢構成 

 

【図-2】回答者の属性推移：大丸有地区との関わり 

 

3-2．単純集計結果 

各集計結果（※1位3点，2位2点，3位1点として集計）

は図-3～6の通りであった。 

(1)2020年度の結果 

2020年度の結果を図-3に示す。快適性の要素として「座

れる場所がある」が最も多く選ばれ，続いて「緑が豊か」，

「季節を感じる」が選択された。4 位には「参加したいイ

ベントがある」が選択された。 

 

【図-3】快適性アンケート（2020年度）結果（回答数402） 
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(2)2021年度の結果 

2021年度の結果を図-4に示す。快適性の要素として「緑

が豊か」が最も多く選ばれ，続いて「心地よい風を感じる」，

「座れる場所がある」が選択された。2020年度に7位だっ

た「人が少ない」は4位に順位を上げる結果となった。2020

年度に4位だった「参加したいイベントがある」は，11位

に下落した。 

 

【図-4】快適性アンケート（2021年度）結果（回答数225） 

 

選択項目以外で「快適」と考える要素については，表-2

の項目が挙げられた。 

【表-2】選択項目以外で「快適」と考える要素（2021年度） 

雨に濡れない，ビル風がきつくない 

きちんと整理整頓する庭，公園大きな芝生あり 

日差しが強くない／日陰である／木陰がある 

雑音が少ない 

空が広く見える 

カフェやゴミ箱がある 

景観がよいこと 

危険ではないこと(車通りが少ない，治安が悪くない) 

 

(3)2022年度の結果 

2022年度の結果を図-5に示す。快適性の要素として「緑

が豊か」が最も多く選ばれ，続いて「適温である」，「Wi-Fi

が自由に使える」が選択された。4位には「季節を感じる」

が選択された。「Wi-Fiが自由に使える」は，2021年度には

8位であり，2022年度に順位が大きく上がった要素である。 

 

【図-5】快適性アンケート（2022年度）結果（回答数509） 

 

選択項目以外で「快適」と考える要素については，表-3

の項目が挙げられた。 

【表-3】選択項目以外で「快適」と考える要素（2022年度） 

静か・騒音がない 

歩行者にやさしい 

空気がきれい 

気を遣わなくてよい・他人の目が気にならない 

花粉が少ない 

治安が良い 

雨に濡れない 

 

(4)2023年度の結果 

2023年度の結果を図-6に示す。快適性の要素として「心

地よい風を感じる」「水辺や水景施設がある」「季節を感じ

る」「適温である」がほぼ同数で上位4つの要素となった。

続いて5位に「座れる場所がある」が選択された。2020～

2022年度に常時 1位であった「緑が豊か」は 9位となり，

大きく順位が下がった。また，2020～2022年度と比較する

と回答が分散しており，上位と下位の差が小さくなったこ

とが特徴である。 

 
【図-6】快適性アンケート（2023年度）結果（回答数527） 

 

選択項目以外で「快適」と考える要素については，表-4

の項目が挙げられた。 

【表-4】選択項目以外で「快適」と考える要素（2022年度） 

静か・適度な音がある 

歩行者に優しい 

雨に濡れない 

便利，楽しい施設がある 

適度な日陰，適温 

 

3-3．回答傾向から見たクラスター分析結果 

回答者の属性ではなく，回答の傾向からグループ分けを

行うクラスター分析を行い，人々の快適性に関する選好に

どんな傾向があるかを確認した。 

(1)2020年度の結果 

2020年度は4グループに分けられた（図-7）。 

グループ1は，「季節を感じる」，「座れる場所がある」と

いった過ごしやすさに関する項目を強く選好していた。大

丸有地区に勤務している回答者の比率が高かった。 

グループ2は，「参加したいイベントがある」，「座れる場
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所がある」を強く選好している。20代の回答者比率が高か

った。 

グループ3は，「緑が豊か」，「心地よい風を感じる」を強

く選好している。50〜64歳の回答者の構成比率が高かった。 

グループ4は，「座れる場所がある」，「季節を感じる」が

強く選好された。50歳以上の割合が高く，大丸有地区への

来訪頻度が低い回答者比率の高いグループであった。 

 

【図-7】クラスター分析結果（2020年度） 

 

(2)2021年度の結果 

2021年度は3グループに分けられた（図-8）。 

グループ1は，「緑が豊か」，「心地よい風を感じる」を強

く選好している。大丸有地区に勤務している回答者比率が

高かった。 

グループ2は，「座れる場所がある」，「適温である」を強

く選好し，20～34歳の構成比が高かった。 

グループ3は，「緑が豊か」，「心地よい風を感じる」を強

く選好している。グループ1と同項目が選考されているが，

「緑が豊か」，「心地よい風を感じる」に次いで「人が少な

い」が強く選好されている点が，グループ 1 とグループ 3

の差別化要因であった。 

 
【図-8】クラスター分析結果（2021年度） 

 

(3)2022年度の結果 

2022年度は3グループに分けられた（図-9）。 

グループ1は，「Wi-Fiが自由に使える」，「適温である」

を強く選好している。「Wi-Fiが自由に使える」という項目

が快適性を象徴付けるという特徴的な選好傾向がみられた。

大丸有地区での来訪頻度の低い回答者比率が高かった。 

グループ2は，「緑が豊か，「心地よい風を感じる」を強

く選好している。2021年度のグループ3と類似した選好傾

向（「緑が豊か」，「心地よい風を感じる」に次いで「人が少

ない」が強く選好された）をもつグループであった。大丸

有地区への来訪頻度の低い回答者比率が高かった。 

グループ3は，「緑が豊か」，「Wi-Fiが自由に使える」を

強く選好している。女性の回答者比率が高かった。 

 

【図-9】クラスター分析結果（2022年度） 

 

(4)2023年度の結果 

2023年度は2グループに分けられた（図-10）。 

グループ1は，「季節を感じる」，「水辺や水景施設がある」

を強く選好している。 

グループ2は，「心地よい風を感じる」，「水辺や水景施設

がある」を強く選好している。3番目に比率が高い項目は，

「参加したいイベントがある」であった。 

 
【図-10】クラスター分析結果（2023年度） 

 

3-4．グループ毎の快適性の傾向 

過去の分析 12)においては，図-11 のように快適性の要素

を「過ごす」，「感じる」，「つながる」という３つのカテゴ

リーに分類して考察を行った。結論として，「人が快適と感
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じる要素は多様であることから，快適性のキーワードであ

る「過ごす」，「感じる」，「つながる」を取り入れながら多

様な快適性を提供することがまちづくりにおいて重要であ

る」ことを示した。 

 
【図-11】３つのカテゴリーと快適性の要素との対応 

 

３つのカテゴリーを基に年度間の違いを明らかにすべく，

クラスター分析から得られたグループ毎の大きな傾向を確

認した。 

結果は図-12～図-15のようになり，グループ間の明瞭な

差は認められなかった。年度間で比較すると，2020～2022

年度は「過ごす」カテゴリーが最も多いグループが存在し

ていたが，2023年度には無くなり，いずれのグループも「感

じる」カテゴリーが最も多くなった。 

 
【図-12】2020年度の4グループの傾向 

 

【図-13】2021年度の3グループの傾向 

 

【図-14】2022年度の3グループの傾向 

 
【図-15】2023年度の2グループの傾向 

 

４．4ヶ年の結果を通した考察 

3-1のアンケート回答者の属性に関しては，図-1,2に見

られるように地区内の勤務者が多い2020年度に比較して，

2023年度は回答者の属性が最も平準化した。対象地である

大丸有地区との関わりの強さや年齢層に多様化・一般化が

進み，社会全体の動向の変化が反映されやすくなり，社会

情勢一般により近い構成での回答を得ることができるよう

になったと考えられる。 

 その中で2023年度の結果（図-6）は，「緑が豊か」以外

の要素も割合を高く上位を占めるようになり，上位と下位

の差が小さく各要素の順位が拮抗している。社会において

都市緑地に期待される効果が多様であるということが理解

できる。具体的な要素として，「季節を感じる」は毎年比較

的上位にあるが，2023 年には「心地よい風を感じる」「水

辺や水景施設がある」「季節を感じる」「適温である」とい

った感覚的に評価する項目も上位に位置し，かつ拮抗して

いる。同様に， 3-4の図-12～図-15の分析結果として2023

年度にはいずれのグループも「感じる」カテゴリーが最も

多くなったことも，感覚に対する重視傾向を示している。

広く一般に，快適性向上には人間の感性に訴える要素を考

慮することの重要性が明らかになったと言える。 

3-2 の単純集計結果によれば，「緑が豊か」は 2023 年を

除き1位あるいは2位であった。これは，「緑が豊か」なこ

とは都市緑地における基本的な事項であり，「緑が豊か」な

ことによってもたらされる効果に様々な快適性が含まれて

いるためと考えられる。 

3-2では新型コロナウイルスが流行した時期（2020-2021

年）とその後における快適性の捉え方の経年変化を確認す

ることができた。コロナ禍では「参加したいイベントがあ

る」，「まちの人と会話ができる」，「友人・知人と自由に会

話ができる」といったコミュニケーションに関する項目の

回答割合が減少したものの，2022年度以降は増加傾向にあ

る。また，コロナ禍には「人が少ない」ということが快適

性に寄与する傾向が見られたが，2022年度以降は減少傾向

にある。新型コロナウイルスの流行を契機とし，都市緑地

を契機に屋外空間の使い方が多様になったことは数多く報

告されているが，本研究でもコミュニケーションによる快

適性という視点からそれを確認することができた。 

 

５．まとめと今後の課題 

本アンケートを通じて以下の結論が得られた。快適性を

都市緑地の利用者個人の感情がプラスに作用した状態とし
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た場合には，「緑の豊かさ」は前提としながら，「感じる」

カテゴリーに分類される心地よい風や適温といった感覚的

な評価対象である空間の質の要素が大きく影響している可

能性がある。加えて，そこに「過ごす」，「つながる」カテ

ゴリーの要素が用意されることで，さらに快適性向上の可

能性がある。 

本研究は東京都心部でのアンケート調査の結果を用いた

ものであるため属性の偏在は否めないが，回を重ねるごと

に回答者属性は拡大平準化していることから，広く一般の

快適性の概念の把握につながるものと考える。また都市緑

地の今後の在り方を議論する材料として寄与できるものと

考える。 

社会の変化に応じて都市緑地に求められる要素は変化す

る。快適性向上のための性格を継続的に把握していくこと

は重要である。今後もアンケートを継続し幅広い層のデー

タを収集することで，快適性向上に寄与する空間の性質を

社会全体の傾向を捉えやすくなるであろう。またアンケー

トの継続のみならず，快適性の対象となった実際に存在す

る空間についての情報を収集し，より具体的な空間の在り

方について議論していくことが求められる。 
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補注 

(1) 都市緑地は，European Urban Atlasによる都市緑地エリア

の定義として，「主に庭園，動物園，公園，郊外の自然エ

リアや森林などのレクリエーションに使用される公共の

緑地，またはレクリエーション目的で管理または使用され

る都市エリアに隣接する緑地」が紹介されているが，各研

究によりその定義は幅広いため明確な定義は行われてい

ない。本研究においても明解に定義することをせず，上記

定義を共通認識としてヨーロッパと日本の既往研究を比

較し議論することで問題ないと判断している。 

(2) Green Tokyo研究会は，東京大学大学院工学系研究科都市

工学専攻 横張教授（当時）の発案により，2019年9月に設

立された研究会。エコッツェリア協会が事務局を務める。

NPO法人や民間企業等幅広いメンバーによる様々な都市緑

地の評価ツールやデータベースを集約し，都市緑地の総合

的な評価システムのプロトタイプを作成することを目指

している。 
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高層複合施設における帰宅困難者のための一時滞在施設に関する課題

－渋谷駅中心地区を対象として－

Issues Related to Temporary Shelter for Stranded Persons in High-Rise Complexes 
: A Case of the Shibuya Station Central Area 

寅屋敷哲也*・佐伯潤** 
Tetsuya Torayashiki*･Jun Saeki** 

 This study aims to organize the issues related to temporary shelters in high-rise complex buildings in the Shibuya 
Station central area. The issues were categorized into the following 13 factors: (1) policy immediately after the 
disaster, (2) allocation of initial responders, (3) safety of evacuation routes, (4) installation of toilet, (5) indoor 
environment, (6) management of occupants, (7) safety related to climate conditions, (8) securing response personnel, 
(9) securing available space, (10) operation of stockpiled supplies, (11) toilet capacity, (12) waste disposal, and (13)
management in case of staff shortages. The findings of this study highlight the difficulties in implementing
countermeasures for temporary shelters specific to high-rise complex buildings. To promote effective
countermeasures, in addition to evaluation and incentives, it is necessary to establish mechanisms that lower the
barriers to implementation

Keywords: Stranded persons , Temporary shelter, High-rise complex, Shibuya city 
帰宅困難者、一時滞在施設、高層複合施設、渋谷

1. はじめに 
1-1. 研究の背景 
東京都心部をはじめとした大都市のターミナル駅の中心地区

では都市活動の集中が著しく、建物の高層化のみならず機能の複

合化が促され、近年では高層複合施設が建ち並ぶようになった。

その背景として、日本の大都市における地価の高騰や都市空間の

不足に加え、建築技術の発展により都市空間の高度利用が可能に

なったことが挙げられる。そのため、日本の大都市では再開発に

より、垂直方向の都市空間を活用する高層複合施設が今後も建設

されていくことが予想される。 
東京都の渋谷では、100年に1度と呼ばれる大規模再開発事業
が国の戦略特区として官民一体となって進められており、2000
年代から本格的に開発の計画が動き出し、2010 年代以降からは
渋谷駅中心地区に高層複合施設が建設され始めた1)。同事業によ

り、2012年に渋谷ヒカリエ、2018年に渋谷ストリーム、2019年
に渋谷スクランブルスクエア第Ⅰ期（東棟）と渋谷フクラス、2024
年に渋谷サクラステージと渋谷アクシュが開業し(1)、現在もその

他の高層複合施設が建設中である。 
一定の面積の土地の縦空間に多数の人が集積することは、平

常時には経済的なスケールメリットの恩恵が得られる一方、災害

時には安全面の観点から問題となりやすい。都市部でかつ多数の

人が集積することにより生じる災害時の主要な問題として、帰宅

困難者問題が挙げられる。渋谷の再開発事業においては、戦略の

一つの「安全安心なまちをつくる」という方針の中で、災害対策

として、防災機能の強化や都市型水害対策、周辺地区と一体とな

った帰宅困難者対策を掲げている2)。そのため、渋谷駅中心地区

に開業した高層複合施設はいずれも、一定の防災機能を有し、災

害時に帰宅困難者が滞在できる一時滞在施設に指定されている。

帰宅困難者の受入人数に関しては、開発事業者が東京都に対して

都市計画提案を行う段階で、複数事業者の協議組織において調整

を行なって、渋谷駅中心地区で想定される帰宅困難者数の半数を

受け入れることができるように各特区で分担をすることを取り

決めたという経緯がある 3)。受入人数は施設の規模にもよるが、

一つの施設で数百から数千人規模であり、災害時に渋谷駅周辺で

発生した大半の帰宅困難者を、再開発で開業した高層複合施設が

受け入れることになる。すなわち、高層複合施設の一時滞在施設

における帰宅困難者対策に対しては、社会からの潜在的な期待が

相当大きいものであるといえる。 
1-2. 先行研究レビュー 
 一時滞在施設の確保については、施設の立地場所や受入人数の

制約条件があるため、公的施設のみならず民間の施設を指定せざ

るを得ない実態がある。民間の施設が一時滞在施設として協力す

るには法的責任問題や具体的な運用方法における障壁があり、特

に首都圏では一時滞在施設の必要数の確保が進んでいない。丸谷

(2013)が、一時滞在施設として協力を求められる企業の多様な懸

念事項について、備蓄のコスト、一時滞在施設のための整備・維

持管理・訓練のコスト、地震発生後の施設の設置時の対応、一時

滞在者からの損害賠償請求の懸念等として整理している4)。この

一時滞在施設で受け入れた後の二次災害の損害賠償責任に関す

る法的問題に関しては、田中(2016)が、所有者責任の軽減の動き

は一定程度進められてきたという経緯を示しつつも、抜本的な解

決には至っておらず新しい一時滞在施設の運営の方法として、公

設民営型の一時滞在施設、すなわち、施設の所有者から自治体が

一旦借り受ける方式の可能性について論じている5)。また、中野
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(2017)は、事業者が一時滞在施設として提供することに関する法

的諸問題として、施設提供と従業員への業務命令の可否、一時滞

在施設における提供業務の法的性質、具体的作業、一時滞在施設

自体の瑕疵について論じている6)。 
 一時滞在施設の運用に関する先行研究としては、運用実態の把

握から課題を抽出する研究について、太田ら(2017)が、横浜みな

とみらい21地区における一時滞在施設に対する調査により、①

滞留者の集中、②時間帯による対応スタッフの課題、③施設の建

築計画上の課題、④他施設への誘導の4点に課題を整理している

7)。同研究では、対象としている施設は同エリアに立地する施設

としており、施設の種類では選別していない。また、一時滞在施

設の開設の検討や運営に関する取り組みを多面的に支援する手

法として、新藤ら(2019)は、汎用版の一時滞在施設運営マニュア

ルとそれを可視化した開設キットを開発し、実働訓練による検証

を行なっている8)。一時滞在施設に滞在する環境を検証する研究

もみられる。堀ら(2021)は、地下街を対象として、最長3日間一
時滞在施設で滞在することを想定し、夏期、中間期、冬期のそれ

ぞれの温熱環境の実測と被験者睡眠実験を実施することにより、

非空調時の温熱環境改善の具体策として、夏期は扇風機、冬期は

ポータブルストーブを設置して風速、温度を一定のレベル以上に

保つ方策を提案している9)。 
 以上のように一時滞在施設を対象とした研究は多様な観点か

ら蓄積はされているものの、高層複合施設特有の課題を整理する

試みはなされていない。 
1-3. 研究の目的 
一言で一時滞在施設となる民間施設と言っても、用途、周辺環

境、公共動線（公共歩道の組み込み）などの条件によって、その

特性は多岐にわたるため、一般的なガイドラインや多様な種類の

事業者を対象とした調査からでは、事業者の種別特有の課題は埋

もれて見えなくなってしまうことがある。それゆえに、汎用的に

活かせる研究成果を目指すだけでは、そうした個別の課題につい

ては、事業者が自ら把握して改善していかなければならない事態

を生み出してしまう。 
そこで本研究では、高層複合施設に焦点を当て、一時滞在施設

の運営という観点で、高層複合施設の特徴を抽出し、それらに関

係する課題や課題が生じる背景を整理して提示することを目的

とする。このことにより、高層複合施設の一時滞在施設の運営者

に対して、留意点を示すことができ、現状の対応方針を見直す上

での参考資料とすることができると考えられる。また、施設の設

計時、すなわち高層複合施設の開発計画の段階で考慮するべき点

についても提言する。 
その他の意図としては、高層複合施設は、一見帰宅困難者の収

容力が高く、建物構造が頑健であり、防災機能やリソースが豊富

にあるようにみえるものの、そこには一時滞在施設の対策の困難

性が存在するということを、協力を依頼する側の行政や帰宅困難

者になり得る一般市民に対しても可視化することである。一時滞

在施設の個別の事業者に対策を任せっきりするのではなく、社会

がその困難性や限界に理解を示し、地域の帰宅困難者対応を官民

で支え合いながらより良くしていくことが重要であると考える。 

 
2. 研究の方法 
2-1. 対象 
 本研究の対象は、渋谷駅中心地区の高層複合施設とする。渋谷

駅は鉄道4社9路線が乗り入れ、一日の乗降客数が約229万人の
全国でも有数のターミナル駅であり、周辺には業務機能や商業機

能が高度に集積している(2)。渋谷駅周辺地域では、一時滞在施設

での受け入れが必要な帰宅困難者として、想定されている標準シ

ナリオでは、平日で19,300人、休日で32,190人とされている(2)。
なお、渋谷区では、帰宅困難者が滞在できる施設を帰宅困難者受

入施設と呼称しているが、本稿では全国的に用いられている一時

滞在施設と名称を統一する。 
 渋谷駅中心地区では、図-1 に示すような一時滞在施設が指定

されており、高層複合施設が多いのが特徴である。高層複合施設

には、多様な用途機能が含まれるが、本研究では、商業用途や文

化施設用途等の不特定多数の来客が見込まれる用途機能の空間

のみを対象とする。オフィスや宿泊施設、住宅等は複合施設に含

まれることはあるが、上記用途機能と来客の特性が異なることか

ら対象としないこととする。 

2-2. 調査方法 
高層複合施設における一時滞在施設の対策を担当する実務者

及び同対策を担うコンサルタントへのインタビューや意見交換、

現場視察を含めたフィールドワークを繰り返し、高層複合施設の

特性や課題について整理していく。 
調査は2024年9月から2025年2月までに実施し、そこで得ら
れた情報をもとに課題の抽出を行なった。なお、協力を仰いだ高

層複合施設については、匿名を条件として提示されているため、

対象とした具体の施設名の記載は避ける。 
 
3. 高層複合施設における一時滞在施設の課題 
 高層複合施設における一時滞在施設の課題を整理する上で、建

物構造に起因する課題と事業運営に起因する課題に分けて、それ

ぞれ表-1と表-2に示す。高層複合施設の建物構造の特徴として、
垂直方向に展開する空間、開閉可能な窓の制約、半屋外空間につ

いて、それぞれ 3-1〜3-3 に記述する。続いて、事業運営の特徴

として、多数テナントの入居、業務に最適化された設計、運営人

員が不足する時間について、それぞれ3-4〜3-6に記述する。 

 
【図-1】渋谷駅中心地区における一時滞在施設(3) 
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3-1. 垂直方向に展開する空間 
高層複合施設は垂直方向に多層的に建物空間が広がっている

ため、敷地面積に対する床面積の割合が大きく、施設内の来訪者

が非常に多くなることが特徴としてある。表-1における1「垂直
方向に展開する空間」という特徴に対して、(1A) 発災直後の方
針、(1B)初動対応者の配置、(1C)移動経路の安全性、(1D)トイレ

対応、の4つの課題を抽出した。それぞれの課題について(1)〜(4)
に整理して記述する。 
(1) 発災直後の方針 
 表-1における(1A)の本課題においては、来訪者全員を施設外に
退避させる場合に、施設の周辺に大勢の人が滞留できる場所がな

いことが背景としてある。一般的に高層施設の場合、図-2 に示

すように多層的に人が収容されているが、この人々が一斉に施設

外に出る場合、施設周辺に大きめの広場や空地がある場合を除い

て、滞留できる空間が施設外にはないことが多い。渋谷区では、

外出している時に地震が発生した場合には、一時滞在施設が開設

されるまでに時間がかかるため、一時退避場所である青山学院大

学や代々木公園等にまずは避難するように推奨している(5)。しか

しながら、高層複合施設にいる大勢の人を施設外に滞留できる空

間がないまま外に出してしまうと、もともと人が多い渋谷駅周辺

が大混雑し、周辺の道路へ人が溢れてしまうことで群衆事故等の

二次災害を引き起こしてしまう恐れがある。また、後述するが、

施設外での滞留については、暑熱や寒冷が健康に与えるリスクも

考慮をする必要がある。 
一時滞在施設の運営を考えた場合、地震発生直後は一時滞在施

設の開設準備として、施設の安全確認や受け入れの準備を行う必

要がある。特に商業用途の施設では、地震直後の初動対応を行う

際には、対応の円滑化や盗難リスクの軽減のためにも施設閉館を

して来訪者を建物の外に退避させる方針を採ることが一般的で

ある。しかしながら、先述の背景により、商業用途が含まれる高

層複合施設は、来訪者を一斉退避させること自体が安全性の観点

から非常に難しい場合がある。他方、近年建設された高層建築物

は地震に対して強い構造で、倒壊リスクが非常に低いことが多い

ため、特に差し迫った危険が無い限りは、来訪者を施設内待機し

 
【図-2】高層施設に収容される人数のイメージ(4) 

【表-1】 高層複合施設における建物構造に起因する課題 
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ながら初動対応を実施する方針を採る方が、安全性の観点からは

望ましいともいえる。 
 地震直後に来訪者を施設内待機させながら一時滞在施設の開

設準備を実施する方針の場合には、図-3 に示すように施設内の

大勢の来訪者が待機できる場所に一旦誘導することが望ましい。

なぜなら、大勢の来訪者がいる空間で一時滞在施設の開設準備の

作業を行う場合、必要な機材や物資を台車を使って搬送する際に

来訪者との衝突の危険があることや、作業中に話しかけられる等

の開設作業の障壁になることが想定されるからである。しかしな

がら、高層複合施設の中にも大人数を集約して待機できる空間は

限られており、むしろそのような空間が一時滞在場所に指定され

ている可能性が高く、開設準備のためにその空間は空けておく必

要があるとすると、よりオペレーションは困難となる。この方針

で一時滞在施設の開設を行う場合には、施設ごとに必要となる空

間を捻出し、現実的かつ最適な具体方策を検討することが求めら

れる。 

(2) 初動対応者の配置 
 表-1における(1B)の本課題においては、各階層に来訪者が分散

している状態になるという背景があり、発災時には施設内の来訪

者に対して初動の対応の呼びかけや移動のための誘導をする対

応者が各階層で必要になるという課題がある。 
 (8)に後述する内容と重複するが、商業用途施設では各階層に

テナント事業者の従業員が常駐しているが、施設運営会社として

は、テナント事業者に対して契約内容以外の業務を要請すること

が難しい。施設運営におけるテナントの契約形式として、直接契

約とマスターリース契約がある。マスターリース契約とは、施設

所有者が借主（マスターレッシー）に対して一括賃貸し、マスタ

ーレッシーがエンドテナントに対して賃貸（転貸）するというス

キームである 10)。例えば、複合施設に百貨店が入居する場合、

百貨店はマスターリース契約になる。施設運営会社としては、帰

宅困難者対策に関して百貨店と協力の交渉はできるが、百貨店に

入居しているテナントの店舗はエンドテナントであるため直接

交渉できない。そのため、百貨店事業者と協力に合意できたとし

ても、そこから百貨店事業者がテナントの店舗に対して協力の合

意を得るという段階を踏むことになる。すなわち、直接契約以外

にもマスターリース契約により他の運営会社が介在した上でテ

ナントが入居しているため、施設全体として一括した方針で協力

を要請することが難しいという構造もある。 
以上より、テナント事業者の従業員に対して初動対応やその後

の来訪者の誘導や待機指示等について協力を得るには困難性が

伴う。しかしながら、地震発災直後の対応については、来訪者の

身近にいるスタッフによる対応が望ましいため、できる限りこれ

を可能にする努力が施設運営会社には求められる。 
(3) 移動経路の安全性 
 表-1における(1C)の本課題においては、施設内の来訪者が非常
に多いということに加え、施設内の垂直移動のための避難階段が

セキュリティの観点からバックオフィス側に設置されている場

合があるという背景がある。当然、大勢の人が一斉に階段を利用

して垂直移動をすること自体に安全性の配慮が必要となるが、加

えてバックオフィス側の通路や階段は商業用途のフロアと比べ

ると幅員が狭く設計されているため、その経路を利用して来訪者

を移動させる場合には、更なる安全面でのリスクが高まることが

予想される。また、バックオフィスには当該施設の事業運営に係

る情報や在庫商品、金銭を扱う場所等にアクセスできてしまうた

めセキュリティ面でのリスクがあり、複雑な通路となっていて来

訪者が迷子になる懸念もある。太田ら(2017)の先行研究でも、宿

泊施設において、同様の指摘として、エレベーター停止時には、

顧客が通る非常階段と従業員が使うバックヤードが区画されて

いないため、運用面で不都合が生じる可能性があると記述されて

いる7)。すなわち、安全性やセキュリティ等の観点から慎重に移

動経路の選定と誘導方法を検討することが求められる。 
(4) トイレ対応 
 表-1における(1D)の本課題においては、高層建築物では地震に
より下水の垂直配管の破損やズレが生じやすく、損壊状況の確認

も容易ではないという背景がある。高層施設において給排水が故

障している状態では、施設内の水洗トイレはすぐに使用不可とな

る 11)。地震直後は下水配管の破損可能性があるため、被害状況

が未確認な状態でも地震後すぐに施設内の水洗トイレの使用を

禁止する必要がある。高層施設では、水洗トイレの禁止処置や簡

易トイレの設置対応をする箇所が垂直方向に多層的に分散して

おり対応に時間を要する可能性がある。例えば、水洗トイレが使

用禁止であることを不特定多数に周知するためにトイレのドア

等に使用禁止の張り紙を貼る作業が想定される。こういったトイ

レ利用に関する対応を各階層で行わなければならないが、限られ

た人員で一時滞在施設の開設準備を行う上で、上記作業に多くの

人員を割くことは難しく少数での対応となると時間を要するた

め対応の負担としては比較的大きいものとなる。 
3-2. 開閉可能な窓の制約 
高層建築物においては、物や人の落下防止や強風の影響の軽減

など安全上の理由から、開閉できない窓が多いという特徴がある。

表-1の2「開閉可能な窓の制約」の特徴については、室内環境に

おける課題を生じさせる。同課題について(5)に記述する。 
(5) 室内環境 
 表-1における(2A)の本課題においては、地震等に伴う停電の発

生により空調や換気設備が停止する場合があるという背景があ

 
【図-3】施設内待機方針で一時滞在施設準備をする手順(4) 
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る。施設の換気システムには、電力を使わない自然換気と電力を

使う機械換気、両者の併用の方法があるが、高層建築物に関して

は全てを自然換気で賄うことは難しいため、機械換気に頼ってい

ることが多い。空調に関しては全てが機械式となる。一般的な高

層施設には非常用発電機が備えられているが、機械換気の設備や

空調設備は電力の使用量が大きいため、非常用発電機に接続して

おらず停電時に換気および空調設備が利用できないことも少な

くない。窓が開閉できない階層のスペースを帰宅困難者の一時滞

在場所として指定している場合、換気や空調が停電時に利用でき

なければ、特に夏に関しては室内温度が高温になりやすく、滞在

者の熱中症等になるリスクが高まることに注意する必要がある。

また、換気が困難な室内であれば感染症流行期には感染症の蔓延

リスクの増加や二酸化炭素濃度の上昇による滞在者への健康の

悪影響が懸念されるという課題もある。 
東京都では一時滞在施設に 3 日分の物資の備蓄を求めている

ので、物資がある限り滞在することが想定される。比較的長い時

間滞在することになるため、少なくとも一時滞在場所となってい

る階層においては、停電時にも換気可能な方法を検討しておくこ

とが望ましい。 
3-3. 半屋外空間 
高層複合施設の形態はさまざまであるが、例えば、図-4のよう
に、公共通路と施設が接続する部分に広い半屋外空間が形成され

る場合がある。表-1の3「半屋外空間」の特徴については、その

半屋外空間が帰宅困難者の一時滞在場所として建築計画段階で

計画されていることがあるという背景がある。これに伴う課題に

ついて、滞在者管理と気候に伴う安全性をそれぞれ(6)、(7)に整

理して記述する。 

 
(6) 滞在者管理 
 表-1における(3A)の本課題においては、地上の歩道や歩道橋、

地下通路といった外部の公共通路と接続している半屋外空間に

ついては、当該空間と通路を遮断することができない場合が多い。

そのため、当該空間の場所を一時滞在場所として一時滞在施設を

運営すると、開設後に滞在者と外部の人間が入り混じってしまい

管理が困難となる。例えば、一時滞在施設に受け入れた滞在者が

外部との出入りが自由な空間で滞在する場合、外から視認される

ため、滞在場所を確保できていない外部の人が押し寄せてくる可

能性がある。また、滞在者が持っている配布された備蓄物資を外

部の人が強奪するトラブルにも発展し得る。すなわち、外から視

認できてかつ出入りを封鎖できない場所を一時滞在場所として

利用することは管理の困難性に加え、トラブル発生のリスクも抱

えることになる。渋谷駅前の高層複合施設であれば人通りが多い

通路と接続するため、災害後にも多数の人が溢れていて滞在者管

理は困難となることが予想される。 
(7) 気候に伴う安全性 
 表-1における(3B)の本課題においては、半屋外空間のため外気
にさらされるわけであるので、気候条件によっては滞在者の安全

性を確保できない場合がある。特に、冬期に半屋外の空間で帰宅

困難者を滞在させることは、3日どころか1晩でも危険であるこ
とは想像に難くない。例えば、図-4 のような環境が一時滞在場

所であったとすると、雨や雪は凌げても、外気が直接入ってくる

ため、滞在環境としては厳しいといえる。 
 (6)(7)の理由より、半屋外かつ外部通路との遮断ができない場

所を一時滞在場所とすること自体、本来的には開発の設計段階か

ら避けるべきであると提言できる。今後、東京都の都心部で開発

される高層複合施設の大半が帰宅困難者を受け入れる一時滞在

施設となる前提で設計されると思われるが、この点については十

分に留意した上で計画を検討するべきである。 

また、設計段階でそのような運用となってしまっている高層複

合施設が既にあるとすると、事後的にでも一時滞在場所を別の場

所に切り替えることで上記リスクを軽減する努力をすることが

望ましい。 
3-4. 多数テナントの入居 
ここからは高層複合施設における事業運営に起因する課題に

ついて述べる。高層複合施設では、商業用途等のスペースを多数

のテナントに貸し出すことを想定している。すなわち、施設運営

会社はその賃貸収入が事業の柱となっているという特徴がある。

表-2における4「多数テナントの入居」という特徴に対して、(4A)
対応人員の確保、(4B) 利用空間の確保、(4C)備蓄倉庫の運用、

の3点の課題を抽出した。それぞれ(8)〜(10)に整理して記述する。 
(8) 対応人員の確保 
 表-2における(4A)の本課題においては、施設内に常駐している
テナント事業者や協力会社の職員の人数に対して、施設の運営担

当者の人数が少ないという背景がある。なお、中規模施設におい

ては、施設運営会社の運営担当者が非常駐で、近隣の施設の事務

所から遠隔で管理することも多い。平常時に多数の来訪者を対応

する人員はテナント事業者であるため、その多数の来訪者に対応

できるだけの人数は施設内には存在していると考えられる。また、

複合施設では、清掃業者や荷捌き業者、防災センターの運営要員

として警備会社等と契約し、同事業者の職員が施設に常駐してい

る。一方、一時滞在施設の協定を締結している主体は施設運営会

社であり、限られた施設運営会社の職員のみでは多数の来訪者に

対して十分に対応することは難しい。加えて、施設運営会社の職

員が非常駐の施設であればより対応が困難となる。すなわち、高

層複合施設では、数百から数千人という規模の帰宅困難者を受 
け入れる一時滞在施設の開設準備や運営のために、施設運営会社

以外の対応人員を増やす必要性が生じやすい。中野(2017)が整理 

 
【図-4】複合施設における半屋外空間のイメージ(4) 
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しているように、帰宅困難者対応に関して直接の従業員に対する

業務命令についても一定のハードルがある6)にも関わらず、高層

複合施設としては更にハードルが高いテナント事業者や協力会

社に協力を求めざるを得ない状況がある。テナント事業者への協

力の要請の難しさについては、(2)に先述の通りであるが、それ

は協力会社との業務委託契約についても同様である。施設運営会

社は、法的にも委託先の協力会社の職員に対して直接指示を出す

ことができない。 
ただ、テナント事業者や協力会社との契約書に、災害時の協力

について含まれて記載されている場合もある。しかしながら、ど

のような対応かという細目は契約には記載されていないことが

多いため、施設運営会社は契約後に個別に具体的な協力の交渉を

せざるを得ないし、合意が得られた後も取り決め内容の継続的な

見直しを行わなければならない。さらに、協力の合意ができたと

しても、対応中にテナント事業者や協力会社の職員が負傷した場

合の労災問題等にも配慮しなければならない。 
(9) 利用空間の確保 
 表-2における(4B)の本課題においては、テナントに貸している
区画の面積に対して施設の共用部の面積が小さいという背景が

ある。一時滞在施設の運営に活用できる共用部の空間は限られる

ため、一時滞在場所や、(1)で記述した来訪者の待機場所等の空

間としてテナントに貸している区画を災害時のみ活用したい場

合があるが、(2)に先述した理由で、テナントとの交渉が必要と

なりハードルがある。また、商業用途の階層においては、テナン

トの店舗の出入りを物理的に制限できない区画もあり、その場合

は万引き、商品汚損等の防止の観点からその区画一帯は一時滞在

場所や待機場所として利用することが困難となる。 

(10) 備蓄倉庫の運用 
 表-2における(4C)の本課題においては、施設運営会社はテナン

トからの賃貸収入が収益の柱となるため、設計段階では、災害時

のみに利用するような収益性の低いもしくは無いスペースは最

小限に抑える傾向が強いという背景がある。そのため、災害時に

のみ利用するような災害備蓄倉庫に関しては、①狭い、②アクセ

スに難がある、③小規模で分散、の特徴に該当している場合が多

く、災害時の一時滞在施設の運営がしにくい設計となっている。

このような設計が生じさせる問題は以下の通りである。 
 ・倉庫が狭いと天井近くまで積み上げが必要となり危険(①) 
 ・エレベーター停止時の垂直搬送が困難(②、③) 
・災害時に備蓄物資の搬送が長距離 (②、③) 

 以上のように、一時滞在施設の対策をする上で負担となること

があるため、設計段階から災害時の一時滞在施設の運営の負担が

大きくならないように考えられていることが望ましい。 
3-5. 業務に最適化された設計 
表-2における5「業務に最適化された設計」という特徴に対し
て、(5A)トイレキャパシティ、(5B)ゴミ処理、の2点の課題を抽
出した。それぞれ(11)〜(12)に整理して記述する。 
(11) トイレキャパシティ 
 表-2における(5A)の本課題においては、商業用途（物販や飲食
等）が主の階層のトイレの数は平常時の利用を想定しているとい

う背景があり、そのような階層の区画で災害時に一時滞在場所と

して多数の人を受け入れた場合、トイレの数が不足してしまう。

施設内には共用部の区画が限られているので、可搬型のトイレの

設置も難しい。そのため、まずは既設のトイレで簡易トイレを利

用する方針になることが多い。そのため、用を足すための人がト

【表-2】 高層複合施設における事業運営に起因する課題 

 
 

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.23, 2025 年 2 月  
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.23, February, 2025 

- 542 -



 

イレの前に徒列を作ることが想定され、トイレの前の通路が狭い

場合などは徒列の管理が難しくなる。また、男女のトイレが向か

いにある場合も多く、女性側が精神的に不安を抱く場合もあり防

犯上のリスクの観点からも配慮が必要である。このように多数の

人を一区画に寄せ集めて滞在させるためには、一時滞在施設の運

営のために施設の状況を踏まえたトイレ利用の方法を検討する

ことが求められる。 
(12) ゴミ処理 
 表-2における(5B)の本課題においては、施設内の安全上や意匠
上の理由から平時に施設内に設置されているゴミ箱が少ないと

いう背景がある。そのため、災害時に大人数を一時滞在場所に受

け入れた場合、滞在者に配布した備蓄食のゴミの処分に配慮する

必要性が生じる。数千人規模を受け入れる高層複合施設では、配

布する備蓄の水・食料や使用済み簡易トイレのゴミの量は非常に

大きく、その大量のゴミが一時滞在場所という空間的に集約され

た場所で発生することになるため、その回収は容易ではない。す

なわち、ゴミの廃棄場所の新たな設置を含めた回収方法を検討す

る必要がある。 
3-6. 運営人員が不足する時間帯 
表-2における6「運営人員が不足する時間帯」という特徴に対

して、(6A) 運営人員不足時の運営という課題を抽出し、 (13)に
整理して記述する。 
(13) 運営人員不足時の対応 
 表-2における(6A)の本課題においては、平日の夜間や土日祝日
に関しては商業用途の施設の営業時間であっても、施設運営会社

の職員は施設内で勤務していないことが多いという背景がある。

販売店舗や飲食店がある商業用途の施設では、施設運営会社の職

員の退勤時間よりも遅くまで営業している場合が多い。また、土

日祝日においては施設運営会社の職員は平日よりも出勤人数が

少ない場合が多い。そのため、平日の夜間や土日祝日のような施

設の運営人員がいないもしくは少ない時間帯では、一時滞在施設

の開設自体が困難となる可能性が高いという課題がある。先述の

ように一時滞在施設の協定を締結しているのは施設運営会社で

あることが多いため、一時滞在施設の開設の主体である施設運営

会社の職員がいない状況では運営が成立しない。なお、(8)に先

述のように施設運営会社の職員がそもそも常駐していない施設

においては、常時から運営体制に大きな課題がある。 
一方、平日の夜間の時間帯でも飲食店がある施設には一定の来

訪者がおり、また、施設の外の駅周辺にも多数の人がいる状況で

ある。また、土日祝日に関しては一般的に商業施設では平日より

も買い物客の来訪者は多いという状況でもある。いずれの時間帯

でも災害が発生した場合の帰宅困難者は多く発生することは予

想される。このような時間帯において一時滞在施設を開設できる

ような対応は、社会的には求められるものの実務的には困難であ

るのが実態である。さらに、近年の働き方改革により、施設運営

会社の職員にもリモートワークが導入されており、災害発生時に

一時滞在施設の準備のために遠隔地から安全に対象施設に駆け

つけることができるのかといった課題もある。太田ら(2017)の先
行研究においても、時間帯による対応スタッフの課題がオフィス

ビルを例に挙げられており、帰宅困難者への対応は施設内に従業

員が残っている時間帯に限られることと指摘されている7)。この

問題からは、例え、ある地域で発生が予想される帰宅困難者数を

受け入れられる一時滞在施設が確保されていたとしても、地震の

発生時間帯によっては十分に帰宅困難者を受け入れられない事

態に陥るということを認識しておかなければならないと指摘で

きる。 
 
4. おわりに 
本研究では、渋谷駅中心地区を対象として、高層複合施設に

おける一時滞在施設の課題を整理した。具体的には、施設の建物

構造に関する課題として、垂直方向に展開する空間、開閉可能な

窓の制約、半屋外空間についての特徴から抽出し、施設の事業運

営に関する課題として、多数テナントの入居、業務に最適化され

た設計、運営人員が不足する時間帯についての特徴から抽出し、

合計13の課題に整理した。 
本研究の課題は、整理した高層複合施設における特徴や課題

は、全て網羅的に抽出できたわけではないことである。今後の更

なる検討によって特徴や課題は増える可能性があることには留

意する必要がある。首都圏で帰宅困難者が発生した東日本大震災

においても数日間帰宅困難者を高層複合施設で受け入れるとい

う事例は乏しく、また、以降も高層複合施設が集中する大都市で

の大規模災害は発生していない。そのため、一時滞在施設の運営

方法についての課題や解決方法は、仮説に基づいて検討を進めて

いかざるを得ない実態がある。しかしながら、平常時から大勢の

人が滞留している高層複合施設においては、災害時には群衆事故

等のリスクを抱えており、災害が発生してからの失策や犠牲によ

り学ぶのではなく、最大限の努力により被害を未然に防ぐための

課題の検討を一歩ずつでも進めておく必要があるだろう。 
 ただし、本研究の現時点での成果により、高層複合施設特有の

一時滞在施設の対策の難しさを一定程度浮き彫りにすることが

できた。その難しさの原因は、特に、施設内に大勢の滞留者にな

り得る人がいること、その人たちに対して対応する人員と利用で

きる空間が不足すること、そして、施設の設計段階で災害時の運

用について考慮されていないことが大きいと思われる。  
本研究で抽出した課題を解決しようとした時に、施設の特性に

応じて困難性には大小あると思われる。中には根本的に解決が難

しい問題も孕んでいる。そうした時に、施設運営会社は、ビジネ

ス上のメリットが乏しい一時滞在施設の対策のために、困難な課

題解決を実行することに労力を費やすことができるだろうか。も

ちろん一時滞在施設の対策に真剣に取り組む施設も一定数存在

するだろう。しかしながら、現状、協定を締結している施設は公

表されていてもどの程度対策に取り組んでいるかについては可

視化されていない。積極的に一時滞在施設の対策に取り組む施設

を評価して公表する仕組みや、施設にとってのインセンティブが

ないと、施設側が一時滞在施設の対策に取り組むモチベーション

を維持することが難しいだろう。加えて、行政の施策によって施

設側の対策のハードルを下げることができれば、都市部の帰宅困

難者問題に対する対策がより進展していくことにつながるので
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はないだろうか。 
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* 正会員・山崎技術事務所(Yamasaki Technical Office Co,Ltd)

街路の快適性評価に関する研究 

－ロンドン・パリ・東京の街並み比較－ 

A Study on the Evaluation of Street Comfort 

－A Comparison of  the Streetscapes of London, Paris, and Tokyo－ 

山崎元也* 

Motoya Yamasaki * 

abstract Improving the comfort of urban streets when vehicles are traveling is important from the perspective of improving customer 

satisfaction, and is also a necessary perspective for making effective use of existing social infrastructure. There have been few 

studies to date that have analyzed the relationship between street scenery and comfort when vehicles are traveling. In this study, the 

relationship between road components and comfort is analyzed and understood using quantification theory type 1. The impact of 

items such as “road width”,“street trees”,”buildings”,and “parking conditions” on comfort evaluation is analyzed.. In order to 

improve the scenery of Japanese streets, old Yamate-dori and Komazawa-dori were selected as the target areas. Abbey Road was also 

selected in London, and Avenue de la Trocadero in Paris. 

Keywords: Quantification theory type 1, Abbey Road, Avenue de la Trocadero ,Old Yamate-dori, Komazawa-dori 

数量化理論Ⅰ類,アビーロード,トロカデロ通り,旧山手通り,駒沢通り 

１．研究目的 

都市の街路において車両走行時の快適性を向上させることは

CS 向上の観点からも重要で、既存社会インフラの有効利用を図

るためにも必要な視点である。 

本研究は日本の街路の景観を改善させるために、ロンドン・パ

リの街路を参考にする， 

２．アンケート実施 

アンケートは被験者に対して評価用動画を提示し、アンケート

用紙に回答するという形で実施した。なお、被験者はロンドン在

住の日本人を含み公務員、コンサルタント会社など24名とした。 

以下にアンケート実施の詳細を示す。 

(1) 評価用動画

提示する動画の対象として、住宅地域を対象に、ロンドンはリ

ージェンシーパーク近くのアビーロード周辺、パリは凱旋門から

エッフェル塔に向かうトロカデロ通り、東京は旧山手通り、駒沢

通りを選んだ。 

動画の内容としては道路状況・街路樹・沿道建物・駐車状況とし、

1動画約15秒を計32動画提示した。アンケート実施時の状況写

真と提示動画例を写真-1に示す。 

(2) アンケート内容

アンケートは「快適な」「快適でない」の形容詞対について5段

階のSD評価（5-快適な、4-やや快適な、3-普通、2-やや快適で

ない、1-快適でない）を行った。 

３．分析フロー 

アンケートで得たデータとアイテム・カテゴリー表より数量化

理論Ⅰ類による快適性評価式の作成を行った。なお分析にあたり

多重共線性の照査を行った。 

アイテムカテゴリ―表はアイテムやカテゴリーを変更しなが

ら検討を行った。図-1に分析フローを示す。 

写真1 :アンケート対象地(ロンドンAbbey Road) 

４．アイテム・カテゴリー表 

走行時の道路の快適性に影響すると考えられる要因を抽出し、街

路樹や沿道建物や駐車状況との関係をどのように改善すれば快

適性が向上するかを検討した。検討にあたり作成したアイテム・

カテゴリー表を表-1に示す。  

図1 分析フロー 

START

アイテム・カテゴリ表の作成

多重共線性の照査

アイテム間の相関の確認
（独立性の検定）

数量化理論Ⅰ類による分析

全てのアイテム間で
独立性が確保されているか

カテゴリスコアの矛盾はないか

（アンケート平均値とカテゴリスコアの相関≧0.5）

快適性に影響する要因の把握

快適性評価式の提案

END

p＜0.01（1%有意）
の組み合わせを抽出
し、カテゴリを再分
類、あるいはアイテ
ムの統合、削除

矛盾のあるアイテム
の削除を検討

No

Yes

矛盾なし

アンケート実施
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５．多重共線性の照査 

作成したアイテム・カテゴリー表をもとにしてアイテム間の相

関性の確認（独立性検定）を行った。 

照査の結果、アイテム間の独立性とカテゴリー数制約の妥当性

が確認できたため、この4アイテム11カテゴリーで分析を実施

した。 

６．数量化理論Ⅰ類の分析結果 

数量化理論Ⅰ類による分析結果を表-2 に示す。重相関係数は

0.941と高く、また、決定係数も0.8以上あり、実測値と予測値

とが対応がとれているといえる。 偏相関係数とは、各アイテム

が快適性に対してどの程度影響を及ぼすかを示している。数値が

高いほどそのアイテムは快適性が優れているという印象を与え

るのに重要な要素になるということがいえる。 

カテゴリースコアとは、各カテゴリーに与える数値であり、各

カテゴリーが快適性に対してどのような影響を与えるのかを示

している。 レンジとは、各アイテムのスコアの最大値と最小値

の差であり、この値が大きいと快適性に対するカテゴリーの影響

がはっきり表現されていることになる。 

数量化理論Ⅰ類による分析結果より導出した快適性評価式を

右式に示す。なお、定数項（快適性評価平均値）は3.33となっ

た。 

表-1 アイテム・カテゴリー表 

アイテム No1 No2 No3 No4 No5 No６

X11 １車線 0 0 0 0 0 0

X12 ２車線 1 1 1 1 1 1

X13 対面 0 0 0 0 0 0

X21 少ない 1 1 1 1 1 1

X22 中 0 0 0 0 0 0

X23 多い 0 0 0 0 0 0

X31 低層 1 0 0 0 0 0

X32 中層 0 0 1 0 1 1

X33 デザイン 0 1 0 1 0 0

X11 少ない 1 1 0 1 0 0

X12 多い 0 0 1 0 1 1

カテゴリー

幅員

街路樹

建物

駐車

表-2 数量化理論Ⅰ類による分析結果 

重相関係数 0.941

決定係数(R^2) 0.886

アイテム 偏相関係数レンジ
カテゴリー

スコア

X11 １車線 -0.044

X12 ２車線 -0.054

X13 対面 0.160

X21 少ない -0.224

X22 中 -0.014

X23 多い 0.456

X31 低層 -0.559

X32 中層 0.120

X33 デザイン 0.254

X11 少ない 0.065

X12 多い -0.124

0.198

0.721

0.576

0.32

0.213

0.68

0.813

0.189

カテゴリー

幅員

街路樹

建物

駐車

-0.600 0.000 0.600

快適性評価式 

:快適性評価値, ～ :カテゴリースコア 

～ :アイテム・カテゴリー表(0,1) 

:定数項（快適性評価平均値） 

７.考察 

 偏相関係数は大きいアイテムから、「街路樹」「建物」「駐車」

「幅員」と続く。「街路樹」の相関係数が高いのは、 「街路樹」

が少ないカテゴリーのスコアが低いこと、「街路樹が少ない状態

より多い状態の方がスコアが高いことが要因として挙げられ、

「街路樹」の多さが快適性向上に寄与している可能性が考えられ

る。 

 また、「建物」についてはデザイン性のある方が快適性向上に

寄与しており、「駐車」が少ない方が快適性向上に寄与している

可能性が考えられる。 

８.結論 

本研究では、道路構成要素と快適性との関係を数量化理論Ⅰ類

を用いて分析・把握した結果、 「街路樹」が多い場合、デザイ

ンされた「建物」の有る場合、駐車状況が少ない方が快適性評価

が高くなるという結果が得られた。 

９.今後の展開に向けて 

課題として本研究で対象とした路線以外を対象としたアンケ

ート実施と分析を行うことによる評価式の普遍性の確認が課題

として挙げられる。 

今後は対象区域を増やすことと、AI を用いた画像分析によりア

イテムカテゴリー表の自動作成を行い、画像をインプットして快

適性評価が出力されるシステム構築を行いたい。 
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1. 研究の枠組み

1-1研究背景・目的

近年、地方都市では自動車依存型の生活様式が定着し、

人口減少や少子高齢化と相まって、まちなかにおける人々

の活動が減少し、賑わいや活力が失われつつあり、本研究

の対象地である静岡県伊豆の国市もこの例外ではない。そ

の中で、都市再生の方策として、市街地のコンパクトな集

約のあり方や、公共交通を用いた、あるいて暮らせるまち

づくり、ウォーカブルなまちづくりの展開などが全国各地

で推進されている 1)。一方、伊豆の国市伊豆長岡地区の現

地調査を行った結果、地域住民、観光客、旅館従業員、順

天堂大学医学部附属静岡病院（伊豆半島の基幹病院）の利

用者（患者、付添人、医療従事者）など多様な属性の人々

が地域内で活動しているというポテンシャルがあり、これ

らの人々の活動を顕在化させ、活動を重ね合わせてゆくこ

とがまちの賑わい創出につながると考えられる 2)。 

このような背景を踏まえ、伊豆の国市伊豆長岡地区では

ウォーカブルなまちづくりを推進する上でも、まちなかで

の滞在可能性を高める必要があるため、滞留空間群を挿入

して回遊性と滞在快適性の向上を図る「ほっといずなか」

という社会実験が実施された。本実験は、特性の異なる複

数の滞留空間を同時に創出し、多様な層の場所利用および

回遊行動を促すことで、人々の外出やまちなかにおける活

動の活性化を目指している。本研究ではこの実験を研究対

象とし、実験実施によって生み出された滞留・回遊行動を

調査分析することで、複数の滞留空間の同時創出による賑

わい創出を図る社会実験の成果を検証し、今後の課題を明

らかにすることを目的とする。 

1-2既往研究と本研究の位置付け 

公共空間の活用や社会実験に関する研究は多く蓄積され

ている。三友ら(2016) 3)や澤田ら(2022)4)は、社会実験時

のアクティビティ調査を通じて、仮設物の設置が人々の行

動に与える影響やその有効性を明らかにしている。また、

泉山ら(2016)5)は池袋駅東口グリーン大通りでのオープン

カフェ社会実験を対象に、人間中心の視点から公共空間の

アクティビティ評価手法について検討した。さらに、泉山

ら（2018）6)は神田警察通りを対象とした研究において、

「参加型社会実験」としての公共空間活用の方法論とその

留意点を提示している。 

複数箇所を対象とした社会実験に関しては、安藤ら

(2018)7)や城本ら(2023)8)が、滞留行動や回遊行動と来街

手段との関連性を明らかにした。 

本研究は、伊豆長岡地区の特性を見極めつつ、未活用空

間を複数同時に活用し、まち全体をフィールドとした回遊

型社会実験の実施結果及びその分析を通して、参加者の滞

留および回遊の両側面からその効果の分析を行うことで、

ウォーカブルなまちづくりを行う上での、地域特性に応じ

た環境改善の手法を検討することを図るものとする。 

1-3 研究方法および論文の構成  

 本研究では、2024年10月11日～13日に静岡県伊豆の

国市で開催されたまちなかウォーカブル社会実験「ほっと

いずなか」を研究対象とする。なお、筆者らは本社会実験

の企画および当日の運営に携わっている。 

論文の構成としては、まず2章で社会実験「ほっといず

なか」の概要を詳述し、3章においてアンケート調査、ス

タンプカード調査、およびスマートフォンの位置情報デー

タを用いた人流調査という3種類の調査手法によって収集

された実験参加者の滞留・回遊行動の結果を示し、その分

析も行う。これらの調査結果に基づき、4章では本社会実

験がもたらした成果と今後の課題を提示する。 

地方都市におけるウォーカブルなまちづくり推進にむけての滞留空間群創出実験の成果と課題 

— 静岡県伊豆の国市伊豆長岡地区「ほっといずなか」社会実験の実践を通じて — 

Results and Challenges in Creating Stay Spaces to Promote Walkable City in Regional City 

-A Case Study of the “Hot Izunaka” Pilot Program in Izunagaoka District, Izunokuni City, Shizuoka- 

永橋のぞみ*・奥村真妃*・小﨑大耀*・横山創紀*・谷本花野*・野原卓** 

Nozomi NAGAHASHI*, Maki OKUMURA*, Taiyo KOSAKI*, Soki YOKOYAMA*, Kano TANIMOTO*, Taku NOHARA** 

This study analyzes a pilot program implemented in Izunokuni City, Shizuoka Prefecture, that created five stay-type spaces to promote 

diverse user activities and rambling around the city. The pilot program attracted 134 participants over three days, achieving a high rate 

of movement with approximately 80% of participants visiting all five stay-type spaces. While the stamp rally effectively encouraged 

movement, stay times were short, and visits to locations outside the designated areas were limited. This study clarifies the importance 

of location-appropriate planning, environmental comfort, and collaboration with surrounding facilities in designing a program to 

involve more people, encourage rambling around the city, and revitalizing the central area. 

Keywords: Walkable, Placemaking, Town-Walkable area, Stay Spaces, Rambling Around a City 

ウォーカブル、プレイスメイキング、まちなかウォーカブル区域、滞留空間、まちなか回遊 
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2.対象地および「ほっといずなか」社会実験の概要  

2-1対象地の概要 

 本研究の対象地である伊豆の国市は、昭和期に栄えた温

泉街を有し、観光産業が基幹産業の一つとなっている地域

である。しかし、同産業は近年衰退傾向を示しており、さ

らに当地域は車社会化の進展に加え、人口減少や空き家増

加等の複合的な課題に直面し、まちなかの活力低下が問題

となっている。このような状況を背景として、ウォーカブ

ルなまちづくりを通じた地域再生への動きが近年見られ、

都市再生整備計画（令和4年1月策定）において滞在快適

性等向上区域（通称まちなかウォーカブル区域）が指定さ

れている。当該区域は「伊豆長岡地区」と称されており、

本研究で対象とする社会実験もこの区域に焦点を当てて計

画・実施されている。 

2-2「ほっといずなか」社会実験の概要   

「ほっといずなか」社会実験は、静岡県伊豆の国市「伊

豆長岡地区」の中で、利活用ポテンシャルがありながらも

活用しきれていない5つの場所に対して、実験期間中、各

場所の特性に応じた什器（ストリートファニチュア）等の

設置および企画の実施により、目的性を持つ滞留空間を創

出した実証実験である。そして、参加者へのアンケート調

査等の分析を通じて、まちなかの魅力向上ならびに滞在時

間増加等の効果検証を目的としている。同時に、期間中に

は回遊促進を目的とした「スタンプラリー」を実施し、5

箇所間における回遊可能性についても検証を行った。  

2-3 各箇所の計画概要   

本社会実験では、図-1に示す５つの未活用屋外空間に

対して、各箇所の空間・立地特性に基づいたターゲット設

定と空間計画および企画実施を行うことで、目的性を有す

る滞留空間を創出し、参加者の滞留行動や活動の誘発を図

っている。 

①ミライ広場 

 ミライ広場は、伊豆長岡温泉地区にある、まちづくり会

社所有の駐車場兼広場空間である。ここでは、伊豆長岡温

泉の中心にあり、温泉場出逢い通りに面しているという立

地特性があるため、主なターゲットを観光客とし、温泉場

出逢い通りの歩行者のそぞろ歩きの誘発を目的に、温泉場

らしい体験を楽しめる空間として計画された。移動式什器

であるモバイル足湯やモバイル縁側などが配置され、滞留

空間が創出されるとともに、自由に使うことができる麻雀

やボードゲームが用意され、遊びも楽しめる場とされた。 

②源氏山山頂広場 

源氏山山頂広場は、小高い源氏山の山頂にあるという立

地特性や自然が豊かという空間特性があるため、自然の中

でリラックスしながら、音楽とアウトドアを楽しむ場とす

ることを目的に、ハンモックや自作のタープが配置され、

豊かな自然の中でくつろぐことのできる空間が創出された。

また、自由に演奏できる楽器が用意されたり、スピーカー

で音楽を流したり、音楽ライブが開催されることで、音楽

も楽しめるように計画された。 

③もみじ公園 

 もみじ公園は、古奈地域の旅館跡地に設けられた街区公

園であり、県道に接するほか、背後には源氏山があり、公

園内に山道の入口もある。道路より高い位置に芝生の広場

が広く設けられているという空間特性があるため、安全な

遊び場とすることが目的とされ、主に地域の子どもやその

保護者をターゲットとし、バドミントンやバレーボール、

シャボン玉、モルック等の遊び道具やレジャーシートを貸

し出したり、自作の屋根付きベンチやタープが設置される

ことで、自由に遊んだり、くつろいだりできるように計画

された。 

④順天堂病院前公園予定地 

 順天堂病院前公園予定地は、順天堂大学医学部付属静岡

表-1 各箇所の概要 
ミライ広場 源氏山山頂広場 もみじ公園 順天堂病院前公園予定地 温泉駅

温泉街の中に位置する
駐車場兼広場空間

源氏山の山頂にある
自然豊かな広場

県道沿いの芝生広場
順天堂病院前に位置する線

状の街区公園予定地
伊豆長岡温泉街への入り口

となるバス待ち空間

温泉街のなかの広場空間
豊かな自然の中で音楽と

アウトドアを楽しむ
アクティブに遊べる

芝生広場
ふらっと立ち寄りたく

なる待ち合い空間
バス待ちしながら
「ついで」を楽しむ

市民や観光客、
お散歩市参加者

体力のある若い世代 地域の子供とその保護者 順天堂病院利用者 バスの利用者

常時
ゲル・足湯・ボードゲーム・

芝生・畳・什器
ハンモック・タープ・楽器・

BGM・什器
タープ・遊び道具・什器 什器 本棚・什器

一時 出店者 DJブース 出店者 キッチンカー 直売所

ー 音楽ライブ
紙ひこうき大会

凧あげ大会
ー ー

箇所

イベント

当日写真

場所の特性

コンセプト

ターゲット

空間
構成

図-1 社会実験で対象とした5箇所の未活用空間 
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病院（以降順天堂病院と表記）から県道を挟んで向かい側

にある、県道拡幅に伴う沿道整備の中で生まれた市所有の

街区公園予定地であり、病院利用者の多くが利用するバス

停が設置されている。ここでは、順天堂病院が向かい側に

あるという立地特性や緑や日影が少ないという空間特性が

あるため、順天堂病院利用者を主なターゲットとし、快適 

にバスや病院の待ち合いや休憩ができる空間にすることを

目的に、自作の屋根付きベンチや植栽の什器、キッチンカ

ーなどが配置された。 

⑤温泉駅 

 温泉駅は、伊豆長岡温泉の玄関口であり、バス停及びタ

クシー乗り場に設けられた待ち合い空間である。バス停が

あるという立地特性や大屋根やベンチが設けられていると

いう空間特性があるため、バスの利用者を主なターゲット

として、バスの待ち時間を有意義なものにすることを目的

に、本棚や野菜の直売所が設置された。 

2-4 回遊を促進する仕組み 

回遊を促進する仕組みとして、2-3で示した5箇所を巡

るスタンプラリーを実施した。参加者は任意の箇所でスタ

ンプ台紙を受け取り、各箇所を巡って3箇所以上のスタン

プを集めた後、温泉駅にてアンケートに回答することで、

景品と引き換えることができる仕組みとした。景品は訪問

箇所数に応じて段階的に豪華になるようにし、参加者の回

遊意欲をさらに高めることを狙った。加えて、スタンプ台

紙は首から下げられる仕様とすることで、まちなかでの視

認性を高めさらなる参加者の獲得も期待した。 

 

3. 社会実験の効果検証結果 

3-1 調査概要 

本章では、①スタンプラリー参加者を対象に行ったアン

ケート調査、②スタンプカード調査、および③スマートフ

ォンの位置情報データによる人流データの結果分析から、

社会実験が人々の行動に与えた効果について検証する。調

査項目と調査方法については表-2に示す通りである。 

①アンケート調査は、スタンプラリー参加者を対象に温

泉駅にてアンケート用紙を配布し、回答を回収する方法で

実施した。②スタンプカード調査については、参加者が携

行するスタンプカードに記録されたスタンプラリー開始・

終了時刻、回遊箇所数、回遊順序の情報を用いて、参加者

の行動履歴を把握した。③人流調査については、スマート

フォンの位置情報データによる人流データを用いた125ｍ

メッシュごとの人流（出発・到着）から、社会実験範囲に

おける人流の概況を把握した。 

3-2 実験参加者の属性 

スタンプラリー参加者の属性を図-2～図-5に示す。ス

タンプラリーに参加し、アンケートに回答した人数は、11

日(金)が20名、12日(土)が40名、13日(日)が69名、参

加日不明が5名の合計134名であった。性別の内訳は、男

性50名、女性81名であり、女性の方がやや多い傾向がみ

られた。年代別では、特定の年代に偏ることなく、比較的

幅広い年代層から参加があった。居住地別に見ると、全体

の約4割を伊豆の国市在住者が占め、次いで県外からの参

加者が多かった。同伴者の構成については、「家族と参

加」が全体の約半数を占め最多であったが、「1人で参

加」や「友人と参加」もそれぞれ2割程度を占め、多様な

参加形態がみられた。 

 

 

3-3 各箇所における滞留行動の結果 

 本節では、「目的性」を持つ5箇所の滞留空間の創出

が、滞在時間の増加など来訪者の行動にどのような影響を

及ぼしたのかを、アンケート調査の結果に基づき明らかに

する。 

(1)各箇所の利用および滞留目的 

 各箇所の利用目的を調査したところ、いずれの箇所にお

いても「スタンプラリーへの参加」を利用・滞留目的とす

る回答の割合が最も高く、スタンプラリーを契機とした利

用が顕著であった。一方で、ミライ広場では出店店舗の利

用や偶然通りかかったことを理由とする利用も一定数確認

され、他の箇所に比べて多様な利用目的がみられた。ま

た、源氏山山頂広場および温泉駅では「休憩」を目的とし

た利用の回答の割合が比較的高く、もみじ公園においては

「子どもの遊び場」を目的とした利用が多いなど、スタン

プラリーへの参加以外を目的とした利用も一定数みられ

た。 

図-2 性別内訳(n=134) 図-3 年代内訳(n=134) 

図-4 居住地内訳(n=133) 図-5 同伴者内訳(n=128) カテゴリー 調査項目 調査方法

(1)満足度 ①アンケート調査

(2)滞在時間 ①アンケート調査

(3)利用目的 ①アンケート調査

(1)巡った拠点数 ②スタンプカード調査

(2)所要日数・所要時間 ②スタンプカード調査

(3)イベント中の立ち寄り場所 ①アンケート調査

(4)道中に対する意見 ①アンケート調査

周囲への波及効果
平常時と社会実験時の
人流の変化

③GPS を用いた人流調査

各拠点における滞在行動

拠点間の回遊行動

表-2 調査項目および調査方法 
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(2)各箇所の滞留空間としての満足度 

各箇所の満足度注(1)については、5点満点中、ミライ広

場4.02、源氏山山頂広場4.18、もみじ公園4.10、順天堂

病院前公園予定地3.69、温泉駅4.02であった。「とても

満足」「おおむね満足」を選択した回答が多く、全体とし

ては概ね良好な評価が得られた。

 

 

表-3に示す満足度の理由と照合した結果、足湯や音楽、

遊具など、各箇所のコンセプトに沿ったコンテンツが満足

要因として挙げられていた。一方で、「日差しが強い」「場

所がわかりにくい」「設備が少ない」など、環境やアクセス

に関する不満意見が多く見られた。箇所のコンセプトや提

供される体験が満足度に直結している一方で、物理的な環

境条件（暑さ、分かりにくさ、安全性、設備）に関する不

満が、満足度を下げる一因となっていると考えられる。 

 

 

(3)各箇所における滞留時間 

各箇所の平均滞在時間注(2)については、ミライ広場が13

分21秒、源氏山山頂広場が17分3秒、もみじ公園が16

分42秒、順天堂病院前園予定地が4分46秒、温泉駅が8

分46秒であり、箇所ごとに滞在時間に明確な差が見られ

た。ミライ広場、山頂広場、もみじ公園では1時間以上滞

在する来訪者が確認された一方、順天堂病院前公園予定地

では滞在時間が最も短く、来訪者の約3分の2以上が5分

以内に立ち去っていた。さらに、各箇所の満足度と滞在時

間を照合した結果、両者の間には一定の相関が認められ、

滞在時間が長い箇所ほど満足度も高い傾向がみられた。

 

3-4 箇所間の回遊行動の結果 

本節では、スタンプカードおよびアンケート調査結果か

ら、スタンプラリーを用いて回遊を促進した結果、人々が

箇所間をどのように回遊したかを明らかにする。 

(1)巡った箇所数注(3) 

5箇所すべてを巡った来訪者は全体の約8割を占めてお

り、顕著に多かった。一方で、3箇所および4箇所を巡っ

た来訪者数には大きな差は見られなかった。

 

 

(2)社会実験への参加時間  

全体としては40分から100分程度をかけて各拠点を回

遊する参加者が多く、平均所要時間は84.0分であった。3

箇所または4箇所巡った人の所要時間平均に大きな差はな

かった一方で、5箇所すべてを巡った参加者は平均して90

分以上を要していたことが明らかとなった。 

 

 

満足意見 不満意見

ミライ広場
・足湯があり気持ちよかった
・お散歩市が楽しかった
・学生の熱気がよかった

・出店が少ない
・日差しが強い

源氏山山頂広場
・音楽があるのがいい
・ハンモックで景色を楽しめた
・ドリンクをいただいたから

・山登りがきつかった
・山道がわかりづらい
・木の名前を表示してほしい

もみじ公園
・子供と遊ぶことができたから
・体を動かせて楽しかったから
・紙飛行機大会が楽しかったから

・道路からなかなか分かりにくい
・さびれている感じがする
・ベンチ、遊具が欲しい

順天堂病院前
公園予定地

・キッチンカーの雰囲気がいい
・コーヒーを飲んで休憩できた
・ベンチの居心地がいい

・日差しが強い
・滞在する目的がない

温泉駅
・日陰があって涼しい
・ベンチがあって休める
・待ち合いに本があって楽しめる

・道路があり、入りにくい
　（子供が危ない）
・鉄骨のさびが気になる

全体 3箇所 4箇所 5箇所

平均所要時間（分） 84 51.1 49.7 92.6

表-3 各箇所の満足度の理由（自由回答） 

 

図-6 各箇所の利用目的（複数回答） 

 

 

図-7 各箇所の満足度 

 

 

図-9 巡った箇所数 

 

表-4 スタンプラリー平均所要時間 

表-4 スタンプラリー平均所要時間 

 

図-8 各箇所における滞留時間 
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(3)実験参加中の立ち寄り場所  

実験参加中における、企画実施箇所以外の立ち寄り先に

ついてアンケートで尋ねたところ、 79人が無回答であ

り、全体として回答率が低かった。無回答者の中には実際

に他の場所へ立ち寄っていない参加者が含まれている可能

性もあることから、社会実験期間中の立ち寄り行動は全体

として限定的であったと推察される。 

 

 

回答者の約4割は、13日（日）に開催された「温泉場

お散歩市注(4)」のついでに立ち寄ったと回答しており、社

会実験との同時開催が参加動機に影響していたことがうか

がえる。一方、バス停や病院利用者は少数にとどまった。 

(4)道中に対する意見 

 源氏山山頂広場までの道中に関する意見が最も多かっ

た。さらに、「車通りが多い」や「道が狭い」といった歩

行時の安全面に関する指摘や、営業していない店舗が多い

ことに伴う立ち寄り先不足への不満も見受けられた。 

3-5 実験による周囲への波及効果 

 本節では、調査対象を社会実験参加者に限定せず、エリ

ア内全体に拡大し、平常時と社会実験時の人流データを比

較することで、社会実験の実施がまちなかの回遊性向上に

どの程度寄与し、地域住民の行動にどのような影響を与え

たかを、スマートフォンの位置情報データによる人流デー

タを用いた人流調査を基に明らかにする。 

ODデータを基にしたマップ注(5)を図-12および図-13に

示す。社会実験実施エリア周辺では、平常時から順天堂病

院で発生集中量が多いが、社会実験時には温泉場出逢い通

り周辺の道路においても発生集中量が増加している様子が

確認された。このことから、社会実験の実施により、社会

実験エリア周辺への立ち寄りを含む波及効果が生じたこと

が推察される。 

 

 

3-6 調査結果のまとめ 

3日間で合計134名の参加を得ることができ、アンケー

ト調査およびスタンプカード調査によって、実験参加者の

滞留・回遊行動について調査することができた。実験結果

として、各箇所における空間計画・企画実施とスタンプラ

リーの導入により、全参加者の約8割が5箇所すべてを滞

留・回遊するという高い回遊率を達成した。特に各箇所で

の利用・滞留目的に関する調査では「スタンプラリーへの

参加」が最多回答となったことから、スタンプラリーが各

箇所への利用・滞留および箇所間回遊行動の促進において

重要な役割を果たしたと考えられる。また、利用者による

各滞留空間への評価においても満足意見が多数を占めたこ

とから、一時的ながらもまちの魅力向上に寄与できたもの

と推察される。 

一方で、多数の参加者が5箇所すべてを回遊したもの

の、1箇所における滞留時間が5分以内という極めて短時

間の滞留行動が少なからず観察された。これは、スタンプ

ラリー導入により企画実施箇所への訪問動機は高まった

が、訪れること自体が目的化し、各箇所での具体的な活動

を十分に誘発できなかった結果と考える。また、参加者に

よるまちなかの他施設等への立ち寄り行動もあまり見られ

図-10 スタンプラリー所要時間 

図-10 スタンプラリー所要時間 

 

図-11 実験参加中の立ち寄り場所(複数回答) 

図-11 実験参加中の立ち寄り場所(複数回答) 

 

図-12 ODデータを基にしたマップ 

平常時2024/10/5(日) 

図-13 ODデータを基にしたマップ 

社会実験時2024/10/12(日) 

図-12 ODデータを基にしたマップ 

平常時2024/10/5(日) 

 

満足意見 不満意見

・案内サインがある場所はわかりやすい
・源氏山の木陰が心地よかった
・山があって自然が豊か
・まち全体に坂道が少なく歩きやすい
・人が歩いていると歩きたくなる
・普段、感じられない発見があった

・源氏山の山道がきつい
・ルートが分かりにくい(特に源氏山)
・車通りが多く危険
・暑い・日差しが強い
・日影がほしい
・営業していないお店が多い

表-5 道中に対する意見（自由回答） 
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なかった。 

 

4. 結論 

本社会実験では、地域の未活用空間における空間・企画

の計画において、各箇所の特性や利用目的を明確化し、タ

ーゲットを絞った実施を行った結果、目的性のある利用促

進を通じて「場の利活用ポテンシャル」の掘り起こしや「タ

ーゲットを明確化した活用の可能性」を確認することがで

きた。（源氏山山頂広場におけるアウトドア的な休息の場

や演奏の場／もみじ公園における遊び利用など）。一方で、

実験計画の不備もあり、個々の滞留空間ごとの特性に応じ

た利用可能性のある被験者のにじみだし（順天堂病院利用

者や登下校の小学生、旅館宿泊客など）を明確に確認する

ことができなかったのは、今回の課題である。 

さらに、滞留環境（風環境、日射遮蔽など）について、

特に夏季や日射の強い条件下において滞留者に与える影

響が大きく、屋外空間での人々の活動を活性化するために

も、快適な環境創出に向けた空間計画が必要であることが

明らかとなった。また、各箇所での空間計画・企画実施と

スタンプラリー導入により、各滞留空間同士の回遊性向上

については、概ね確認することができた。ただし、これは、

社会実験の限定的な状況下での結果であるため、回遊性の

常態化・日常化に向けては、課題が残されている。 

その他の今後の課題としては、本実験は各箇所間の回遊

を促進することで、まちなか全体の回遊を同時に実現する

ことを目的の一つとしていたが、参加者による企画実施箇

所以外のまちなかの他施設への立ち寄りが限定的であっ

たことから、これを意図的に促進する周辺施設との連携企

画の実施が求められる。また、そもそも、イベント時を除

くと、対象エリアの歩行者量自体が少なく、傾向を分析す

るほどのサンプル数を得ることができなかったことから、

現状においてはまだ、まちなかへの歩行行動が常態化して

いない結果も見られるため、サンプル数を得られる実験計

画の必要性か課題として明らかになったとともに、さらな

るウォーカブルなまちづくり推進の必要性を浮かび上が

る結果となった。 
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【補注】  

(1) 満足度については、【とても満足⇒５／おおむね満足⇒４／ど

ちらでもない⇒３／あまり満足していない⇒２／満足していない

⇒１】と 5 段階に点数換算して、その平均値を「満足度」として

算出している。 

(2) 平均滞留時間については、【1 分未満⇒30 秒／ 1 分～ 5 分⇒

3 分／ 5 分～ 10 分⇒7.5 分／ 10 分～ 20 分⇒15 分／ 20 分

～ 30 分⇒25 分／30 分～ 1 時間⇒45 分／ 1 時間～⇒60 分】

と換算して、その平均値を「平均滞在時間」として算出している。 

(3) スタンプラリーの景品プレゼントの条件が 3 箇所以上である

ため、アンケート回答者の巡った箇所数は3以上となっている。 

(4) 伊豆長岡温泉の活性化を目指し、地元のエリアマネジメント団

体の主催によって毎月第 2 日曜日に開催されているイベント。温

泉場の出逢い通りを歩行者天国にして実施されている。  

(5) 125m メッシュ単位で、メッシュ内から別メッシュへ出発した

「発生量」及び別メッシュからメッシュ内へ到着した「集中量」を

可視化したマップ。マップの下部にある凡例に従って色の濃淡が

分かれており、色が濃いほど発集量が多い。 
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1．はじめに 

日本における歴史的資源を用いたまちづくり（以下、「歴

史まちづくり」）として考えられる、面的な整備は昭和 50

年の文化財保護法下の重要伝統的建造物群保存地区制度に

始まり、平成 20 年の地域における歴史的風致の維持及び

向上に関する法律（通称歴史まちづくり法、以下同）、日本

遺産や文化財保存活用地域計画等、多様に整備されている。 

 また、平成 16 年に施行された景観法に基づく景観計画

の策定と運用も含めれば、地域の歴史的経緯を踏まえ、特

徴を活かし、風光明媚なまちをつくる素地が揃ったように

期待される。歴史的資源は保護、保全の対象から積極的な

活用を検討し実施する段階に入ったともいえる。 

 一方で、インフラ整備のような即時性のある裨益効果は

見えにくく、歴史的資源は個別の歴史的資源の所有者や関

係者の代替わりにより、保持が難しくなるといった課題も

挙げられ、経済面に於いても維持の難しさは関係者のよく

知るところである。 

本論では、近年注目されている文化財を含む地域を特徴

付ける事物（以下、歴史的資源）の観光面での活用に関し、

歴史まちづくり法の計画策定前後での自治体の取り組みと

意識を調査し、今後の歴史的資源を用いたまちづくり、歴

史まちづくりにおける保護と活用とともに観光を考える際

の示唆を見いだすことを目的とする。 

2.先行研究 

 先行研究として観光振興を視野に入れたまちづくりにつ

いての事例研究 1)、韓国と台湾の歴史的環境保全制度の事

例を示しつつ日本の取り組み方に示唆を示したもの 2)、仏

のナント市を事例に都市計画と観光の在り方について日本

における示唆を示したもの 3)、観光まちづくり実践の全体

像を行政へのアンケート調査から明らかにしたもの 4) 等

がある。また、個別の自治体や観光地における取り組みを

扱い、自治体や地区ごとの課題や実態を明らかにしたもの

は多数見られる。その他、歴史まちづくり法に基づく歴史

まちづくり計画を用いた景観整備事業を対象としたもの、

歴史的建造物の保全と活用において、景観行政と文化財行

政の連携と補完を具体の事例から示したものもある 5)。 

 本論は、国土交通行政における景観まちづくりのうち、

特に歴史まちづくりにおける取り組みを検討する素地とし

て、歴史まちづくり法に基づく歴史まちづくり計画を作成

し、認定された自治体（以下、歴まち認定都市）の観光に

関する取り組み等を整理し、歴史まちづくり計画作成の目

的の一つである、地域の歴史的風致を保全、活用するため

の観光への自治体の対応や考え方を整理したものである。 

3.手法 

平成20年施行の歴史まちづくり法の認定都市（以下、歴

まち認定都市）のうち、令和3年度までに認定された87の

自治体を対象に、アンケート調査を行った。アンケートは、

電子メールにて各自治体の歴史まちづくり担当者に配付及

び回収した。有効回答数は78だった。基礎自治体の担当者

に対して、観光と歴史まちづくり計画にもとづく事業の運

用との関係を網羅的に把握するため、アンケート項目は表

-1のとおり、基本的に選択式としたが、一部に自由記述を

含み、具体事例等を集められるようにした。 

なお、表-1の番号はアンケート項目を説明するための便

宜的な番号であり、実際のアンケートとは異なる。 

歴史的資源の保全・活用を観光関連分野と連携させる取り組みの現状 

 歴史的風致維持向上計画認定都市における歴史的資源と観光の関連に着目して 

Current status of on efforts to relate conservation and application to historical resources, to tourism sectors 

 With focusing on the relationship between historical resources and tourism at approved plan for the maintenance and improvement of 

historic landscape 

飛田ちづる*・飯塚康雄** 

TOBITA Chizuru*, IIZUKA Yasuo** 

This report is that the result of questionnaire relationship between making plan “Rekimachi” under the law on the Maintenance and 

Improvement of Historic Landscape in a Community, and maintenance as sightseeing spot or area. Tourism industry which is thought 

easily linked as an effect with making plan of “Rekimach”. Therefore, what initiatives and responses by local municipalities are 

organised. It shows that almost local municipalities recognized the relation between tourism and historical resources, and necessity of 

relationship of those two. The reason was that historical resources, itself characterize each municipality, which demonstrate their 

distinctiveness, constitute as tourism resources. As a next step, public relations through sightseeing to the tourists, and conservation and 

usage of historical resources in the community development were needed. 

Keywords: Historical Urban Development, Approved plan “Rekimachi”, Tourism Development, Landscape Development 

歴史まちづくり, 歴まち認定都市, 観光まちづくり、景観まちづくり 

- 200 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.24, 2025 年 8 月
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.24, August, 2025 

番号 項目 自由記述
1 （1）～（3）認定計画策定にあたり、検討した、実施した、実施しているもの 有
2 歴まちに取り組むきっかけ 有

(1)歴まち事業と観光産業の連携への関心 有
(2)①観光産業への支援の現状、②観光産業への支援主体の性質と内容 有
(3)観光産業への今後の支援予定 有

4 （1）観光産業と他産業の連携事例、（2）観光産業と他産業の連携の検討状況 有
5 観光地整備の担当者 有
6 観光地としての整備検討 無
7 観光地としての整備実施 有
8 観光地整備による、住民の生活環境変化 有
9 観光地整備による、歴史的資源への影響 有

3

4．結果 

 各項目の結果を示す。有効回答数は78だが、質問項目に

より総数は増減している。 

4-1. 歴史まちづくり計画策定に当たる事業の検討、実施状

況 

 一般的に、歴史まちづくり計画策定に際して検討するこ

とが多いと思われる項目を、「歴史と文化」「都市交通・イ

ンフラ」「観光」「イベント」の4項目に分けて、実施状況

を調べた。 

大多数の項目で歴史まちづくり計画作成前後の差はなか

った。差が見られた項目は、以下のとおりである。「歴史と

文化」では、博物館、資料館等の整備が検討されたが実施

しなかった自治体が10、住民による伝統芸能上演は、計画

認定後に 10 増加した（図-1）。「都市交通」では歩道整備、

観光案内所、駐車場整備が検討されたが実施されなかった

自治体が 10 あった（図-2）。「観光」では、ホームページ、

モデルルート、スタンプの設置、ＳＮＳでの発信、自治体

独自の補助事業について、検討していなかったが実施して

いると回答した自治体が10以上見られた（図-3）。「イベン

ト」では、土産物の販売、フィルムコミッションが検討し

ていないが実施していると回答した自治体が10以上あり、

映像資料の作成と上映について、検討したが実施しなかっ

た自治体が10程度見られた（図-4）。 

表-1 アンケート項目 

図-4イベントに関する事業 

図-1歴史と文化に関する事業 

  図-3観光に関する事業 

  図-2都市交通・インフラに関する事業 
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4-2. 歴史まちづくりに取り組む理由 

 先行研究等から、取り組む理由は、地域の歴史や文化の

保存と活用、及び経済面での効果が想定されるため、観光

地整備、生活環境整備、文化財保護、及びその他とした。

結果として、文化財保護が40箇所と最も多く、次いで観光

地整備とその他が同数で 22、最小は生活環境整備の 19 だ

った(図-5)。具体的な理由を見ると表-2となり、目的は異な

るものの、背景は類似していることがわかる。また、その

他の内訳を見ると、いずれも、歴史的資源の保全と活用の

ために必要な事項、或いは、既存計画の補完もしくは補強

のように明確な目的がある。 

4-3. 歴史まちづくりの事業と観光産業の連携 

(1)連携への関心 

 回答した 98%に相当する 75 の自治体で関心があると回

答を得られた(図-6)。理由を見ると、「歴史的資源が重要な

観光資源であるため」、「地域の活性化を図りたいため」、「歴

史的資源の活用による保全を図るため」、「策定済みの計画

に歴史まちづくりと観光産業の連携が位置づけられている

ため」、「その他」の5つに大きく分類できた。 

 また、「その他」の中で、「歴史的建造物だけでなく、歴

史的風致も合わせて自治体全域での情報発信につなげるた

め」「費用対効果」「周遊、散策型の観光への転換を目指す」

「関係団体との広域交流推進」「歴史まちづくり事業と観光

産業は両立すべき」といったように、自治体全域の歴史や

文化の発信、経済効果、現状の来訪者の観光行動の変化、

組織の発展、歴史まちづくり事業と観光の両立と前出には

分類できないが、観光と歴史まちづくりの密接な連携を意

識したと考えられる回答が目立った。一方、観光開発の手

段として歴史まちづくり事業を行うべきではないという趣

旨の回答も見られた。 

(2)観光産業への支援 

何らかの支援を行っている自治体は、70と9割を超えた

（図-7）。 

支援を行う理由として「観光協会及び観光地域づくり法

人支援が有効であるため」「観光振興を図るため」「新型コ

ロナウィルス感染拡大の影響を緩和するため」「官民一体の

取り組みが重要であるため」「既存の何らかの計画に位置づ

けられているため」「観光産業が基幹産業であるため」「そ

の他」の7つに大きく分類できた。具体的な回答を見ると、

いずれの回答からも観光に特化した組織の必要性、来訪者

の激減への影響対策の必要性、行政と民間の連携が観光に

重要であるという強い意識が見られた。 

支援主体の性質は、自治体が最多で38、次に、支援され

る側としての観光協会が 31、非営利団体 10 と続く(図-8)。

支援内容としては、観光地域づくり法人、観光協会の活動

支援、個別の事業支援、事業委託、人材派遣、人材育成に

分類できた。他に、各種団体への支援、自治体による観光

図-5イベントに関する事業 

図-6 歴史まちづくり計画と 

と観光産業連携への関心 

図-7 歴史まちづくり 

計画と観光の連携支援 

表-2 歴史まちづくり計画作成に取り組むきっかけと理由 

 目的 理由
観光地整備 1地域活性化、2既存の歴史的資源等

の観光拠点としての整備、3既存の歴
史的資源の整備による観光促進や情
報発信強化、4観光客の受け入れ体制
整備、5文化財の周辺施設や環境整
備、6住民からの要望、7地元への誇り
や愛着の醸成、8既存計画実施、9未
指定文化財の整備等、10市長の意
思、11関連計画の補強もしくは連携、
12歴史的資源等を次世代へ引き継ぐ
ため、13住民に対する意識啓発のた
め

生活環境整備 1生活の場でもある歴史的資源の整
備、2街並みの保全、3文化財指定をし
ていない歴史的資源の位置付け、4無
電柱化等による道路整備、5歴史的資
源の周辺整備による利便性向上

文化財保護 1文化財の整備と活用、2住民からの
要望、3担い手不足対策、4関連事業
の推進、5住民の活動に牽引されて、6
未指定文化財の保全と活用の支援の
ため

その他 1地元への誇りや愛着の醸成、2歴史
的風致の消失回避等、3整備の予算
確保、4既存計画の補完もしくは補強、
5地域活性化の一環
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事業実施、広報手段作成、情報発信、海外からの来訪者対

応が見られた。観光産業への支援予定は、  

支援の予定は有ると70、9割の自治体が回答した(図-9)。 

4-4. 観光産業と他の産業の連携について 

(1)観光産業と他の産業の連携の内容 

連携有りが33、連携有りが40で連携無しが多かった(図

-10)。連携有りの具体事例を見ると、農業及び水産業との連

携が最も多く14事例挙げられた。例えば、来訪者が直接農

業に触れる例として、収穫、農家への宿泊、自治体で生産

されている農産物を使った、収穫体験、農家の宿泊等が挙

げられた。また、食を通した地元の理解を深める体験の提

供として、静岡県浜松市の「浜松パワーフード」を用いた

ガストロノミーツーリズムが見られた。これは、地元食材

の魅力と、それを支える歴史や環境について住民に伝え、

内外へ発信するために、生産者、飲食店観光事業者と連携

して取り組むものである。 

 歴史と食を組み合わせた例としては、史跡地の梅林に実

る実を収穫して、ポテトチップスや梅酒に用いている太宰

府市の例が挙げられる。また、日本遺産に認定された内容

を観光資源として活かす例も散見された。他に、岐阜県庁

が主体となる戦国武将を中心にした魅力発信事業も挙げら

れる。 

ゲームと組み合わせたのは堺市である。ゲームに出てく

る刀を原寸大で再現して展示し、他にゲームの設定資料も

展示した。それに合わせて、堺市の金属加工業の歴史や技

術を展示した。さらに、堺市の名産だった火縄銃について

も紹介し、ゲームの世界を楽しみながら、堺市の歴史や文

化を知るしかけを作った。 

企業との連携に関しては、名古屋市のように、地元企業

の展示施設等を用いた産業観光、長崎市のように大都市圏

の企業に対し、働く場として宿泊施設を提供する事例が見

られた。 

山鹿市は、スポーツ団体との連携で大会の開催を手がけ

た。 

(2)他産業との連携の検討状況 

検討を予定していないが 29、予定していないが 39 で予

定していない自治体が10多かった(図-11)。予定していない

理由は、現状の継続であり、予定している内容を見ると、

既存組織の運営の継続で、どちらも現状維持である。 

4-5. 観光地整備の担当者 

 67 の自治体が、自治体の担当者と大勢を占めた(図-12)。

観光協会10、その他5と続き、その他の具体の組織は地域

支援法人、公社が挙げられた。 

図-8 観光を実施している団体の性質 

図-12 自治体の観光地担当者の所属 

図-9 観光産業への支援予定 図-10 歴まちと観光産業の連携事例 

図-11 歴まちと観光産業の連携検討 
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図-14 観光地整備の実施 

4-6. 観光地整備 

 歴史まちづくり計画作成に当たり観光地整備の検討をし

た自治体は43、検討していないは30だった(図-13)。 

観光地整備を実施したのは 31、実施予定は 10 だった。

観光地整備の実施もしくは実施予定は、有効回答全体の半

数以上を占めた(図-14)。 

4-7. 観光地整備による住民の生活環境及び歴史的資源へ

の影響 

生活環境に変化があった自治体は 25、変化無しは 25 で

同数だった(図-15)。変化があった場合、生活環境の変化と

して好ましいかどうかを訊ねたところ、好ましい変化は22、

好ましくない変化は 1 だった（図-16）。好ましい変化の具

体例は、地域活性化、生活環境の向上に連動、住民の意見

を採り入れたまちづくりの実現が挙げられた。好ましくな

かった具体例としては、ゴミ問題、交通量の増加が挙げら

れた。 

次に、変化ありの場合、歴史的資源への影響があった自

治体は30だった(図-17)。好ましい具体的な事例としては歴

史的資源への来訪者の増加や対外発信に繋がる整備が行え

たこと、住民の認知度向上や関心の高まりに繋がったこと、

住民による団体設立、地元からの観光客誘致促進に繋がっ

たことなどが挙げられた。また滅失の危機にあった事物の

活用、来訪者の満足度向上、休憩所等の整備が住民の生活

環境向上にもつながる事例が見られた。好ましくない事例

としては、観光客の増加により、景観を阻害する建物の建

設、所謂オーバーツーリズムに繋がったこと、観光地以外

への立ち入り、プライバシーの侵害、夜間照明の必要性の

発生、目的外利用者の発生、観光地以外の文化財保護対応

が手薄になってしまったといったことが挙げられた。来訪

者の落ち着きや注意喚起の看板設置等により緩和される場

合や、認知度の低い文化財を、回遊コースに組み入れるな

どの対応が行われていた。また、季節による来訪者数の差

が大きいことや、観光資源の案内のさらなる充実の必要性

も見られた。 

5.まとめ 

 歴史的資源の活用と観光まちづくりの関係について、以

下のことが考えられる。 

5-1. 歴史まちづくり計画作成前後の変化（図-1～4） 

全体として歴史、文化財分野については検討数と実施数、

実施済み数がほぼ重なっており、歴史まちづくり計画作成

の目的の一つだと考えられる。都市交通分野は、歴史、文

図-13 観光地整備の検討 

図-15 生活環境への変化有無 

図-16 変化の好悪 

図-17 歴史的資源への影響有無 
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化財分野の整備と共に検討されていると思われるが、来訪

者の状況や住民全体の意向を踏まえる必要のある点が、差

異を生んでいると考えられる。観光分野も、目的別の観光

案内や道の駅等での情報提供といった、既存の情報を整理

した発信や既存の施設を利用した情報提供は比較的取り組

みやすいと考えられる。パンフレット及びＳＮＳの整備に

差異が見られたのは、一定の必要性を踏まえた整備を行う

行政の進め方の特徴と考えられる。イベント分野では、土

産物は歴史まちづくり計画作成に取り組む歴史的資源があ

れば、元々存在すると考えられ、他については歴史まちづ

くり計画とは別の方向から作られたことも考えられる。 

5-2. 歴史まちづくりに取り組むきっかけ（図-5） 

観光地整備について、行政の観光地整備は、来訪者数の

増加による経済面での裨益に限らず、地域の生活環境や住

民の声に対応する両面が求められることが伺える。 

生活環境整備については、生活環境の整備と歴史的資源

の保全と活用が密接に関係することの表れといえる。さら

に、生活環境の整備が歴史的資源の保全に繋がる意識も表

れているといえる。 

文化財保護については、全体を通じて、想定した観光地

整備、生活環境整備、文化財保護が主軸となりながら、自

治体全体の整備、まちづくりと連動させるためと考えられ

る理由が多く、歴史まちづくり計画への取り組みが、歴史

まちづくり法の狙いでもある地域の歴史的環境の維持と向

上に繋がっていると考えられる。 

5-3. 歴史まちづくりの事業と観光産業の連携における観光

産業への支援（図-7～10） 

自治体が観光産業への支援を行っている場合、その理由

として観光が基幹産業であることや交流人口の増加と行っ

た経済面からの回答と、住民の意識を高めることに連動さ

せる回答があった。支援を行わないと回答した理由を見る

と、歴史まちづくり計画の中で観光支援は行わない、或い

は民間のスピード感に任せるという主旨の回答であり、自

治体全体として取り組まないという回答は見られなかった。

このことから、歴史まちづくりの際に同時に観光産業支援

を行うことは一般的に認知されていると考えられる。 

5-4. 観光地整備による住民の生活環境及び歴史的資源への

影響（図-17） 

 オーバーツーリズムが、大きく顕在化していなかった当

時から、既に萌芽は見られたと考えられる。観光への取り

組みが成功した場合に、住民の生活環境の快適性が失われ

ないよう、予め、もしくは発生後すぐに回避する策を講じ

る重要性と思われる。 

5-5. 全体のまとめ 

 本論では、近年注目されている文化財を含む地域を特徴

付ける事物（以下、歴史的資源）の観光面での活用に関し、

歴史まちづくり法の計画策定と観光産業の連関の視点から、

行政の対応や考え方を整理した。 

全体として歴史的資源と観光の関連は認識され、ほとん

どの自治体で連携づける必要性を感じているといえる。理 

由として、歴史的資源が各自治体を特徴づけ、その特徴を 

示す歴史的資源こそ、重要な観光資源であるとの考えが見

られた。既に歴史まちづくり計画を策定した自治体である

からこそ、観光は歴史的資源の保全と活用を行うための手

段と捉えていると考えられる。同時に、回答の中で自治体

全域の運営や整備の視点を持ちつつ、歴史的資源自体の保

全と活用に取り組む姿勢が見られる点は、行政の特徴だと

いえる。 

今後の課題として、歴史的資源の保全と活用の取り組み

に関し、観光を通じた来訪者への普及啓発、及び観光と連

動したまちづくりにおける、歴史的資源の保全と活用に関

する普及啓発に関して扱うことを挙げられる。 

※本報告は、筆者が国土交通省国土技術政策総合研究所在籍時に

調査した成果をまとめたものです。 
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1．はじめに 

1-1.研究の背景と目的 

コロナ禍が収束し、日本においてもインバウンドを含め

た観光客が有名観光地を中心として急増している。例えば

東京近郊では、埼玉県の川越一番街、神奈川県鎌倉市中心

市街地、箱根町の温泉街、東京都中央区月島の「月島もん

じゃストリート」（以下：もんじゃストリート）などで、「オ

ーバーツーリズム」(1)と呼ばれる観光客の急増が報告され

ている。このような観光客で賑わう観光地では、多くの収

益が見込まれることから、地元事業者以外の外部資本によ

る店舗の出店が増加している。外部資本店舗は、観光地の

風情を醸し出すための店舗デザインを施し、「模倣」された

景観が各地に出現するようになっている。 
米国の都市研究者マイケル・ソーキンは、1992 年に
『Variations on a Theme Park』1)を出版し、外部資本による模
倣された景観をもつ「都市のテーマパーク化」にいち早く

警鐘を鳴らした。コロナ禍の収束後、日本の有名観光地で

は、まさに「テーマパーク化」が進んでいるといえ、その

実態を明らかにすることは、今後の景観まちづくり 2)にお

いて重要課題となっているといえる。 
そこで本研究は、都市の「テーマパーク化」を定義した

上で、近隣商店街から展開した観光地である月島のもんじ

ゃストリートを対象として、もんじゃ店ともんじゃ店以外

の店舗の状況、変遷、ファサードデザインについて、地元

店舗と外部資本店舗に注目しつつ明らかにし、都市の「テ

ーマパーク化」現象を具体的に明らかにすることを目的と

する。 
1-2.既往研究 

「都市のテーマパーク化」については、海外の研究者か

らの指摘が早かった。本研究で特に取り上げるマイケル・

ソーキン『Variations on a Theme Park』（1992）(2)は、いち早

く「都市のテーマパーク化」に警鐘を鳴らした。関連する

指摘として、社会学者ジョン・アーリ『場所を消費する』

（1995）3)は、観光客を惹きつけていたはずの場所が商品化

され、消費の対象となっていることを指摘する中で、「観光

地のテーマパーク化」を指摘した。地理学者フランセスク・

ムニョス『俗都市化』（2008）4)は、世界的に、地域との関

係をもたない都市形態「俗都市化」が進んでいること、ま

たその結果、複製可能な「俗景観」「テーマパーク的な景

観」が出現していることを指摘した。 
日本においては、阿部大輔らの『オーバーツーリズム』

（2020）5)が、観光的魅力の高い地域のテーマパーク化と空

洞化の問題を指摘している。 
1-3.研究対象地区 

研究対象地区を図１に示す。 
対象地区は東京都中央区月島一丁目と三丁目にまたがる

もんじゃストリートとする。もんじゃストリートの正式名

称は「月島西仲通り商店街」（以下：商店街）で、周辺住民

を対象とする典型的な近隣商店街であった。商店街は、地

下鉄有楽町線と大江戸線の月島駅に近い方から、「壱番街」

「弐番街」「参番街」「四番街」となっており、街路幅員は

6間、全長約500mである。商店街に多くのもんじゃ店(3)が

建ち並んでいることから、もんじゃストリートと呼ばれて、

観光地化が進んでいる。 
1-4.研究方法 

まず『Variations on a Theme Park』でマイケル・ソーキン
が論じた「都市のテーマパーク化」の特徴を参考にして、

近隣商店街観光地のテーマパーク化に関する研究

－ 月島もんじゃストリートを事例として －

Study on the theme parkification of local and tourist shopping street 
：Case study on Tsukishima Monja Street 

王  茜*・志村 秀明** 
Xi WANG *・Hideaki SHIMURA** 

The purpose of this study is to clarify the status, transition, and façade design of monja and non-monja shops on Monja Street in 
Tsukishima, Chuo-ku, Tokyo, focusing on local shops and shops owned by outside capital, in order to specifically clarify the 
phenomenon of urban “theme parkification". As a result, the following findings were made clear. 1) The image of Tsukishima as a 
“town of monja” is established in a significant proportion by outside capital shops. 2) The number of outside capital shops has increased 
rapidly since 2015, in line with the transformation of Monja Street into a tourist destination. 3) Outside capital shops are proliferating 
while assimilating into the facade design of local shops. 

Keywords:   Local shopping street, Tourist attraction, Theme parkification, Outside capital shops, Local shops, Monjayaki shops 
近隣商店街、観光地、テーマパーク化、外部資本店舗、地元店舗、もんじゃ店 

【図-1】研究対象地区：もんじゃストリート
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本研究で明らかにしようとする「テーマパーク化」を定義

する（第2章）。次に、商店街ともんじゃストリートの形成

について把握する（第3章）。そして、地元店舗と外部資本
店舗に注目しつつ、もんじゃ店ともんじゃ店以外の店舗の

状況、変遷を、地元店舗と外部資本店舗に注目しつつ明ら

かにする（第4章）。さらに、もんじゃ店のファサードデザ
インの種類や推移について明らかにする（第5章）。以上、
明らかにしたことから、近隣商店街における「テーマパー

ク化」現象を具体的に明らかにする（第6章）。 
調査の方法として、商店街ともんじゃストリートの形成

については文献調査(4)を行い、もんじゃ店ともんじゃ店以

外の店舗の状況、変遷、もんじゃ店のファサードデザイン

の種類や推移については、ヒアリング調査(5)を行った。 
 
2．テーマパーク化の定義 

テーマパーク化の特徴と本研究における定義を図2に示

す。 
2-1.「都市のテーマパーク化」の特徴 

マイケル・ソーキン著『Variations on a Theme Park』では、
世界各地の都市は、人々が自由に交流できる「パブリック

スペース」を失いつつあり、大企業によって「消費という

名の市民権が全てを司る新世界」というテーマパーク的な

空間としてつくり替えられつつあると論じ、それを「都市

のテーマパーク化」と表現した。そしてテーマパーク化し

た都市の特徴は、「ローカルを排除した漂流間」（dissipation 
of all stable relations to local physical and cultural geography）、
「警備への執着」（obsession with "security"）、「模倣性」（city 
of simulations）だとした（図2左側）。 
また、テーマパーク的な都市空間は、本来の都市にあっ

た繋がりを模倣し、市民たちが個人として、あるいは団体

として発揮できる行動力を無効にさせる幻想的なものであ

り、さらに、民主的かつ公共的な領域を追い出すために、

制御的かつ許欺的なレジャーをアピールし、貧困、犯罪、

不衛生さ、そして人々の苦労の存在感、つまり都市生活の

不快なところを排除することでその魅力を高めようとして

いるとも論じた。 
2-2.本研究における定義 

本研究がもんじゃストリートを研究対象地区とするのは、

『Variations on a Theme Park』で述べられている「人々が自

由に交流できるパブリックスペース」の典型が近隣商店街

であり、「パブリックスペースを失いつつあり、大企業によ

って消費という名の市民権が全てを司る新世界とつくり替

えられつつある」のが、観光地化したもんじゃストリート

とするからである。そこで『Variations on a Theme Park』で

「都市のテーマパーク化」で挙げられている3つの特徴の

うち、特に観光地化と関係する「ローカルを排除した漂流

間」と「模倣性」に注目する。そして、「ローカルを排除し

た漂流間」を「外部資本店舗の増加」、「模倣性」を「ファ

サードデザインの同化」と置き換えて、本研究で明らかに

しようとする「テーマパーク化」の定義とする（図2右側）。 
 

3．商店街ともんじゃストリートの形成 

商店街ともんじゃストリートの歴史を表1に示す。 
3-1.商店街の形成 

商店街・もんじゃストリートがある月島は、「東京湾澪筋

浚渫工事」により1892年にできた埋立地で、「月島一号地」

と呼ばれた。月島には工場や倉庫が建ち始め、そこで働く

労働者が暮らすようになった。そこで西仲通りに露店が出

店するようになった。 
その後、露店は数を増やしていったが、1923年の関東大

震災で、月島は焼失し、露店は西仲通り沿いの建物内に入

り内店となり、近隣商店街が形成されていった。月島は戦

災を免れたので、戦後すぐの1948年に「月島西仲共栄会」

が組織され、1954年に西仲共栄会は協同組合化され、高度

経済成長期の1963年に、「月島西仲共栄会商店街振興組合」

が設立された。 
3-2.もんじゃストリートの形成 

もんじゃ店は地元の子供相手の商売として定着していた

が、1954年に、月島で最初の大人向けもんじゃ店が西仲通

り四番街に開店した。その後もんじゃ店は顕著な増加はな

かったが、1970年代にボウリングブームがあり、月島とそ

の周辺には複数のボウリング場があったことから地元以外

の若者が集まるようになり、もんじゃ店の若者を中心とし

た大人向けの商売が広まった。 
そして、1980 年に「明太子もんじゃ」などの革新的なも

んじゃが登場して話題となったため、地元以外の幅広い大

人の客が増加していき、1980 年後半には「もんじゃのまち

月島」という知名度が高まっていった。そこに1988年地下
鉄有楽町線月島駅が開業し、地元以外の客が急増して、昔

ながらの路地と長屋の街並みもあって観光地化が進んだ。 

【図-2】テーマパーク化の定義 

【表-1】商店街ともんじゃストリートの歴史 
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そこで1997年に「月島もんじゃ振興会」が設立されて、

地元相手の小売店がもんじゃ店へ商売替えする動きが顕著

になり、さらに 2000 年に地下鉄大江戸線月島駅が開業す

ると、その動きはさらに顕著になり、観光地化が進んだ。

この頃、もんじゃストリートの名称が定着し、また「月島

＝もんじゃのまち」というイメージも定着した。2002年に
は、月島もんじゃ振興会は法人化され、「月島もんじゃ振興

会協同組合」（以下：もんじゃ振興会）が設立された。 
 

4．もんじゃストリート沿い店舗の変遷 

4-1.店舗の状況 

もんじゃストリート沿いの店舗のリストを表2に、店舗
地図を図3に示す。壱番街から四番街にわたって店舗が並

んでいる。壱番街と弐番街にはタワーマンションがあり、

店舗はタワーマンションの１階に入っている。四番街は再

開発工事中で店舗数は少ない。 
店舗用途のグラフを図4に示す。もんじゃストリート沿

いの建物数は 128軒である(6)。もんじゃ店が 61軒 48％で
約半数を占める。もんじゃ店以外が 52軒 41％と約 4割で
ある。住宅と空き店舗(7)は 11軒 8％と少ない。その他は、
T15（月島幼稚園）、T25（ATM）、T1（もんじゃ振興会事務

所）、Y13（月島西仲商店街事務所）の4軒3％である。住

宅と空き店舗、その他、不明（4軒）を除いた店舗数は109
軒である。 
4-2.地元店舗と外部資本店舗の割合 

地元店舗と外部資本店舗の割合を、もんじゃ店、もんじ

ゃ店以外、全店舗毎に集計したグラフを図5に示す。 
本研究では、月島及び月島に隣接する佃、勝どき、晴海

に居住歴があるオーナーの店舗を「地元店舗」、これらの地

域に居住歴がないオーナーの店舗を「外部資本店舗」と定

義する。 
もんじゃ店では、地元店舗が 47軒 77%で、外部資本店
舗が 16軒 26％である。約 1/4が外部資本店舗であること
が分かった。x 
もんじゃ店以外では、地元店舗が 30軒 62%で、外部資
本店舗が 18軒 38%である。約 4割が外部資本店舗で、も
んじゃ店以上に外部資本化が進んでいることが分かった。 
全店舗では、地元店舗が 75軒 69%で、外部資本店舗が

34軒31%である。約3割が外部資本店舗であることが分か
った。 
「月島＝もんじゃのまち」というイメージは、かなりの

比率で外部資本店舗によって成り立っているといえる。 

【表-2】もんじゃストリート沿いの店舗のリスト 

【図-3】 もんじゃストリート沿いの店舗地図 
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建物
NO

店舗面積
(㎡)

開店年
地元/
外部店舗

もんじゃ
振興会加
入の有無

ファサード
の分類

Y1 40 1925 地元 S1 50 2004 地元 有 和風型 N1 30 1992 地元 有 近代型 T1 30 2002 地元
Y2 30 1988 地元 有 モダン型 S2 50 2012 地元 無 近代型 N2 30 2021 外部 T2 50 2004 地元 有 近代型
Y3 30 2009 地元 有 モダン型 S3 100 2000 地元 有 和風型 N3 70 1951 地元 T3 30 2019 不明
Y4 30 2002 地元 無 下町型 S4 50 不明 外部 無 モダン型 N4 30 2020 外部 無 近代型 T4 20 1983 地元
Y5 30 2014 地元 有 下町型 S5 50 不明 地元 無 和風型 N5 30 2021 外部 T5 30 1977 地元 有 近代型
Y6 30 1998 地元 有 和風型 S6 65 1990 地元 無 和風型 N6 30 2024 外部 無 近代型 T6 35 2016 外部
Y7 30 2019 不明 S7 60 不明 地元 有 和風型 N7 30 2020 地元 有 近代型 T7 35 2009 外部
Y8 30 1993 地元 有 和風型 S8 65 2007 地元 有 近代型 N8 30 2024 外部 無 近代型 T8 35 2019 外部
Y9 35 2015 外部 無 和風型 S9 65 2019 外部 無 モダン型 N9 30 2020 外部 T9 35 1989以前 地元
Y10 35 2002 地元 有 下町型 S10 35 2004 地元 有 下町型 N10 30 2023 外部 T10 35 2022 不明
Y11 70 2015 外部 無 近代型 S11 35 不明 地元 N11 30 2020 地元 有 近代型 T11 35 2019 地元 有 近代型
Y12 30 1900 地元 S12 30 1989以前 地元 N12 30 2020 地元 有 近代型 T12 35 1998年 地元 有 近代型
Y13 30 1963 地元 S13 40 2018 外部 無 モダン型 N13 30 1983 地元 有 近代型 T13 35 不明 不明
Y14 30 1993 外部 無 和風型 S14 35 2022 地元 無 近代型 N14 20 1998 地元 有 近代型 T14 45 1989以前 地元
Y15 25 不明 地元 S15 35 2019 地元 無 モダン型 N15 20 1973 地元 T15 1931 地元
Y16 35 1954 地元 有 和風型 S16 35 2002 外部 N16 20 1989以前 地元 T16 70 約2000 地元
Y17 70 不明 地元 S17 35 1925 地元 N17 20 2021 外部 T17 20 1975 地元
Y18 30 2007 地元 S18 35 1975 地元 N18 30 2022 地元 無 近代型 T18 70 1970年 地元
Y19 35 2008 地元 有 下町型 S19 35 1989以前 地元 N19 35 2020 地元 有 近代型 T19 35 2015 外部 無 和風型
Y20 35 1996 地元 有 下町型 S20 35 2001 地元 有 モダン型 N20 35 1992 地元 有 和風型 T20 30 2023 外部
Y21 85 2012 地元 S21 35 2001 地元 N21 35 2021 外部 T21 30 2023 外部

S22 35 2007 地元 有 モダン型 N22 35 2022 外部 T22 20 2020 外部
S23 150 2001 外部 N23 35 2007 地元 有 モダン型 T23 35 1954 地元
S24 35 1935 地元 N24 70 1989以前 地元 T24 30 2007 地元 有 モダン型
S25 35 2003 地元 有 下町型 N25 35 2003 地元 有 モダン型 T25 20 不明 外部
S26 35 1925 地元 N26 35 1995 地元 有 下町型
S27 35 2015 外部 有 下町型 N27 35 1998 地元 無 下町型
S28 25 2002 地元 無 下町型 N28 35 2012 外部 無 モダン型
S29 110 2023 外部 無 モダン型 N29 35 1989以前 地元
S30 35 2001 地元 N30 30 2008 地元
S31 35 2015 外部 無 和風型 N31 35 2011 地元 有 近代型
S32 35 1978 地元 無 下町型 N32 35 1979 地元
S33 70 2019 外部 無 下町型 N33 20 2023 外部
S34 35 2016 外部 N34 70 1998 地元 有 下町型

N35 20 2024 外部
N36 85 2021 外部 有 モダン型
N37 60 1997 地元

壱番街

住宅/空き店舗　4軒

住宅/空き店舗　3軒

住宅/空き店舗　1軒

住宅/空き店舗　3軒

四番街 参番街 弐番街
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4.3.店舗の開店年 

店舗の開店年を図6に示す。 
もんじゃ店は、1990年以前は5軒で、全てが地元店舗で
あった。その後5年毎に4〜11軒と増加していき、2015年
以降は計21軒が開店し、うち13軒が外部資本店舗であっ
た。外部資本店舗は、近年急増していることが分かった。 
もんじゃ店以外は、1990年以前は 20軒で、全てが地元

店舗であった。その後5年毎に0〜5軒と微増であったが、
2015年以降は計 15軒と大幅に増加した。その全てが外部

資本店舗であった。もんじゃ店以上に、外部資本店舗が急

増していることが分かった。 
全店舗は、1990年以前は 25軒で、全てが地元店舗であ

った。その後5年毎に5～15軒と増加してき、2015年以降
は計36軒と大幅に増加した。うち28軒が外部資本店舗で
あり、やはり外部資本店舗が急増している状況を確認する

ことができた。 
外部資本店舗の増加は、2015年以降と近年顕著に見られ

る動きであり、もんじゃストリートの観光地化に合わせて、

特にもんじゃ店以外で、外部資本店舗が急増していること

が分かった。 
4.4.もんじゃ振興会への加入率 

2024年時点の、もんじゃ店のもんじゃ振興会への加入率

を図7に示す。 
全61軒のうち、加入店舗は37軒61%で、未加入店舗は

24軒39%である。約4割が未加入店舗であることが分かっ

た。 
もんじゃ振興会は、地元店舗が中心となり、もんじゃ店

の振興と、「月島＝もんじゃのまち」というイメージを醸成

するために設立されたものであり、加入店舗 37 軒は全て

地元店舗である。しかし実情は、もんじゃ店の振興と「月

島＝もんじゃのまち」というイメージ醸成は、外部資本店

舗の影響が大きくなり、地元店舗が中心であるもんじゃ振

興会の手を離れつつあるといえる。 
 

5．もんじゃ店のファサードデザイン 

「都市のテーマパーク化」の特徴の一つである「模倣性」

を明らかにするため、「ファサードデザインの同化」に着目

する。もんじゃストリート沿い店舗のうち、もんじゃ店に

対象を絞って、往来する人々の目につきやすい店舗1階フ
ァサードデザインの調査を行った(8)。調査結果をまとめた

「店舗データシート」の例を図8に示す。 
ファサード写真に加えて、ファサード分類要素として「透

明ガラス使用率」「木材使用の有無」「格子・瓦の使用の有

無」「看板、暖簾、立て看板といった付属物」の状況を把握

した。	
分析は、ファサードデザインの分類毎に、地元店舗と外

部資本店舗の割合、各ファサードデザインの推移に着目す

る。 
5.1.店舗1階ファサードデザイン分類 

店舗1階ファサードデザインの分類を図9に示す。透明

ガラス使用率が25%以上と25%未満、木材使用の有無、格

子・瓦の使用の有無から、店舗1階ファサードデザインを
4つに分類することができ、それら分類の特徴から、「下町

型」「和風型」「モダン型」「近代型」とした。それぞれの特

徴と状況を以下に示す。 
1)「下町型」 
透明ガラス使用率が25%未満で、かつ格子・瓦の使用が

ない。特にファサードデザインとして嗜好を凝らしたもの

ではなく素朴なことから「下町型」とした。14軒あり23%
を占める。建物番号Y4などが該当する。 
2)「和風型」 
透明ガラス使用率が25%未満で、かつ格子・瓦を使用し

ている。格子・瓦を使用して和風の意匠を意識しているこ

とから「和風型」とした。13軒あり21％を占める。建物番

号S1などが該当する。 
3)「モダン型」 
透明ガラス使用率が25％以上で、かつ木材を使用してい
る。店舗の中が見えやすいようにガラス面を大きくして、

入りやすさを考慮している。一方で木材を使用して和風も

【図-7】もんじゃ振興会加入率 

【図-4】店舗用途 

【図-6】店舗の開店年 

【図-5】地元店舗と外部資本店舗の割合 

※ 物販店22(17%)、 

飲食店17（１３％）、 
食品販売店13(10%)。 
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意識していることから「モダン型」とした。14軒あり23%
を占める。建物番号S9などが該当する。 
4)「近代型」 
透明ガラス使用率が25%以上で、かつ木材を使用してい
ない。壁の仕上げやサッシが金属で近代建築の一般的な要

素が揃っていることから「近代型」とした。20軒あり33％
を占める。建物番号N18などが該当する。 
以上のように、「下町型」「和風型」「モダン型」「近代型」

が21%から33%存在し、もんじゃストリートの景観が形成

されている。 
5.2.地元店舗と外部資本店舗の割合 

ファサードデザイン分類毎の地元店舗と外部資本店舗の

割合を図10に示す。どの分類にも、地元店舗と外部資本店

舗が存在する。各分類毎の状況は以下の通りである。 
1)「下町型」 
地元店舗が 12 軒あり 86%を占める。外部資本店舗は 2
軒のみで14%である。地元店舗の特徴的なファサードデザ

インであるといえる。 
2)「和風型」 
地元店舗が9軒あり69%を占める。外部資本店舗は4軒
で31%を占める。比較的に外部資本店舗で多いファサード

デザインであるといえる。 
3)「モダン型」 
地元店舗が8軒あり57%を占める。外部資本店舗は6軒
で43%を占める。外部資本店舗の特徴的なファサードデザ

インであるといえる。 
4)「近代型」 
地元店舗が 16 軒あり 80%を占める。外部資本店舗は 4
軒で20%である。地元店舗の特徴的なファサードデザイン

であるといえる。地元店舗で「近代型」が多い理由として、

壱番街のタワーマンションへの再開発（竣工：2003年）と
弍番街のタワーマンションへの再開発（竣工：2020年）で
従前の地元店舗が、竣工後にタワーマンションに入ったた

めと考えられる。 
5.3.ファサードデザインの推移 

ファサードデザイン分類毎の店舗の開店年を図 11 に示

す。なお、1990年以降で移転した店舗は、移転後の開店年

を用いている。 
1)「下町型」 

2005年以前の開店が計 10軒と多い。比較的古くからあ
るファサードデザインといえる。またそのために地元店舗

の特徴的なファサードデザインとなっている。 
2)「和風型」 

2005年以前の開店が計8軒と多い。その8軒の中に外部
資本店舗が 1軒あり、また 2015〜2020年の開店でも外部
資本店舗が2軒ある。外部資本店舗でも採用されやすいフ

ァサードデザインといえる。 
3)「モダン型」 

2000年以降で計 12軒が開店と、比較的新しく出現した

ファサードデザインといえる。2010年以降に開店した6軒
中5軒が外部資本店舗である。外部資本店舗の特徴的なフ

ァサードデザインであり、特に近年その傾向が高い。 
4)「近代型」 

2020年以降が9軒と急増している。そのうち6軒が地元

S8 S9 S10

参番街 参番街 参番街

2007 2019 2004

3 4 4
透明ガラス

使用率 25%以上 25%以上 25%未満

木材、

格子、瓦
木材使用なし 木材使用 格子、瓦使用なし

付属物
看板、暖簾、立て看板、

のぼり旗、電飾看板、

垂れ幕、メニュー、ベンチ

看板、暖簾、立て看板、

垂れ幕、メニュー、ベンチ

看板、暖簾、立て看板、

のぼり旗、電飾看板、

メニュー、ベンチ

分類
の
要素

建物NO

所在

写真

開店年

階数

【図-9】もんじゃ店1階ファサードデザインの分類 

【図-8】もんじゃ店データシート(例) 
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店舗である。タワーマンションへの再開発で従前の地元店

舗が、竣工後にタワーマンションに入ったことで急増した

ファサードデザインといえる。 
以上のことから、再開発が出現させた特殊なファサード

デザイン「近代型」を除いて、地元店舗にみられた「下町

型」「和風型」「モダン型」のファサードデザインに同化し

ながら、外部資本店舗が増殖していることを明らかにした。 
 
6．まとめ 

本研究は、東京都中央区月島のもんじゃストリートを対

象として、都市の「テーマパーク化」現象について以下の

ことを具体的に明らかにした。 
・2025年時点でもんじゃ店は61店舗中14店舗と、23%が
外部資本店舗である。もんじゃ店以外の店舗は 48 店舗
中 19店舗と、4割が外部資本店舗である。「月島＝もん

じゃのまち」というイメージは、かなりの比率で外部資

本店舗によって成立しているといえる。そして「都市の

テーマパーク化」の特徴である外部資本店舗の増加、つ

まりローカルを排除した漂流感を具体的に把握すること

ができた。 
・外部資本店舗は、もんじゃストリートの観光地化に合わ

せて、2015年以降急激に増加している。特にもんじゃ店
以外の店舗では、2015年以降の店舗は全て外部資本店舗

である。ローカルを排除した漂流感が近年、急激に進行

しているといえる。 
・もんじゃ店1階ファサードデザインは、透明ガラス使用
率と木材使用の有無、格子・瓦の使用の有無から「下町

型」「和風型」「モダン型」「近代型」の4つに分類でき、

それぞれが2割から3割程度存在している。もんじゃ店

の外部資本店舗は、4 種類のファサードデザインのどれ

にも存在し、特に和風型とモダン型が多い。地元店舗の

ファサードデザインに同化しながら増殖するという、都

市のテーマパーク化の特徴である、模倣性を具体的に把

握することができた。 
以上のことから、特に観光地における景観まちづくりで

は、建物の単なる表層の意匠ではなく、外部資本店舗の増

加やファサードデザインの同化といった現象にこそ注目し、

「ローカルを排除した漂流感」や「模倣性」といった「テ

ーマパーク化」問題に踏み込む必要があるといえる。 
 
【補注】 
(1) ある場所や時間において観光客が過剰に集中することで、物理

的容量、環境的容量、社会的容量、経済的容量、環境的容量な

どが、その地域の限界を越える状況。参考文献5)参照。 
(2) 参考文献1)参照 
(3) 東京下町のローカルフード「もんじゃ焼き」を提供する店舗。

もんじゃ焼きは子どものおやつだったが、徐々に大人が食べる

ようになった。参考文献6)7)参照。 
(4) 参考文献6)7)を参照。 
(5) ヒアリング調査は、2024年10月16日〜11月19日にかけて、

月島もんじゃ振興会協同組合と各店舗に対して行った。 
(6) タワーマンション内の店舗については、もんじゃストリートに

面する１階店舗ユニットを建物数とした。また長屋タイプの建

物についても１階店舗ユニットを建物数とした。 
(7) 改装工事中の店舗を含む。 
(8) 調査は、ヒアリング調査2024 年10 月16 日〜11 月19 日に合

わせて行い、透明ガラスなどの使用率は、店舗の写真を正面か

ら撮影し、その写真上の面積で算出した。 
 
【参考文献】 
1)  Michael Sorkin（1992年）, 『Variations on a Theme Park』, 

HILL AND WANG 
2) 後藤春彦（2007年）, 『景観まちづくり論』, 学芸出版社 
3) ジョン・アーリ, 吉原直樹ら訳（2003年, 原著は1995年）, 

『場所を消費する』, 法政大学出版会 
4) フランセスク・ムニョス著, 竹中克之ら訳（2013年, 原著は

2008年）, 『俗都市化』, 昭和堂 
5) 阿部大輔（2020年）,『ポスト・オーバーツーリズム』,学芸出

版社 
6) 志村秀明（2013年）, 『月島再発見学』,アニカ 
7) 志村秀明（2018年）, 『東京湾岸地域づくり学』, 鹿島出版会 

【図-10】ファサードデザイン分類毎の地元店舗と外部資本店舗の割合 

【図-11】ファサードデザイン分類毎の店舗の開店年 

- 359 -
※ 都市計画報告集は、査読プロセスの無い論文報告集です。 



*学生会員・芝浦工業大学大学院理工学研究科建築学専攻 修士課程(Shibaura Institute of Technology)

**正会員・芝浦工業大学建築学部 教授・博士(Prof. Depart. of Architecture, Shibaura Institute of Technology, Dr. Eng.)

地域住民向け運河クルーズの促進に関する研究 

－豊洲運河クルーズを事例として－ 

Study on promotion of canal cruises for local residents 

: Case study on Toyosu canal cruise 

梅津沙世*・志村秀明** 

Sayo UMEZU *･Hideaki SHIMURA** 

The purpose of this paper is to clarify insight into the promotion of canal cruises for locals by identifying the 

achievements of canal cruises, the preparation in advance, work on the day, and the methods of ticket sales and public 

relations that are being improved. As a result, in a population growth area such as Toyosu, canal cruises for locals can 

be promoted by; 1) having the host organization aim to form the local community, 2) getting trust of the community by 

building a track record, 3) using efficient and continuable methods through IT, and 4) adding value.  

Keywords: Canal cruise, Local residents, Canal renaissance, Using water area, Local community, IT 

運河クルーズ、地域住民、運河ルネサンス、水域活用、地域コミュニティ、IT 化 

1. はじめに 

1-1. 研究の背景と目的 

運河、河川、水辺の活用は、社会的な関心の高まりや、規制緩

和があってますます盛んになっている。今後、更なる水辺環境の

改善や水上バスの運行のためには、観光客向けではない、地域住

民向けの運河クルーズといったものも盛んになることが望まれ、

そのための知見が求められている。 

ところで東京都江東区豊洲では、2009年に「豊洲運河ルネサン

ス協議会」(以下：運ルネ協議会) 1)が設立されて、船着場が整備さ

れた2010年の翌年2011年から、地域住民向けの「豊洲運河クル

ーズ」(以下：運河クルーズ)がコロナ禍を除いて毎年開催されてい

る。「運河ルネサンス」とは、東京都の運河ルネサンスガイドライ

ンにもとづくものであり、運河等の水域利用とその周辺における

まちづくりが一体となって、地域の賑わいや魅力等を創出するこ

とを目的とした取り組みである 1)。運河クルーズは毎回満席とな

るほど好評であり、10年以上経過する中で、広報やチケット販売

方法、乗船誘導方法等で改善を重ねている。 

そこで本研究は、運河クルーズを対象として、その開催経緯と

実績、また事前準備や当日作業、改善を重ねているチケット販売

方法、広報の方法、更に乗船者の評価を明らかにすることで、地

域住民向けの運河クルーズが促進されるための知見を得ること

を目的とする。 

1-2. 研究方法 

運河クルーズは、2011年から継続して開催しているが、IT化、

デジタル化が社会的に普及する中で、2023年から広報やチケット

販売方法等を改善している。そこで、2022年までの運河クルーズ

を「旧方式」、2023年以降を「新方式」と表現する。 

まず豊洲の人口推移といった概要を把握した上で、運河クルー

ズを主催している運ルネ協議会や船着場の整備といった開催経

緯について明らかにし、2011年から継続して開催している旧方式

の運河クルーズの実績や事前準備や当日作業、乗船者の評価を明

らかにする。そして新方式の運河クルーズについても、その実績

や事前準備、当日作業、乗船者の評価を明らかにする。以上の明

らかにしたことから、地域住民向けの運河クルーズが促進される

ための知見を提示する。 

2. 豊洲及び運ルネ協議会と運河クルーズ 

2-1. 豊洲の概要 

江東区の臨海部に位置する豊洲は、1932年に完成した埋立地で、

周囲を運河や東京湾に囲まれている。1980年代以前は造船所等か

らなる工業地帯であったが、1988年に地下鉄有楽町線豊洲駅が開

通し、再開発が進んでいった。その後オフィスビルやタワーマン

ション、大規模商業施設等が相次いで建設されている。 

豊洲の人口推移を図 1 に示す(1)。人口は再開発が進行していっ

た 2005年頃から急速に増加している。2000年時点で約 8千人だ

った人口は、2020年には約3.7万人と、20年間で約3万人増加し

た。 

【図-1】豊洲の人口推移 
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2-2. 運ルネ協議会 

運ルネ協議会は、豊洲周辺の水辺活用と運河活用の促進を通じ

て、地域コミュニティの形成を目的として、東京都の運河ルネサ

ンスガイドライン2)にもとづいて、2009年3月に設立された。年

会費は5,000円である。 

運ルネ協議会参加団体を表1に示す。運ルネ協議会は住民組織、

商店街振興組合、観光協会、企業、大学、小学校 PTA、保育園、

漁業組合、NPO法人、舟運事業者の 26団体(2023年5月時点)で

構成されている。会長は豊洲商友会協同組合で、会長代理は豊洲

５丁目マンション自治会、副会長は舟運事業者を含め６団体、事

務局は芝浦工業大学(以下：芝工大)が務めている。2009 年に設立

された時は 11 団体であったが、その後豊洲の再開発が進み人口

や企業等が増加していき、また運ルネ協議会の活動が活発になる

につれ、地域の関心が高まり参加団体は増加していった。これは

運ルネ協議会が水辺活用と運河活用の促進だけではなく、地域コ

ミュニティの形成を目的としていることが理由である。 

2-3. 運河クルーズの概要 

運河クルーズは表１に示す通り、運ルネ協議会の中の芝工大地

域デザイン研究室(以下：研究室)が、企画、準備、運営を行ない、

広報を他の運ルネ協議会会員が行い、また舟運事業者が航路申請

の手続きを行っている。 

運河クルーズの航路と様子を図２に示す。豊洲運河船着場また

は東電堀船着場を発着場として、航路は豊洲一周あるいは東京港

周遊等としている。地域住民の地元であり再開発で更新し続ける

豊洲と東京湾岸地域の風景を楽しめる。東京港周遊航路では、レ

インボーブリッジ近くまで巡る。豊洲一周は約9kmで所要時間は

45分間、東京港周遊は約7kmで所要時間は30分程度である。 

運河クルーズで使用している船舶は、(株)東京湾クルージング

(以下：東京湾クルージング)のオープンエア(屋根なし)のNANO1

号またはNANO2号、屋根ありのセレナード号、または東京漁業

組合・冨士見の屋根あり屋形船である。乗船定員はそれぞれ44名、

60名、40名、70名である(2)。また運河クルーズでは、毎回、研究

室の学生が風景の見どころを紹介する船上ガイドを行っている。 

2-4. 運河クルーズの経緯と実績 

運河クルーズの経緯と実績を表2に示す。 

(1)運河クルーズ開催前 

2007 年11月芝工大の学園祭にて仮設の船着場を設置して「豊

洲運河クルージング」が企画・開催された。この影響で豊洲にお

ける水域活用の機運が高まり、運ルネ協議会設立に向けて動き出

すきっかけとなった。2008 年に『「江東」水辺のまちづくりフォ

ーラム』が開催されて、水辺を活かしたまちづくりの機運が高ま

った。翌2009年3月に、運ルネ協議会が設立され、2010年3月

には、江東区が防災船着場として、浮き桟橋型の豊洲運河船着場

を整備した。豊洲運河船着場は、運ルネ協議会と芝工大、江東区

が協定を結び、日常的な管理と使用手続は芝工大が担っている。

同年 8 月には、この船着場を使用して、「豊洲水彩まつり(以下：

水彩まつり)2010」が開催された。 

以上のような経緯を経て、主に水彩まつりイベント時に運河ク

ルーズを開催することになった。 

(2)運河クルーズの開催と経緯 

運河クルーズは 2011 年から継続的に実施しており、初期のク

ルーズは豊洲運河船着場を発着場とし、豊洲を一周する航路で開

催した。また水彩まつりに加えて、やはり運ルネ協議会が主催す

る「豊洲船カフェ」(以下：船カフェ) 3)でも運河クルーズを開催し

た。多くの地域住民を中心とする乗船者を募るため、初期の料金

は中学生以上の大人が500円とし、船カフェではドリンク付きで

1,000円とすることもあった。 

【図-2】運河クルーズの様子と航路 

運河クルーズ 学生乗船ガイド 

豊洲運河船着場 東電堀船着場 

【表-1】運ルネ協議会参加団体 

No. 分類 会員団体名 会員
設立時
の会員

運河クルーズでの
運営・役割

1 豊洲地区町会自治連合会 〇

2 豊洲町会 副会長 〇 広報

3 都営豊洲1丁目アパート自治会 〇 広報

4 都営豊洲5丁目団地自治会 広報

5 豊洲5丁目マンション自治会 会長代行 〇 広報

6 アーバンドックパークシティ豊洲自治会 広報

7 豊洲商友会協同組合 会長 〇 広報

8 豊洲市場商店会

9 観光関係 深川観光協会 〇

10 豊洲2・3丁目地区まちづくり協議会 監査 〇

11 豊洲パークマネジメントJV 副会長 広報

12 みらい21

13 大学 学校法人　芝浦工業大学 事務局・副会長 〇 企画・準備・運営

14 小学校 豊洲北小学校PTA 〇 広報

15 社会福祉法人ひまわり福祉会 〇 広報

16 アスク豊洲保育園 広報

17 社会福祉法人　景行会　豊洲保育園 広報

18 漁業組合 東京漁業協同組合連合会
船舶の提供・
申請手続き

19 NPO法人江東区の水辺に親しむ会 副会長 〇 広報

20 セイラビティ東京

21 NPO法人　海塾

22 (株)東京湾クルージング 副会長
船舶の提供・
申請手続き

23 日の丸自動車興業株式会社(株)

24 観光汽船興行株式会社(株)

25 東京夢の島マリーナ

26 東京ウォータータクシー株式会社

アドバイザー：東京海洋大学、東京都港湾局、江東区都市整備部、社団法人 東京港運協会

舟運事業者

住民組織

商店会

企業

保育園

NPO法人
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毎年数回の運河クルーズを開催していたが、2020年からのコロ

ナ禍によって、2020 年と 2021 年の開催はなかった。コロナ禍を

経たことで、2023年から新方式による運河クルーズが開催されて

いる。 

2-5. 運河クルーズの旧方式と新方式 

運河クルーズのチケットの販売と広報の手段を図３に示す。旧

方式は、当日、対面のみでチケットを販売し、現金決済で、紙の

チケットを準備した。新方式はPeatix(3)を用いて完全予約制とし、

オンライン販売で、決済はクレジットカード、チケットはスマホ

画面の提示とした。また広報は新方式で研究室のX(旧Twitter)や、

豊洲エリアコミュニティSNS・PIAZZA(4)等のSNSを用いるよう

になり、ポスターやチラシ等の紙媒体を減らした。2020年からコ

ロナ禍に見舞われたことで、対面の接触時間が減ることが新方式

を採用したきっかけであった。 

 

3. 旧方式運河クルーズ 

3-1. 実績 

運河クルーズの実績を表2に示す。旧方式運河クルーズは、2011

年から2022年まで、コロナ禍を除き、水彩まつりや船カフェのイ

ベントの一つとして毎年数回、計36回開催された。一日当たりの

便数は、5回程度であった。2016年までは豊洲を一周するコース

であったが、2017年に東電堀船着場が整備されたので、同年9月

からは、東電堀船着場を発着場とする運河クルーズとなり、航路

は、東京港周遊で運航した。 

基本的に日中の開催であったが、2016年には実験的に東京港の

夜景を楽しめる「ディナークルーズ」も実施した。乗船率は、ほ

ぼ毎回100％で、旧方式だけで便数は計123便、乗船者は5,200名

を超えた。 

3-2. 事前準備と当日作業の人員 

研究室が行った事前準備と当日作業及び必要備品を図4に示す。 

(1)事前準備 

①企画や調整の他、②看板等必要物品や、③紙チケット、④チ

ケットやポスター、⑤アンケート用紙、を準備する作業等があっ

た。紙チケット等の紙媒体のものはデータの作成から印刷、裁断

等の作業があるため、多くの人員が必要であった。そのため事前

準備には約22名の人員が必要であった。 

事前準備作業は基本的に一日で行ったが、①企画や調整と④チ

【表-2】運河クルーズ実績年表 

No. 年 月 日 クルーズ発着場 航路 開催イベント 料金(円) 使用船舶 便数(便) 定員(人)乗船者数(人) 乗船率(%)

2007 11 24 芝工大に仮設の船着場設置・
豊洲運河リバークルージングの企画実施

2008 11 2 「江東」水辺のまちづくりフォーラム
2009 3 1 運ルネ協議会の設立

キャナルウォークの整備・解放
2010 3 浮き桟橋型の船着場とその周辺地域の整備

8 21 水彩まつり2010　※運河クルーズ実施無し

1 2011 8 6 豊洲運河船着場 豊洲一周 水彩まつり2011 小学生：300/中学生以上：500 NANO1 5 44 220 100
2 11 4 豊洲運河船着場 豊洲一周 秋の船カフェ 小中学生：500/高校生以上：1,000 NANO1 2 40 58 73
3 5 豊洲運河船着場 豊洲一周 秋の船カフェ 小中学生：500/高校生以上：1,000 NANO1 2 40 77 96
4 6 豊洲運河船着場 豊洲一周 秋の船カフェ 小中学生：500/高校生以上：1,000 NANO1 2 40 44 55
5 9 豊洲運河船着場 豊洲一周 秋の船カフェ 小中学生：500/高校生以上：1,000 SSⅢ世 1 55 55 100
6 10 豊洲運河船着場 豊洲一周 秋の船カフェ 小中学生：500/高校生以上：1,000 SSⅢ世 1 55 32 58
7 16 豊洲運河船着場 豊洲一周 秋の船カフェ 小中学生：500/高校生以上：1,000 SSⅢ世 1 55 15 27
8 17 豊洲運河船着場 豊洲一周 秋の船カフェ 小中学生：500/高校生以上：1,000 SSⅢ世 1 55 38 69
9 2012 7 15 豊洲運河船着場 豊洲一周 水彩まつり2012 小学生：300/中学生以上：500 NANO1 5 44 220 100
10 2013 4 19 豊洲運河船着場 豊洲一周 春の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO1 3 40 83 69
11 20 豊洲運河船着場 豊洲一周 春の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO1 3 40 100 83

21 豊洲運河船着場 豊洲一周 春の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO1 3 40
12 9 21 豊洲運河船着場 豊洲一周 水彩まつり2013 小学生：300/中学生以上：500 NANO2 5 60 300 100

2014 4 18 豊洲運河船着場 豊洲一周 春の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO2 3 60
13 19 豊洲運河船着場 豊洲一周 春の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO2 3 60 190 106※

14 20 豊洲運河船着場 豊洲一周 春の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO2 3 60 195 108
15 9 12 豊洲運河船着場 豊洲一周 水彩まつり2014 小学生：300/中学生以上：500 NANO2 6 60 360 100
16 2015 6 5 豊洲運河船着場 豊洲一周 初夏の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO3 3 25 64 85
17 6 豊洲運河船着場 豊洲一周 初夏の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO3 4 25 100 100
18 7 豊洲運河船着場 豊洲一周 初夏の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO3 4 25 100 100
19 9 12 豊洲運河船着場 豊洲一周 水彩まつり2015 小学生：300/中学生以上：500 NANO2 6 60 360 100

2016 5 30 豊洲運河船着場 豊洲一周 初夏の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO3 2 25
20 31 豊洲運河船着場 豊洲一周 初夏の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO3 2 25 49 98
21 6 1 豊洲運河船着場 豊洲一周 初夏の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO3 2 25 45 90
22 2 豊洲運河船着場 豊洲一周 初夏の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO3 2 25 48 96
23 3 豊洲運河船着場 豊洲一周 初夏の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO3 2 25 32 64
24 豊洲運河船着場 豊洲一周・東京港周遊 初夏の船カフェ　ディナークルーズ 小学生：3,000/中学生以上：5,000 SSⅢ世 1 40 39 98
25 4 豊洲運河船着場 豊洲一周 初夏の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO2 2 55 107 97
26 豊洲運河船着場 豊洲一周・東京港周遊 初夏の船カフェ　ディナークルーズ 小学生：3,000/中学生以上：5,000 SSⅢ世 1 40 37 97

5 豊洲運河船着場 豊洲一周 初夏の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO2 2 55
27 9 24 豊洲運河船着場 豊洲一周 水彩まつり2016 小学生：300/中学生以上：800 NANO2 2 60 120 100
28 2017 7 1 豊洲運河船着場 豊洲一周 夏の船カフェ 500 冨士見屋形船 4 60 253 105
29 2 豊洲運河船着場 豊洲一周 夏の船カフェ 500 冨士見屋形船 4 60 285 119
30 9 30 東電掘船着場 東京港周遊 水彩まつり2017 500 NANO2 4 60 240 100
31 2018 6 24 東電掘船着場 豊洲一周 夏の船カフェ 1,000 屋形船 5 70 350 100
32 10 6 東電掘船着場 東京港周遊 水彩まつり2018 500 NANO2 4 44 176 100
33 2019 6 23 東電掘船着場 豊洲一周 夏の船カフェ 1,000 屋形船 5 70 351 100
34 9 28 東電掘船着場 東京港周遊 水彩まつり2019 1,000 NANO1 4 44 176 100

2020

2021

35 2022 6 4 東電掘船着場 東京港周遊 夏の船カフェ 1,000 NANO1 5 40 200 100
36 10 2 東電掘船着場 東京港周遊 水彩まつり2022 1,000　※事前予約のみ実施 NANO1 4 40 160 100

123 5,279
37 2023 2 26 豊洲運河船着場 豊洲一周 豊洲運河クルーズ単独開催 1,000 セレナード 1 40 47 118※

38 7 8 豊洲運河船着場 豊洲一周 水彩まつり2023夏 1,500 NANO2 6 40 240 100
39 12 3 豊洲運河船着場 豊洲一周 豊洲運河クルーズ単独開催 通常：1,500/サンセット：2,500 セレナード 6 40 253 105

13 540

136 5,819

コロナ禍

雨天欠航

雨天欠航

雨天欠航

雨天欠航

旧方式運河クルーズ合計

新方式運河クルーズ合計

運河クルーズ全体合計

※乗船者数には、ひざに乗せた子どもの人数も含めるため100％を超える

旧方式

新方式

旧方式

運河クルーズ

開催前

転換期

【図-3】チケットの販売と広報の手段 

予約 なし（当日先着順） 完全予約制（Peatix）

販売 当日（当日先着順）、対面 予約時事前販売（Peatix）、オンライン

決済 現金 クレジットカード（Peatix）

チケット 紙 スマホ画面

Webサイト（とよすと） △ 2015年から Webサイト（とよすと） 〇

Webサイト（芝工大） 〇 Webサイト（芝工大） 〇

ポスター 〇 ポスター ×

チラシ 〇 チラシ △
Webサイト、
SNSのみ掲載

芝工大内広報 〇 芝工大内広報 〇

SNS（X、PIAZZA） △ 2015年から SNS（X、PIAZZA） 〇

新方式（2023～）旧方式(2011〜2022)

広
報
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ラシやポスターの作成は、計５日間ほどの作業を行った。 

(2)当日作業 

まずチケット販売のためのテント、テーブルイス、さらに列を

整理するためのカラーコーン等を設置する必要があり、①会場設

営に約 12 名と多くの人員が必要であった。次に②チケット販売

の作業があり、当日現金のみの販売で、紙チケットを使用したた

め、約3名の人員が必要であった。また③SNSでのチケット販売

状況の連絡に約2名、④チケット購入・乗船列の整理には、列整

備と最後尾を説明する作業等があり約 3 名の人員を必要とした。

⑤乗船時に紙チケット確認と回収を行ったため、約２名の人員を

必要とした。 

その他、⑥アンケートの配布及び回収、⑦風景の見どころを紹

介する船上ガイドや⑧安全確認等を行い、当日は約 31 名の人員

を必要とした。 

他にも、クルーズ運営会社から船長と副船長1名が安全確認を

行なった。 

(3)当日の備品 

チケットの販売を行うため、また多くの人員を必要としたため、

大型テント１張、テーブル３つ、椅子８脚ほどが必要だった。 

3-3. 乗船者の評価 

水彩まつり2022で行ったアンケート調査の結果を図5に示す。

この時は予約のみ事前に芝工大Webサイトで行い、決済は当日現

金で、またキャンセル分を現地で販売した。 

乗船者の年齢は、「30代」と「10代」が約3割と最も多かった。

親子での乗船が多かったと推測される。 

居住地域は、「豊洲」が約6割と最も多く、次いで「豊洲以外の

江東区」が多く、合わせて9割近くを占めた。地域住民向けの運

河クルーズが成立していたと言える。 

情報源は、「とよすと」や「芝工大Web サイト」等が最も多く

3割を占めた。「とよすと」は、豊洲商友会をサポートしている個

人が運営する豊洲エリアの情報ポータルサイトである。次に「偶

然通りかかった」が2割以上で2番目に多かった。 

クルーズの満足度は、「満足」と「やや満足」を合わせると100％

を占めた。高い満足度を得られたのは、学生による船上ガイドが

貢献していると推測される。 

チケットの販売方法は、「良い」が5割近くあったものの、「ど

ちらかというと悪い」も約1割あった。予約のみ事前にネットで

行ったものの、チケット購入は当日のみで行列ができたこと、購

入は乗船の 30 分以上前に済ませなければいけなかったこと、決

済方法が現金のみであったこと等が理由として考えられる。 

乗船回数は、「１回目」が8割以上であった。 

 

4．新方式運河クルーズ 

4-1. 実績 

表 2に示す通り、新方式運河クルーズは 2023年 2 月26日、7

月8日、12月3日の3回開催された。これらは、「単独での１便

のみ開催」、「水彩まつり時での大規模開催」、「単独での大規模開

催」と段階的に実験的に開催したものであった。 

(1)単独での１便のみ開催の実験 

2023年2月26日に開催した。14：00からの1便のみで、使用

船舶は冬季であったため屋根付きのセレナ―ド号(定員：40 名)と

し、航路は豊洲運河船着場を発着場とする豊洲一周コースとした。 

図3に示す通り、完全予約制で事前販売、決済はクレジットカ

ードで、チケットはスマホ画面の提示とした。広報は旧方式と同

様「とよすと」での紹介、チラシやポスターの掲示、学内広報に

加えて、新たにXやPIAZZA等のSNSを用いた。 

チケットは販売開始日に完売し、乗船率100％であった。 

(2)水彩まつり時での大規模開催の実験 

2023年7月8日に、水彩まつり夏2023のイベントの一つとし

て開催した。計6便運行し、使用船舶はNANO2であった。航路

は豊洲運河船着場を発着場とする豊洲一周であった。 

図3に示す通り、完全予約制で事前販売、決済はクレジットカ

ードで、チケットはスマホ画面の提示とした。広報は「とよすと」

と芝工大Webサイト、チラシやポスターの掲示、学内広報に加え

て、新たにXやPIAZZA等のSNSを用いた。 

チケットは販売開始日の翌日に完売し、乗船率100％であった。 

(3)単独での大規模開催の実験 

2023年12月3日に開催した。計6便運行し、使用船舶は冬季

【図-5】乗船者へのアンケート結果(水彩まつり2022) 【図-4】事前準備と当日作業及び必要備品 
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であったため屋根付きのセレナード号で、航路は豊洲運河船着場

を発着場とする豊洲一周であった。この時は、最終便の出発時間

を日没時に合わせて、サンセットクルーズとして運航時間を15分

長くし、料金設定も2,500円と高くした。 

図3に示す通り、完全予約制で事前販売、決済はクレジットカ

ードで、チケットはスマホ画面の提示とした。広報は「とよすと」

と芝工大Webサイトによる、チラシやポスターの掲示、学内広報

に加えて、新たにXやPIAZZA等のSNSを用いた。 

広報とチケットの売れ行き状況を図6に示す。チケットは、11

月5日にPeatixで販売を開始してすぐに売れ始め、11月6日か

ら芝工大 Webサイトでの広報を開始し、7日から「とよすと」で

の広報を開始した。この「とよすと」での広報を開始してから販

売数は急増し、2,500 円と高額の第６便(サンセットクルーズ)が

翌8日に完売、第１便と第２便もすぐに完売した。「とよすと」で

の広報は、大きな効果があったと言える。その後は PIAZZA 等の

SNSでも広報を行った。12日には豊洲北小学校のイベントでチラ

シを配布し、運ルネ協議会の会員にも広報を依頼した。これらの

広報手段で約9割を売り切っていたが、残りのチケットを売り切

るために 24 日から芝工大内と同保護者会にチラシを配布した。

結果として、開催前日の12月2日にチケットは全て完売した。 

またアンケートは従来の紙面による回答及び回収をやめ、

Googleフォームにて行った。アンケート用紙は、万が一Googleフ

ォームを使用できない人がいた場合の予備分のみ用意し、アンケ

ート結果の集計はGoogleフォームにより自動で集計できた。 

4-2. 事前準備と当日作業の人員 

研究室が行った事前準備と当日作業及び必要備品を図4に示す。

ここでは2023年12月3日に開催した運河クルーズのデータを用

いる。 

 

(1)事前準備 

基本的に、旧方式と同じ準備作業があった。②必要備品の作成、

用意での人員が3名と旧方式から大幅に減少した。また③紙チケ

ットの作成がなくなり、また④ポスターの作成がなくなったこと

で人員が削減できた。全体として必要だった人員は約13名で、旧

方式と比べて半減することができた。 

事前準備作業は基本的に一日で行ったが、①企画や調整と④チ

ラシやポスターの作成は、計３日間ほどの作業を行った。 

(2)当日作業 

まずチケット販売のため①会場設営に約5名を必要とした。列

を整理するためのカラーコーン等が不要となったため、必要な人

員は旧方式から大幅に減少した。次に②チケットの確認・受付に

約1名を必要とした。新方式では事前にチケット販売を行ったこ

とで、人員が削減できた。また、Peatixで販売状況の確認ができる

ため「現地の販売状況をSNSで都度報告」がなくなり、また④チ

ケット購入・乗船列整備はチケット購入列がなくなったため約 2

名と減少した。⑤乗船時の紙チケット回収ではなく、Peatix の予

約画面を確認することになり人員は約1名となった。⑥アンケー

ト調査の方法をGoogleフォームとしたため、アンケート配布、回

収を自動で結果を収集できるようになり、人員は約1名となった。

安全確認もクルーズ運営会社と連携することで約2名と減少した、

結果として、当日必要だった人員は約14名で、旧方式と比べて半

減することができた。 

他にも、クルーズ運営会社から船長と副船長1名が安全確認を

行なった。 

(3)当日の備品 

チケットの販売がなくなったため、テントは小型のもので間に

合い、テーブルは１つ、椅子は２脚と大幅に削減することができ

た。 

【図-6】チケットの売れ行きと広報スケジュール 
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4-3. 乗船者の評価 

12月3日の運河クルーズで行ったアンケート調査の結果を図7

に示す。旧方式では、アンケートの回収率が低く一部未回答の項

目があったが、新方式では、Googleフォームを用いることで回答

率が上がった。 

乗船者の年齢は、「30代」と「40代」が約3割と最も多く、次

いで「50代」が多く、合わせて8割以上を占めた。第6便のサン

セットクルーズの時間が比較的遅かったために子どもの乗船者

の割合が減ったが、概ね乗船者の年齢層は旧方式と比べて大きな

変化はなかったと言える。 

居住地域は、旧方式と同様に「豊洲」と「豊洲以外の江東区」

が多く、合わせて9割近くを占めた。旧方式と同様に、継続して

地域住民向けの運河クルーズが成立していたといえる。 

情報源は、豊洲エリアの情報ポータルサイトである「とよすと」

が約6割と最も多く、次に「SNS」が2番目に多かった。コロナ

禍を経たためか、「とよすと」がより有効な広報手段となっていた。 

クルーズの満足度は、ほぼ全てが「満足」と「やや満足」であ

った。円滑な運営に加え、旧方式と同様に学生による船上ガイド

が貢献していると推測される。 

 予約と乗船のスムーズさは8割以上が「とてもスムーズ」と回

答しており、旧方式と比べスムーズに感じた人の割合が増加した。

新方式よって、チケット購入や乗船手続きが円滑になったためと

推測される。 

 

5．まとめ 

本研究は、まず運河クルーズを対象として、その開催経緯と実

績、また旧方式と新方式の事前準備や当日作業、改善を重ねてい

るチケット販売方法、広報の方法、更に乗船者の評価について以

下のことを明らかにした。 

・運河クルーズを主催している運ルネ協議会は、水域活用と運河

活用の促進だけではなく、地域コミュニティの形成も目的として

いる。そこで運ルネ協議会会員が協力して、地域住民向けの運河

クルーズを継続して開催している。 

・2011年から運河クルーズを数多く開催していることで、直接運

ルネ協議会会員ではない、「とよすと」といった豊洲エリアの情報

ポータルサイトの支援を得て、順調に乗船者を集めることができ

ている。 

・チケット販売をインターネットで行う新方式に切り替えても、

順調に乗船者を集めることができている。それは旧方式から積み

重ねてきた実績による地域住民の認知度の高さや、「とよすと」と

いった豊洲エリアの情報ポータルサイトの支援を得ているから

である。 

・新方式の運河クルーズは、オンライン決済や事前予約等、旧方

式から変更点が多くあったが、乗船者の戸惑いは少なく、満足度

も高かった。また乗船者の年齢層も、大きな変化はなかった。今

後も新方式での開催でも問題ないと判断できるが、大規模な開催

の場合は、チラシの配布といった対面での広報活動も多少必要と

言える。 

・新方式は、事前準備や当日作業、当日の備品を減らすことがで

き、より無理のない効率的で継続可能な方法と言える。 

以上のことから、豊洲のような人口増加地区であれば、①主催

団体が、水辺活用と運河活用の促進だけではなく、地域コミュニ

ティの形成も目的とすること、②実績を積み重ねることで、地域

住民の運河クルーズへの認知度を上げ、かつ地域の情報ポータル

サイト等の協力を得られるような信頼関係を築くこと、③IT 化、

デジタル化を進めて、無理のない効率的で継続可能な方法を用い

ること、④学生のクルーズガイドといった付加価値をつけること、

で地域自住民向けの運河クルーズが促進できると言える。豊洲の

ような人口増加地区は特殊な事例という意見があるかもしれな

いが、大都市を中心として水辺エリアでは人口が増加している地

区が多い。また学生の協力がなくても、市民や舟運事業者によっ

て付加価値をつけることもできる。地域毎に創意工夫に満ちた取

り組みが必要であることは言うまでもない。 

 

補注 

(1) 人口データは、国勢調査の結果にもとづいている。 

(2) 2020年に規定が変更となり、NANO1号、NANO2号とも定員

は40名となった。 

(3) Peatix とはインターネット上でチケット購入と決済を行うシ

ステムである。  

(4) 研究室のXはhttps://x.com/sim_lab_sit、 

PIAZZAはhttps://www.lp.piazza-life.com/business/piazzaである。 
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1．はじめに

1-1. 研究の背景 
 気候変動による影響は世界各地で顕在化しており、都市

における気候変動緩和・適応の取組は必要不可欠なものと

なっている。また、世界的に生物多様性は悪化し続けてお

り 1) 、都市はその劣化をもたらす土地利用改変が行われる

場として、生物多様性の確保に取り組む必要があると考え

られる。他方、日本や欧米をはじめとした都市では、社会

格差の拡大と都市内の空間的格差が近年深刻化しており、

都市計画において社会的公正を検討する必要性が指摘され

ている 2) 3) 。 
 そうした中、都市計画に、気候変動対策や生物多様性保

全等の環境的取組、社会的包摂等の社会的取組を組み込も

うとしてきたのが、欧州各国の政策・計画である。特にフ

ランスでは、2000年代以降、都市計画において持続可能な

発展や連帯等の原則が掲げられ 4) 、近年さらに、「土地の人

工化ゼロ」政策等により、環境的取組が強化されている 5) 。

また、同国では、自治体の空間計画においても、パリ市の

「生物気候都市計画ローカルプラン（Plan local d’urbanisme 
bioclimatique）」（以下「PLUb」）のように、環境的・社会的

取組を取り入れたものが現れている。 
 一方、国の政策と自治体の空間計画を巡っては、その一

貫性の確保が課題とされる。この一貫性について、日本の

課題と諸外国の動向を整理した内海(2024)は、日本では都

市計画法に各計画を整合させる規定が定められていながら

も、その一貫性を審査する規定がないことを指摘し、その

解決の糸口を、一貫性を求めるフランスの都市政策に見出

している 6) 。 
 したがって、フランスを対象として、国の政策と自治体

の空間計画の関係性を分析することは、国が掲げる環境・

社会政策を自治体がどのように空間計画に落とし込み実現

できるか検討する上で、重要になると考えられる。 
1-2. 既往研究の整理と本研究の位置付け 
フランスにおける政策・計画間の関係性については、河

原田ら(2005) 7) や鈴木ら(2008) 8) 、岡井ら(2009) 9) が、「広域

一貫スキーム（Schéma de cohérence territoriale）」（以下

「SCOT」）の役割に着目して論じている他、岡井ら(2011) 10) 

や内海(2013) 4) が、「環境グルネル」による変化に着目して

論じている。さらに、先述の内海(2024) 6) は、「環境グルネ

ル」に至る都市計画法制の変遷を整理することで、都市計

画法制の一貫性の変化について論じている。これらはいず

れも、現行の都市計画体系を対象としたものであるが、近

年のフランスの環境的取組、とりわけ「土地の人工化ゼロ」

政策について扱ったものではない。また、内海(2025) 5) は、

その「土地の人工化ゼロ」政策を巡る都市計画の動向につ

いて紹介しているものの、国の政策を中心に捉えたものと

なっており、自治体の空間計画への展開に焦点を当てたも

のとは言えない。 
他方、環境的・社会的取組を取り入れた自治体の空間計

画、中でも本研究で対象とするパリ市の空間計画PLUb に

言及したものとしては、フランスにおける建築物の建て増

しを巡る歴史・課題・実現方法等について論じた

Mignery(2020) 11) や、生態学的移行の下での都市計画におけ

る環境倫理について論じた Boul(2023) 12) がある。しかし、

これらは空間計画PLUb に関して、上位政策の展開方法を

論じたものではない。 
よって、パリ市の空間計画PLUb を対象に、近年に至る

上位政策の展開の実態を論じることには、新規性があると

いえる。このうち本研究は、気候変動や生物多様性にまつ

わる環境政策の展開に着目することとする。 

空間計画における気候変動・生物多様性に関する政策の展開：パリ市のPLUbを事例として

Implementation of Climate Change and Biodiversity Policies in Spatial Planning: A Case Study of PLUb in Paris 

松田 道樹*・西村 愛**・村山 顕人***・小泉 秀樹*** 
Michiki Matsuda*, Ai Nishimura**, Akito Murayama***, Hideki Koizumi*** 

Globally, urban planning is increasingly required to address climate change, biodiversity conservation, and social inclusion. Amid this, 
the French government and the City of Paris have formulated policies and spatial planning framework that incorporate environmental 
and social initiatives. This study focuses on Paris’s new spatial plan (PLUb) and analyzes the implementation of higher-level 
environmental policies in spatial planning by combining literature review, interviews, and field surveys. Findings show that Paris has 
implemented plans and projects ahead of the French government, and that PLUb incorporates higher-level policies while taking into 
account its own characteristics and previous efforts. Furthermore, the implementation of these initiatives demonstrates an attempt to 
comprehensively address diverse goals related to climate change and biodiversity. 

Keywords: Climate Change, Biodiversity, Spatial Planning, Plan Local d’Urbanisme bioclimatique, France, Paris 
気候変動，生物多様性，空間計画，生物気候都市計画ローカルプラン（PLUb），フランス，パリ
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1-3. 研究の目的と構成、方法 
 以上を踏まえ、本研究は、パリ市が上位の政策で示され

る環境的取組をどのように自らの空間計画に展開してい

るか、明らかにすることを目的とする。そこでまず2章で

は、フランスの環境政策に関する動向を整理し、続く3章
では、パリ市の従前の取組と空間計画PLUb についてまと

める。その上で4章では、前者の政策が後者の空間計画に

どのように展開されているか、分析・考察を行う。 
 本研究は、①文献調査、②ヒアリング調査、③実地調査

の3つの手法を用いて行った。②ヒアリング調査について

は、Ville de Paris Direction de l’Urbanisme (1) 、République 
Française Ministères Aménagement du Territoire Transition 
Écologique (2) 、SPL (Société Publique Locale) Paris & Métropole 
Aménagements (3) 、Apur (L’Atelier parisien d’urbanisme) (4) に対

して行った。このうち、パリ市・Apurには、主にパリ市の

空間計画について、SPLには、市内のプロジェクト事例に

ついてそれぞれ伺った。一方、フランス政府には、主に土

地消費の抑制に関する政府の取組を伺った。また、③実地

調査は、2025年3月上旬にパリ市内にて実施した。 
 
2．フランスの環境政策 
2-1. SRU法 
 フランスでは、2000 年 12月に「都市の連帯と再生に関

する法律（Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains）」（以下「SRU法」）が制定された。このSRU法は、

「連帯の要求」「持続可能な開発と生活の質」「民主主義と

地方分権」という3つの基本原則に基づき、空間整備政策

の法的枠組みを更新することを目的としたものであり 13) 、

都市計画体系の再編、都市化された空間の高密化、社会住

宅の確保等について規定している 14) 。このうち、都市計画

体系の再編では、2層の都市計画体系が、SCOTと「都市計

画ローカルプラン（Plan local d’urbanisme）」（以下「PLU」）
からなる現行のものへと転換された上で、SCOT が上位計

画と、部門別計画を含む下位計画がSCOTと、PLUがこれ

らSCOT等とそれぞれ整合することが定められた 6) 。この

再編は、その後の都市政策に一貫性を与えた点で、フラン

スの統合的都市計画の礎を築いたとされる 5) 。 
2-2. グルネル I法・II法 
 SRU 法以降の主な環境政策としては、2009 年 8月制定

の「環境グルネル実施に関するプログラム法（Loi de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement）」（以下「グルネル I法」）と、2010年7月
制定の「環境のための全国的取り組みに対する法律（Loi 
portant engagement national pour l’environnement）」（以下「グ

ルネル II法」）を挙げることができる。 
 まず、グルネル I 法では、環境施策を都市計画に位置づ

けるため、都市計画法典の目標と定義を定める条文が改正

された。そこでは、同法典の目的に、温室効果ガスの排出

やエネルギー資源の削減、生物多様性の保全等が付記され

た他、公共団体が都市計画分野にて気候変動対策を行う主

体だと示された。また、同法では、「気候・エネルギー地域

プラン（Plan climat-énergie territorial）」の策定が義務化され、

都市計画法典が考慮すべき諸目標として、農地・自然地域

の減少対策や生物多様性の保全、建築物のエネルギー性能

向上のための工事の実施等が設定された 4) 15) 。この他、生

物多様性を巡っては、「緑と水のネットワーク（trame verte 
et bleue）」の創出も定められた。これは、陸上の自然・半自

然環境を「緑のネットワーク」、水域・湿地のネットワーク

を「水のネットワーク」とし、動植物種が移動できるよう、

生態的連続性の保全と回復を意図したものである 15) 16) 。 
 続くグルネルII法では、グルネルI法を具現化するため、

SCOT・PLU 等の都市計画文書の目的を規定した都市計画

法典の条文が改正され、これら文書が持続可能な開発の目

的に沿うことが明記された。その改正では新たに、温室効

果ガス排出の削減、エネルギー制御、生物多様性、生態的

連続性の保全と回復等の確保が定められた 4) 17) 。また、同

法では、SCOTの対象分野が拡大された他、PLUの策定主

体として「広域行政組織（Établissement Public de Coopération 
Intercommunale）」（以下「EPCI」）が優先されることが定め

られた 6) 。EPCIが策定するPLUは、PLUiと呼ばれる。 
2-3. ALUR法 
 環境グルネル以降の気候変動対策に関わる政策としては、

2014年3月制定の「住宅へのアクセスと新しい都市計画に

関する法（Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové）」
（以下「ALUR法」）がある。同法は、経済的弱者への住宅

供給の円滑化を主とするが 18) 、住宅のエネルギー改修につ

いても定めている 19) 。そこでは、住宅における特定のエネ

ルギー改修工事への投資を第三者が融資する制度等が設け

られ、エネルギー性能の向上が図られている 19) 20) 。 
2-4. 生物多様性・自然・景観回復法 
 他方、生物多様性を巡っては、2016年8月に「生物多様

性、自然及び景観の回復のための法律（Loi pour la reconquête 
de la biodiversité, de la nature et des paysages）」（以下「生物多

様性・自然・景観回復法」）が制定された。この法律では、

自然遺産の保護及び価値向上とともに、フランスを環境及

び「緑と水のネットワーク」に優れた国とすることが目指

され、環境破壊に対する補償制度、「緑と水のネットワーク」

の原則、法文の環境保護規定の継続的な改善の原則等が確

立された。そして、その考えのもと、公共及び民間の各開

発事業における「回避・低減・補償（éviter-réduire-compenser）」
手順の強化や、地方自治体の気候エネルギー関連計画への

都市の生物多様性配慮の統合等の施策が講じられた 21) 22) 。 
2-5. 気候変動・レジリエンス法 
 以上では、SRU法にはじまる都市計画分野の環境政策の

流れを整理してきた。こうした都市における環境面の取組

を近年一層強めたのが、前述の通り、「土地の人工化ゼロ」

政策であり、この政策を掲げたのが、2021年8月制定の「気

候変動対策と気候変動に対するレジリエンスの強化に関

する法律（Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets）」（以下「気候変
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動・レジリエンス法」）である。同法は、2030年までに温室

効果ガス排出量を 1990 年比で 40％削減することを目的と

し、多様な分野を対象としている。このうち、都市計画に

関する記述で中核をなすのが、「土地の人工化ゼロ」政策に

関するものである 5) 。以下では、この政策の目標（ZAN目
標）とその実現手法についてまとめる。 
 まず、このZAN目標にある「ZAN」とは、土地の「純人

工化ゼロ（Zéro artificialisation nette）」のことである。ここで、

「土地の純人工化」とは、「土地の人工化 (5) 」から「土地の

再自然化 (6) 」を差し引いたものと定義されるため、「ZAN」
は、これをゼロにすること、すなわち人工化した分だけ、

土地を再自然化することを意味する。そのZAN目標は、2
段階に分かれ、第1段階では、都市のスプロール現象を制

御するため、「2021~2031 年の期間にわたり、前 10 年間と

比較して、自然・農業・林業地域の消費量を半減すること」、

第2段階では、都市部を含む土壌を保護するため、「2050年
に ZAN を達成すること」がそれぞれ目指されている 23) 。 
 こうした目標を実現するため、気候変動・レジリエンス

法では、既存計画への ZAN 目標の統合についても求めて

いる。この統合における計画文書間の関係性を示したのが

図 1 である。図 1 からは、国家目標であるZAN目標が、

地域圏・EPCI の計画文書を通じて、自治体等が策定する

PLU にまで反映されようとしていることが分かる。なお、

最終的なPLUへの反映期限は2028年であり、目標の統合

が全て完了した訳ではないことに留意する必要がある。 
 
3．パリ市の空間計画 
3-1. パリ市の概要 
 フランス共和国の首都パリ市は、面積約 105km2 に人口

2,133,111人（2021）を抱える、欧州の中では人口密度が高

い都市で、イル＝ド＝フランス地域圏（Région Ile-de-France）、
パリ大都市圏（Métropole du Grand Paris）の中に位置する。

そのパリ市では、未開発の土地はごくわずかであり、既存

建築物の大半が残されようとしている。ヒアリングで、市

はこうしたパリを「既に存在する都市（a city of “already 

there”）」と表現し、密度の高い開発で、特に大気汚染とヒ

ートアイランドの激しさが問題になっていると指摘した。 
 特にヒートアイランドを巡っては、近年、気候変動の影

響による熱波の頻発が課題とされ、今後さらなる増加・激

化が予想されている。そのパリ市では2006年以来、77.7ha
の緑が創出されてきたが、依然クールスポットを欠いた地

域が残る。そうした中、市は住民ひとりあたりの緑の面積

を増やすべく、公園や公共庭園の数の増加を図っている。 
3-2. パリ市のこれまでの計画 
 パリ市は、空間計画PLUb の策定以前から、気候変動や

生物多様性等の環境に関する計画を策定してきた。そこで

以下では、PLUb以前の市の環境関連の計画を整理する。 
 まず主要計画としては、「気候計画（Plan Climat）」がある。

本計画は、パリ市がフランスで初めて採択することを決定

したもので、その主なものに、2007年策定の「気候・エネ

ルギープラン」（以下「第一次気候計画」）、2018 年策定の

「気候・大気・エネルギープラン」（以下「第三次気候計画」）

がある 25) 。このうち第三次気候計画では、パリ協定の目標

をパリ市の規模に置き換え、同市をカーボンニュートラル・

再生可能エネルギー100％へ導くことが目指された他 26) 、

大気汚染・熱波・生物多様性等の改善も図られた 27) 。 
 次に、部門別計画としては、生物多様性に関して、「生物

多様性計画（Plan Biodiversité）」が策定されている。この計

画は、パリ市が2011年に初めて採択したもので、その第一

版では、「生態的連続性の強化」「持続可能な開発への生物

多様性のよりよき統合」「知識の蓄積と共有、メッセージの

発信」の3点が主要テーマとして掲げられた。その後、2018
年には、第二版にあたる「生物多様性計画2018-2024」が策

定され、「コミットした都市における生物多様性」「すべて

の人による、すべての人のための生物多様性」「あらゆる場

所に生物多様性」の3つを軸に、計30の行動が示された。

このうち、第一の軸には、都市計画規制や都市開発プロジ

ェクトにて生物多様性を考慮することなどが、第三の軸に

は、都市建設や都市管理にて生物多様性に配慮することな

どが定められた。特に後者では、人口密度の高さゆえに公

図1 ZAN目標の統合における計画文書間の関係性（参考文献24)より筆者作成） 
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共空間のみならず建築物にも自然を創出すること、「緑と水

のネットワーク」に加えて「夜間照明のネットワーク（tram 
nocturne）」・「土壌のネットワーク（tram brune）」を強化する

ことなどが、具体的な行動として盛り込まれた 28) 。 
3-3. パリ市のこれまでのプロジェクト 
 パリ市はこうした計画策定と並行して、プロジェクトも

実施してきた。以下では、実際の都市空間で環境的取組を

実践してきた先駆的事例として、公社である現SPL Paris & 
Métropole Aménagements（以下SPL）が市から委託される形

で実施してきた 3 つのプロジェクト（Clichy Batignolles, 
Saint-Vincent-de-Paul, Chapelle Charbon）を取り上げる。 
 1 つ目のClichy Batignolles は、2002 年に計画が始動した

プロジェクトで、エコカルティエであると同時に、先述の

第一次気候計画のモデル開発地区とされたものである 29) 。

ヒアリングでは、当時から環境対策が当プロジェクトの一

つの柱となっていたこと、実施にあたっては、マスターア

ーバニスト・建築家・ランドスケープアーキテクトに加え、

環境エンジニアとも協力したことが明かされた。こうした

体制の下、環境面では、人と自然の共生、住宅におけるエ

ネルギー消費の抑制、再生可能エネルギーの導入等が図ら

れたという。このうち、人と自然の共生では、人が過ごせ

る芝生と生態学的に優れた自然の双方を設けたこと、雨水

管理にも工夫を施したことなどが、エネルギー消費の抑制

では、断熱性・換気性の向上により暖房需要を大幅に削減

したことなどが紹介された。こうした取組は、市の気候計

画・生物多様性計画等を積極的に実施したものとされる 30) 。 
 次に SPL が手掛けたのが、Saint-Vincent-de-Paul である。

市がその開発方針の検討に入ったのは 2015 年頃であり、

環境面では「雨水マネジメントと生物多様性」「循環型経済」

「エネルギー」「モビリティ」の4項目で、地域のレジリエ

ンスが追求された。続いて、2018年頃にはChapelle Charbon
が始まる。ヒアリングでは、当プロジェクトが2022年の国

の「環境規定（RE2020）」を受けるとともに、その後のPLUb
の内容を予め内包しているとの認識が伝えられた。 
3-4. パリ市の空間計画PLUb 
3-4-1. 概要と位置付け 
 上記の先駆的な取組がなされてきたパリ市で、2024年に

策定されたのが、新たな空間計画PLUbである。このPLUb
は、前回2006年に策定されたPLUを改定したものだが、

末尾には新たに「b (bioclimatique)」が付加されている。その

理由を市に問うと、法律的には「PLUi」が正式名称である

ものの、「パリ市だけは inter-communeがないため、国際的

にも通用するように bioclimatique を代わりにつけた」との

回答が得られた。PLUbは、この名称が示す通り、気候変動

対策を大幅に取り入れたことを特徴としており、気候変動

と社会連帯の2点を大きな柱とする計画である。 
 次に、このPLUbの位置付けを整理する。3-1節で述べた

通り、パリ市は、イル＝ド＝フランス地域圏及びパリ大都

市圏の下にある。これらの行政機構に対応するように、「イ

ル＝ド＝フランス地域圏の基本計画（Le schéma directeur de 

la région Île-de-France）」（以下「SDRIF」）とSCOTが存在し、

PLUbはこの下にある。より具体的には、PLUbがSCOTと、

SCOTがSDRIFとそれぞれ整合することが求められる。ま

た、PLUbは、気候計画を考慮する必要もあるとされる。 
3-4-2. 構成と内容 
 PLUbは、「①説明報告書（Rapport de présentation）」、「②
空間整備・持続可能な開発プロジェクト（Projet 
d’aménagement et de développement durable）」（以下「PADD」）、
「③整備・プログラム方針（Orientations d’aménagement et de 
programmation）」（以下「OAP」）、「④規則書（Règlement）」
の4文書と「⑤付録（Annexes）」から構成される。このう

ち、説明報告書は、さらに現状診断・環境アセスメント等

の8パートに分かれる。また、OAPも、テーマ別・地区別

の2つに分けられ、前者は「生物多様性と気候変動適応」

「新規建設」「公共空間」「遺産と改築」「首都圏の繋がり」

「15分地区」「公衆衛生と環境衛生」の7文書からなる 31) 。 
 このようにPLUb の扱うテーマは幅広いが、市へのヒア

リング等を踏まえると、それらの目標は大きく「高潔でレ

ジリエントな都市」「既存建築物の改築」「包摂的で生産的

な都市」の3つにまとまる。このうち、以下では、環境面

の取組に関連する第一・第二の目標の概要を整理する。 
 第一の「高潔でレジリエントな都市」の実現に向けては、

まず、都市での自然創出が図られる。これは、3-1節で記し

たクールスポットや緑の確保に対応するものであり、「生態

的回廊の統合と強化」「土壌の浸透性の増加」「住民ひとり

あたりの緑の面積の 10m2への拡大」が主要な課題とされ

る。これと並行して、CO2排出量の削減も目指され、「気候

変動対策に資する建築物」「低炭素モビリティ」「持続可能・

効率的な都市物流」等の実現が求められている。 
 第二の「既存建築物の改築」では、遺産の保存・生態的

移行・社会的包摂の調和が目指される。そこでは、建築物

について、解体・再建よりも改修・適応が優先される他、

改修に関する規則が強化される。また、生物気候学的アプ

ローチを用いた都市プロジェクト・建築のデザインの発展、

公共空間の保全と気候変動適応の調和等が求められる。 
 
4．パリ市の空間計画における環境政策の展開 
4-1. 空間計画における環境政策の参照 
 以上では、フランス政府の政策及びパリ市の計画・プロ

ジェクトについて、主なものを整理してきた。そこからは、

フランス政府が環境グルネルを実施する以前から、パリ市

が気候計画の策定やプロジェクトに先駆的に取り組んでい

たこと、一方で市の空間計画に着目すると、前回2006年の

策定時から、上位政策が大きく増えてきたことが分かる。 
 そこで、本節では、パリ市の空間計画PLUb において、

上位にあたるフランスの環境政策がどのように参照されて

いるか分析する。具体的には、①説明報告書・②PADD・③
OAP（テーマ別）の3文書において、環境政策への言及を

調査した上で、ヒアリングで得られたパリ市の見解も考慮

して、その結果を分析することとする。 
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 調査の結果、環境面では主に、環境グルネル、生物多様

性・自然・景観回復法、気候変動・レジリエンス法への言

及がみられた。このうちまず、環境グルネルについては、

グルネル I 法の光害に関する規定が紹介されている他、グ

ルネル II法に関して、PLUが環境アセスメントの対象とな

る立法上の経緯の中に同法が存在すること、PLUの一般的

なガイドラインが同法の目的に基づいていることが述べら

れている。また、生物多様性・自然・景観回復法について

は、同法が都市計画文書における生物多様性とその機能に

関する条項を強化した旨が記されている。 
 次に、気候変動・レジリエンス法および ZAN 目標につ

いても分析する。このうち、前者に関しては、PLUが同法

の目的に基づいていることが記されている他、土壌の人工

化に関する文脈での言及が複数ある。中でも説明報告書に

は、「同法に支えられる土壌人工化に対する闘いの精神など

に応ずるため、PADD が生物多様性と気候変動適応の観点

から都市の土壌の改善を目的としたガイドラインを定義す

る」旨が記されている。また、「PLUの改正により、同法等

の最近の立法動向の統合が保証される」ともあり、PLUbが
2006 年以降に策定された上位の法律の方針を取り込んで

いることが示唆される。続いて後者の ZAN 目標を分析す

ると、同目標の解説の他、「PADDの目標が気候変動・レジ

リエンス法に基づいたもので、2050 年までにZAN を達成

することを目指している」との記述も確認できる。しかし、

説明報告書には同時に、PLUだけではZAN目標を完全に

達成することはできない旨も記されている。この ZAN 目
標について、市へのヒアリングでは、「非土壌化が進んだパ

リ市に ZAN はほぼ関係ないが、それを考慮せずに都市計

画を策定することは不可能であり、気候変動対策を考えて

自然回帰の方針をとっている」という旨の認識が示された。 
 以上からは、計画策定にあたり、市が上位政策の流れと

ともに、自らの特性についても考慮していることがわかる。 
4-2. 空間計画における環境的取組の方針 
 続いて、OAP（テーマ別）を対象に、空間計画における

環境的取組の方針について整理・分析する。 
 整理の結果、PLUb が非建蔽地と建築物の双方を対象と

し、それぞれに対して多角的に目指すべき空間像を示して

いることが分かった。このうちまず、非建蔽地については、

土壌・舗装、緑・水に関する方針の他、農業等の人々の活

動に関連する方針が確認できる。土壌・舗装に関しては、

透水性の確保が、緑に関しては、緑の保全・創出および緑

のネットワークの維持・強化が、その方針の主な目的にな

っているとみられ、これらはそれぞれ、国の「土地の人工

化ゼロ」政策、「緑のネットワーク」の考え方に通ずるもの

といえる。他方、土壌の連続性や夜間照明に関する方針は、

市の生物多様性計画を踏まえたものと考えられる。 
 次に、建築物に着目すると、計画に関する全体的な方針、

環境や設備等に関するより具体的な方針の双方がみられ、

内容面では、エネルギー消費量の削減の他、緑の保全、野

生生物の保護等を目的としたものが確認できる。このうち、

エネルギー消費の削減は、上位政策に示されてきた一方、

パリ市の従前の取組でも大きく扱われてきたものであり、

本空間計画における方針内容の詳細さには、その取組が影

響している可能性がある。また、建築物における緑の創出

や野生生物の保護は、市の生物多様性計画で示された「建

築物への自然の創出」を実現するものであり、その目標の

背景には、人口密度の高さというパリ市特有の課題が存在

した。この他、既存建築物への方針の多さや、コンテクス

トを尊重する方針内容からは、パリ市がその歴史と環境的

取組を融合させようとしていることが読み取れる。 
 
 
 
 
 
 
 
4-3. 空間計画における環境政策の展開の実態 
 以上より、パリ市の空間計画PLUb は、上位政策が示す

環境的取組の考え方を取り入れつつも、自らの特性やこれ

までの取組を踏まえたものになっていることが分かった。

そして、その取組の展開にあたっては、国の上位政策や市

の計画に示される、気候変動や生物多様性に関わる多様な

目標に総合的に取り組もうとしていることが読み取れた。 
 
5．まとめ 
 2章では、フランス政府が 2000 年のSRU 法以降、複数

の法律を通じて、環境政策を展開してきたこと、3章では、

パリ市が政府の取組に先駆けて、環境面での計画やプロジ

ェクトに取り組んできたことが、それぞれ分かった。そし

て4章では、市の空間計画PLUbが、上位政策の示す環境

的取組を取り入れつつ、自らの特性や従前の取組を踏まえ

たものになっていること、また多様な目標に総合的に取り

組もうとしていることが明らかになった。 
 以上の分析からは、上位政策に示される環境的取組を自

治体が空間計画に展開する際、上位政策が定める目標と一

貫性を持たせながらも、自治体毎の現状や課題を考慮する

こと、また多角的な目標に総合的に取り組むことが大切で

あると示唆される。今後は、空間計画に示される方針をよ

り詳細に分析するとともに、実空間においてこれらの方針

をいかに調和させて気候変動・生物多様性等の環境面の諸

課題に取り組んでいるか、明らかにすることが求められる。 
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【補注】  
(1) 2025年3月5日（現地）実施。 
(2) 2025年3月5日（現地）実施。 
(3) 2025年3月6日（現地）実施。 
(4) 2025年3月7日（現地）実施。 
(5) 「土地の人工化（artificialisation）」とは、「占有または使用によ

る、土地の生態学的機能、特に、生物学的、水質学的、気候学

的機能、及び農業的潜在力の全てまたは一部の持続的な改変」

を意味する 5) 。 
(6) 「土地の再自然化（renaturation des sols）」とは、「人工化した土

地を非人工化した土地に変える効果を持つ、土地の機能を回

復または向上させる行為または操作」を意味する 5) 。 
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1．はじめに 

1.1研究の背景と目的 

近年、地方都市における中心市街地の衰退や車社会から

の脱却などを背景に、公共空間活用の動きが活発になって

いる。国土交通省 1)は、「居心地が良く歩きたくなるまちな

か」の形成を提言し、「都市再生特別措置法等の一部を改正

する法律」2)により、市町村がまちなかにおける交流・滞在

空間の創出に向けた官民の取組をまちづくり計画に位置付

けることを可能にした。また、歩行者利便増進道路制度 3)

など公共空間の占用基準を緩和する制度や、まちなかウォ

ーカブル推進事業 3)など公共空間の整備・利活用への支援

を行う事業を制定し、自治体による公共空間活用を推進す

るための基盤づくりを進めている。これらの国土交通省の

取り組みにより、公共空間を活用したイベントや社会実験

などの公共空間活用の事例が全国各地で増加している。そ

れらの事例の多くは公共空間上にイスやテーブルなどを設

置し、人が滞留する空間の創出を行っているほか、その場

所を利用したイベントなどを行うことでより人が集まる取

り組みを行っている。 

公共空間を活用し、都市に人が滞留することの価値につ

いて、国土交通省による調査 4)では、公共空間活用事例を

持つ自治体の多くが来訪者数や来訪時の滞在時間の増加な

どが認められており、まちの賑わいや活性化などまちに対

する効果は明らかになりつつある。しかし、まちなかに滞

留空間を創出する意義として、滞在者の愛着や居心地の良

さを伴った公共空間を創出することを目的とした「プレイ

スメイキング」5)や、家でも職場でもない第3の居場所「サ

ードプレイス」としての機能が求められており、その場所

に滞在する人に対する居心地の良さなどの価値も重要であ

る。このことから、活用主体はまちの賑わい創出や活性化

だけでなく、そこに滞在する人にとっての滞留空間の価値

について明らかにし、それに向けた空間の創出やイベント

設計などを行う必要がある。 

公共空間における滞留に関する研究として、中島ら

(2023)6)は車道占用による空間活用実験により、「食べる」

「寝そべる」などの行動が誘発されたと述べており、遠藤

ら(2023)7)は道路空間への滞留スポット設置により滞在者

数が増加し、滞在時間も長くなることを明らかにしている。

これらの研究では滞留空間における量的評価は行われて

いるが、滞在者の属性や特徴には着目しておらず、滞在者

目線での空間の評価については明らかにされていない。 

また滞留空間設置による滞在者への効果に関する研究

として、有原ら(2022)8)は開発したストリートファニチャー

により創出された滞留空間が、滞在者にとって明るく開放

的かつその場所らしさを感じる滞留を促す装置として機

能することを述べており、阿久井ら(2021)9)は滞留空間のデ

ザインや形態の特性が、店舗へのアクセシビリティの向上

やコミュニケーションの多様性の創出などの効果をもた

らすことを明らかにしている。これらでは滞留空間の空間

的デザインによる滞在者への心理的効果は評価されてい

るものの、活用主体による空間の創出のプロセスや創出後

の管理やイベント設計など活用主体の取り組みに関連づ

けた滞留実態や評価は行われていない。 

そこで本研究では、滞留空間が整備された公共空間にお

ける滞在者と滞在行動の実態を把握し、滞在者による空間

の評価、利用を促進する仕掛けの効果検証を目的とする。

具体的には、公共空間活用による滞留空間整備と参加型

WS について、滞留行動の実態と滞在者アンケート調査の

両面から評価することで、公共空間活用を目的とした滞留

空間の創出・運営に対して提言することを目指す。 

1.2 研究の構成と調査手法 

 本研究の構成および調査手法は以下のとおりである。 

2 章では対象地および対象空間の概要の説明を行う。調査

手法として、つくば市が発出した資料等の調査及び活用主

体であるつくばまちなかデザイン株式会社へのヒアリング

調査を実施した。3 章では滞留の実態把握を行うため、滞

留空間における滞在者の行動観察調査を行った。4 章では

滞在者による滞留空間の評価を明らかにするため、滞留空

滞留空間及び参加型WSによる市民の公共空間利用に関する研究 

-つくばセンター地区を対象に- 

A Study on the Use of Public Spaces by Citizens through Stay-Type Spaces and Participatory Workshops 

A Case of the Tsukuba Center District 

岩崎真由子*・藤井さやか** 

Mayuko Iwasaki*, Sayaka Fujii** 

In recent years, public spaces have been increasingly utilized across Japan to revitalize urban centers. To enhance public spaces as comfortable places for 

citizens, it is essential to understand actual stay behaviors and develop strategies to promote such behaviors. This study focuses on Tsukuba Center Square 

in Tsukuba City, where stay behavior surveys, installation of stay spaces, and participatory workshops were conducted to assess their effectiveness. The 

surrounding area has a concentration of public and commercial facilities, and stay behavior was found to vary significantly depending on nearby activities. 

The newly installed “Relaxation Space” supported group interactions but was less suitable for individual or quiet use. Designing stay spaces requires 

understanding actual use patterns and surrounding human activities. A lantern-making workshop was held for families, which successfully raised interest 

in the space. However, most participants already had high interest in such events, revealing a challenge in reaching citizens with lower levels of engagement. 

Keywords: Utilization of Public Space, Stay Behavior, City Center, Tsukuba city 

公共空間活用, 滞留, 中心市街地, つくば市 
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間利用者に対し利用者アンケート調査を行った。5 章では

利用を促進する仕掛けの評価を行うことを目的に、利用促

進の仕掛けの一つとして滞留空間を利用した参加型 WS を

開催し、参加者に対するアンケート調査を行った。 

 

2. 対象地・対象空間の概要 

2.1 対象地の概要 

茨城県つくば市つくばセンター地区は、つくば市の都心

地区として開発された地区で、豊富な公共空間が集積して

おり、回遊性のある都市構造を持つ。一方で、大規模商業

施設の撤退による商業機能の低下や、公務員宿舎の削減に

伴う住宅地開発による住環境の変化など、取り巻く環境の

大きな転換期を迎えている。 

そこでつくば市は「つくば中心市街地まちづくり戦略」

(2020)10)を発表し、中心市街地に賑わいをもたらすための優

先的事業として地域と連携したパブリックスペースの活用

を挙げた。その後、独自の広場の管理運営システム「つく

ばペデカフェプロジェクト」(2018-)11)、市民の憩いの場の創

出「ソトカフェ」(2020)12)など、公共空間を活用した様々な

取り組みを行っているほか、2020年には公共空間活用の担

い手としてエリアマネジメント団体「つくばまちなかデザ

イン株式会社」13)を設立し、広場活用のための一括窓口業

務やまちなかの居場所づくりを目的とした実証実験の実施

などを行っている。 

2.2 対象空間の概要 

つくばセンター地区の中心に位置するつくばセンター広

場では、イベント開催による賑わいづくりが多く行われて

いたものの、市民の居心地の良い場所や愛着の持てる常設

の場を作れていないことが課題として挙げられていた。そ

こで 2024 年 9 月より、まちなかをより市民の居場所とす

ることを目的に、つくばまちなかデザイン株式会社による

プレイスメイキング実証実験が行われている。写真を図-1、

2に、配置を図-3,4に示す。筑波山頂の岩をモチーフにした

オブジェは、つくばセンター地区の新たなシンボルとなる

ことを目的に設置された。ウッドデッキゾーンでは、大人

数で利用できるテーブル席や子供向けの背の低いテーブル、

クッション付きのイスなど多様なデザインのイス・テーブ

ルを設置し、人がたまる要素について検証が行われた。本

研究では、この「憩いのスペース」の設置を仕掛けの１つ

として取り扱い、滞留空間であるウッドデッキゾーンを主

表-1 行動観察調査の概要 

調査日時 2024 年10 月24 日(木)、25 日(金)、26 日(土) 

11 月12 日(火)、14 日(木)、16 日(金)、17 日(土) 

12 月12 日(木)、13 日(金)、14 日(土) 

各日10:00~19:00 

調査対象 憩いのスペースウッドデッキゾーン及び周辺のイス・

テーブル席に3 分以上滞在した人 

調査方法 調査員による現地での行動の記録 

調査内容 ・滞在者の属性（年齢/性別/人数/誰と滞在したか） 

※分析時に滞在者属性の集合から団体属性を作成 

・滞在時の様子(行動/滞在時間/利用場所) 

 

表-2 利用者アンケート調査 

調査日時 2024 年10 月25 日(金)、11 月12 日(火)、17 日(土) 

12 月13 日(金)、14 日(土) 

各日10:00~19:00 ※行動観察調査と並行して実施 

調査対象 憩いのスペースウッドデッキゾーンの利用者 

調査方法 (1)調査員による現地での紙面への記入を依頼 

(2)滞留空間に設置されたQR コードから回答 

調査内容 ・参加者の属性（年齢/居住地/つくば市居住年数） 

・普段のつくばセンター地区の来訪（頻度/目的） 

・普段のつくばセンター広場の利用（頻度/目的） 

・普段の屋外空間での過ごし方（滞在時間/目的/居心

地の良さを感じる特徴） 

・憩いのスペース利用について（知ったきっかけ/利用

回数/誰と利用したか/利用目的/満足度） 

 

表-3 WS 参加者アンケート調査の概要 

調査日時 (1)2024 年10 月6 日(日) 12:00~16:00 

(2)2024 年12 月8 日(日) 12:00~16:00 

調査対象 つくばセンター広場横憩いのスペースウッドデッキゾ

ーンにおいて開催されたWS「ランタンづくりワークシ

ョップ」の参加者（保護者代表1 名） 

調査方法 WS 参加時間内で紙面に回答 

調査内容 ・参加者の属性（年齢/居住地/つくば市居住年数/子供

の年齢） 

・普段のつくばセンター地区の来訪（頻度/目的） 

・普段のつくばセンター広場の利用（頻度/目的） 

・ワークショップ参加について（参加経緯/満足度） 

・滞留空間への関心（認知度/参加後の関心） 

・ランタンアートイベントへの関心（認知度/参加後の

関心） 

 

  

図-1 憩いのスペース（左：ウッドデッキ 右：オブジェ） 

 

 

図-2 ウッドデッキゾーンに設置されたイス・テーブル 

 

A B C D

E F（左）/G（右） A（12月以降） B（11月以降）
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な調査対象地とする。 

3. 滞留の実態把握 

本章では、憩いのスペースウッドデッキゾーン及び

周辺のテーブル席において3分以上滞在した人を対象

に行動観察調査を行い、つくばセンター広場の滞留の

実態を明らかにする。この調査は2024年10月から12

月にかけて計10日間行い、合計574団体、1325人の

記録を得た。 

3.1 滞在者の属性と行動 

滞在者の団体属性の割合を図-5、団体属性別の滞在

時の行動の割合を表-5に示す。滞在者の団体属性では

親子が3割を占めているものの、幅広い年代や団体属

性が滞在している。また、属性別の行動を見ると、全

体として飲食が多いものの、1 人ではスマホや休憩、

友人との滞在では会話など、属性により行動に特徴が

ある。 

3.2 調査日別での滞在の違い 

調査日別での滞在者の属性の割合を図-6、調査日別

での滞在者の行動の割合を表-6に示す。子どもの作品

が広場周辺に展示されるイベントの開催日であった

12月14日には親子での滞在が多く、また広場で飲食

等のイベントが開催されている休日（10月26日）は

平日（10月25日）よりも複数人での滞在が多くなっ

ている。また滞留場所の付近で飲食店が出店された10

月26日、11月17日は特に飲食が多くみられている。

これらのことから、滞留空間の周囲でのイベントや活

動は滞在者の属性やその行動に大きく影響を受ける

ことがわかる。 

 

図-3 憩いのスペース位置図 

 

 

図-4 ウッドデッキゾーン配置図 

表-4 滞在時の行動（調査日別） 

日程 天気 イベント有無 記録数(団体) 記録数（人） 

10 月24 日（木） 曇り時々晴れ 無 46 81 

10 月25 日（金） 雨のち曇り 無 36 55 

10 月26 日（土） 曇り 有 121 318 

11 月12 日（火） 快晴 無 36 68 

11 月14 日（木） 快晴 無 39 60 

11 月16 日（土） 晴れ 有 73 178 

11 月17 日（日） 晴れ 有 145 350 

12 月12 日（木） 晴れ/強風 無 6 9 

12 月13 日（金） 曇り 無 20 44 

12 月14 日（土） 快晴 有 53 162 

合計 574 1325 

 

  
図-5 滞在者の団体属性 

 

表-5 滞在時の行動（団体属性別） 

団体属性 休憩 飲食 読書 会話 仕事 遊ぶ 

中高生1 人  

n=6 

1 4 0 0 0 0 

16.7% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

大人1 人  

n=133 

32 52 8 0 19 0 

24.1% 39.1% 6.0% 0.0% 14.3% 0.0% 

シニア1 人  

n=29 

18 10 2 0 0 0 

62.1% 34.5% 6.9% 0.0% 0.0% 0.0% 

大人夫婦  

n=59 

19 43 3 8 1 0 

32.2% 72.9% 5.1% 13.6% 1.7% 0.0% 

シニア夫婦  

n=26 

14 13 1 6 0 0 

53.8% 50.0% 3.8% 23.1% 0.0% 0.0% 

小学生以下友人  

n=6 

1 1 1 4 1 2 

16.7% 16.7% 16.7% 66.7% 16.7% 33.3% 

中高生友人  

n=29 

3 12 1 25 0 0 

10.3% 41.4% 3.4% 86.2% 0.0% 0.0% 

大人友人  

n=76 

9 54 3 34 2 0 

11.8% 71.1% 3.9% 44.7% 2.6% 0.0% 

シニア友人  

n=12 

2 8 0 6 0 0 

16.7% 66.7% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 

親子（幼稚園児以下） 

n=131 

54 74 4 19 0 26 

41.2% 56.5% 3.1% 14.5% 0.0% 19.8% 

親子（幼稚園児以上） 

n=49 

19 27 0 11 1 6 

38.8% 55.1% 0.0% 22.4% 2.0% 12.2% 

 

4, 1%
6, 1%

133, 23%

29, 5%

59, 10%

26, 5%6, 1%29, 5%

76, 

13%
12, 2%

180, 31%

14, 3%

小学生以下1人

中高生1人

大人1人

シニア1人

大人夫婦

シニア夫婦

小学生以下友人

中高生友人

大人友人

シニア友人

親子

その他
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3.3 憩いのスペースの役割 

滞留空間全体のうち、新しく設置された憩いのスペース

における滞留の様子に着目する。利用場所別での滞在者の

団体属性の割合を図-7、利用場所別での滞在時の行動の割

合を図-8に示す。ウッドデッキ利用者は周囲のテーブル席

利用者と比較して、親子や友人同士などの複数人での利用

が多くみられた。また、周囲のテーブルでは食事・休憩が

多くみられ行動に偏りがあるのに対し、ウッドデッキでは

会話や子供が遊ぶなど多様な行動がみられ、滞在時の行動

にばらつきがあることがわかった。特に子供の利用につい

ては、背の低いテーブルが利用しやすい点やドーム型テン

トの設置により子供の興味を引くデザインであったことな

どが要因として考えられる。 

4. 滞在者による滞留空間の評価 

本章では、憩いのスペースウッドデッキゾーン利用者に

対してアンケート調査を行い、新しい滞留空間に対する滞

在者の評価を明らかにする。アンケートの手法として①対

面で依頼し紙面で回答する方法、②滞留空間に貼ってある

QR を自由に読み取り回答する方法の 2 通りで行い、それ

ぞれ67回答、44回答を得た。 

4.1 利用者の特徴 

ウッドデッキ利用者の居住地の割合を図-9、普段のつく

ばセンター地区への来訪頻度の割合を図-10、つくばセンタ

ー広場の利用目的を図-11に示す。6割以上がつくば市民で

あり、週に1度はセンター広場を訪れる人が多い。このこ

とから、普段からセンター地区をよく訪れる周辺住民が多

く利用している傾向にあることがわかる。また、センター

広場でのイベントへの参加やベンチの利用を目的に訪れる

人が多く、日常的にセンター広場を使用していることがう

かがえる。 

4.2 滞留空間への評価 

ウッドデッキ利用者による滞留空間の評価を明らかにす

る。滞留空間における居心地の良さを感じる要素について

図-12に示す。重視するものとして多く回答を得たのは、日

よけ・風よけや背もたれなどハード的要素によりつくられ

る快適性と、きれいに保たれているなどの清潔さであった。

これに対し、憩いのスペースに対する評価を自由記述で問

うと、「大人数でも座れて食事がとれた」「風よけにより冬

でも暖かかった」など利用行動・気候環境などに適した快

適性については評価する意見が多いものの、「お酒の缶が落

ちていて残念」などごみの放置に関する意見が多くあり、

清潔さの維持において課題が残った。 

図-6 滞在者の団体属性（調査日別） 

表-6 滞在時の行動（調査日別） 

休憩  飲食  読書  会話  仕事  遊ぶ  

10 月24 日 (木) 

n=81 

10 23 3 8 7 5 

21.7% 50.0% 6.5% 17.4% 15.2% 10.9% 

10 月25 日 (金) 

n=55 

5 16 1 4 3 4 

14.3% 45.7% 2.9% 11.4% 8.6% 11.4% 

10 月26 日 (土) 

n=318 

32 85 3 13 3 5 

26.4% 70.2% 2.5% 10.7% 2.5% 4.1% 

11 月12 日 (火) 

n=68 

6 21 1 6 4 2 

16.7% 58.3% 2.8% 16.7% 11.1% 5.6% 

11 月14 日 (木) 

n=60 

3 20 2 7 3 1 

7.7% 51.3% 5.1% 17.9% 7.7% 2.6% 

11 月16 日 (土) 

n=178 

36 27 4 31 0 7 

49.3% 37.0% 5.5% 42.5% 0.0% 9.6% 

11 月17 日 (日) 

n=350 

44 92 3 18 3 4 

30.3% 63.4% 2.1% 12.4% 2.1% 2.8% 

12 月12 日 (木) 

n=9 

1 1 2 2 0 0 

16.7% 16.7% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 

12 月13 日 (金) 

n=44 

8 6 3 7 1 1 

40.0% 30.0% 15.0% 35.0% 5.0% 5.0% 

12 月14 日 (土) 

n=162 

34 18 1 21 0 6 

64.2% 34.0% 1.9% 39.6% 0.0% 11.3% 

全体 

n=1325 

179 309 23 117 24 35 

31.2% 53.8% 4.0% 20.4% 4.2% 6.1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10月25日 (金)  n=35

10月26日 (土)  n=121

12月14日 (土)  n=53

小学生以下1人 中高生1人 大人1人

シニア1人 大人夫婦 シニア夫婦

小学生以下友人 中高生友人 大人友人

シニア友人 親子（幼稚園児以下） 親子（幼稚園児以上）

その他

図-7 滞在者の団体属性（利用場所別） 

図-8 滞在時の行動（利用場所別） 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ウッドデッキ n=259

テーブル n=315

小学生以下1人 中高生1人
大人1人 シニア1人
大人夫婦 シニア夫婦
小学生以下友人 中高生友人
大人友人 シニア友人

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

一時的な休憩

食事や飲食

スマホを触る

読書

会話

仕事や課題をする

子どもが遊ぶ

写真を撮る

その他

テーブル n=315 ウッドデッキ n=259
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5. 利用を促進する仕掛けの評価 

本章では、滞留空間の利用を促進するもう一つの仕掛け

として参加型WSを開催し、参加者を対象としたアンケー

ト調査を行うことでWSの評価を行う。 

5.1 参加型WS「ランタンづくりワークショップ」の概要 

滞留空間「憩いのスペース」ウッドデッキゾーンを会場

とし、小学生以下の親子を対象にクラフト体験を行う「ラ

ンタンづくりワークショップ」を行った。参加費無料・予

約なしで参加可能とすることで、イベントや地域の活動に

関心を持たない人でも気軽に参加しやすいよう設計された。

またWS内で作成するランタン「光のランタン」は憩いの

スペースに一定期間飾られるほか、つくばセンター地区で

近隣の小中学生及び市民ボランティアと協力し毎年開催さ

れるイベント「ランタンアート」でも飾られるため、空間

やイベントへの関心を高め滞留空間の利用を促進すること

が期待された。WSは 10月と 12月の2 回開催され、合計

73組の親子が参加し、同数のアンケート回答を得た。 

5.2 WS参加者の特徴 

参加者の居住地の割合を図-14、普段のセンター地区への

来訪頻度の割合を図-15 に示す。参加者のほとんどがつく

ば市民であり、週に1日以上来訪する人が半数以上である

ことから、普段からセンター地区をよく訪れる人が多いこ

とがわかる。これは滞留空間利用者へのアンケートと同じ

結果となっている。 

ワークショップに参加したきっかけの割合を図-16、普段

のセンター広場の利用について図-17 に示す。イベントな

どの情報を発信する SNS の投稿を閲覧して参加した人の

割合が高くなっており、参加者の多くが普段からイベント

等の情報に注目していることがわかる。またイベントへの

参加したことのある人がほとんどであることからも、WS

参加者の多くが広場でのイベントに関心が高い傾向にある

ことがわかる。 

5.3 WS参加による関心の変化 

WS 参加による滞留空間および他イベントへの関心の変

表-7 利用者アンケート調査回収結果 

依頼方法 調査実施日時 天気 回答数 

対面 10 月25 日（金）  雨のち曇り 12 

11 月12 日（火）  快晴 11 

11 月17 日（日）  晴れ 23 

12 月13 日（金）  曇り 3 

12 月14 日（土）  快晴 18 

合計 67 

QR 10 月1 日（火）～12 月14 日（土）  44 

 
図-9 滞留空間利用者の居住地 

 

 
図-10 滞留空間利用者の普段のつくばセンター広場への来訪 

 

 

図-11 滞留空間利用者のつくばセンター広場利用目的 

 

 

図-12 滞留空間利用者の居心地の良さを感じる要素 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対面 n=67

QR n=44

つくば駅周辺 つくば駅周辺以外の市内

茨城県内他市町村 茨城県外都道府県

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対面 n=67

QR n=44

毎日 週4~6日 週1~3日 月1~3日

月に1日未満 初めて来た 無回答

0% 20% 40% 60% 80%

イベントにお客さんとして参加し

た

イベントに主催・出店・出演で参

加した

水辺や広場の中で遊んだ

ベンチで休憩した、くつろいだ

ベンチやテーブルで食事をした

清掃イベントや地域活動に参加し

た

その他

QR n=44 対面 n=67

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

快適な座席あり（背もたれ付き、

クッション付きなど）

日よけ・風よけあり

快適な温度調整あり（夏はミスト・

冬は暖房器具など）

静かな環境

照明

十分なプライバシー

清潔さ

その他

QR n=44 対面 n=67

表-8 ランタンづくりWS の概要 

日時 (1)2024 年10 月6 日㈰ 12:00~16:00 

(2)2024 年12 月8 日㈰ 12:00~16:00 

場所 つくばセンター広場横憩いのスペースウッドデッキゾ

ーンにおいて開催されたWS「ランタンづくりワーク

ショップ」の参加者（保護者代表1 名） 

対象 小学生以下の子どもとその親 

内容 「光のランタン」の親子でのクラフト体験 

参加者には代表1 名にアンケート記入を依頼 

参加組数 (1)38 組 (2)35 組 合計74 組 

  

図-13 ランタンづくりワークショップの様子 
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化について着目する。 

憩いのスペースの認知度を図-18、WS参加後の憩いのス

ペースへの関心を図-19に示す。WS参加前から存在を知っ

ていた人は多いものの、利用したことがない人が半数を占

めている。WS に参加したことで利用してみたいと回答し

た人は50％以上おり、またずっと設置していてほしいと回

答した人も40％以上と多い結果となった。滞留空間を利用

したWSへの参加により滞留空間の利用体験となったこと、

またWSで作成したランタンが飾られることによる場所へ

のかかわりを作ったことが要因として挙げられる。 

参加者のイベント「ランタンアート」の認知度を図-20、

ワークショップ参加後のランタンアートへの関心の度合い

を図-21に示す。イベントについても滞留空間と同様に、ワ

ークショップ内で作成したランタンがイベントで設置され

ることが大きく影響し、イベント参加意向が向上したと回

答した人が多い結果となった。しかし一方で、WS 参加前

からランタンアートについてよく知っている、過去に参加

経験があると回答した人が多い。前述したように、WS 参

 

図-18 WS 参加者の憩いのスペース認知度 

 

 

図-19 WS 参加後の憩いのスペースへの関心 

 

 

図-20 WS 参加者のランタンアート認知度 

 

図-21 WS 参加後のランタンアートへの関心 

 

0, 0%

7, 23%

15, 50%

8, 27%

チラシに載っている内容

をよく知っていた

憩いのスペースがあるこ

とは知っており利用した

ことがある

憩いのスペースがあるこ

とは知っているが利用し

たことはない

憩いのスペースがあるこ

とを知らなかった

19

39

19

11

32

0% 20% 40% 60%

もっと知りたくなった

テーブルや椅子を利用しようと思っ

た

オブジェに登ったり、写真や動画を

撮りたいと思った

家族や友人に教えたくなった

ずっと設置していてほしいと思った

※数字は回答数を表す

5, 16%

9, 30%

8, 27%

8, 27%

チラシに載っている内容をよく

知っていた

ランタンアートがあることは

知っており見に行ったことがあ

る

ランタンアートがあることは

知っているが見たことはない

ランタンアートがあることを知

らなかった

9

49

12

0% 20% 40% 60% 80%

もっと知りたくなった

期間中にランタンを見に来よう

と思った

家族や友人に教えたくなった

※数字は回答数を表す

 

図-14  WS 参加者の居住地 

 

 

図-15  WS 参加者の普段のセンター地区への来訪 

 

 

図-16  WS に参加したきっかけ 

 

 

図-17 WS 参加者の普段のセンター広場の利用 

 

つくば駅周辺, 

37, 51%

つくば駅周

辺以外の市

内, 29, 40%

茨城県内他市町

村, 6, 8%
茨城県外都道府

県, 1, 1%

毎日, 12, 17%

週4~6日, 5, 

7%

週1~3日, 24, 33%

月1~3日, 19, 

26%

月に1日未満, 

12, 17%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

SNS「ドまんなかつくば」の投稿

チラシの掲示

家族や友人から聞いて

今日開催している様子を見て

0% 20% 40% 60% 80% 100%

イベントにお客さんとして参加し

た

水辺や広場の中で遊んだ

ベンチで休憩した、くつろいだ

ベンチやテーブルで食事をした

清掃イベントや地域活動に参加し

た
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加者の多くは日常的に広場を訪れ、イベントにも積極的に

参加している。WS 企画時に期待された、イベントや地域

の活動に関心の低い人へのアプローチとはならず、むしろ

関心の高い人へのアプローチとなっていた。 

 

6. 結論 

本研究では、滞留空間が整備された公共空間における滞

在者と滞在行動の実態を把握し、滞在者による空間の評価、

利用を促進する仕掛けの効果検証を目的に調査を行った。

その結果、以下のことが結論として挙げられる。 

(1) 滞在者と滞在行動の実態について、都市機能が集積し

様々な活動が行われるつくばセンター広場では、親子を中

心に多様な属性の人が滞在しており、滞在者の多くは普段

からセンター広場をよく利用している。また滞在時の行動

は周囲でのイベントや活動から大きな影響を受けている。 

(2) 滞在者による空間の評価について、新しい滞留空間「憩

いのスペース」は広場来訪者に多い親子連れやイベント時

の複数人の交流の場として機能しており、利用行動・気候

環境などに適した快適性については高く評価されたものの、

ごみの放置への対応など清潔さの維持において課題が残っ

た。 

(3) 利用を促進する仕掛けの効果について、滞留空間を利

用した親子の参加型WS「ランタンづくりワークショップ」

を行った。イベントや地域の活動に関心を持たない人への

アプローチとなることが期待されたが、参加者の多くが普

段からつくばセンター広場を利用し、イベントにも積極的

に参加しており、普段から関心の高い人へのアプローチと

なった。 

以上のことから、滞留空間の設置はその場所の来訪者数

を増加させることが目的ではなく、その場所に普段から来

訪する人のための空間であり、来訪時の活動の幅を広げる

場所として価値を持つといえる。そのため、滞留空間の評

価を行う際は、来訪者や滞在者数の増加などの量的評価だ

けではなく、いかに滞在時の行動を多様化させたのか、滞

在者にとって心地よい空間となっているのかなどの質的評

価がより必要であるといえる。 

また、より居心地のよい場所の創出として重要であるの

が清潔さの維持と周囲の活動との連携である。これに対し、

滞留空間の設置を行う主体は、第一として設置場所周辺の

施設環境や気象環境、周囲で行われる活動をよく理解する

ことが必要である。そしてそれらに柔軟に対応できるよう

滞留空間のデザインを行い、周囲と連携した管理設計によ

り清潔で心地よい空間を保つことが重要である。 
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* 正会員・UR 都市機構（Urban Renaissance Agency）

**正会員・立命館大学 理工学部（University of RITSUMEIKAN）

1．はじめに 

1-1．研究の背景と目的 

日本の諸都市では、モータリゼーションの進展や少子高

齢化及び人口減少により、中心部の衰退と郊外化が進行す

るという状態が顕在化してきた。そういった背景から、立

地適正化計画（以下、「立適計画」とする。）の策定により、

これまでの規制による都市の拡散防止から、人口と都市機

能を居住誘導区域や都市機能誘導区域へ誘導することで、

コンパクトシティ形成が目指されている。立適計画の策定

主体は市町村であり、地域の実情を反映したきめ細やかな

計画の策定が可能になっている。同時に、都市計画運用指

針では、複数の市町村で広域都市計画区域が構成されてい

る場合や、広域生活圏・経済圏が形成されている場合等に

は、当該複数の市町村が共同・連携して立適計画を作成し、

公共サービスや公共交通の充実のために連携することを推

奨している 1)。しかし、実態としては、積極的な基礎自治

体間の広域連携は行われておらず、特に立適計画において

誘導区域設定や公共施設のマネジメントに関する連携の難

しさがある 2)。国土交通省は、広域的な都市の状況の把握

の手段の不足や複数市町村間での調整の必要性から広域連

携の困難性を指摘しており、国や都道府県の役割の明確化

が必要であるとしている 3)。広域連携を主体的に行う行政

機関が旗振り役となり、都市の独自性を尊重しつつ、都市

間の連携を推進することで、地域全体での人口や都市機能

の集約の最適化を図ることが重要であり、立適計画の策定

に際して目指すべきコンパクトシティ像を共有しながら検

討を行うことが求められる。 

また、総務省は、立適計画の創設以前より、定住自立圏

構想にて、地方都市圏域において都市機能を集約的に整備

するとともに、必要な生活機能を確保することで地方の人

口減少の抑制を目指してきた 4)。さらに、連携中枢都市圏

構想は、コンパクト化とネットワーク化により、高次都市

機能の集積・強化を実現し、住民の生活を支えることを目

的としている 5)。以上のように、広域連携の取り組みは様々

な分野で進められており、立適計画と定住自立圏構想及び

連携中枢都市圏構想は「コンパクト＋ネットワーク」の基

本理念や都市機能の集約といった考えが共通している。 

立適計画に関する広域的な連携や調整に着目した研究と

して主に以下が挙げられる。広域的な立地適正化の方針に

着目し、その内容の多様性や立適計画を補完する役割につ

いて整理したもの 6)、生活コストや利便性、災害危険性を

考慮して誘導区域外の居住のニーズもあるということを明

らかにしたうえで、広域的な観点から居住誘導施策の検討

の必要性を指摘したもの 7)、さらに、県の作成する任意の

広域マスタープランに則して誘導区域を設定している事例

から、都道府県の役割の重要性を指摘したもの 8)がある。

また、定住自立圏構想及び連携中枢都市圏構想に着目して

コンパクトシティ形成との関連性を分析した研究もある。

定住自立圏構想と、コンパクトシティや公共施設の再編に

係る計画との連動は限定的であり、具体の事業との連動は

見られないことから、定住自立圏構想制度での都市構造の

誘導は難しいと指摘しているもの 9)、立適計画の中で定住

自立圏構想及び連携中枢都市圏構想への言及や都市機能の

連携や分担の記述の内容をまとめて、広域連携の意思表示

は限定的であるとともに、都市機能を連携することへの抵

抗感があることも指摘したもの 10)、連携中都市圏構想の範

囲を対象に広域立適計画の策定範囲を考察し、計画単位が

広くなるほど、計画策定時の調整が困難になると予想した

もの 11)がある。 

以上のように広域連携の重要性は指摘されているものの、

同一都市計画区域における立地適正化計画の都市機能の広域連携に関する研究 

―旭川市、鷹栖町、東神楽町を対象として― 

A Study on Regional Cooperation of Urban Facilities for Location Normalization Plans in the same Urban Planning Area 

-Case Study on Asahikawa City, Takasu Town and Higashikagura Town-

吉田隼斗*・岡井有佳** 

Hayato Yoshida*, Yuka Okai** 

In the Asahikawa region of Hokkaido, Asahikawa City, Takasu Town, and Higashikagura Town have formulated 
their Location Normalization Plans for compact city formation. This study investigates the contents of the Location 
Normalization Plans of the above three municipalities and actual situation of regional cooperation. Takasu town and 
Higashikagura town share public facilities in Asahikawa city and intend to prevent the over-provision of public facilities 
and achieve sustainable urban management. Towns face significant disadvantages, such as the financial burden when 
the towns develop facilities independently. Regional cooperation and facility sharing are solutions to these concerns. 
Maintaining bus routes is also important for ensuring residents' access to these facilities. 

Keywords: Location Normalization Plan, Urban Planning Area, Regional Cooperation, Guided Facility, 

Public Transportation, Residencial Self-sustaining Area 

立地適正化計画, 都市計画区域, 広域連携, 誘導施設, 公共交通, 定住自立圏 
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その実現には課題があることが指摘されている。さらにそ

の事例の少なさから、立適計画における広域連携の運用実

態を整理した研究は不足している。そこで、本研究では旭

川圏都市計画区域に属する旭川市、鷹栖町、東神楽町の 1

市2町に着目する。これらの自治体は、立適計画にて広域

連携を明示し、公共施設活用や公共交通といった具体の取

り組みが一自治体にて完結することなく広域連携を前提と

して進められている。1 市 2町の広域連携の背景と実態を

整理し、立適計画における広域連携の実態を明らかにする

とともに、立適計画と定住自立圏構想の関係性を把握する

ことを目的とし、コンパクトシティ形成に向けた都市機能

の広域連携の在り方に示唆を与えることとする。 

 

1-2．研究の方法と詳細調査対象都市の選定 

本研究では、広域的な連携の必要性があり、連携の実現

性も高いと考えられる単位として、都市計画区域に着目す

る。都市計画現況調査より、2023年（令和5年）3月31日

時点で立適計画を策定している都市から、同一都市計画区

域内にて、立適計画を策定している都市が2つ以上ある72

都市計画区域（211都市）を選定した。非線引き都市計画区

域を除外して、線引きの62都市計画区域（184都市）を対

象として、立適計画の策定状況の整理を行うこととし、そ

の結果は次章にて記述する。整理の結果、16都市計画区域

（38都市）では、都市計画区域に属する全自治体が立適計

画を策定していることが把握できた。その中から、立適計

画にて周辺自治体と連携を図る旨の記載の有無を確認した

ところ、旭川圏都市計画区域に属する旭川市、鷹栖町、東

神楽町の1市2町が抽出された（図－1）。 

なお、広域連携の有無に関しては、周辺自治体名や広域

連携及び調整に関する用語で立適計画の全文検索を行い、

広域連携に関する具体的な取り組みが掲載されているもの

を抽出した。同一都市計画区域内に属する周辺自治体名を

立適計画に記載しているものは散見されたが、誘導区域の

設定基準等に関して連携・調整を行っている旨の記載のあ

るものは皆無であった。旭川市、鷹栖町、東神楽町におい

ては、立適計画に広域連携に関する記述があり、旭川市の

施設を2町が活用する旨や、誘導施策として2町と旭川市

とを結ぶバス路線の維持が明記されている。 

図－1 詳細調査対象都市の選定フロー 

(1)立適策定都市2023年度末時点 401都市計画区域 539都市 

       ↓         

(2)都計区域内に立適策定都市が2つ以上 72都市計画区域  211都市 

       ↓         

(3)線引き都市計画区域 62都市計画区域  184都市 

       ↓         

(4)都市計画区域内の全自治体が立適を策定 16都市計画区域   38都市 

       ↓         

(5)詳細調査対象都市 旭川圏都市計画区域（旭川市、鷹栖町、東神楽町） 

 

2．62都市計画区域における立適計画の策定状況 

コンパクトシティ形成においては、単一自治体だけでな

く、周辺自治体と足並みを揃えることが重要であり、本章

では都市計画区域等の範囲での立適計画策定の実態を把握

する。また、都市計画区域と定住自立圏及び連携中枢都市

圏の関係性を整理する。 

62都市計画区域（184都市）を対象として、同一都市計

画区域内に属する都市の立適計画の策定状況を把握する。

都市圏の人口規模が大きいほど、同一都市計画区域に属す

る都市数が大きくなる傾向にあるため、都市圏の規模の属

性から「①三大都市圏に属する都市計画区域」、「②政令指

定都市を含む都市計画区域」、「③中核市を含む都市計画区

域」、以上に属さない「④小規模な都市計画区域」の4つに

分類する（表－1）。同一都市計画区域に属する都市数の平

均は、①三大都市圏では 7.5、②政令指定都市は 6.3、③中

核市は4.4、④小規模は3.3となっている（表－1）。 

都市計画区域に属する全自治体が立適計画を策定してい

るものは16区域と対象の4分の1程度であり、2から4と

いう少数の都市で構成される都市計画区域に限定されてい

る。中播都市計画区域と東駿河湾広域都市計画区域の4都

市が最大の都市数であり、16区域における平均都市数は2.4

である（表－1）。 

表－1 62都市計画区域を構成する都市数と立適計画の策定状況 

分類 

(都市数の平均) 

都市計画区域名(道府県名)区域に属する都市数 

赤字は都市計画区域に属する全自治体が立適計画を策定 

① 

三大 

都市圏 

(7.5) 

京都(京都府)6，幸手(埼玉県)3，佐倉(千葉県)2，坂戸(埼玉

県)2，阪神間(兵庫県)8，四日市(三重県)4，取手(茨城県)2，

成田(千葉県)3，西三河(愛知県)8，川越(埼玉県)3，大津湖南

(滋賀県)6，綴喜(京都)2，東播(兵庫県)10，東部大阪(大阪

府)10，大和(奈良県)25，知多(愛知県)10，南丹(京都府)2，南

部大阪(大阪府)22，尾張(愛知県)9，福岡広域(福岡県)15，北

部大阪(大阪府)10，名古屋(愛知県)17，毛呂山・越生(埼玉

県)3，竜ケ崎・牛久(茨城県)3，蓮田(埼玉県)2 

②政令 

指定都市 

(6.3) 

岡山県南広域(岡山県)6，広島圏(広島県)8，札幌圏(北海道)5，

新潟(新潟県)3，仙塩広域(宮城県)11，熊本(熊本県)5 

③ 

中核市 

(4.4) 

旭川圏(北海道)3，宇都宮(栃木県)7，宮崎広域(宮崎県)2，金

沢(石川県)3，県中(福島県)3，高知広域(高知県)4，山形広域

(山形県)5，松山広域(愛媛県)5，水戸・勝田(茨城県)7，中播

(兵庫県)4，東三河(愛知県)5，徳島東部(徳島県)8，函館圏(北

海道)3，富山高岡広域(富山県)3，長崎(長崎県)4 

④ 

小規模 

(3.3) 

館林(群馬県)5，岩井・境(茨城県)3，近江八幡(滋賀県)4，弘

前広域(青森県)5，室蘭圏(北海道)3，周南(山口県)3，周南東

(山口県)2，小山栃木(栃木県)4，足利佐野(栃木県)2，長岡(新

潟県)2，田方広域(静岡県)2，土浦・阿見(茨城県)3，東駿河

湾広域(静岡)4，日立(茨城県)2，備後圏(広島県)4，苫小牧圏

(北海道)4 

出典：都市計画現況調査より筆者作成 

 

定住自立圏及び連携中枢都市圏と都市計画区域の関連性

に着目すると、定住自立圏及び連携中枢都市圏は、一般的

に都市計画区域よりも広域であり包含する都市数が多い(1)。

62都市計画区域の内、定住自立圏も構成している区域は14、

連携中枢都市圏も構成している区域は 19 ある。それぞれ

の圏域を構成する都市数の平均は定住自立圏で5.8、連携中

枢都市圏で11.9と都市計画区域を構成する平均都市数と比

較して多くなっている。なお、定住自立圏及び連携中枢都

市圏を形成する要件(2)として、三大都市圏に属する都市は

含まないこととされている。 
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3．上川中部圏域1市8町の広域連携の経緯と実態 

北海道全域を対象とした、広域的な都市のコンパクト化

に関する動きとしては、北海道が2006年（平成18年）に

「コンパクトなまちづくりに向けた基本方針」を策定した

ことが始まりである。これは、北海道全域を対象とした任

意の広域マスタープランであり、都市計画区域マスタープ

ラン（以下、「区域MP」とする。）の策定方針を定める「北

海道都市計画マスタープラン」の一部である。人口減少を

見据えたコンパクトな都市形成に向けた方針であり、当該

基本方針に基づいて2011年（平成23年）に道内の区域MP

が改正された。各自治体は、この基本方針や区域MPに沿

って都市計画マスタープランや立適計画を定めている。 

同時期に、旭川市は2009年（平成21年）に「定住自立

圏構想中心市宣言書」を作成し、周辺の8町（鷹栖町、東

神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛

町）を含んだ上川中部圏域の活性化のために、地域をけん

引する役割を果たすことを宣言した。なお、当該圏域では

これまでも行政を中心に、福祉や医療、上下水道、観光振

興等様々な分野で連携に取り組み、通勤や通学、通院、買

い物など住民の日常生活のあらゆる面で結びつきが強固な

地域であった。その後、旭川市は8町と各々協定を結び連

携する項目の選定を行い、連携項目や費用負担等に関して

取りまとめた「上川中部定住自立圏共生ビジョン」を2011

年（平成23年）に策定した。その後、定住自立圏構想は連

携中枢都市圏に移行し、旭川市は 2021 年（令和 3 年）に

「連携中枢都市宣言書」、2022 年（令和 4 年）に「旭川大

雪圏域連携中枢都市圏ビジョン」を策定した。広域マスタ

ープランや区域MPと異なり、旭川市が中心となり計画策

定や連携項目の選定等が行われており、より自治体の特徴

を踏まえ、当該圏域内の生活の実態に即した取り組みが行

われている。 

以上のように、上位計画や都市計画分野以外での連携の

実態を踏まえて、旭川圏都市計画区域に属する旭川市、鷹

栖町、東神楽町の1市2町は同時期に立適計画を策定し、

コンパクトシティ形成を、足並みを揃えながら推進してい

る（表－2）。 

 

上川中部定住自立圏共生ビジョンでは、生活機能を強化

するために、医療、福祉、教育、産業振興等の分野での連

携が明記されている。特に、後述する病院、高等学校に関

する連携に関して着目すると、医療に関しては、旭川市内

に立地する5つの二次救急医療施設が二次診療を輪番制で

実施するにあたり、全自治体が応分の費用を負担している。

教育に関しては、生涯学習機会の拡充を図るため、旭川市

内の高等教育機関との連携による生涯学習講座の開設等の

学習機会の提供を行っており、全自治体が応分の費用負担

を行っている。なお、費用負担の割合は、人口規模の割合

に基づいている。当該ビジョンでは、公共施設を連携対象

としているため商業施設に関しては記述されていない。 

各都市の人口規模に着目すると、旭川市は 30 万人超で

あるのに対して、その他の都市は全て1万人前後や数千人

程度である。また、8 町の旭川市への通勤通学率に着目す

ると、鷹栖町が50.0%、東神楽町が44.4%、東川町が43.0%

であり、協定を結ぶ都市の要件(2)が 10%であることを踏ま

えると非常に高い（図－2）。このように人口規模を見ると

旭川市が突出しており、通勤通学率からも8町の住民が旭

川市に依存しながら生活圏を構成していることが分かる。 

 

4．旭川圏1市2町のコンパクトシティ形成に向けた動き 

4-1．立適計画の概要 

旭川市では、旭川駅を中心とした多様な都市機能の集積

する区域を都市機能誘導区域としており、加えて、法定の

都市機能誘導区域ではないものの生活利便施設や公共交通

が集積し、生活の拠点となる区域を「地域核拠点（一般市

街地型）」、周辺農村部の生活の中心となる区域を「地域核

拠点（郊外型）」としている。居住誘導区域は各拠点の中心

から約 800m 以内または、拠点区域界から約 300m の範囲

と、公共交通網の徒歩圏が設定されている。 

鷹栖町は、2010年頃から人口が減少傾向となり、中心部

で高齢化及び空き家の顕在化が始まり、将来的にもその懸

念が増進することが問題視されていた。もともと総人口の

約8割が市街化区域に集中するコンパクトな都市構造であ

表－2 広域連携とコンパクトシティ形成に向けた動き 

策定年月 計画等 対象 作成主体 

2006年(H18年)12月 コンパクトなまちづくり 

に向けた基本方針 

北海道 

全域 

北海道 

2009年(H21年)12月 定住自立圏構想 

中心市宣言書 

1市8町 旭川市 

2011年(H23年)3月 上川中部 

定住自立圏共生ビジョン 

1市8町 旭川市 

2017年(H29年)11月 鷹栖町立地適正化計画 鷹栖町 鷹栖町 

2018年(H30年)3月 旭川市立地適正化計画※ 旭川市 旭川市 

2018年(H30年)3月 東神楽町町立地適正化計画 東神楽町 東神楽町 

2021年(R3年)10月 連携中枢都市宣言書 1市8町 旭川市 

2022年(R4年)3月 旭川大雪圏域 

連携中枢都市圏ビジョン 

1市8町 旭川市 

2024年(R6年)5月 ※ 改正 旭川市 旭川市 

出典：筆者作成 

図－2 1市8町の人口と8町の旭川市への通勤通学率 

出典：平成27年国勢調査より筆者作成 
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る。鷹栖市街地と北野市街地の2つの中心部は半径約800m

の範囲に収まっており、準工業地域や公園を除き全てが居

住誘導区域となっている。さらに鷹栖市街地では役場とバ

ス停から約 300m 以内を、北野市街地ではバス停から約

300m以内を都市機能誘導区域に設定している。 

東神楽町は、2016年（平成28年）3月に策定した「東神

楽町公共施設等総合管理計画」において、老朽化した施設

の改修や更新に大きな課題であることが指摘されており、

都市機能を集約化し、施設の規模や維持管理費用を縮減し

たいと考え、立適計画の策定に着手した。市街化区域の範

囲はコンパクトであり、役場や複合商業施設を中心に都市

機能誘導区域が設定されている（表－3）。 

表－3 1市2町の立適計画の概要  
都市機能誘導区域設定根拠 居住誘導区域設定根拠 数値 

旭 

川 

市 

旭川市中心市街地活性化基本

計画の対象区域を網羅した範

囲 

・中心市街地及び地域核拠点 

・拠点の中心から約800m以

内又は拠点区域界から約

300m以内の範囲 

・基幹的な公共交通網等沿道

の約300m以内の範囲、鉄道

駅から約500m以内の範囲 

❶ 386 

❷ 3,190 

❸ 7,518 

❹42.4% 

鷹 

栖 

町 

【鷹栖市街地】 

役場から約300mの範囲、及び

路線バスの発着点となる交通

広場から約300mの範囲 

【北野市街地】 

幹線道路が交わる箇所のバス

停から約300mの範囲に、地区

住民センター、子育て支援施設

を含めた範囲 

【鷹栖市街地】 

役場から800mの範囲(準工業

地域を除く) 

【北野市街地】 

幹線道路が交わる箇所のバ

ス停から800mの範囲(高規格

道路が立地する箇所、及び大

規模公園用地は除く) 

❶  39 

❷ 125 

❸ 162 

❹76.9% 

東 

神 

楽 

町 

【中央市街地】 

役場から400mの範囲 

【ひじり野市街地】 

複合型商業施設の立地する区

域 

【中央市街地】 

中心部から800m圏内 

【ひじり野市街地】 

商業系用途地域と住居系用

途地域 

❶  24 

❷ 215 

❸ 256 

❹84.0% 

❶都市機能誘導区域面積 (ha)  ❷居住誘導区域面積 (ha) 

❸市街化区域面積(工業専用地域を除く) (ha) 

❹居住誘導区域面積／市街化区域面積(工業専用地域を除く) (%) 

出典：1市2町の立適計画及び都市計画現況調査より筆者作成 

 

1 市 2 町及び北海道は、主に旭川圏広域都市計画協議会

を通して、適宜立適計画の内容等について情報共有を行い、

後述の誘導施設の設定や旭川市の施設の活用に関しても意

見交換を行ってきた。広域都市計画協議会とは、北海道内

の複数の自治体を含む8つの都市計画区域において、都市

計画に関する連絡や調整等を行い計画の円滑な推進を図る

ことを目的として北海道が設立したものである。旭川圏広

域都市計画協議会は、1967 年（昭和 42 年）に設立され、

北海道から区域 MP 等の上位計画の方針を共有したり、1

市2町での都市計画に関する相談や情報共有を行ったりす

る場として機能している。 

 

4-2．立適計画における広域連携の記述 

旭川圏都市計画区域に属する1市2町の立適計画の中で

は、広域的な連携が明記されており、各自治体の役割や 2

町においては旭川市との関係性が示されている。旭川市の

立適計画では、北北海道の拠点としての役割を果たすため

に、広域連携を積極的に推進することで産業等のけん引役

を務めることが明記されている。特に同一都市計画区域に

属する鷹栖町、東神楽町との結びつきは強固であり、通勤

通学や日常生活圏をともにする一帯の都市とみなし、都市

機能や公共交通網の機能分担を図り、相互に補完しあいな

がら持続可能な都市運営に向けて広域連携を強化していく

こととしている。2 町の住民の日常生活に必要な施設の維

持を行っていくとともに、通勤通学のための利便性の高い

公共交通ネットワークの形成を目指している。 

鷹栖町は、医療や商業施設といった旭川市の都市機能を

利用する住民が多く、町内全体で旭川市を含めた日常生活

圏を形成している。大規模病院と複合商業施設は旭川市の

施設を活用することとしている。東神楽町は、定住自立圏

構想を踏まえて様々な分野で広域連携を図っている状況を

記述したうえで、病院と高等学校については、旭川市の施

設を活用することとしている。また、2 町ともに旭川市と

町内の市街地を結ぶ公共交通の維持を目指している（表－

4）。 

表－4 2町の立適計画における広域連携に関する記述  
鷹栖町 東神楽町 

Ⅰ ・旭川市が有する充実した医療、商

業施設の利用を前提に、旭川圏広域

都市計画協議会での連携を密に図り

ながら公共交通の維持に向けて取り

組むとともに、町として整備すべき

都市機能は役割分担を明確にして設

定し、広域的な地域活性化と効率的

な施設配置を進める。 

・旭川市、鷹栖町とともに旭川

圏都市計画区域を形成してお

り、旭川市など周辺市町で「上

川中部定住自立圏共生ビジョ

ン」に基づく医療・教育などの

分野において広域連携を図って

いる。 

Ⅱ ・旭川市は、大規模病院や複合商業

施設等充実した都市機能を有してい

る。鷹栖町から十分な日常生活圏内

であり、今後も旭川市の都市機能を

活用した施設整備が必要である。 

・病院、複合商業施設については、

引き続き旭川市との広域的な施設配

置により、その機能を活用してい

く。 

・旭川市は、2次・3次救急医療

機関となっている病院、高等学

校・大学など教育機関など多く

の都市機能施設を有している。

町内に誘導すべき施設と旭川市

との連携による施設を分別し、

効率的な施設誘導を図る。 

・病院、高等学校については、

広域連携により旭川市の施設活

用を図る。 

Ⅲ ・鷹栖市街地と北野市街地、及び町

と旭川市を結ぶ路線バスは、町民に

とって重要な交通手段であり、現路

線の維持、確保に向けた取り組みを

進める。 

・旭川市への路線バスは、都市

機能施設の広域連携を図る上で

欠かせない公共交通手段であ

る。現在の路線維持に加え、更

なる利便性と合理性の向上に努

める。 

Ⅰ：広域連携全般に関する記述 

Ⅱ：旭川市の施設活用に関する記述 

Ⅲ：町内と旭川市を結ぶ公共交通に関する記述 

出典：鷹栖町と東神楽町の立適計画より筆者作成 

 

4-3．誘導施設の設定 

旭川市の都市機能誘導区域における誘導施設は、市役所、

中核的な病院(3)、延床面積が 10,000㎡以上の大型複合商業

施設、多くの集客交流が見込まれる展示会や会議などを行

うことを主要な用途とするコンベンション施設・大規模ホ

ール施設、多世代交流型複合施設(4)である。これらは、市内

だけではなく、広域的な利用が求められる高次都市機能で
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あり、特に多くの人が集まりやすく、恒常的な賑わい創出

が期待されている。また、居住誘導区域内においては、日

常生活に必要な都市機能の維持を図っていくこととしてお

り、集合住宅や日常生活に必要な商業施設、病院や診療所

といった医療施設及び介護福祉、教育施設等が、誘導が望

ましい施設として設定されている。 

鷹栖町は行政施設、医療施設、福祉施設、子育て施設、

商業施設、金融機関、文化交流施設が誘導施設として設定

されている。鷹栖市街地と北野市街地の誘導区域に、現在

立地している誘導施設を今後も維持していく方針としてい

る。鷹栖町内において、鷹栖市街地に診療所があるものの、

北野市街地には医療施設が存在しない。鷹栖町内に病院は

立地していないが、新たに町内に誘導は行わずに、旭川市

の病院を活用することとしている。また、スーパーは北野

市街地にのみ立地しており、町内に複合商業施設の立地は

ない。これについても民間企業に働きかけをする等の誘導

は行わずに、旭川市内の施設を活用することとしている。 

東神楽町は、行政施設、医療施設、福祉施設、商業施設、

金融施設、文化・スポーツ施設、学校教育施設を誘導施設

に設定している。東神楽町でも、現時点で町内に立地する

誘導施設の維持に重きが置かれている。ただし、中央市街

地へサービス業用店舗(5)を、ひじり野市街地へ入所・通所介

護施設、複合商業施設、銀行等の金融機関をそれぞれ積極

的に誘導していく方針としている。医療施設については、

東神楽町内において、誘導区域外に精神科病院が立地して

おり、誘導区域である中央市街地にのみ診療所が立地して

いる。誘導区域内に病院は立地しておらず、特に中核的な

病院については旭川市の施設を活用することとしている。

また、町内に高等学校は立地しておらず、旭川市の施設を

用いることとしている（表－5）。 

2 町とも、町内及び旭川市内の施設の立地状況を踏まえ

て誘導施設が決められており、施設の新設よりも、現存す

る施設の維持に重点が置かれている。これまでも2町の住

民は現在町内に立地していない施設に関しては旭川市の施

設を利用しており、新たに施設の誘導を要望する声も少な

く、立適計画に旭川市の誘導施設を活用する旨を記載して

も大きな反発はなかった。町単独で施設を整備したときの

財政負担等のデメリットが大きいと考えており、過度な施

設整備を抑制することで自治体の負担軽減と効率的な施設

活用を推進している(6)。 

また、旭川市の施設活用を立適計画に明記することが実

現した要因として、これまで様々な分野で広域連携が行わ

れてきたことが挙げられる。鷹栖町では、2014年（平成26

年）4 月に消防・救急が旭川市と統合され、旭川市消防本

部が鷹栖町、上川町を管轄するようになった。これにより、

旭川市の病院を鷹栖町の誘導施設として活用することに関

してスムーズに決定した。さらに、鷹栖町、東神楽町とも

に、定住自立圏構想にて、医療施設をはじめとした各種都

市機能施設の運用等について、各市町の役割が定められ、

応分の費用負担を行っていることが、立適計画にて旭川市

の誘導施設活用を明記することに繋がったとしている(6)。 

一方で旭川市としては立適計画策定時に定住自立圏を踏

まえた検討は行っていない。旭川市は鷹栖町と東神楽町の

立適計画に対して意見する立場ではないため、旭川圏広域

協議会等を通じて2町の立適計画の記述が旭川市の立適計

画等と齟齬がないかを相互に確認している(6)。 

 1 

表－5 鷹栖町と東神楽町の施設立地と誘導施設の設定及び旭川市の施設活用 

施設分類 対象施設 

鷹栖町 東神楽町 

旭川市の

施設活用 

鷹栖市街地 北野市街地 旭川市の

施設活用 

中央市街地 ひじり野市街地 

ⅰ ⅱ ⅰ ⅱ ⅰ ⅱ ⅰ ⅱ 

行政施設 役場  〇 誘 － 外  〇 維 － 外 

医療施設 
診療所  〇 誘 － 外  〇 維 － 外 

病院 ※ ◎ － 外 － 外 ◎ － 外 － 外 

福祉施設 
総合福祉窓口  〇 外 － 外      

入所・通所介護施設  〇 誘 － 誘  〇 維 － 誘 

子育て施設 
子育て支援センター  〇 誘 〇 誘      

保育園等  〇 誘 〇 誘      

商業施設 

スーパー  － 誘 〇 誘  〇 維 〇 維 

複合商業施設 ◎ － 外 － 外  － 外 〇 誘 

サービス業用店舗       〇 誘 － 外 

金融機関 
郵便局  〇 外 〇 外  〇 維 － 外 

銀行・農協等  〇 外 〇 外  〇 維 － 誘 

文化交流施設 

地区住民センター  〇 誘 〇 誘      

コミュニティサロン  － 誘 〇 誘      

文化・スポーツ施設       〇 維  外 

学校教育施設 高等学校      ◎ － 外 － 外 

ⅰ：現状の施設立地の有無 

（〇：有、－：無） 

 

ⅱ：誘導施設への設定と方針 誘（誘導）：対象施設について現状の施設数以上の誘導を推進 

維（維持）：対象施設について将来にわたって現状の施設数が維持できるよう誘導を推進 

外（対象外）：誘導を行わない 

※鷹栖町では、医療法第1条の5第1項に定める20人以上の患者が入院可能な病院については旭川市の施設を活用することとしており、東神楽町で

は、二次救急医療機関に定められる中核的な病院については旭川市の施設を活用することとしている。 

出典：鷹栖町及び東神楽町の立適計画より筆者作成 
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4-4．公共交通施策 

1 市 2 町の立適計画における公共交通に関する取り組み

や施策に着目すると、旭川市では、徒歩や公共交通で安心

快適に暮らせる都市を目指して、居住誘導区域における公

共交通の人口カバー率の維持を目標としている。旭川都市

圏における主なバス運行会社は道北バス株式会社と旭川電

気軌道であり、それぞれの会社が地区の棲み分けをしなが

ら経路設定や運行を行っている。鷹栖町、東神楽町は、立

適計画の目標値として旭川市へのバス路線の維持・充実を

明記しており、旭川市に立地する施設へのアクセスが将来

にわたって維持されることに重きが置かれている。 

鷹栖町は、立適計画の目標として、旭川市へのバス路線

の維持を掲げている。なお、具体的に維持すべき路線やそ

の本数は明示していない。立適計画策定後は、旭川市の中

心部から鷹栖町を経由して旭川市の郊外に向かう路線が減

便したものの、鷹栖町の誘導区域内と旭川市を結ぶ便に減

便はない。鷹栖町には道北バス株式会社の路線と町営のデ

マンドバス路線があり、デマンドバスは道北バスの発着時

間に併せてダイヤを設定することで利便性を高めている。

行政としては、このような事業者との連携を強化すること

でバス路線を維持していくことが重要と考えている(6)。 

東神楽町も同様に、立適計画の目標として、誘導区域と

旭川市内を結ぶバス路線の維持を掲げている。商業施設が

立地し生活拠点となっているひじり野市街地と旭川市内を

結ぶ路線については平日 16 便、役場等の立地する中央市

街地と旭川市内を結ぶ路線については平日 23 便を維持し

ていくこととしている。東神楽町内には、旭川電気軌道の

バス路線と町営バスがある。町営バスの運行にあたっては、

旭川電気軌道と協議会を開き、路線を重複させない等の調

整を行っている。具体的な取り組みとしては、中央市街地

のバスセンターを、役場庁舎の複合施設化に伴い、当該施

設内に設置するなど利便性の向上を図っている。立適計画

策定後、バスの本数は増える見込みはないものの、維持さ

れている状況である(6)（表－6）。 

 

鷹栖町の鷹栖市街地、北野市街地及び東神楽町の中央市

街地、ひじり野市街地から旭川駅までは直線距離で約10㎞、

バスを利用すると約 40 分という位置関係である。中核的

な病院、高等学校、大規模複合商業施設は都市機能誘導区

域のみに集中することなく、鷹

栖町、東神楽町の日常生活圏内

に立地している（図－3）。 

 

5．おわりに 

本研究では、立適計画の広域

連携の単位として、都市計画区

域に着目した。立適計画策定に

際しては広域的な連携が推奨さ

れており、同一都市計画区域内

の全自治体が足並みを揃えて立

適計画を策定することが望まし

いと考えられる。対象62都市計

画区域の内、全自治体が立適計

画を策定しているのは16区域で

あり、都市計画区域に属する自

治体数が2～4と少数なものに限

られていた。市町村合併や生活

圏の拡大により都市計画区域の

再編や拡大が進められており、

都市計画区域全体で広域連携を

推進することの難しさが伺える。 

旭川圏都市計画区域を構成す

る旭川市、鷹栖町、東神楽町の立

適計画の特徴として、①1市2町

の広域連携、②2町における旭川

表－6 立適計画における公共交通に係る目標値 

都市 目標年 目標値 

旭川市 2027年 ・公共交通の人口カバー率 94% 

(駅から500m、1日5往復以上のバス停から300m圏

内の人口カバー率) 

鷹栖町 2033年 ・鷹栖町の誘導区域と旭川市内を結ぶ路線の維持 

東神楽町 2037年 ・ひじり野市街地と旭川市内を結ぶ路線バス平日便

数現状(16便)以上 

・中央市街地と旭川市内を結ぶ路線バス平日便数現

状(23便)以上 

1市2町の立適計画より筆者作成 

図－3 旭川市の施設配置（中核的な病院、高等学校、大型複合商業施設）とバス路線 

出典：1市2町の立適計画、旭川市「令和5年度 経済部 施策の概要」及び国土数値情報 12) 

より筆者作成 
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市の施設の活用、③公共交通の維持、が挙げられる。①広

域連携に係る記述として、中心都市である旭川市において

は都市計画区域のみならず、1 市 8 町の定住自立圏（現連

携中枢都市圏）、さらには北北海道の拠点としての都市機能

整備が目指されている。鷹栖町、東神楽町に関しては、旭

川市へのアクセス性が優れ、通勤通学者が多く、既に旭川

市に依存している現状を整理し、コンパクトシティ形成に

際しても連携を強化することで生活利便性向上を図る記載

がある。②2 町は特定の施設を町内に誘導せずに旭川市の

施設を活用することとしている。現在、町内に立地されて

いない施設については、これまでも町民は旭川市の施設を

利用してきており、より住民の生活に即した計画となって

いる。行政としても新たな施設を整備することが行財政を

圧迫することを懸念しており、過度な施設整備を抑えると

いう意図を立適計画にて明確化している。③公共交通に着

目すると、2 町においては、町内の誘導区域と旭川市内を

結ぶバス路線の維持を立適計画の目標値に定めている。町

内に立地のない施設へのアクセスが継続的に維持されるこ

とを目指している。 

このような連携が実現した背景としては、都市計画以外

の分野で既に連携が行われてきたことが一つの要因である。

特に定住自立圏構想（現連携中枢都市圏構想）での医療、

教育等の分野での連携と連携実現のための費用負担が行わ

れており、これが鷹栖町、東神楽町において旭川市の施設

を活用することの根拠の一つとなっている。また、旭川圏

広域都市計画連携協議会が情報状況共有や意見交換の場と

して機能したことが広域連携の実現につながっている。 

以上のように、単一の都市のコンパクト化を前提とした

立適計画の枠組みを柔軟化し、実態の生活に即した実践的

立適計画の運用が重要であり、そのために広域連携を推進

することが必要である。都市計画以外の分野でも広域連携

は進められており、定住自立圏構想や連携中枢都市圏構想

といった既存の取り組みを立適計画に反映することで都市

機能の広域連携が推進される可能性が示唆された。 

 

【補注】 

(1) 複数の市町村が合併して形成された自治体においては 1 つの

基礎自治体で定住自立圏を構成している例（合併1市圏域）や、

中心市や連携中枢都市の要件を満たした同規模の都市が近接す

る際には、同一都市計画区域内において、複数の圏域が存在す

る例もある。以上のようなケースでは、都市計画区域の範囲が、

定住自立圏及び連携中枢都市圏よりも広域になる場合がある。 

(2) 定住自立圏の中心市、連携中枢都市圏の連携中枢都市の要件は

①人口が、定住自立圏は 5万人程度以上（最低 4万人超）であ

り、連携中枢都市圏は20万人以上の政令指定都市・新中核市と

なっている。以下はいずれも、②昼夜間人口比率が概ね 1.0 以

上、③3大都市圏に属する都市を除く、とされる。中心市、連携

中枢都市と協定を結び、それぞれの圏域に参画する都市の要件

としては、中心市及び連携中枢都市と経済的結びつきが強く、

通勤通学割合が10%以上の市町村である。 

(3) 中核的な病院とは、北海道医療計画にて二次救急医療機関に定

められる病院である。ただし、都市計画施設として定められた

学校を含む病院及び内科・外科を有しない病院を除く。 

(4) 世代交流型複合施設とは、子育て支援機能や介護福祉機能，医

療機能等を組み合わせた上で、多世代が交流できるコミュニテ

ィスペースを設けた施設である。 

(5) サービス業用店舗とは、日用品の販売を主たる目的とする店舗

又は食堂・喫茶店や、理髪店、美容院、クリーニング取次店、洋

服店、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービ

ス業を営む店舗及び自家販売のために食品製造業を営むパン屋、

米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものとされている。 

(6) ヒアリングによる。ヒアリング先及び時期は以下の通りである。

旭川市 地域振興部 都市計画課（2024年12月に対面にて実施）、

鷹栖町 まちづくり推進課（2024年12月に対面にて実施）、東神

楽町 まちづくり推進課（2025年1月に電話・メールにて実施）。 
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1． はじめに 

1.1. 研究の背景と目的 

戦後日本では地域ごとの産業基盤形成を目的とし、特に

昭和30～40年代には全国的な産業立地の促進が図られた。

しかし、工業化の進展とともに公害問題等が深刻化し、地

域環境との調和が失われる状況が生じた。これを受け、国

会では「地域環境と産業活動の関係」が工業開発の最大の

課題として議論され、その対応策として、1973年に「工場

立地法」が制定された 1)。 

同法では公害対策の強化に加え、緑地面積基準と生産施

設面積基準を設け、工場立地の段階から企業が周辺環境と

の調和を図る責務を負うことを求めた(1)。これらの規制は、

産業活動と地域環境の均衡を維持することを目的としたも

のである。しかし制定から40年以上経過し、工場の技術革

新によって環境負荷は大幅に低減されていると共に工場の

建て替え時に生産能力を維持し、現行の緑地面積基準を満

たすことが困難になっている 2)。そのため地方自治体から

規制緩和を求める声が高まり、1997年の法改正以降順次権

限の地方移譲が進んだ(2)。 

 より柔軟な工場立地と地域環境との調和を行う仕組みと

して、2008年6月に敷地外緑地等に関する規定（以下、敷

地外緑地制度）が定められた。敷地外緑地制度は、工場が

生産施設の拡大など敷地面積を変更する場合に敷地内で十

分な緑地面積を確保することが困難であっても、工場敷地

外に緑地を整備することで緑地面積基準を満たすことを認

める制度である 3)。制度活用によって、規制を緩和し生産

設備の拡大を可能としつつ、敷地外緑地の整備を通じて地

域全体の環境改善に寄与することが期待される。 

敷地外緑地制度は工場整備に際する規制緩和及び緑化を

通じた工場立地と地域環境の保全の新しい形態であり、民

間の活力によるGX等の環境施策の推進と地域の経済開発

を両立する上で重要だと考えられる。 

 本研究は、工場立地法の敷地外緑地制度を対象に、各自

治体のガイドライン制定状況と特徴、運用実績、運用事例

からみた制度運用の実態と課題を明らかにすることを目的

とする。その際、国の規定からみた自治体の独自の工夫の

有無、関連する他部署との連携状況、具体の緑地整備事例

からみた成果と課題に着目して考察を行う。  

1.2. 既往研究の整理 

 工場緑化に関する既往研究として、藤井ら(2013)は重化

学工業集積地域における工場敷地内の緑化の変遷をたどっ

ている 4)。村上ら(2024)は工場緑化が戦前日本において労働

者の生活環境の改善を目的とした「工場の庭園化」として

始まったのち工場立地法の制定以降は周辺環境との緩衝帯

としての役割に変化し、公害問題が沈静化し、用途混在が

進んだ現在は工場地帯では市民生活が営まれるようになり、

「工場の庭園化」は見直されるべきと主張している 5)。工

場は民有地であることから工場緑化を民間による緑化と捉

えて緑化条例の効果と課題を分析した植田(2018)の研究が

あり 6)、また御手洗ら(2006)は建築物の緑化義務に関する法

制度の比較研究の中で、工場立地法による緑化が確認、届

出、許可といった事前規制手段に加え、罰則や行政命令の

規定を持つ点で高い実効性を有していると評価している 7)。

また、敷地外緑地制度に関する研究として、三瓶ら(2018)は、

大阪府堺市における行政による制度活用を通じた里山保全

の可能性を検討している 8)。 

 以上の既往研究から工場立地法は実効力が強く、工場緑

化は民間による緑地整備において重要であり、今や周辺と

の緩衝機能にとどまらないことや敷地外緑地制度の公民連

各自治体における地域特性に応じた工場立地法敷地外緑地制度の活用方策に関する研究 

Research on measures to utilize the off-site green space system of the Factory Location Act in accordance with regional 

characteristics in each municipality 

飛田晴哉*・藤井さやか** 

HIDA Haruya*, FUJII Sayaka** 

The Off-site Green Space System under the Factory Location Act allows factories to meet green space requirements 
by developing greenery outside their premises when on-site space is limited. This study examines the enactment, 
implementation, and challenges of this system across municipalities through specific case studies, aiming to identify 
effective approaches for its utilization. While the system enables factory renewal and promotes quality greenery on 
public land through coordination between relevant departments, issues arise with greenery on private land, where 
inadequate municipal oversight can lead to low-quality green spaces and misuse of the system as a deregulation 
loophole. 

Keywords: Factory greening, Factory Location Act, Deregulation, Off-site green space, Green space plan 

工場緑化, 工場立地法, 規制緩和, 敷地外緑地, 緑地計画 
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携による緑地整備の可能性が明らかになっている。敷地外

緑地制度は緑の量の減少を伴わない工場立地法の規制緩和

方策でありうることが示唆されているものの制度活用状況

と緑地整備事例の体系的整理はされておらず研究は不十分

である。 

1.3. 研究の構成 

 研究の構成は以下の通り。国発行の工場立地法運用例規

集にて制度概要を確認した上で、自治体ごとに独自な点も

しくは共通点を整理する(2章)。次にガイドライン制定自治

体を対象として敷地外緑地制度の運用実績と特徴の把握を

行い(3章)、工場緑化及び敷地外緑地の質担保に関わる部署

の連携状況を整理する(4章)。敷地外緑地整備事例の整理・

類型化を行い、制度運用による成果と課題の考察を行う(5

章)。最後にこれらの結果を踏まえて、現時点での敷地外緑

地制度の効果的な活用方策について考察する(6章)。 

1.4. 研究の手法 

 2 章では、国における制度活用の論点を把握するため、

経済産業省が発出した資料等の調査を行うとともに、各自

治体のガイドラインについては自治体の公式ウェブサイト

等を通じて収集・分析を行った(3)。3・4章では、2章で特定

した自治体に対しアンケート調査を実施し、制度運用実績、

制度への需要、制度設計・運用過程における自治体内の協

議状況等を把握した。5 章では、これまでの調査により制

度運用を通じて緑地整備を行った自治体を対象に、工場緑

化および都市緑化に関わる部局へのヒアリング調査を実施

した。調査では、緑地整備に至る過程の詳細と整備された

緑地の実態把握を行った。 

表 1 ガイドライン調査の概要(4) 

調査期間 2024年6月4日～7月4日 

調査方法 ・web検索でガイドライン公表自治体を抽出 

・抽出した自治体のウェブサイトからガイドライン内容を把握 

調査内容 ・敷地外緑地に関するガイドラインの策定状況、策定年 

・敷地外緑地に関するガイドラインの具体的な内容 

調査数 38自治体 

 

表 2 アンケート調査の概要(5) 

調査期間 2024年11月11日～12月6 日 

調査対象 第2章で抽出した自治体の工場立地法管轄部署 

調査方法 質問表をE-mailにて配布 

調査形式 選択式(SA:単一回答,MA:複数回答),自由記述 

調査内容 ・制度運用の可否 

・主要工場の立地年代、緑地面積基準達成状況 

・工場緑化の質向上への取り組み状況 

・制度設計・運用過程での工場立地法管轄部署と緑化関連部

署の連携状況 

・整備された敷地外緑地の内容 

回答数 回答数：21件、回収率：59.45% 

 

表 3 ヒアリング実施自治体一覧 

 
 

2． 各自治体のガイドライン制定状況と特徴 

2.1.国の工場立地法運用例規集 

 敷地外緑地制度は、工場立地法運用例規集 3)に基づいて

運用されており、同集では一定の条件下で緑地面積基準を

満たさない工場に対して勧告を行わないことが認められて

いる。運用例規集の規定は、既存工場の生産施設面積変更

時に敷地内での緑地確保が困難であり、敷地外の緑地が準

則を満たすという制度運用の条件と地域の生活環境の保持

に資するための緑地の具体的形態に分類できる。制度運用

の条件には解釈の余地が少ない一方で、緑地の具体的形態

は設置場所や所有権を含む柔軟な解釈が許容されている 9）。 

2.2.各自治体の敷地外緑地制度ガイドライン制定状況 

 2025年3月時点で自治体のHP等を参考にしたところ敷

地外緑地の言及が見られる自治体は 38 自治体であった。

運用例規集の改正により、敷地外緑地制度が追加された

2008 年以降のガイドライン制定数を見ていくと改正直後

の2009年には制度導入に向けた早期の対応が見られ、2015

年を除いて、毎年少なくとも1件のガイドラインが制定さ

れている。さらに、直近7年間において制定数が増加して

いる点は敷地外緑地制度に対する利用需要の高まりととも

に、関連するガイドラインの必要性が増していることを示

唆していると解釈できる。 

 

図 1 敷地外緑地ガイドライン制定数の変遷 

例規集では制度運用時は地域ごとに事情を踏まえた判断

No. 自治体名 対象 管轄※１ 日時 形式※2
1 市原市 経済部商業振興課　 工場 2024/7/10 対

経済労働局経営支援部
経営支援課立地調整担当 工場
臨海部国際戦略本部事業推進部 その他

3
堺市

産業振興局 産業戦略部
イノベーション投資促進室 工場 2024/8/20

書

4 越前市 産業観光部産業政策課 工場 2024/8/29 オ
5 桜川市 総合戦略部地域開発課 工場 2024/9/2 オ

6 横浜市
経済局ビジネスイノベーション部
企業投資促進課 工場 2024/9/11

対

7 千葉市 経済農政局経済部企業立地課 工場 2024/9/6 オ

8 中間市
建設産業部商工観光課
商工企業誘致係 工場 2024/9/27

書

9 会津若松市 観光商業部企業立地課 工場 2024/12/2 電

10 宇美町 都市整備課都市計画係
工場
緑地 2024/11/27 書

11 熊本市 産業部企業立地推進課 工場 2024/12/2 書
12 安芸高田市 産業部商工観光課 工場 2024/12/18 書
13 和歌山市 産業部産業政策課 工場 2025/1/14 書

都市部公園緑地課 緑地 2025/1/8 書
経済部商工業振興課(再度実施) 工場 2025/1/7 書

15 堺市 公園緑地部公園緑地整備課 緑地 2024/12/26 書
16 横浜市 公園緑地部公園緑地管理課 緑地 2025/1/9 電

17 越前市 建設部都市計画課 緑地 2025/1/17 書
※1 工場…工場立地法管轄部署、緑地…公園緑地管轄部署
※2　対…市役所にて対面、書…書面、オ…オンライン

市原市

川崎市 2024/8/8 対2

14

3
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1
2

1 1
0

1

4

1

4
3

4
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2 2
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(件) 1年ごとのガイドライン制定数 (N＝３８)
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が求められるため、各自治体のガイドライン内容には差異

が見られることが想定される。表 1に示す調査にて各自治

体のガイドライン内容 11), 12) ,21)～57)を把握した所、制度運用の

条件に関しては国の制度活用の規定を殆ど踏襲している一

方で具体的な緑地の形態については自治体によって差異が

見られた。後者の形態は自治体の独自性が見られるものか

ら国の規定を踏襲しているものまであり多種多様であった。 

 

3． 敷地外緑地制度の運用実績と特徴 

3.1.各自治体の制度運用実績 

 ガイドライン運用実績を表 2 のアンケートにて調査を

行った。例規集改正の2008年から2025年1月時点での敷

地外緑地制度の運用実績を図 2にて示す。結果として、A)

敷地外緑地制度を運用し、実際に緑地を整備した自治体は

11 件（約 52.2％）、B)緑地の整備には至っていないものの

運用に関する相談を受け、検討したことがある自治体は 4

件（約19.0％）であり、運用に近い自治体は15件（約71.4％）

であった。一方で、C)ガイドラインを制定しながらも運用

したことのない自治体は6件（約28.5％）であった。 

 

図 2 敷地外緑地制度の運用実績 

ほぼ全ての自治体が、工場敷地内で十分な緑地を確保で

きなかったことを契機に、運用またはその検討を始めてい

る(6)。一方、運用のない自治体では、準則を満たす工場が多

く、制度の需要自体が少ないことが制度の運用がない主な

理由となっている(7)。 

3.2. 敷地外緑地制度を採用する自治体の特徴 

 次に制度を実際に運用している自治体の特性を見ること

で、敷地外緑地制度がどのような特徴を持つ自治体にとっ

て需要のある制度かを明らかにする。工場立地法が制定さ

れて工場敷地内への緑地整備が要求される以前に工場が多

く建設された自治体では制度への需要が高いと考えられる。

各自治体の工場立地年代に注目し、制度運用実績との関係

を示したのが図 3である。工場立地法制定以前に工場が多

く建設された自治体において制度の運用もしくは運用の検

討が多くみられる。 

 

図 3 工場立地年代と制度運用実績の関係 

また敷地内の緑地確保ができていない工場が多い自治体

でも制度の需要が高いと考えられる。各自治体の制度運用

実績別に工場立地法の緑地面積基準の達成状況を示したも

のが図 4である。運用のある自治体のうち基準を満たして

いない工場が存在するのは約 44.4%ほどであり、現状で基

準を満たしている自治体は約 18.1％である。検討中の自治

体に関しては全てが基準を満たしていない工場が存在して

いる自治体であった。運用がない自治体については半数が

基準を満たしていない工場となっている一方で現時点では

基準を満たしている工場を持つ自治体は約 33.3%であった。

このことから基準を満たしているが敷地外緑地制度を導入

している自治体が一定数存在することが見て取れる。 

 

図 4 緑地面積基準達成状況と制度運用実績の関係 

以上の結果から敷地外緑地制度の需要があるのは工場立

地法制定以前に建設され、緑地面積基準を充足していない

工場を有する自治体が多い。工場の老朽化が進んでいるこ

とから建て替えの緊急性が比較的高く、緑地面積基準が建

て替えの障壁となり、制度の需要が高いと言える。一方で、

制定以後に工場が立地し、基準に基づいて建設された工場

が多い自治体においても、運用が見られることから今後の

工場拡張等によって制度に対する需要が発生する可能性も

あると言える。 

 

4． 関連する他部署との連携状況 

4.1工場立地法に基づく緑化の位置づけ 

 工場立地法および敷地外緑地制度は、工場の立地促進を

所掌する経済産業省が管轄しており、各自治体においても

同様に立地法を担当する部署は商工業経済系で緑化や環境

施策を専門としないことが多い。そして面積率による量的

な確保のみ規定されている。そのため、制度の運用におい

ては、工場緑化の質が十分に確保されない可能性がある。

従って効果的な敷地外緑地制度運用には自治体における部

署間の連携が必要となる。 

表 4 工場立地法に基づく緑化 

 管轄 自治体の管轄部署 緑化に関する規定 

工場緑化 
経済産業省 商工業観光 

経済 

面積率による量的な

確保 

緑化・ 

環境施策 

国土交通省 

環境省 

公園緑地・都市計画 

森林・環境 

条例や協定による質

的な確保 

4.2工場緑化と敷地外緑地制度における部署間連携の実態 

図5は、敷地外緑地制度を含めた工場立地法に基づく工

場の緑化(以下、工場緑化全般)での緑化・環境施策に関する

連携状況を示したものである。立地法管轄部署のみで工場

緑化全般の指導をしている自治体が多いものの緑化条例の

6

4

11

0 5 10 15

A)制度を運用したことがある

B)運用を検討したことがある

C)運用したことがない

2008年から現在までの敷地外緑地制度運用実績
(SA)(N＝21)

6

3

2

3

1

3 1

2

0% 50% 100%

工場立地年代と制度運用実績の関係

運用したことがない

運用を検討したことがある

運用したことがある

（SA）（N＝21）

工場立地法の制定以前 工場立地法の制定以後

立地法執行権限が自治体へ移行後 その他

(主要工場の立地年代)

5

4

3

2

2

4

1

0% 50% 100%

緑地面積基準達成状況と制度運用実績の関係

運用したことがない

運用を検討したことがある

運用したことがある

(SA)(N＝21)

(基準達成状況)

基準不充足工場が存在全ての工場は基準を満たす その他
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併用や工場緑化のガイドラインを策定して質を高める取り

組みも見られた。 

 

図 5 工場緑化と緑地関連分野との連携状況 

 立地法管轄部署と関連部署との連携状況については、

制度設計段階における敷地外緑地ガイドライン策定時

の状況を表5に、実際の整備が行われる運用段階の状況

を表6に示す。これらの表は、敷地外緑地制度における連

携に加え、横軸に図5を踏まえた工場緑化全般の部署間連

携状況を示しており、「緑化の質を高める基準・計画を活用」

「関連する他部署と協議」の回答を「緑化・環境関連分野

と連携」とした。工場緑化全般で連携を行っている自治体

は敷地外緑地制度の設計・運用でも連携を行っている傾向

があることが確認できた。また工場緑化全般での連携は行

われていないものの敷地外緑地制度の設計運用では連携が

見られるなど連携パターンは多岐にわたることが確認でき

た。 

表 5 制度設計時の連携状況 

    敷地外緑地制度設計時の連携 

    関連部署等と連携 立地法管轄部署のみ 

工
場
緑
化
全
般 

緑化・環境 

関連分野と連携 

藤沢市、市原市、門真市、 

堺市、千葉市、高槻市、 

川崎市、熊本市、横浜市 

宇美町 

立地法管轄部署 

のみで実施 

新潟市、和歌山市、 

越前市、会津若松市 

安芸高田市、桜川市、玉名市、中

間市、福岡市、射水市 

※赤太字は実際に運用のある自治体 

表 6 制度運用時の連携状況 

    敷地外緑地制度運用時の連携 

    関連部署と連携 立地法管轄部署のみ 

工
場
緑
化
全
般 

緑化・環境 

関連分野と連携 

市原市、堺市、千葉市、 

高槻市、宇美町、横浜市 

藤沢市、門真市、 

川崎市、熊本市 

立地法管轄部署 

のみで実施 
越前市、会津若松市 

新潟市、和歌山市、桜川市、 

福岡市、安芸高田市、 

玉名市、中間市、射水市 

 

5． 敷地外緑地整備事例から見た制度運用の実態と課題 

5.1 敷地外緑地整備事例の整理・類型化 

 3 章でも取り上げたアンケート調査の結果から敷地外緑

地制度の運用を行って実際に緑地の整備を行った自治体は

11自治体であった。緑地整備の実態を把握するためこのう

ち 10 自治体の工場立地法管轄部署、自治体によっては緑

地環境関連部署へのヒアリング調査を実施した。調査の結

果、敷地外緑地の類型は表 7のように森林整備型、公園整

備型、企業整備型、自社所有地型、借地整備型の５つに分

類できる。越前市、和歌山市は公園整備型と自社所有地型

の両方に事例が存在している。 

 まず大きく公有地整備型と民有地整備型の二つに分ける

ことができる。公有地整備型は、企業が自治体の所有する

土地や都市施設等に対して維持管理や整備を負担すること

で工場立地法の緑地面積基準への充当を行う。公有地整備

型は更に分けることができた。一つは企業が公有の緑地整

備に費用負担のみ行い、実質の整備は自治体が行うもので

ある。もう一つは企業が敷地外緑地として整備される公有

地を実質的な整備も含めて行うものである。一方で民有地

整備型は、当該企業が自社の所有地もしくは賃貸した土地

に対して、緑地整備を行うことで緑地面積基準への充当を

行うものである。 

表 7 敷地外緑地整備事例の分類 

 類型 整備内容 該当自治体 

公
有
地 

森林整備 森林整備に係る費用のみ負担 堺市、市原市 

公園整備 公園整備に係る費用のみ負担 会津若松市、 
越前市、和歌山市 

企業整備 緑地整備と管理全般を実施 横浜市 

民
有
地 

自社所有地 緑地整備と管理全般を実施 安芸高田市、 

越前市、熊本市 
和歌山市(廃止) 

借地 緑地整備と管理全般を実施 宇美町、桜川市 

5.2 公有地整備型敷地外緑地の事例分析 

(森林整備型) 

堺市：表 8から敷地外緑地制度への需要が高い自治体であ

ることが分かる。堺市では南部丘陵において確保する緑地

(公有地)に対して企業が一定の費用負担をすることを敷地

外緑地の整備としている。堺市と敷地外緑地整備に関する

協定を締結した企業は、敷地外緑地の整備に要する費用と

して、1㎡あたり10,000円の負担金を市に支払うことが義

務付けられている。堺市南部丘陵は、市の緑の基本計画に

おいて緑地保全配慮地区に位置付けられており 10)、その重

要性は極めて高い。こうした位置付けのもと、当該地域に

おける森林整備は、敷地外緑地制度と連動する形で推進さ

れている。堺市では「緑の工場ガイドライン」11）を策定し

ており、部局間で連携して敷地外緑地制度を含め工場緑化

の質の向上に取組んでいる。敷地外緑地制度に関しても、

活用の届け出があった時は立地法管轄部署と緑地関連部署

の間で情報共有が行われた上で運用されている。 

 

図 6 堺市の敷地外緑地の位置関係(8)

2

10

1

9

0 5 10 15

緑化の質を高める基準・計画を活用

立地法管轄部署のみで緑化指導

関連する他部署と協議

その他

工場緑化と緑地・環境関連分野との連携状況 （MA）（N＝２２）
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表 8 公有地整備型の敷地外緑地整備事例 

自治体名 堺市 市原市 会津若松市 越前市 和歌山市 横浜市 

類型 森林整備 森林整備 公園整備 公園整備 公園整備 企業整備 

工場と生活環境 隔離・混在 緩衝緑地帯により隔離 隔離・近接・混在 隣接・混在 隔離・隣接 隣接・混在 

工場立地年代 立地法以前 立地法以前 立地法以後 立地法以前 立地法以前 立地法以前 

基準不適格工場※1 ４９件 非公開 基準充足 12件 62件 66件 

部署間の連携※2 設計・運用時 設計・運用時 設計時 設計時 設計時 設計・運用時 

整備対象 市内南部丘陵 市有文化の森 敷地から2km以

内の公園 

工場から最寄

の公園 

市内の公園 首都高速・横浜市

道の高架下空地 

整備内容 協定を結び費用

負担 

敷地内の森林・植樹管理

に費用負担 

当該公園への費

用負担 

公園の芝生管

理に費用負担 

公園の整備予算と

して負担分を充当 

緑地の整備・管理

全般を実施 

※1 工場立地法施行以前から立地しているため、現行の基準を満たさない工場 

※2「部署間の連携」は表5,6の縦軸、敷地外緑地制度の設計・運用での緑地関連部署との連携を指す 

市原市：堺市同様、工場立地年代が工場立地法制定以前で

あり、制度への需要が高い。市原市の敷地外緑地制度では

制度活用の対象となる工場を臨海部の工業専用地域に位置

するものに限定している 12)。整備対象となるのは市内全域

の管理不十分な緑地または緑地ではない土地となっており、

実際には市内北部に位置する市原市保有の文化の森で適用

された。文化の森敷地内への森林の植樹・管理への費用負

担を 20 年間想定で実施する。市原市では制度設計時に緑

地関連部署との協議を行っており、市の森林整備計画に準

拠し、老齢林の再生等植樹を行う整備を求めるガイドライ

ンに反映されている。文化の森への対象地の決定は森林と

しての持続性を考慮した上で工場立地法管轄部署だけでな

く、森林緑地・環境施策関連の部署と協議した上で対象地

が決定されている。 

 

図 7 市原市の敷地外緑地の現状と位置関係(9) 

以上より両市とも工場と整備された緑地が大きく離れて

いるが市原市は既に緩衝緑地帯の整備、堺市では独自のガ

イドラインを設けることで工場敷地内の緑化の質を担保し、

周辺環境の保持をする工場立地法の原則を守っている。そ

の上で敷地外緑地制度により、市内の工場設備更新を促進

しながら、企業が費用負担によって市全体で特に財政的な

面で維持管理が課題となっている森林整備に貢献する仕組

みを作っている。 

(公園整備型) 

会津若松市：工場の外周から２㎞以内の都市公園への費用

負担を敷地外緑地として認めている。会津若松市では工場

緑化全般に関しての連携を行ってはいないが、敷地外緑地 

制度に関しては企業と公園緑地管轄部署が管理協定を締結

して緑地整備を行うため部局間での情報共有がなされる。

越前市：都市公園を敷地外緑地として整備する場合、当該

工場から最寄りの都市公園が対象となる。負担費用は公園

の芝生整備の費用に充てられている。越前市も工場緑化全

般では特段連携を行っていなかったが、制度設計時に公園

緑地管轄部署と公園の芝生管理にコストを要していること

などの課題等の共有を行っている。また運用時も企業側か

ら制度運用の相談を受けた時に公園緑地管轄部署も同席し

た上で検討が行われている。 

和歌山市：対象となる緑地は都市公園に関しては市内全域

を対象としている点で先の2自治体と異なり、負担された

費用は公園整備に関連する予算に充てられている。また制

度設計に関して公園緑地、都市計画等関係課他(10)との協議

を行った上で行われたとのことであった。 

以上の公園整備型の事例に関して、会津若松市と越前市

では敷地外緑地の整備を工場周辺に誘導し、立地法の原則

である周辺環境の保全に忠実な運用を行っている一方で和

歌山市では整備対象を市内全域としているなど自治体によ

る違いが見られた。また都市公園を対象として企業が整備

に関わる以上は、確実に公園を管轄する部署との調整が発

生することが3つの事例から明らかである。いずれの自治

体についても制度を利用した工場と整備された公園との位

置関係等の情報は工場の特定につながることから秘匿され

ていた。制度運用の効果として工場の設備更新促進と自治

体での公園整備に係る財政負担の軽減効果が挙げられる。 

(企業整備型) 

横浜市：人口が多く住宅への需要が多く工場と生活環境が

隣接もしくは混在していることから工場周辺の緑地は不足

している状況にある。このような背景から横浜市では敷地

外緑地の設置を横浜市の指定する工業集積地域(11)の周辺に

限定している。工場緑化全般に関して、横浜市では工場等

の建設に際し、工場立地法に基づく緑地面積率の確認に加

え、「横浜市緑の環境を作り育てる条例」(12)に基づく緑化協

議によって工場立地法以上に綿密な指導が行われている13)。

敷地外緑地の整備事例は道路整備に際して工場用地を売却
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9 民有地整備型の敷地外緑地整備事例  表 

自治体名 熊本市 安芸高田市 和歌山市 越前市 宇美町 桜川市 

類型 自社所有 自社所有 自社所有 自社所有 借地 借地 

部署間の連携 設計時 なし 設計時 設計時 運用時 なし 

整備場所 工場から２ｋｍ以上隔離 工場隣接 工場近隣 工場近隣 工場隣接 工場隣接 

整備内容 
整備全般 整備全般 既に廃止され現状は不明 空家を取壊した敷地

に芝生を整備 

土地所有者と賃貸借契約を締結

し、山林を維持管理 

整備全般 

し、工場敷地内の緑地面積が減少したため導入が行われた

ものである。2事例存在するが、キリンビール横浜工場に 

よる敷地外緑地の事例に注目する(13)。この敷地外緑地は工

場敷地に隣接する道路の高架下に整備されている。元々当

該工場では 1991 年の工場全面改修時に地域住民が利用で

きる緑地の整備を行っている。またこの地区では横浜市み

どり環境局が主導する「京浜の森づくり」の生麦・新子安

地区の地域緑化計画が策定されており 14)、キリンビールは

当事業に参画している。工場周辺地域では住宅が密集、工

場とも隣接しており緑地が不足している。当事例ではこれ

までの企業による緑地整備の取り組みと地域緑化計画を踏

まえた上で、敷地内の緑地と一体化した敷地外緑地を整備

して地域の緑地不足という課題解決への貢献を行っている

と言える。しかし自治体所有の土地を緑地管理が本業でな

い民間企業に一任されており、企業の負担となる課題が想

定される。 

図 8 横浜市の敷地外緑地の現状と位置関係(14) 

5.3民有地整備型敷地外緑地の事例分析 

表 9は民有地整備型の事例を整理したものである。まず

どの事例においても敷地外緑地の場所や整備内容について

工場の特定に繋がってしまう理由から自治体から情報を取

得できず、全般的に内実が不透明であった。 

越前市：空き家の撤去により緑地を整備しているが一般公

開はされておらず、周辺環境への貢献度には疑問が残る(15)。 

宇美町：企業が工場隣接の山林を管理しており、民有地で

あっても管理不全が進む農地・山林の全国的課題の解決に

資する可能性がある。 

和歌山市：該当工場において工場敷地内に緑地が確保され

たことから敷地外緑地が廃止されており、その後は企業の

方針で処理され、自治体ではその後を把握することができ

ていない。このことから自治体側から整備をコントロール

することの難しさが窺える。民有地整備型の敷地外緑地は、

特に企業所有である土地である場合に自治体の緑地整備へ

の介入が困難かつ持続性に問題があり、制度を規制緩和の

抜け道として利用されてしまう可能性が指摘される。 

5.4敷地外緑地制度の活用方策に関する考察 

 以上の事例から工場立地法管轄部署と緑地関係の部署の

連携が比較的質が高く透明な制度運用にとって重要なこと

が示唆された。公有地整備型は、公園や森林等の整備対象

は少なからずそれを管理する関係部署が存在することから

必然的に部署間での情報共有や協議が発生し、自治体の緑

地計画との整合を取ろうとする。これが立地法所管部署と

関係部署との連携につながっている。このことから民有地

整備型に比して整備状況の把握と緑地整備の誘導が容易で

ある公有地整備型が自治体にとって維持管理と質の担保が

なされやすい制度の活用方策であると考察できる。 

6． 結論 

本研究では、以上の分析を通じて工場立地法敷地外緑地

制度の現状として以下の点が明らかになった。 

(1)各自治体のガイドラインの特徴として、運用条件は国・

自治体ともに国の規定(例規集)に準拠しており統一的であ

る一方、敷地外緑地の整備形態やその記述には自治体間で

差異がある。 

(2)敷地外緑地制度の運用実績を見ると、工場立地法以前に

大部分の工場が形成されて現状緑地面積基準を満たしてい

ない工場を持つ自治体を中心に運用がされている。 

(3)敷地外緑地制度の他部署との連携状況について、制度の

設計・運用時に緑地や森林、環境等の部局との連携が見ら

れる。 

(4)具体的な敷地外緑地整備事例は公有地型と民有地型に

大別され、５つに分類できる。制度運用の効果として工場

設備の更新促進や自治体の緑地管理課題への貢献が挙げら

れる。公有地型は管理の確実性が高い一方、民有地型は企

業の意向により緑地が廃止されるなど、質と持続性の確保

に課題がある。制度の実効性向上には、自治体の緑地計画

と整合させた運用と、持続性の高い公有地への整備促進が

重要である。 

 本研究では行政が運用する視点から敷地外緑地制度に注

目して運用実態を把握したが、制度を利用する工場を運営

する企業側の意見と視点、民有地への敷地外緑地整備に関

する調査や考察が不足している。また行政目線での整備効

果の検証にとどまっているため、今後は企業側への調査と
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緑地整備の定量的かつ緑地整備による受益者からの評価が

必要であり、今後の研究課題としたい。 
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各自治体の関係部署の皆様にこの場を借りて深くお礼申し

上げます。 

 

 

【補注】 

(1) 工場立地法の対象となる工場は敷地面積 9000 ㎡以上もしくは建築面積
3000㎡以上の工場である。敷地面積の20％以上を緑地として確保する必要
があり、緑地含めた環境施設全体では 25%以上の面積を確保することが求

められる。 

(2) これまで緑地及び環境施設面積の基準は国による全国一律の規制がさ
れていたが、1997 年の工場立地法の改正で法律の運用権限が都道府県及び

政令指定都市へ移譲された。このことにより、地方公共団体が条例に基づい
て用途地域等に応じた独自の緑地面積率を設定することが可能になった。 

(3) ウェブサイト上で敷地外緑地制度のキーワード検索を実施し、敷地外緑

地制度に関して言及があった自治体HPを参照、詳細なガイドラインについ
ての言及がなくてもHP上に敷地外緑地に関わる記述があれば対象とした。 
(4) 調査実施自治体は安芸高田市、会津若松市、石岡市、市原市、射水市、

宇美町、越前市、行方市、刈谷市、嘉麻市、川崎市、熊本市、桑名市、鞍手
町、古賀市、桜川市、堺市、知立市、筑後市、千葉市、玉城町、玉名市、燕
市、留萌市、南足柄市、三条市、新潟市、藤沢市、鉾田市、福岡市、門真市、

御船町、横手市、横浜市、和歌山市、高槻市、ひたちなか市、中間市 

(38自治体) 

(5) 調査実施自治体は会津若松市、安芸高田市、宇美町、越前市、川崎市  

桜川市、玉名市、知立市、中間市、新潟市、福岡市、藤沢市、千葉市、 

高槻市、熊本市、市原市、射水市、横浜市、門真市、和歌山市、堺市 

(21自治体) 

(6) 敷地外緑地制度を運用または検討した自治体に対し、その経緯を尋ねた
アンケート調査(表２)の結果、ほぼ全ての自治体が「工場敷地内で十分な緑
地を確保できなかったこと」を理由に挙げた。 

(7) 敷地外緑地制度を運用しなかった自治体に対し、その理由を尋ねたアン
ケート調査(表２)の結果、ほぼ全ての自治体は「緑地面積基準を満たす工場
が多い」ことを挙げている。 

(8) Google Earthから筆者作成。 

(9) Google Earthから筆者作成、写真は文化の森にて整備された敷地外の様
子（2024年7月筆者撮影）。制度が運用されたのは2023年度が初めてのた

め、現状は苗木の状態である。 

(10) 管財課、環境政策課、都市計画課、都市整備課、開発指導課、河川港湾
課、公園緑地課との協議が行われた。 

(11) 準工業地域、工業地域又は工業専用地域の各一部から構成される。 

(12) 管轄しているのはみどり環境局公園緑地管理課である。緑化協議では
工場用途かつ建築敷地面積 500 ㎡以上の建築行為全てについて緑化が必要

となっており、立地法の対象となる特定工場以外でも緑化が求められる。 

(13) 南本牧ふ頭連絡臨港道路の建設により減少した敷地内緑地を、高架下
の敷地外緑地として補った事例である。  

(14) Google Mapから筆者作成、写真は高架下したの敷地外緑地の様子（2024

年9月筆者撮影）。 

(15) 越前市の民有地整備型敷地外緑地制度は、工場拡張に伴う敷地内緑地

確保の困難を背景に導入されたものである。企業は近隣の土地を取得し、空
き家を除却した上で芝生やクローバーを植栽し、緑地率に充当した。 
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https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=2260&su

b_id=9&flid=180643, (最終閲覧：2025/4/24) 

25) 熊本市, 建築物等の建築に関する緑化協議について, 

https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=5623, (最終閲
覧：2025/4/24) 

26) 宇美町, 工場立地法における敷地外緑地等に関する基準, 

https://www.town.umi.lg.jp/uploaded/attachment/6596.pdf, (最終閲覧：2025/4/24) 

27) 桜川市, 工場立地法における敷地外緑地制度に関するガイドラインの

制定について, 

https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/kigyou_yuchi/koujyou_todoke/page002530.

html, (最終閲覧：2025/4/24) 
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28) 藤沢市, 緑の質が高い緑化手法等に関するガイドライン, 

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/documents/11774/gaidorain.pdf, (最終閲

覧：2025/4/24) 

29) 横手市, 工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン, 

https://www.city.yokote.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/965/0001

44575.pdf, (最終閲覧：2025/4/24) 

30) 射水市, 工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン, 

https://www.city.imizu.toyama.jp/appupload/EDIT/107/107629.pdf, (最終閲覧：

2025/4/24) 

31) 留萌市, 工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン, 

https://www.e-rumoi.jp/keizai/page17_00270.html, (最終閲覧：2025/4/24) 

32) 玉城町, 工場立地法における敷地が緑地制度等に関するガイドライン, 

https://kizuna.town.tamaki.mie.jp/sangyobusiness/shokogyo/documents/guidelines_k

oujouricchihou.pdf, (最終閲覧：2025/4/24) 

33) 桑名市, 工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン, 

https://www.city.kuwana.lg.jp/documents/1320/guideline.pdf, (最終閲覧：
2025/4/24) 

34) 鉾田市, 工場立地法における敷地敷地外緑地等に関するガイドライン, 

https://www.city.hokota.lg.jp/data/doc/1593747304_doc_19_0.pdf, (最終閲覧：
2025/4/24) 

35) 石岡市, 工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドラインにつ
いて, 

https://www.city.ishioka.lg.jp/shigoto_sangyo_machi/kigyoricchi/sangyoricchi_guide

/page006054.html, (最終閲覧：2025/4/24) 

36) 行方市, 工場立地法における敷地外緑地制度等に関するガイドライン, 

https://www.city.namegata.ibaraki.jp/data/doc/1500960330_doc_224_0.pdf, (最終閲

覧：2025/4/24) 

37) ひたちなか市, 工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライ
ン, 

https://www.city.hitachinaka.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/757/k

oujyouritti-sikitigairyokuti_guideline.pdf, (最終閲覧：2025/4/24) 

38) 筑後市, 工場立地法第９条による「勧告」をしないことができる場合

の基準, https://www.city.chikugo.lg.jp/var/rev0/0042/5569/guidelines.pdf, (最終閲
覧：2025/4/24) 

39) 福岡市, 工場立地法における敷地外緑地等に関する基準, 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/policy_mng/business/documents/sikitigai.pdf, 

(最終閲覧：2025/4/24) 

40) 鞍手町, 工場立地法第９条による「勧告」をしないことができる場合

の基準, 

https://www.town.kurate.lg.jp/jyutaku/documents/kojirittiho_kankokusinaikijun_teki

yo.pdf, (最終閲覧：2025/4/24) 

41) 古賀市, 工場立地法第9条による「勧告」をしないことができる場合
の基準, 

https://www.city.koga.fukuoka.jp/uploads/source/shoukou/%E5%B7%A5%E5%A0

%B4%E7%AB%8B%E5%9C%B0%E6%B3%95/guideline.pdf, (最終閲覧：
2025/4/24) 

42) 嘉麻市, 工場立地法第９条による「勧告」をしないことができる場合

の基準, https://www.city.kama.lg.jp/uploaded/attachment/2277.pdf, (最終閲覧：
2025/4/24) 

43) 中間市, 工場立地法に係る敷地外緑地ガイドラインを制定しました, 

https://www.city.nakama.lg.jp/soshiki/37/10482.html, (最終閲覧：2025/4/24) 

44) 安芸高田市, 工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン, 

https://www.akitakata.jp/akitakata-media/filer_public/b9/cd/b9cd1c6f-914b-4bd5-

8070-bf3f61f99f53/koujou-ritchi-hou-niokeru-shikichigai-ryokuchi-nado-ni-kansu-

rugaidorain.pdf, (最終閲覧：2025/4/24) 

45) 知立市, 工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン, 

https://www.city.chiryu.aichi.jp/material/files/group/5/sikitigairyokutigaidorain2.pdf, 

(最終閲覧：2025/4/24) 

46) 刈谷市, 敷地外緑地等に関するガイドライン, 

https://www.city.kariya.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/013/878/shikiti

gai.pdf, (最終閲覧：2025/4/24) 

47) 川崎市, 工場立地法に基づく敷地外緑地等制度について, 

https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000116010.html, (最終閲覧：2025/4/24) 

48) 横浜市, 工場立地法, 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/horei/horitsu/ritti/koujouricchi.html, 

(最終閲覧：2025/4/24) 

49) 南足柄市, 敷地外緑地等に関するガイドライン, 

https://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/global-image/units/155076/1-

20230116160452.pdf, (最終閲覧：2025/4/24) 

50) 門真市, 工場立地法の概要と届出手続き, 

https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/shiminbunkabu/6/3/2/19821.html, (最終閲
覧：2025/4/24) 

51) 高槻市, 敷地外緑地等に関する運用基準を策定しました, 

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/58/4316.html, (最終閲覧：2025/4/24) 

52) 新潟市, 工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドラインの制
定について, 

https://www.city.niigata.lg.jp/business/kigyo/tetsuduki/guideline2016.html, (最終閲
覧：2025/4/24) 

53) 燕市, 工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン, 

https://www.city.tsubame.niigata.jp/material/files/group/15/tsubamesikoujyourittihous

ikitigairyokutigaidorain.pdf, (最終閲覧：2025/4/24) 

54) 三条市, 工場立地法における敷地外緑地に関するガイドライン, 

https://www.city.sanjo.niigata.jp/material/files/group/19/gaidorainn1.pdf, (最終閲
覧：2025/4/24) 

55) 千葉市, 千葉市工場等緑化推進要綱, 

https://www.city.chiba.jp/toshi/koenryokuchi/ryokusei/documents/koujoutouryokuka.

pdf, (最終閲覧：2025/4/24) 

56) 御船町, 工場立地法届出, 

https://www.town.mifune.kumamoto.jp/page5058.html, (最終閲覧：2025/4/24) 

57) 玉名市, 工場立地法届出, 

https://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/388/2181.html, (最終閲覧：2025/4/24) 
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1． はじめに 
1-1. 研究の背景 
都市開発において将来的な滞在人口を推定することは重

要であり、開発事業者の事業性検討・集客ポテンシャル評

価に留まらず、都市環境・交通への影響評価の観点からも、

適切に事前評価を行う必要がある。しかし、現在、開発に

際して滞在人口推定に用いられる「大規模開発地区関連交

通計画マニュアル」1)は、大きく3つの施設立地都市区分別

の算定基準（用途別延床面積に係数をかけ合わせる既存の

算出フロー）となっており、地域毎の特性を十分に反映し

ているとは言い難い。その結果、往々にして過大な推定結

果（安全側の計算結果）に帰結し、インフラ整備の与条件

としては良いものの、適正な人口推定にはそぐわない。ま

た、大規模開発地区関連交通計画マニュアルでの算定に用

いられるパーソントリップ調査（以下、PT調査）は、調査

コスト等の実施に係る負担が大きく、実施間隔も概ね10年
と長い上、施策検討のためのデータに対するニーズに応じ

た内容となっていない等の理由から、実施頻度が減少傾向

にある 2)。 
一方で、携帯電話の基地局データやGPS技術の発達によ

り、都市の滞在者数や人々の回遊実態について過去に遡っ

て把握することが可能となり、それらを活用した人流分析

が注目されている。また、それらと機械学習の手法を活用

することで、新たな滞在人口の推定モデル構築の可能性が

模索されている。 
 
1-2．既往研究の整理と研究の位置づけ 
都市内の人口分布を捉えるビッグデータとして近年着目

されているものに「モバイル空間統計データ(1)」があり、土

木計画学・都市計画分野において研究の蓄積がみられる。   
滞在人口推定モデルに関する研究としては、有村らが 3) 

人々の滞在場所が時間帯別に記録された「モバイル空間統

計データ」と建物個々の詳細な立地情報が収録された「都

市計画基礎調査データ」といった2つのマイクロジオデー

タ 2)を統合的に用いることで、都市内の建物用途の変更・

再配置・集積が滞在人口に与える影響について分析してい

る。更にその後の研究で、生越ら 4)はRBFネットワークを

適用して、建物用途別延床面積から対象時間帯の入込人口

を推定するモデルを構築するとともに、推定をより細かい

空間単位で行うダウンスケーリング手法を開発している。 
しかし、上記の分析は推定対象範囲が4次メッシュに留

まっている点から建物単体の影響度を推定する段階には至

っておらず、その後の研究で奥村ら 5)は建物用途別延床面

積と滞在人口、移動時間からメッシュ間OD交通量を推定

する手法を開発している。ランダムフォレストを用いて特

徴量の寄与度を確認した上でデータセットを組み替え、そ

れにニューラルネットワークを適用することで精度向上へ

向けて試行している。 

機械学習を都市分析に活用した研究については、山野寺

ら 6)が LightGBM を用いて、衛星画像から建物属性と人口

を推定する手法の開発を行っている。また、稲田ら 7)は

CatBoost を用いて物件情報や電力データから神戸市におけ

る空き家分布の推定手法開発と発生予測分析を行い、作成

した推定モデルをSHAPから解釈することで空き家発生に

寄与する主要な要因を明らかにした。 
以上のように、都市内の人流データと建物用途別延床面

機械学習を用いた滞在人口推定モデルの開発とその活用可能性について 

 東京都臨海部エリアを対象として  

Development of a model for estimating population growth using machine learning and its potential applications 
 Forcusing on Tokyo Waterfront Area  
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This study developed a tool to estimate population growth at the district level using mobile GPS data and machine 
learning, which is crucial for assessing business feasibility and environmental impact in future urban development. A 
simulation model was established using training data sets that included GEOTRA Activity Data, ZENRIN Building 
Point Data, and other socio-economic data for Chuo, Koto, and Minato wards in Tokyo. Then, a case study was 
conducted in the Toranomon-Azabudai Area, Minato ward, with the simulation model, demonstrating reliable 
estimation accuracy. This result highlights the tool's potential utility in planning and decision-making processes, 
ensuring more informed and effective urban development strategies. 
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積を結び付け、ニューラルネットワーク系の機械学習アル

ゴリズム等を用いた滞在人口推定手法に関する論文は存在

するものの、勾配ブースティング等の決定木ベースのアン

サンブル学習系を活用したものは見受けられない。また、

いずれも4次メッシュ等の比較的大きな範囲を対象に分析

を行ったものが多く、建物単位での影響度推定に至ったも

のは見られない。 
 
1-3．研究の目的 
以上の背景を踏まえ、本研究では、人流データをはじめ

とした多様な都市データを用いて、敷地条件や開発後の建

物規模・用途構成等の与件から開発後の滞在人口を推定す

る機械学習モデルを構築し、開発事業者の検討初期段階で

の活用可能性を検証することを目的とする。開発事業にお

ける事前の影響把握を見据え、建物開発単位での影響度推

定を行うことができる地区街区スケール（125mメッシュ）

に着目し、決定木ベースの機械学習アルゴリズムを活用し

た滞在人口推定モデル構築を目指す。 
 
2．研究手法 
2-1．使用データ 
本研究では、マイクロジオデータと各種データを用いて

メッシュ毎の滞在人口の推定を行う機械学習モデルの構築

を行う。推定モデルの構築における学習データは大きく「滞

在人口」「建物条件」「立地条件」に分けられ、分類毎に活

用したデータの詳細を下記に示す。 
 
2-2．GEOTRA Activity Data 
「滞在人口」の学習にはGEOTRA Activity Data（以下、GAD）
を活用した。一般的に人流データは、多様なビッグデータ

を集計したマクロな情報のみを有し、個人情報保護の観点

より個人単位での移動情報は除去される。一方で、株式会

社 GEOTRA は、独自に開発したプライバシー保護技術に

より、個人情報の問題を解決した上での高粒度な人流デー

タ生成を可能にしている。道路・施設・人口等の諸データ

と KDDI 株式会社が保有する端末の契約情報及び GPS デ

ータと統合することでビッグデータを作成し、それを元に

複数のデータ加工や数理最適化手法を用いて個人情報の秘

匿性を確保しつつ、現実の傾向や統計情報を保持した仮想

のパーソントリップデータ生成を可能としている。 
石橋ら 8)は橋梁の重要度評価のために個人単位の人流デ

ータ（GAD）から仮想パーソントリップデータを作成し、

その活用可能性を検証している。本研究では6次メッシュ

といった建物開発単位での高粒度な分析を可能とするため、

「滞在人口」の学習データにGADを活用した。 
 
2-3．ゼンリンポイントデータ、建物用途区分の調整 
「建物条件」の学習に使用するデータは株式会社ゼンリ

ンのゼンリン建物ポイントデータ（以下、建物PD）（2022
年）(3)をもとに修正を加えたものを活用する。建物PD上の

建物用途分類は 40 項目程度に細分化されており、全ての

項目分類をそのまま学習に用いると、過学習等により推定

モデルの安定性低下を引き起こす可能性が想定される。そ

のため、類次する建物分類をまとめ「住居系」「業務系」「物

流系」「商業系」「宿泊系」「医療福祉系」「公共系」「教育系」

「その他」の9つの大項目で再分類を行った（表2）。 
また、物流関連の施設は一般的に来街者を誘発しない一

方で、建物 PD 上の小分類では業務系の施設に分類されて

いるケースが多く見られたため、新たに「倉庫・物流施設」

項目を設定し、再分類を行った。その他、建物 PD 上での

建物分類が実態の利用用途と明らかに異なると見受けられ

る項目については、土地利用現況調査（2023）を参照し、

適宜修正を加えた(4)。 
 

2-4．大規模商業施設と大型集客施設 
来街者増減に大きな影響を与えることが想定される建

物属性に関しては、「立地条件」として特徴量に反映させる

ために別途ラベル付けを行うものとした。日常的な消費活

動の場として、来街者の増減に寄与すると想定される大規

模な商業機能を持つ建物については、新規建物分類「大規

模商業施設」としてラベル付けを行った。分類に際する条

大分類 ゼンリン建物ポイントデータ上の小分類

1 住居系
個人の家屋,マンション,アパート,団地,寮・社宅,住
宅系建物

2 業務系 金融・保険,不動産,インフラ,専門職

3 物流系 宅配・引越・郵便,運輸,倉庫・物流施設

4 商業系

飲食物販(食品), 物販(衣料), 物販(日用雑貨), サー
ビス(レンタル), サービス(冠婚葬祭), サービス(生
活関連), サービス(自動車), サービス(その他), 自
動車関連, スポーツ施設, 娯楽, 商業系複合建物, 商
業系建物

5 宿泊系 ホテル・旅館

6 医療福祉系 医療・福祉,宗教関連

7 公共系 公共

8 教育系 教育

9 その他 その他

表2 ゼンリン建物ポイントデータの分類 

表1 参照データ一覧 

変数 参照元

滞在人口データ GEOTRA Activity Data

建物の延床面積 ゼンリン建物ポイントデータ

建物データ確認 土地利用現況調査

歩道・車道延長 OpenStreetMap

緑地面積 OpenStreetMap

交通量（乗降者数） 国土数値情報

年齢別人口 e-Stat

世帯数・世帯構成 e-Stat

就業者数 e-Stat

地価公示価格 国土数値情報

店舗数（業種別） POI

施設数（学校病院等） POI

鉄道駅・バス停 国土数値情報

大規模商業確認
一般社団法人 日本ショッピングセンター協会の定義
を参考に著者にて選定

集客施設確認 国土数値情報
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件は一般社団法人日本ショッピングセンター協会の定義を

参考に設定した(5)。また、イベント等の開催により一時的な

人口集中を引き起こす建物属性として、国土数値情報の「集

客施設」及び延床面積 1 万 m2 以上のスポーツ施設につい

ても同様に抽出を行い、「大型集客施設」として建物PD上

の該当建物にラベル付けを行った。 
 
2-5．その他使用するデータ 
「立地条件」の学習に関して、地価や駅の乗降客数等につ

いては国土数値情報を活用した。年齢別人口や世帯数等の

各種統計に関するものについては e-Stat(6)上のデータを活

用した。歩道・車道延長や緑地面積等の地理的条件につい

てはOpenStreetMapに記載のものを使用した（表1）。 
 
3．滞在人口推定モデルの構築 
3-1．機械学習モデルの概要 
本研究の機械学習モデルの構築のイメージを図1に示す。

2 章の各種データを用いて作成するデータセットを学習デ

ータとして機械学習モデルの構築を行う。本研究ではこれ

までに様々な領域において充分な実績を有する機械学習

モデルである勾配ブースティングを採用した。これは機械

学習における決定木を基にしたアンサンブル学習アルゴ

リズムであり、与えられたデータから、目的となる変数を

表現する「教師あり学習」と呼ばれる分野の推定モデルの

構築手法の1つである。高精度で信頼性が高く、また汎用

性も高い推定モデルを構築することが可能である。 
 

3-2．対象メッシュの指定 
本研究のモデル構築・分析の対象エリアについては、東

京都都心部・臨海部とその周辺を対象とした運用を想定し、

東京都中央区および江東区とし、構築した推定モデルを用

いて港区を対象に汎用性の検証を行うものとした。対象と

するメッシュの条件として、単体の開発が影響を及ぼす範

囲を考慮し、6 次メッシュ（125m メッシュ）で設定した。

対象メッシュ毎に「滞在人口」「建物条件」「立地条件」を

特徴量として勾配ブースティングによって学習することで、

1 メッシュ当たりのユニーク滞在人口を目的変数とする滞

在人口推定モデルを構築する。対象メッシュ範囲について

はモデル構築の精度を高めるため、GADにより生成したユ

ニーク滞在人口が極端に少ないメッシュを除外する方針と

し、DID地区の基準に倣いユニーク滞在人口密度4,000人/ 
km2以上（メッシュ当たりの人口が62.5人以上）のメッシ

ュを対象とした（図2）。 
また、推定モデルの汎用性を確認するため、DID条件に

より選定された中央区・江東区メッシュの内、7 割を学習

データ、3 割をテストデータとしてモデル構築と精度検証

を行った（図1）。 
 
3-3．特徴量の整理 
3-3-1．目的変数 
モデル構築における目的変数は 125m メッシュ毎の推定

滞在人口とした。また算出において区境界部分にまたがる

メッシュについては周辺自治体のデータも含めて算出す

るように設定した。 
 
3-3-2．従属変数（説明変数） 
3-3-2-1．建物条件 
建物条件については、一次的な訪問や滞在の発生源とな

る当該メッシュ内の建物に関して、用途毎の延床面積合計

に基づく特徴量の設定を行った。複合用途の大規模施設に

おいては、式（1）,（2）のように用途毎の階数で延床を按

図2 DID選定後の対象メッシュ（江東区・中央区・港区） 

Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, (c) OpenStreetMap 
contributors, and the GIS User Community 

図1 機械学習モデル構築の概要 

- 350 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.24, 2025 年 8 月
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.24, August, 2025 

分し、別の建物として分割処理を行った。 
作成したデータセット内には建物ポリゴンの形状を表

す項目が含まれず、ポイントで位置を指定するため、建物

が複数メッシュに跨るケースを適切に評価することがで

きない。そこで、式（3）,（4）のように面積に対応する円

ポリゴンを設定し、複数メッシュに割り付けることで建物

形状による影響を考慮した。 
広域での人流や滞在人口に大きな影響を与えると想定

される大規模商業施設や大規模集客施設関しては2章の条

件に基づき他用途とは別に分類し、「最近傍大規模商業施

設距離」または「最近傍集客施設距離」として特徴量に反

映した。距離の設定は建物 PD と対象メッシュの重心間距

離とし、対数ベースでの距離減衰を適用のうえで特徴量化

した。 

3-3-2-2．立地条件 
立地条件については、派生的な訪問や滞在の発生源とな

る当該メッシュ周辺の土地利用や交通アクセシビリティ

を考慮し特徴量化した（表3）。「最近傍距離」は建物PDと

対象メッシュ重心との距離とし、乗降客数はメッシュ毎の

「駅の乗降客数/駅との距離」の合計値とした。なお、距離

を含む特徴量はいずれも場合も距離減衰効果を考慮し、

1kmを上限として足切りを適用した。「商業系施設数」「集

客施設数」はメッシュ内に含まれる該当施設の件数を合計

した値で設定した。 

3-3-3．その他の特徴量条件 
建物条件・立地条件の特徴量の内、相関の高い特徴量同

士の積として「商業係施設数*商業地域」「商業系距離*商業

地域」「大規模商業施設*商業地域」「集客施設*商業地域」

の項目は追加で特徴量化を行った。 

𝐴𝐴 = 𝑁𝑁 𝐹𝐹⁄ (3) 

𝑅𝑅 = �𝐴𝐴 𝜋𝜋⁄ (4)

N  : 対象施設の延床面積 
F  : 対象施設の階数 
A  : 1フロア当たりの敷地面積 
R  : 円ポリゴンの半径 

図3  江東区・中央区モデルのSHAP 

表3 選定後の特徴量 
種類・詳細

住居系_円ポリゴン 住居系面積を円ポリゴン面積に換算
住居系_自身 メッシュ内の住居系の延床面積の合計
業務系_円ポリゴン 業務系面積を円ポリゴン面積に換算
業務系_自身 メッシュ内の業務系の延床面積の合計
物流系_自身 メッシュ内の物流系の延床面積の合計
商業系_円ポリゴン 商業系面積を円ポリゴン面積に換算
商業系_自身 メッシュ内の商業系の延床面積の合計
宿泊系_自身 メッシュ内の宿泊系の延床面積の合計
医療福祉系_自身 メッシュ内の医療福祉系の延床面積の合計
公共系_自身 メッシュ内の公共系の延床面積の合計
教育系_自身 メッシュ内の教育系の延床面積の合計
その他_自身 メッシュ内のその他の延床面積の合計
延床面積 建物自体の延床面積
地価 メッシュ重心から最も近い地価公示価格
乗降客数_線形距離減衰 メッシュ毎の駅の「乗降客数/駅との距離」の値の合計
最寄バス停距離　　　　 メッシュ重心から最も近いバス停との距離
最寄駅距離 メッシュ重心から最も近い鉄道駅との距離
最寄ターミナル駅距離_2路線以上 メッシュ重心から最も近い鉄道駅（2路線以上）との距離
最寄ターミナル駅距離_3路線以上 メッシュ重心から最も近い鉄道駅（3路線以上）との距離
最近傍公園距離 メッシュ重心から最も近い大規模公園との距離
最近傍大規模商業施設距離 メッシュ重心から最も近い大規模商業施設との距離
最近傍集客施設距離 メッシュ重心から最も近い集客施設との距離
最近傍住居系距離 メッシュ重心から最も近い住居系施設との距離
最近傍商業系距離 メッシュ重心から最も近い商業系施設との距離
最近傍業務系距離 メッシュ重心から最も近い業務系施設との距離
歩道面積 メッシュ内の歩道距離延長の合計
道路面積 メッシュ内の車道延長の合計
水域面積 メッシュ内の水域面積の合計
水域面積_500m メッシュ重心から500m圏域の水域面積
用途地域_商業地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
用途地域_工業地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
用途地域_工業専用地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
用途地域_準住居地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
用途地域_準工業地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
用途地域_第一種中高層住居専用地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
用途地域_第一種住居地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
用途地域_第二種住居地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
用途地域_近隣商業地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
商業系施設数_商業地域 商業系施設の数と商業地域の面積の積
商業系距離_商業地域 商業系施設距離と商業地域の面積の積
大規模商業施設_商業地域 大規模商業施設の数と商業地域の面積の積
集客施設_商業地域 大規模集客施設の数と商業地域の面積の積
住居系距離（1km,500m,250m） メッシュ重心から一定距離内に存在する住居系用途面積の合計
業務系距離（1km,500m,250m） メッシュ重心から一定距離内に存在する業務系用途面積の合計
商業系距離（1km,500m,250m） メッシュ重心から一定距離内に存在する商業系用途面積の合計
宿泊系距離（1km,500m,250m） メッシュ重心から一定距離内に存在する宿泊系用途面積の合計
物流系距離（1km,500m,250m） メッシュ重心から一定距離内に存在する物流系用途面積の合計
医療福祉系距離（1km,500m,250m） メッシュ重心から一定距離内に存在する医療福祉系用途面積の合計
公共系距離（1km,500m,250m） メッシュ重心から一定距離内に存在する公共系用途面積の合計
教育系距離（1km,500m,250m） メッシュ重心から一定距離内に存在する教育系用途面積の合計
商業系施設数 メッシュ内の商業系施設の数
事務所数 メッシュ内の事務所の数
飲食店数 メッシュ内の飲食店の数
店舗面積 メッシュ内の店舗面積の合計
第一種低層住居専用地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
第二種低層住居専用地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
第二種中高層住居専用地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
田園住居地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
東京駅距離 メッシュ重心と東京駅の距離

不採用

変数

立地
条件

建物
条件

採用

建物
条件

立地
条件

特徴量
の積

表4 江東区・中央区・港区モデルの評価指標の値 

学習時 検証時
学習データ 江東区・中央区 7割 -

テストデータ - 江東区・中央区 3割
決定係数 0.906 0.585
RMSE 0.230 0.489

誤差10%以内の
レコード割合

- 0.787

𝑁𝑁1 = 𝑁𝑁𝑟𝑟1 (1) 
𝑁𝑁2 = 𝑁𝑁𝑟𝑟2 (2)

N   : 対象施設の延床面積 
N1  : 分割後建物1の延床面積 
N2  : 分割後建物2の延床面積 
r1   : 対象施設の全階数に占める用途1の階数の割合 
r2   : 対象施設の全階数に占める用途2の階数の割合 
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3-4．選定した特徴量と推定モデルによる計算結果 
以上の条件を踏まえ決定係数(7)・RMSE(8)・誤差10%以内

のレコード割合（正解値に対する推定値が±10％の範囲に

存在するメッシュ数の割合(9)）の指標を通して特徴量選定

を行い、寄与率が低いものについては除いて推定モデルを

構築した（表 3）。特に開発事業における実用化を見据え、

多様な関係者間においてもツールの活用可能性に対する共

通理解を構築しやすいという観点から、誤差10%以内のレ

コード割合を重視するものとした。最終的な推定モデルの

SHAP と評価指標を示す（表 4・図 3）。各種指標について

一定の精度を確保することができ、誤差10%以内のレコー

ド割合については78%程度を確保することができた。 
 

4．滞在人口推定モデルの活用可能性 
4-1．滞在人口推定モデルの汎用性検証 

3章で構築した江東区・中央区モデルの汎用性を検証す

るために、港区テストデータ（DID選定後メッシュのうち

3割）を対象に推定を実施した（表5：検証①）。結果とし

て、各種指標について一定水準の推定モデルの汎用性が伺

える一方、全体的に過小評価する傾向がみられ、特に推定

滞在人口が多いメッシュについての推定精度に課題がみら

れた（図4）。推定モデルの学習に用いた江東区・中央区

と比べて、港区は滞在人口が相対的に多いメッシュが占め

る割合が高く（図2）、出力される推定値の上限の関係

上、適切な精度が得られなかったと考えられる。以上よ

り、推定精度の向上を図るためには学習モデルのチューニ

ングや学習データの拡大等が必要となることが分かった。 

 

4-2．滞在人口推定モデルの改善 
滞在人口が多いメッシュに対しての推定精度を向上させ

るため、新たに港区を学習データに含めた上で推定モデル

の再構築を行った（表6：検証②）。作成した江東区・中央

区・港区モデルを用いて前項と同様に港区のテストデータ

（試行①と同一メッシュ）を対象とした推定を行った結果、

滞在人口が多いメッシュについても精度の改善が確認でき

た（図5）。 

図4 人口レンジ毎のメッシュ数比較（検証①） 図5 人口レンジ毎のメッシュ数比較（検証②） 

図6  江東区・中央区・港区モデルのSHAP 

表5 検証①の評価指標の値 

学習データ 江東区・中央区 7割
テストデータ 港区 3割

決定係数 0.420
RMSE 0.635

誤差10%以内の
レコード割合

0.706

表6 検証②の評価指標の値 

 

学習データ 江東区・中央区・港区 7割
テストデータ 港区 3割

決定係数 0.781
RMSE 0.390

誤差10%以内の
レコード割合

0.900

表7 江東区・中央区・港区モデルの評価指標の値 

学習時 検証時
学習データ 江東/中央/港 7割 -

テストor検証データ - 江東/中央/港 3割
決定係数 0.823 0.652
RMSE 0.344 0.502
MAE 0.271 0.398

MAPE 4.724 6.960

誤差10%以内の
レコード割合

- 0.768
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江東区・中央区・港区モデル自体の各種指標に関して、

誤差 10%以内のレコード割合については江東区・中央区モ

デルと比較して若干低下するものの、76%以上の値は担保し

ており、一定の水準の誤差に留まっていると捉えられる（表

7）。以上に加え滞在人口が多い箇所の推定精度が向上した

点も踏まえ、実用性の観点から江東区・中央区・港区モデ

ルを採用することが望ましいと考える。作成した推定モデ

ルの各種指標を示す（図6）。 

4-3．面的開発事業での活用可能性 
開発事業の推進における本推定モデルの活用を見据えた

場合、市街地再開発事業に代表されるようなまとまった街

区単位を対象とした面的開発の分析を行うケースも想定さ

れる。それを踏まえ、作成した推定モデルを用いて直近の

東京都内の大規模再開発事業でのケーススタディとして虎

ノ門・麻布台地区を含む計 13 メッシュを対象に推定を行

った（図 7）。結果は正解データに対して+11％程度の誤差

に収まり、一定の精度が確認されたことが示された。 

5．まとめと今後の展望 
本研究では、非集計型の人流データであるGEOTRA 

Activity Dataとその他データをもとに、勾配ブースティ

ングを用いることで、建物用途・規模割合から将来の滞在

人口を推定する都心部モデルを構築することができた。港

区を対象とした汎用性の検証の結果、大規模な面的開発に

おいても一定の精度での推定結果が得られ、開発事業者の

初期検討での活用可能性を確認できた。今後は現行モデル

の精度向上に加え、属性別（来街者・就業者・居住者）

や、時間帯別（朝・昼・午後）のモデル構築により更なる

推定手法の多角化を目指すと共に、地方都市での推定に特

化したモデル構築も進めていきたい。 

【補注】 
(1) NTT ドコモの携帯電話ネットワークの運用データを統計処理

し、メッシュ内滞在人口を推計したもの。 
(2) ミクロスケールの様々な時空間データの総称。 
(3) 建物ポイントデータ/株式会社ゼンリンHP 
https://www.zenrin.co.jp/product/category/gis/contents/building-
point/index.html (閲覧日：2025年8月8日) 
(4) 土地利用現況調査上での分類が「倉庫運輸関係施設」に該当す

るものは「物流系」として判別した。 
(5) 「大規模商業施設」の条件は下記とした。 
①小売業の店舗面積は、1,000 m2以上であること。 
②テナントが10店舗以上含まれていること。 
③最大店舗の面積がショッピングセンター面積の 

80％程度を超えないこと。但し、最大店舗の面積を除いた 
小売業の店舗面積が1,000 m2以上である場合には、 
この限りではない。 

④広告宣伝、共同催事等の共同活動を行っていること。 
(6) e-Stat, https://www.e-stat.go.jp/ 

(7) 決定係数：予測結果の当てはまりの良さを示す。 
(8) RMSE：予測値と実際の値の差の二乗平均の平方根。誤差の大

きさを示す。 
(9) 誤差10%以内のレコード割合の割合については対数変換の上、

評価を実施した。 
【参考文献】 
1) 国土交通省 (2014), 「大規模開発地区関連交通計画マニュア

ル」, https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content/001480895.pdf, 2025
年7月1日閲覧. 
2) 国土交通省 （2024）, 「全国都市交通特性調査データを活用し

たシミュレーターの開発状況」, 
https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/content/001725266.pdf, 2025年7月1
日閲覧. 
3) 有村幹治, 鎌田周, 浅田拓海 (2017), 「マイクロジオデータの統

合化による建物用途別メッシュ入込人口の推計」, 土木学会論文集 
D3 (土木計画学), 72巻，5号，pp. I_515-I_522. 
4) 生越拓実，有村幹治，浅田拓海 (2017), 「RBFネットワークを

用いた時間帯別入込人口推計のダウンスケーリング手法の開発」, 
土木学会論文集 D3 (土木計画学), 73巻，5号，pp. I_483-I_491. 
5) 奥村航太, 有村幹治, 浅田拓海 (2021), 「マイクロジオデータと

機械学習手法を用いたメッシュ間 OD 交通量の推定」, 土木学会

論文集 D3 (土木計画学), 76巻，5号，pp. I_919-I_926. 
6) 山野寺瞭太、秋山祐樹、宮崎浩之、宮澤聡 (2024), 「衛星画像

とAIを用いた建物スケールのミクロな人口統計の実現」, 第33回
地理情報システム学会講演論文集. 
7) 稲田浩也, 三浦研 (2025), 「公的データの機械学習による空き

家の推定手法開発と発生予測分析」, 住総研研究論文集・実践研究

報告集, 51巻，5号，pp.61-70. 
8) 石橋 寛樹, 陣内 寛大, 石神 晴久, 森田 大樹, 岩城 一郎 
(2023), 「仮想パーソントリップデータを活用した迂回シミュレー

ションに基づく橋梁の重要度評価」, AI・データサイエンス論文集

4巻，3号，pp.1-9. 

図7 虎ノ門麻布台再開発と対象13メッシュ 

表8  対象13メッシュの推定結果 

学習データ 正解データ(人) 予測データ(人)
江東区・中央区・港区 9,632 10,694

- 353 -
※ 都市計画報告集は、査読プロセスの無い論文報告集です。 



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.24, 2025 年 5 月
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.24, May, 2025 

*非会員・東京都立大学卒業生（Tokyo Metropolitan University）
**正会員・東京都立大学（Tokyo Metropolitan University）

１．はじめに 

本研究では廃業後の銭湯跡地の建物用途と周辺環境の関

連性について、ロジスティック回帰分析による分析を行う。 
1－1．公衆浴場の定義と種類 

銭湯を含む公衆浴場は、温湯や温泉などを使用して一般

の人々を入浴させる施設を指す。公衆浴場を営む場合は、

保健所長の許可が必要であり、施設は衛生基準に適合させ

る義務がある。公衆浴場の種類は下記の３種類に分類され

る１）。 
① 普通公衆浴場: 銭湯などであり、地域の住民が日常的に
利用する保健衛生上必要な施設とされる。都道府県により

入浴料金の価格統制が行われる。 
② その他の公衆浴場（1 号）: 風俗営業等に関する法律に
基づき規制される公衆浴場である。 
③ その他の公衆浴場（2 号）: 上記に該当しない公衆浴場
で、スーパー銭湯やレジャー施設、福祉施設等に設置され

る施設が含まれる。 
1－2．銭湯の現状

昭和 45 年をピークに銭湯の数は急速に数を減らしてい
る。その要因としては自宅風呂の普及、施設の老朽化、燃

料費の高騰、また経営者不足によるものとされている。従

来の公衆衛生の場としての銭湯はその役割を終え、減少の

一途を辿っている。そのため今後急速に銭湯の廃業が進む

なかで跡地の増加が見込まれることが予想される。 
1－3．銭湯跡地の特徴 

銭湯跡地では既存設備を活用した商業利用など、固有の

用途利用がなされている。例えば、関西では銭湯空間を残

した醸造所や飲食店に転換された事例がある。また、足立

区では以前の銭湯を交流の図りやすい設計の元、共同住宅

に転換し、地域の憩いの場としての機能を継承した事例も

ある 2）。また銭湯の平均敷地面積は広く、広大な土地を有

しているため、跡地利用において大きな利点がある。しか

し、古い銭湯には土壌汚染の可能性や銭湯特有の機材、煙

突などを有するものもあり、解体費用が高いという課題も

存在する。これらの理由から銭湯跡地は独自の由縁によっ

て利用がなされることが推察される。 
1－4．既往研究 

銭湯の廃業と存続に着目した研究は複数行われている。

大井 3）は残存銭湯と周辺地域の変化に着目し時系列的に分

析した。千葉ら 4）は廃業銭湯及び現存銭湯の両者を対象に

ヒアリングなどを基に廃業要因、残存要因の分析、廃業銭

湯の跡地利用を追跡した。中山ら 5）は現存銭湯の浴室、及

び銭湯に来る人々の変容を時系列的に分析した。西橋ら 6）

は銭湯の営業形態に着目し、地域の銭湯密度や立地特性と

の関連を分析した。また定量的研究として、新井ら 7）は回

帰分析の手法を通じて周辺環境及び内部環境要因と銭湯の

閉鎖確率の関連性を明らかにした。 
以上より、銭湯の残存率や現存銭湯の変容に関しての研

究はなされているが、複数の地域に所在する廃業銭湯の跡

地建物利用に着目して定量的に分析した研究は見当たらな

い。 
1－5．研究目的 

以上より本研究では、価格統制が行われる普通公衆浴場

である銭湯のうち廃業したものを対象にして、廃業前の施

設の内部環境、周辺環境がその後の建物用途にどのような

影響を及ぼすのかを定量的に分析することで、建物用途の

決定要因を探ることを目的とする。本研究の新規性として

は廃業銭湯のみに着目する点、及び廃業後の建物用途を定

量的に分析し、銭湯固有の性質を複眼的に捉えながら解釈、

考察を行うことにある。また本研究の意義としては今後急

速に廃業化が進む銭湯において、銭湯独自の跡地活用の可

能性を示し、銭湯経営者や地方公共団体に対して銭湯跡地

利用の最適化や意思決定に資する知見を提供することが挙

げられる。 

２. 研究手法

2－1.対象地域及び銭湯

本研究における銭湯は、下記の方法で選定した。 

廃業銭湯跡地利用と周辺環境との関連性について 
Relationship between the use of the sites of closed public bathhouses and the surrounding environment 

山下航平*・吉川徹** 
Kohei YAMASHITA*, Tohru Yoshikawa** 

Redevelopment of public bathhouse (sentō) sites in Japan shows unique trends, often utilizing existing facilities for 
commercial purposes. Due to the rise of in-home bathing and aging infrastructure, sentō are rapidly disappearing. This 
study analyzes the relationship between the surrounding environment and the redevelopment of closed sentō sites. The 
results suggest correlations linked to specific redevelopment trends and the unique characteristics of these culturally 
significant spaces. 
Keywords: Sentō (public bathhouse), Logistic regression analysis, Stepwise method, Use of the site, Public bathhouses 

銭湯, ロジスティック回帰分析, ステップワイズ法, 跡地利用, 公衆浴場 
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東京都浴場組合ホームページに掲載される廃業銭湯リス

ト一覧、及び、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合 8)が発

行するぶらり湯めぐりマップ 9)に掲載されている東京都内

33市区を対象に、2011年10月〜2017年9月末に廃業が確
認された183施設の銭湯を抽出した。（図1） 

 

 
図1.廃業銭湯分布図(東京都) 

 
2－2. 分析手法 

本研究における分析手法としては R studio を用いたロジ
スティック回帰分析を用いる。目的変数は表１に示す8つ
の系の個々について、その系の利用がなされたかどうかと

する。初めに標準化前のデータをもとにステップワイズ法、

相関係数を用いた説明変数の絞り込みを行い、AIC（赤池
情報量基準）が低減する回帰モデルの構築を目指す。また

解析の過程で相互に強い相関が疑われた説明変数は、手動

で除外している。得られた結果については、標準偏回帰係

数を用いて解釈を行う。これにより説明変数間のばらつき

を統一し、各説明変数の影響度を相対的に評価し分析、考

察を行うことができる。 
2－3．目的変数について 

具体的な目的変数を表 1に記載する。目的変数となる建
物用途の確認手段としてはぶらり湯めぐりマップの銭湯の

住所データを基に、現地調査、ライフルホームズ等の物件

情報サイト、google street view、google mapの店舗一覧情報、
googleタイムマシン機能をもとに調査を行ない現在の跡地
利用建物用途を決定する。なお用途分類が難しいものに関

しては、いずれの系にも該当させていない。タイムマシン

機能では過去に銭湯が存在した時代の google street viewを
確認し正確な位置特定を行うために利用する。また建物用

途の分類に関しては、公共建築協会が作成した施設用途分

類表（表9：末尾参照）を参考に分類を行う。本研究では、
大分類の用途として住居系、産業施設系、福祉医療施設系、

駐車駐輪施設系、教育文化施設系の5種類と小分類の用途
として住居系に内包するものの内、戸建て系、集合住宅系、

産業施設系に内包するものの内、コインランドリー系の 3
種類に分類し、計8種類の用途を目的変数として、個々に
分析する。 

 
表1. 目的変数の系 

 

2－4．説明変数について 

使用する説明変数の一覧を表 2に記載する。本研究では
人口系、内部環境系、その他周辺環境系、犯罪系、教育系、

福祉医療系、用途地域系の系7系統、計42個の説明変数を
用いる。各データは QGIS、国土数値情報行政区域データ
10）、e-stat、CSVアドレスマッチングサービス 11）、ぶらり湯

めぐりマップ、警視庁HPによる区市町村の町丁別、罪種
別及び手口別認知件数のデータおよび東京都総務局統計部

による、東京都の町丁目別面積、東京都都市整備局の都市

計画情報等インターネット提供サービス等をもとに収集す

る。 
2－5．廃業年度の特定について 

本研究ではより精緻な廃業前の銭湯の周辺環境データを

収集すべく、ゼンリン住宅地図 12)による時系列調査を行な

った。これにより廃業銭湯183施設全ての銭湯の廃業年度
を特定し、説明変数の年度選択の基準とした。 

 
表2．説明変数一覧表 
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３．結果及び考察 

ここでは、AUCが0.7以上となった5つの目的変数の系
について、統計的有意性（P値0.05未満）が得られた説明
変数との関連性を分析、考察する。 

 
3－1．コインランドリー系の解析結果 

 

表3.コインランドリー系の解析結果 

 
 
銭湯跡地がコインランドリー系用途として利用されたか

どうかの解析結果を表3に記載する。人口系の説明変数が
１、内部環境系の説明変数が２、その他の周辺環境系が1、
教育系の説明変数が 1，福祉医療系の説明変数が 1の計 6
個の説明変数が統計的有意であった。 
人口系の変数では「15－64歳商圏人口比率（Ⅹ2）」が正
の標準偏回帰係数を示し、「徒歩圏の生産年齢人口割合」が

増加すると銭湯跡地はコインランドリー系用途として利用

されやすいことが示唆された。生産年齢層にとって、家事

の時短は重要な課題であり、銭湯は入浴という生活に必要

な行為を補助することで、家事の負担軽減に貢献していた。

これがコインランドリーに形を変えて多忙な人々の衛生需

要を満たしていると考えられる。 
内部環境系の変数では、「薬湯の有無（Ⅹ9）」が負の標準
偏回帰係数を示しており、これにより廃業前の銭湯におい

て「薬湯」を有している場合、銭湯跡地はコインランドリ

ー系用途としての利用が低減することが示唆された。また

「サウナの有無（Ⅹ10）」は正の標準偏回帰係数を示してお
り、「サウナ」を有していることは、跡地のコインランドリ

ー系用途としての利用を促進することが示唆された。 
その他周辺環境系からは「商圏コインランドリー数（Ⅹ

14）」が負の標準偏回帰係数を示した。よって「周辺コイン
ランドリー数」の増加はコインランドリー系用途として利

用されづらいことが示唆された。コインランドリーが多い

地域は立地戦略の対象外となることが示唆される。 逆に言
えば、コインランドリーが少ない地域では、住民の潜在的

なニーズが満たされていない可能性があることから、その

ニーズを対象とすることによって、コインランドリーとし

ての利用が図られやすいものと考えられる。 
教育系の説明変数では、「小学校数（Ⅹ21）」が正の標準偏
回帰係数を示しており、これにより「地域の小学校数」が

増加することによって、コインランドリー系用途としての

利用確率が向上することが示唆された。 

福祉医療系では「老人福祉施設数（Ⅹ27）」が負の標準偏
回帰係数を示した。これにより地域の「老人福祉施設」の

増加はコインランドリー系用途としての利用を低減するこ

とが示唆された。 
以上をまとめると、銭湯がサウナを有していて、生産年

齢人口が多く、小学生やその家族が多く暮らす街で、周辺

にコインランドリーの数が少なく、経済面や介護に困って

いる高齢者が少ないとされる地域において銭湯跡地はコイ

ンランドリー系用途として利用されやすいという結果にな

った。 
有意性を示した、説明変数の系ごとの標準偏回帰係数を

確認すると、人口系の「15－64歳商圏人口比率（Ⅹ2）」の
影響度が最も大きいことが示唆された。このことから徒歩

圏における生産年齢人口とコインランドリー系用途利用の

間には深い関連がある事が示唆された。また内部環境系の

説明変数である、「薬湯の有無（Ⅹ9）」と「サウナの有無（Ⅹ
10）」の標準偏回帰係数の合計値は「15－64 歳商圏人口比
率（Ⅹ2）」に次いで多く、銭湯独自の内部環境がその後の
コインランドリー系用途利用に大きく影響することが示唆

された。 
3－2．産業施設系の解析結果 

 

表4.産業施設系の解析結果 

 
 
銭湯跡地が産業施設系用途として利用されていた場合の

解析結果を表4に記載する。人口系の変数から１、内部環
境系から1、犯罪系から１、教育系から1、用途地域系から
１の計5個の説明変数が有意性を示した。 
人口系からは「0－14歳商圏人口比率（Ⅹ1）」が正の標準
回帰係数を示した。これにより「徒歩圏の若年人口割合」

が増加するごとに銭湯の廃業跡地は産業施設系用途として

利用されやすいことが示唆された。 
内部環境系からは「駐車場の有無（Ⅹ8）」が正の標準偏回
帰係数を示した。これにより廃業前の銭湯が「駐車場」を

有していた場合、その後の跡地は産業施設用途として利用

されやすいことが示唆された。 
犯罪系からは「粗暴犯件数比率（Ⅹ16）」が正の標準偏回
帰係数を示した。よって地域における「粗暴犯犯罪」の割

合が高いことは、産業施設系用途としての利用を高めるこ

とが示唆された。 
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教育系からは「中学校数（Ⅹ22）」が負の標準偏回帰係数
を示した。これにより「地域の中学校数」が増えると廃業

銭湯跡地は産業施設系用途として利用されづらいことが示

唆された。 
用途地域系からは、「近隣商業地域（Ⅹ39）」が正の標準偏
回帰係数を示しており、廃業前の銭湯が「近隣商業地域」

に位置している場合において、産業施設系の用途に転用さ

れやすいことが示唆された。 
以上をまとめると、若年人口が多く、銭湯に駐車場があ

り、外での人に対する犯罪が多く、周辺に中学校が少なく、

生活利便性の向上が求められる地域において銭湯跡地は産

業施設化しやすいことが示唆された。 
有意な説明変数の内、標準偏回帰係数の絶対値を確認す

ると教育系の「中学校数（Ⅹ22）」の影響度が大きいことが
明らかとなった。このことから廃業銭湯跡地において中学

校の集積数は産業施設用途と深い相関がある事が明らかと

なった。 
3－3．福祉医療施設系の解析結果 

 

表5．福祉医療施設系の解析結果 

 
 
銭湯跡地が福祉医療施設系用途として利用されていた場

合の解析結果を表 5に記載する。内部環境系から 1、犯罪
系から１、教育系から 2、福祉医療系から 2個の計 6個の
説明変数が有意として選択された。 
内部環境系では「サウナの有無（Ⅹ10）」が正の標準偏回
帰係数を示しており、廃業前の銭湯が「サウナ施設」を有

している場合、福祉医療施設系の用途利用がされやすいこ

とが示された。 
犯罪系からは「非侵入窃盗件数比率（Ⅹ18）」が正の標準
偏回帰係数を示した。これにより、「非侵入窃盗系犯罪」が

多い地域において福祉医療施設系用途の利用がされやすい

ことが示唆された。これは治安が悪いものの、自動車等に

よる交通利便性が高い立地であることが推察される。また

銭湯の治安の良さのイメージに加え、集客が見込みやすい

ことから、このような地域でも福祉医療施設が立地しやす

いものと思われる。 
教育系からは「中学校数（Ⅹ22）」が負の標準偏回帰係数
を示した。これにより地域の「中学校数」が増加するごと

に福祉医療施設系用途としての利用が減少することが示さ

れた。また「高等学校数（Ⅹ23）」は正の標準偏回帰係数を
示した。よって「高等学校数」が多いほど、福祉医療施設

系用途への利用が増加することが示唆された。 

福祉医療系からは、「有料老人ホーム数（Ⅹ25）」、「介護老
人福祉施設数（Ⅹ29）」がともに正の標準偏回帰係数を示し
ており、それぞれ増加するごとに跡地は福祉医療施設系用

途として利用されやすいことが示唆された。 
以上をまとめると、銭湯にサウナがあり、外でモノを狙

った犯罪が多く、周辺に中学校は少ないが高校が多い地域、

富裕層高齢者や介護が必要な高齢者が多いとされる地域に

おいて銭湯跡地は福祉医療施設系用途として利用されやす

いことが示唆された。 
得られた有意な説明変数の標準偏回帰係数を確認すると、

教育系の「高等学校数（Ⅹ23）」が最も高かった。よって廃
業銭湯跡地において地域の「高等学校数」の集積数は銭湯

跡地における福祉医療施設系用途利用と深い関連がある事

が示唆された。 
3－4．教育文化施設系の解析結果 

 

表6.教育文化施設系の解析結果 

 
 
銭湯跡地が教育文化施設系用途として利用されている場

合の解析結果を表6に記載する。人口系から2個、教育系
からは2個、福祉医療系からは1個、用途地域系から3個
の有意な説明変数が選択された。 
人口系では「母子世帯数比率（Ⅹ4）」が負の標準偏回帰係
数を示したことから、徒歩圏における「母子世帯」の増加

は教育文化施設系用途として利用を低減することが示唆さ

れた。また「父子世帯数比率（Ⅹ5）」は正の標準偏回帰係
数を示し、徒歩圏の「父子世帯」が増加すると、教育文化

施設用途としての利用がされやすいことが示唆された。 
教育系からは、「幼稚園数（Ⅹ20）」が負の標準偏回帰係数
を示した。これより地域の「幼稚園数」が増加するごとに、

教育文化施設用途としての利用がされづらいことが示唆さ

れた。一方で「高等学校数（Ⅹ23）」は正の標準偏回帰係数
を示した。これにより、「高等学校数」が増えると教育文化

施設系用途としての利用がされやすいことが示唆された。 
福祉医療系からは、「軽費老人ホーム数（Ⅹ30）」が正の標
準偏回帰係数を示した。このことから、「軽費老人ホーム」

の増加は、教育文化施設系用途としての利用を促進するこ

とが示唆された。 
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用途地域系からは「第 1種住居地域（Ⅹ37）」「近隣商業
地域（Ⅹ39）」「商業地域（Ⅹ40）」の3個の説明変数におい
て正の標準偏回帰係数を示しており、いずれの用途地域に

所在する場合においても廃業銭湯は教育文化施設用途とし

て利用されやすいことが示唆された。これらの立地は教育

文化施設に適切な用途地域だと思われる。また商業地域に

おける銭湯は地元住民に限らず多種多様な人々が往来する、

文化交流拠点としての性質を帯びていたことから、その性

質を継承した教育文化施設系としての利用は成立しやすい

と考えられる。 
以上をまとめると、母子家庭や幼稚園は少ないが、父子

家庭や低所得な非自立高齢者が多く、周辺に高校が多く、

商業利用可能な地域において銭湯跡地は教育文化施設系用

途として利用されやすいことが示された。 
有意な説明変数の系ごとの標準偏回帰係数の絶対値を比

較すると、教育系の「高等学校数（Ⅹ23）」の値が最も高い
結果となった。よって銭湯廃業跡地において、地域の「高

等学校数」の集積数と教育文化施設系用途としての利用は

深い関係性がある事が示唆された。 
3－5．戸建て系の解析結果 

 

表7.戸建て系の解析結果 

 
 
銭湯跡地が戸建て系として利用されていた場合の解析結

果を表7に記載する。人口系から３個、その他周辺環境系
から１個、教育系から2個、福祉医療系から４個、用途地
域系から１個の説明変数が有意として確認された。 
人口系の説明変数では「0－14 歳商圏人口比率（Ⅹ1）」、
「「65歳以上商圏人口比率（Ⅹ3）」が正の標準偏回帰係数、
「15～64歳人口比率（Ⅹ2）」が負の標準偏回帰係数を示し
た。これにより徒歩圏の若年人口、高齢者人口の増加は、

戸建て利用を促進、一方で生産年齢人口の増加は、低減す

る結果となった。 
その他周辺環境系からは「最寄り公共交通機関までの徒

歩所要時間（Ⅹ13）が正の標準偏回帰係数を示し、アクセ
ス性の低下が戸建て用途利用を加速化させる結果となった。 
教育系からは「小学校数（Ⅹ21）が負、「中学校数（Ⅹ22）」
が正の標準偏回帰係数を示した。よって地域の小学校数が

少なく、中学校が多い地域において戸建て用途利用されや

すい結果となった。 
福祉医療系からは「病院数（Ⅹ24）」及び「その他の社会
福祉施設数（Ⅹ32）」が正の標準偏回帰係数したことからこ
れらの施設の増加は、戸建て利用を促進し、一方で「有料

老人ホーム数（Ⅹ25）」、「老人福祉施設数（Ⅹ27）」が負の
標準偏回帰係数を示したことから、これらの増加は戸建て

利用を低減する結果となった。 
用途地域系からは、「近隣商業地域（Ⅹ39）」が負の標準偏
回帰係数を示し、この地域に立地する銭湯の戸建て利用可

能性は低下することが示唆された。 
以上をまとめると、徒歩圏の若年人口や高齢者人口が多

い一方で生産年齢人口が少なくアクセス性に乏しく、地域

の中学校が多い一方で小学校は少ない、病院やその他福祉

サービスが充実していると考えられる地域、高齢者富裕層

や低所得な非自立または自立高齢者が少ないとされる地域、

近隣商業地域に位置しない場合において跡地の戸建て利用

がなされやすいことが示唆された。 
尚得られた標準偏回帰係数の絶対値を比較したところ、

人口系の「15～64歳人口比率（Ⅹ2）」の値が最も高く、銭
湯跡地の戸建て利用に大きな影響を及ぼすことが示唆され

た。 
3－6．小括 

7 系統の説明変数全てにおいて、銭湯廃業跡地用途との
関連性が示された。得られた標準偏回帰係数の値の中で各

目的変数に対して最大の絶対値を示すものを抽出したとこ

ろ以下の結果が得られた（表8）。 
コインランドリー系、戸建て系では人口系の説明変数と

強い関連性があり、また福祉医療施設系、教育文化施設系、

産業施設系では教育系の説明変数と強い関連性があること

が示唆された。 
 

表 8.各目的変数に対して最大の偏回帰係数を示す説明変

数 

 
 

4．まとめ 

4－1.結果の総括 

以上より得られた結果をまとめる。 
（１）生産年齢人口が多く、小学生やその家族が多く暮ら

す街で、周辺にコインランドリーの数が少なく、経済面や

介護に困っている高齢者が少ないとされる地域、銭湯がサ

ウナを有していると跡地はコインランドリー化しやすい。 
（２）若年人口が多く、銭湯に駐車場があり、外で人に対

する犯罪が多く、周辺に中学校が少なく、生活利便性の向

上が求められる地域において銭湯跡地は産業施設化しやす

い。 
（３）銭湯にサウナがあり、外でモノを狙った犯罪が多く、 

目的変数の系 戸建て系

説明変数の系

目的変数の系 福祉医療施設系 教育文化施設系 産業施設系

説明変数の系

コインランドリー系

教育系

人口系
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表9.目的変数 施設用途分類表 

 

周辺に中学校は少ないが高校が多い地域、富裕層高齢者や

介護が必要な高齢者が多いとされる地域において銭湯跡地 
は福祉医療施設化しやすい。 
（４）母子家庭や周辺に幼稚園は少ないが、父子家庭や低

所得な非自立高齢者が多く、周辺に高校が多い、商業利用

可能な地域において銭湯跡地は教育文化施設化しやすい。 
（５）徒歩圏の若年人口や高齢人口が多い一方で生産年齢

人口が少なくアクセス性に乏しく、地域の中学校が多い一

方で小学校は少ない、病院やその他福祉サービスが充実し

ていると考えられる地域、高齢者富裕層や低所得な非自立

または自立高齢者が少ないとされる地域、近隣商業地域に

位置しない場合において跡地は戸建て化しやすい。 
（６）全体傾向として人口系や教育系の説明変数と強く関

連する目的変数が多く、徒歩圏の年齢別の人口や周辺の主

に思春期世代を対象とした教育施設の集積数は銭湯跡地利

用と深い関連があることが示唆された。また8つの目的変
数のうち、コインランドリー系、産業施設系、福祉医療施

設系、教育文化施設系、戸建て系の5つにおいて識別能力
（AUC）が0.7を上回る回帰モデルの構築が出来た。 
4－2.今後の課題 

銭湯に関する先行研究の少なさやデータの細分化が挙げ

られる。銭湯を用いた定量的研究に関してはその数が少な

く、先行研究から関連の高い説明変数を用意することに困

難を極めた。また用意した説明変数の中には廃業前年の状

況を正確に示すものは少なく、最も近しい年度における値

等で対応しているため、今後より詳細な説明変数データを

収集することが求められる。また銭湯固有の性質を明らか

にするためには、実地調査やアンケート調査などの直接的

な研究が有益と思われる。また本研究では、東京都のみを

対象としたが、地方において同様の分析をすることで異な

る結果を得られる可能性がある。複数の都市を対象に地域

ごとの比較分析を行うことも今後求められる。 
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1．はじめに 
日本における交通事故発生件数はコロナ禍以降減横ばい

傾向であり、令和 5年には 19年ぶりに前年より増加した
1)。この背景にはコロナ禍による行動制限とその解除などが

考えられる。しかしながら、第11次交通安全基本計画にお
いて掲げられた交通事故による年間24時間死者数2000人
以下及び年間重傷者数 22000人以下の目標 2)を達成するた

めには、更なる交通事故数の低減が必要である。 
日本の交通事故にはいくつか特徴がある。一点目は諸外

国と比べ交通事故死者数に占める歩行中及び自転車乗車中

の割合が高い点 3）、二点目は上記した歩行中及び自転車乗

車中の交通事故死者数のうち約7割が高齢者である点であ
る 4)。今後も高齢化が進行することで、この傾向はさらに

深刻化することが予見できる。上記のような特性を持つ日

本において、効果的な交通事故対策を行うためには、歩行

者及び自転車の交通が多く、かつ高齢者の行動範囲となり

やすい生活道路への着目が不可欠である。 
交通事故の発生と周囲環境の関係性に着目した国内の既

往研究としては、香川県内の三つの市を対象とし、プロー

ブデータを用いてメッシュ単位でポアソン回帰モデルにて

事故リスクの要因分析を行い、人口密度が低く、工業地・

農業地エリアの割合が高い場所で死亡事故の発生確率が高

いことなどを明らかにした福井らの研究 5)、生活道路にお

ける交通事故の発生要因と街路環境の関係性を明らかとす

ることを目的とし、ロジスティック回帰分析を用いて交通

事故形態ごとの交通事故発生要因を解析した木村らの先行

研究 6)などがある。また、海外の研究事例としては、道路

特性と交通事故発生場所の関連について調査し、事故多発

地帯の特定及び改善策の提案を行ったイランにおける研究
7)や、社会経済、土地利用、歩道施設等の社会環境と歩行者

事故の関連について調査したカナダにおける研究 8)などが

ある。 
これらの既往研究より、交通量や車線数、道路幅員など

の道路環境要因、時間帯や歩道施設などの周囲環境要因、

土地利用方法や周辺人口状況といった社会的要因など、交

通事故発生にはミクロからマクロまで様々な要因が関わっ

ていることが示唆されている。しかしながら、それらを包

括的に加味して生活道路の交通事故を解析した研究は見当

たらない。そこで本研究では、生活道路において交通事故

発生率の上昇につながる要因を多面的に解析し、効果的な

交通安全対策の示唆を得ることを目的とする。 

2. 分析手法 
2-1. 概要 
研究対象区域内における各道路の交通量を推定し、その

結果を用いて、目的変数を交通事故の発生有無、説明変数

を交通事故発生要因とした AIC による変数増減法を適用

したロジスティック回帰分析を行う。 
2-2. 対象区域 
本研究では八王子市内四箇所、高倉町、元横山町1丁目、

子安町2丁目、七国2・6丁目のゾーン30区域を対象区域

とした（図 1）。ゾーン 30とは、歩行者や自転車の安全を
確保することを目的とし、警察により制定されている住宅

街区域を示す。第一低層住居専用地域等の区域と異なり、

すでに住宅街になった箇所に後から制定される区域のため、

生活の場以外の用途に使用されている土地が少なく、今回

の検証に適していると判断した。なお、ゾーン30を囲んで

いる道路については、幹線道路でない道路は研究対象内と

した。本研究において幹線道路とは道路交通センサスに交

通量記載がある道路を指す。 

生活道路において交通事故発生率を減少させる要因 

 －ゾーン30に着目して－

FACTORS THAT REDUCE THE OCCURRENCE OF TRAFFIC ACCIDENTS ON RESIDENTIAL ROADS 
－ Focusing on Zone 30 － 

木村未唯*・吉川徹**・讃岐亮** 
Miyu Kimura*, Tohru Yoshikawa**, Ryo Sanuki** 

For reducing traffic accidents, it is important to pay attention to residential roads. Therefore, a logistic regression analysis 
was conducted to identify the locations where traffic accidents are most likely to occur. The analysis revealed the 
following two points. 
1. Effective traffic accident reduction measures differ depending on traffic volume, type of accident, and driver age 
group. Therefore, it is necessary to consider measures according to the environment of the roads where we plan to 
reduce accidents. 
2. Land use ratio and population distribution also affect the accident likelihood.
Keywords: Traffic accident, Residential road, Logistic regression analysis, Traffic volume, Stepwise method 

交通事故, 生活道路, ロジスティック回帰分析, 交通量, ステップワイズ法 

- 162 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.24, 2025 年 5 月  
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.24, May, 2025 

 
 

2-3. 交通量推定 
複数の既往研究において交通量が交通事故発生率に影響

を及ぼす結果が報告されていることから、より実用性が高

い要因推定を行うためには交通量の情報取得は必要である。

しかしながら、国土交通省で実施されている交通量調査で

は生活道路は計測対象外であり、また、プローブ情報等を

活用しても細街路の複雑性や量の膨大さゆえにデータを得

られない生活道路が多数存在する。 
そこで本研究では、小林ら 9)が提唱した道路幅員や土地

利用などの情報から細街路の交通量推定を行う手法を採用

し交通量データの取得を行う。推定のプロセスは図2に示

す。交通量の推定に必要となる土地利用情報の取得には、

Project PLATEAUにて公開されている八王子市の 3D 都市

モデル2022年度版に内包されたデータを使用した。 
2-4. ロジスティック回帰分析 
説明変数と目的変数は次のとおりである。 
説明変数は既往研究等を参考に、道路構造、道路環境、交

通規制、歩道構造、歩道環境、接続道路環境、土地割合、

交通量、地域状況、人口割合、通勤通学区分の 11 種類 41
項目とした（表1）。このうち、歩道構造における歩道幅員

1は道路両端の歩道のうち広い方の幅員、歩道幅員 2は狭

い方幅員である。また、歩道幅員 1と歩道幅員 2、幅員別

接続道路数の2mと3m、4mから6m、7mから9mを合計
した数値を別途説明変数として挿入し、回帰式の精度が高

い場合には合計値を採用している。 
説明変数の取得には、Google Mapの航空写真やストリー

トビュー、令和2年度に実施された国勢調査の情報等を使

用した。また、本研究の説明変数にはダミー変数やメート

ルなどさまざまな単位が混在しているため、各変数の影響

力がより明快になるよう、説明変数は標準化した上でロジ

スティック回帰分析を行っている。 
先行研究 5)と同様に、目的変数は交通事故有無とした。交

通事故発生地点を含む交通事故データは、警察庁が配布し

ている交通事故統計情報のオープンデータを使用し、2019
年から 2023年までの 5年間に対象区域内で起きた交通事

故情報を取得した。事故発生が無い箇所のデータは、対象

区域内の道路約100m間隔に測定点を設けた。 
また、様々な状況下において交通事故発生率を上下する

要因がどのように変化するのかについて比較を行うため、

交通事故データを交通量、年齢層、当事者種別で分類し、

解析を行った。 
 
3. 解析結果と考察 
3-1. 解析について 
説明変数の選択には相関係数とステップワイズ法を用い、

多重共線性のある説明変数を省いた。また、結果の表では

選択されなかった説明変数を省いて記載している。 

 
図1 ゾーン30の位置 

 

 
図2 交通量推定フロー 

 
表1 ロジスティック回帰分析における説明変数  

 

Q=交通量

1.交通量区分判定

D= 0.0031×幹線道路最短距離＋

0.23・道路幅員-0.008・リンク長

+ 0.08・制限速度-5.01

Q= 7.41・工業地割合-14.2・住宅

地割合-41.7・商業地割合

+ 68.2・道路幅員+ 30.7・駐車場

数+ 0.003・加重幹線交通量+ 24.2

2.断面交通量モデル 2.細線密度モデル

K= 0.74・道路用地割合-

0.36・住宅地割合+ 4.0・駅数

+ 0.41・商業地割合+ 9.75

D < 0D > 0

Q = K・13

分類 説明変数 

道路構造 道路幅員 

道路環境 中央線有無、中央線⾊有無、道路標⽰-⽂字、 

道路表⽰-記号、リンク⻑、付近横断歩道距離 

交通規制 法定速度、信号有無、横断歩道有無 

歩道構造 歩道幅員1、歩道幅員2 

歩道環境 歩道⾊有無、歩道段差有無、街路樹有無、縁⽯有無、 

防護柵有無 

接続道路環境 接続道路数、接続道路最⼤⾞道幅員、 

⾞道幅員別接続道路数-2m、3m、4m、5m、6m、7m、8m、

9m、10m 以上 

⼟地割合 商業地割合、⼯業地割合、住宅地割合 

交通量 交通量 

地域状況 世帯⼈数、持ち家率 

⼈⼝割合 0~15 歳割合、65 歳以上割合 

通勤通学区分 ⾃市区町村、他市区町村、他県 
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3-2. 交通量に関する比較 
取得した全ての交通事故について目的変数を 1とした解
析（以下、総合解析と呼ぶ）と、交通量が300台未満（以

下、低交通量）、300台以上1000台未満（以下、中交通量）、

1000台以上（以下、高交通量）の場所で起きた交通事故を

それぞれ解析した結果を比較したものが表3である。 
第一に道路構造に着目すると、各交通量区分において道

路幅員における回帰係数は負の値を示している。これは、

いずれの交通量区分においても幅員の狭い道路における交

通量増加は事故リスクの向上に繋がることを示唆している。

特に高交通量において影響力が大きく、狭い高交通量道路

を通行する際には一層の注意が必要である。 
第二に道路環境に着目すると、低交通量では文字による

道路表記近辺で事故率の上昇傾向、記号による道路標示近

辺で事故の減少傾向が見られた。この傾向は交通量区分以

外の解析でも確認されており、一貫した傾向であると考え

られる。文字による道路標示近辺で事故率の上昇が見られ

た理由としては二点考えられ、一点目は運転手が道路上の

文字の認知に注意を注ぐことで周辺状況に対する注意力が

低下し事故を誘発している可能性、二点目は、文字による

道路標示の設置地点が関係している可能性である。対象地

域内における文字による道路標示には、ゾーン 30 区域の

入り口を示すものが多く、それらはゾーン 30 を囲む比較

的広めの道路からゾーン 30 内の狭い道路に接続する箇所

に標示されやすい傾向にある。そのため、広い道路から狭

い道路への接続箇所において事故率が増加している可能性

も考えられる。また、低交通量および高交通量において、

リンク長の長い道路で事故の増加傾向が見られた。回帰係

数の絶対値に着目すると、低交通量においての影響が若干

高くなっている。交通量を目的変数、各道路環境を説明変

数とした重回帰分析結果が表4となる。なお、解析時には
標準化を行っている。表より、交通量増大に伴い道路幅員

の増大傾向が見られると言える。このことから、低交通量

道路では道路幅員が狭い確率が高いと推測される。そのた

め、幅員の狭い低交通量道路では幅員の広い高交通量道路

と比較してリンク長が短い道路において見通しが悪化しや

すく、このような結果となったのではないかと考察する。

さらに、低交通量において、総合解析と同様に横断歩道ま

での距離が遠いほど事故発生率が低下する傾向が見られた。

回帰係数の絶対値に着目すると、総合解析と比較して低交

通量でより影響が大きく出ている。狭い道路では見通しが

悪い傾向があるために、横断歩道の認識が遅れやすいため

ではないかと考えられる。 
第三に交通規制に着目すると、中交通量では速度の上昇

に伴い事故率の上昇傾向が見られた。法定速度上昇の利点

としては交通の円滑化、欠点としては停止距離の増加が挙

げられるが、中交通量においては欠点が顕著に表れている

のではないかと考えられる。また、p値が有意ではないが、

高交通量において信号付近で事故の増加傾向が見られた。 
第四に歩道構造および歩道環境に着目すると、高交通量 

表3 交通量ごとの結果 

 
表4 交通量を目的変数とした重回帰分析 

 
において歩道幅員の増大、中交通量では縁石の設置に伴い

事故の増加傾向が見られた。双方の理由としては、歩道と

車道が物理的に分離されドライバーの心理的負担が減少す

ることによる注意力の低下や、無謀な運転の増加が考えら

れる。 
第五に接続道路環境に着目すると、低交通量では狭い道

路との接続で事故率の低下傾向、中交通では接続道路数が

少なく中程度の道路との接続で事故率の減少傾向、高交通

量においては中程度の幅員の道路との接続と比較し、車道

幅員 10m 以上の道路との接続で事故増加率が減少する傾

向が見られた。交通量の上昇に比例して道路幅員も増幅す

る傾向があることを踏まえると、それぞれの道路の幅員と

近しい道路との接続では事故が発生しにくくなっているの

ではないかと考えられる。また、中交通量において接続道

路数の増加に伴い事故率の増加が見られた要因としては、
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道路の複雑化が原因ではないかと推測する。 
第六に土地割合に着目すると、低交通量および高交通量

において、商業地割合と住宅地割合の上昇で事故の増加傾

向が見られた。要因としては、双方の割合上昇に伴い区域

内の滞在人数が増加することが考えられる。商業地割合の

高い地域では他地域からの人の流入、住宅地割合が高い地

域では区域内の住居人数の増加に繋がると考えられる。人

数が増えることで各種の事故がおこりやくなっているので

はないかと推測する。 
3-3. 当事者種別に関する比較  
本節では自動車対自動車事故（以下、車両事故）、自動車

対二輪車事故（以下、二輪車事故）、自動車対自転車事故（以

下、自転車事故）、自動車対歩行者事故（以下、歩行者事故）

の比較を行う。 
図 3は事故件数を交通量ごとの測定点数で割ることで算

出した約 100m 当たりの事故発生件数を縦軸、交通量・当

事者種類を横軸にとったグラフである。全体的に高交通量

において事故発生件数が多い傾向があるが、特に車両事故

では高交通量での事故件数が多く、低交通量の8倍以上と
なっている。また、歩行者事故、自転車事故、車両事故で

は低交通量と比較して中交通量での事故発生件数が少ない

傾向にあるが、二輪車事故では交通量の上昇に比例して事

故件数の上昇が見られる。 
総合解析と車両事故、二輪車事故、自転車事故、歩行者事

故の事故回帰分析結果を比較したものが表5となる。二輪
車事故は他の解析と比べ全体的に回帰係数の絶対値が大き

く、環境により事故率の上下が起きやすいと言える。 
第一に道路環境に着目する。二輪車事故、自転車事故、歩

行者事故では横断歩道までの距離が遠い地点で事故の減少

傾向が見られた。特に歩行者事故では他の説明変数と比較

して付近横断歩道距離の回帰係数の絶対値が高く、影響が

大きいと言える。理由としては、歩行者は道路横断時に事

故に巻き込まれやすいことが挙げられる。2023年度の歩行
者の交通死亡事故における事故分類では、横断歩道及び横

断歩道付近横断中が約6割、その他が約4割である 10)。歩

行者は横断歩道付近では特に注意が必要となる。二輪車事

故では、p 値は有意ではないが、中央線の色付け、つまり

追越しによるはみ出しが禁止となっている道路において事

故の減少傾向が見られた。他車両の追越し時に発生する事

故や対向車両との接触防止に効果を発揮しているのではな

いかと考えられる。自転車事故および歩行者事故では、文

字による道路標示で事故の増加傾向、記号による道路標示

で事故の減少傾向が見られた。文字による道路標示がある

付近では歩行者および自転車は注意が必要となる。また、

歩行者事故ではリンク長の増大にともない事故の増加傾向

が見られた。理由としては、接続道路までの距離が増加す

ることで車両が速度を出しやすくことや、予期せぬ歩行者

の横断が発生しやすくなることなどが考えられる。 
第二に交通規制に着目すると、車両事故および二輪車事

故は信号付近で増加傾向が見られたのに対し、歩行者事故 

図3 交通量・当事者種別ごとの100m当たり交通事故発生件数 
 
表5 当事者種別ごとの結果 

 
は減少傾向が見られた。車両事故および二輪車事故の増加

理由としては、停車時の追突事故や右左折時の巻き込み事

故の増加、歩行者事故の減少理由としては、ドライバーの

予期しない歩行者の横断が減少することが原因ではないか

と推測する。先述したように横断歩道付近では歩行者事故

は増加傾向にあるが、信号の設置により歩行者事故が減ら

せる可能性が示唆される。また、法定速度が高い道路では

歩行者事故の減少傾向が見られた。これは法定速度の高い

道路において、歩道と車道が隔離されている道路が多いか

らではないかと推測する。しかしながら、図3に着目する
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と、中交通量では歩行者事故の減少が見られるが、高交通

量では事故の増加傾向が見られている。高交通量は道路幅

員が広く法定速度が高い道路である確率が高いことを踏ま

えると、速度制限が高い道路においても歩行者は注意が必

要となると考えられる。 
第三に歩道構造に着目すると、車両事故、自転車事故で

は歩道幅員の増大に伴い事故の増加傾向が見られた。歩道

幅員増幅の利点としては歩道利用者と車道利用者の物理的

な距離確保が挙げられるが、一方距離の担保により自動車

及び自転車の速度上昇をもたらしやすくなっている可能性

が考えられる。 
第四に歩道環境に着目する。自転車事故では縁石のある

道路で事故の増加傾向が見られたのに対し、p 値が有意で

はないが二輪車事故では逆の傾向が見られた点が特徴的で

ある。縁石の利点としては歩道と車道の物理的な遮断が挙

げられるが、一方車道側を走っている自転車が歩道に逃げ

込みにくくなる欠点も挙げられる。そのため、自転車事故

の増加傾向が見られたのではないかと考えられる。また、

二輪車事故では、歩道に段差がある道路では事故減少傾向、

街路樹や防護柵の設置がある道路では事故増加傾向が見ら

れた。街路樹のある道路で二輪車事故の増加傾向が見られ

た理由としては、車両に死角が増えることで接続道路から

侵入する二輪車の発見が遅れやすくなることが考えられる。

また、二輪車事故において縁石、歩道の段差で事故減少傾

向が見られており、なおかつ防護柵有無よりも回帰係数の

絶対値が高いことから、二輪車事故においては物理的な歩

道の隔離が事故減少に繋がりやすいのではないかと考えら

れる。 
第五に接続道路環境に着目する。車両事故では接続道路

数が少なく、接続道路車道幅員が広い道路において事故の

増加傾向、二輪車事故ではp値が有意ではないが狭い道路

との接続で事故の減少傾向、自転車事故ではp値が有意で

はないが少数の広い道路との接続で事故の増加傾向、歩行

者事故では接続道路数が多い道路で事故の増加傾向が見ら

れた。接続道路数において、車両事故および自転車事故と

歩行者事故で符号の逆転が見られた点が特徴的である。車

両事故および自転車事故の減少理由としては、道路複雑化

に伴うドライバーの注意力向上、歩行者事故の増加理由と

しては、車両の死角となる箇所からの飛び出し、横断が増

えることが考えられる。また、歩行者事故を除き接続道路

環境の回帰係数の絶対値は低い傾向にあり、他説明変数と

比較すると影響力が弱いと考えられる。 
第六に土地割合と人口割合に着目すると、車両事故およ

び歩行者事故では工業地割合の高い地域、自転車事故は商

業地割合及び住宅地割合の高い地域で事故の増加傾向が見

られた。工業地割合が高い場所で車両事故および歩行者事

故が増加した要因としては、工場に物を運ぶ運搬車の交通

流入および工場社員による人口増加が関係しているのでは

ないかと推測する。また、0~15歳の割合が高い地域では二

輪車事故は減少傾向にある。理由は二点考えられ、一点目 

図4 交通量・当事者年齢ごとの100m当たり交通事故発生件数 
 
表6 当事者年齢ごとの結果 

 
は二輪車を運転する人口割合の減少、二点目は児童が多い

ことによる地域の安全意識向上である。 
3-4．年齢に関する比較 
本節では、総合解析と35歳未満（以下、若年層）、35歳
以上65歳未満（以下、中年層）、65歳以上（以下、高齢層）

による交通事故を比較する。なお、年齢は過失が重い側の

ものである。 
交通事故発生時の当事者年齢層・交通量を横線、事故件

数を測定点数で除した数を縦軸としたものが図4である。
図より、中年層及び高齢層では低交通量と比較して中交通

量で事故の発生件数が減少しているのに対し、若年層では

低交通量と中交通量での事故件数に変化がない結果となっ

た。 
総合解析と年齢層ごとの回帰分析を比較したものが、表

6 である。全体を通し高齢層では他年齢層と比較して回帰
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係数の絶対値が高く、事故率の上下が発生しやすいと考え

らえる。 
第一に道路構造に着目すると、高齢者による事故は道路

幅員が広い道路において減少傾向にある。死亡事故におけ

る法令違反割合では、高齢者は他世代と比較して運転操作

不適の割合が高い傾向にある 11)。そのため、運転操作不適

が他交通車両や歩行者等への接触等に繋がりやすい狭い幅

員の道路において事故率が上昇しやすいのではないかと考

えられる。 
第二に道路環境に着目すると、年齢層による符号の逆転

は見られない。若年層はリンク長の増大に伴い事故率の上

昇傾向が見られたが、回帰係数の絶対値が小さく、事故率

に対する影響力は少ないと考えられる。中年層では文字に

よる道路標示で事故率の上昇傾向、記号による道路標示お

よび横断歩道までの距離の増加で事故の減少傾向が見られ

た。他説明変数と比較して付近横断歩道距離の回帰係数は

絶対値が大きく、影響力が高いと言える。また、高齢層で

は、リンク長が長い地点で事故の増加傾向、横断歩道距離

が遠い地点にて事故の減少傾向が見られた。 
第三に交通規制に着目する。若年層及び高齢層では法定

速度の上昇に伴い事故率の低下が見られたのに対し、中年

層では事故率の上昇が見られた点が特徴的である。若年層

において法定速度の低下により事故率が上昇する要因とし

ては、速度超過に繋がっている可能性が考えられる。若者

における死亡事故における法令違反割合では、最高速度超

過や漫然運転の割合が高い特徴がある 11)。速度制限の低い

道路では速度制限違反を起こしやすくなり、事故率の上昇

が見られたのではないかと考察する。高齢層の事故率上昇

要因としては、法定速度が低く設定されているような狭く

複雑な道路においては運転操作を誤った際事故に歩行者事

故等に繋がりやすいため、事故率が上昇しやすいのではな

いかと推測する。 
第四に歩道構造に着目すると、中年層および高齢層で歩

道幅員が広い道路において事故率の上昇傾向が見られる。

高齢層において、狭い道路幅員においても事故率上昇が見

られたことを踏まえると、高齢層では道路幅員が狭く、か

つ歩道幅員の広い道路、つまり車道幅員が狭い道路におい

て事故率の上昇が発生しているのではないかと考えられる。 
第五に歩道環境に着目すると、p値は有意ではないが、若

年層と高齢層において縁石設置における回帰係数符号の逆

転が見られた点が特徴的である。縁石の設置では、誤操作

等による車両の歩道侵入を防ぐ効果がある一方、物理的な

歩車分離によりドライバーの心理的負担が減少し、速度増

加に繋がりやすくなる懸念もある。高齢層に対しては前者、

若年層に対しては後者の作用がより強く働いたのではない

かと考察する。 
第六に土地割合に着目する。中年層および総合解析では

工業地割合が高い地域において事故率の上昇が見られた一

方、高年層で事故率減少傾向が見られた点が特徴的である。

理由としては、高齢層は定年退職者の割合が高いために工

業地帯に出向く機会が中年層と比べ少ないからではないか

と考察する。また、若年層及び高齢層では他説明変数と比

較して土地割合における回帰係数の絶対値が高く出ており、

商業地割合や住宅地割合が高い地域を通行する際は一層の

注意が必要であると言える。 
 
4．おわりに 
4-1．結果のまとめ 
本研究で探求した交通事故低減に求められる環境は、以

下にまとめるように状況ごとに変化しやすい要因、変化し

にくい要因がある。 
道路構造では、交通量区分において低交通量、中交通量、

高交通量のいずれの区分においても道路幅員が狭いと事故

率の上昇傾向が見られ、狭い道路における交通量増加は事

故リスクの向上に繋がることが示唆された。また、高齢層

でも狭い道路幅員で事故リスクの上昇が見られた。 
道路環境は、状況により事故率に与える影響に変化が少

なく、概ね文字による道路標示が無く、記号による道路表

記があり、リンク長が短く、横断歩道までの距離が遠い地

点で事故が発生しにくい結果となった。特に中年層では横

断歩道までの距離が及ぼす影響が大きく、横断歩道付近を

走行する際には注意が必要となる。 
交通規制は、状況により与える影響の変化が大きい。若

年層、高齢層および歩行者事故では制限速度が低い道路に

おいて事故が発生しやすい傾向が見られたのに対し、中年

層、中交通量では制限速度が高い地域において事故の増加

傾向が見られた。また、信号の設置ではおおむね事故の増

加傾向が見られたが、歩行者事故では減少傾向が見られた。

歩行者事故の減少には信号設置が有効な可能性が示唆され

た。 
歩道構造および歩道環境では、歩道構造が事故率に与え

る影響はあまり変化が無く、全体的に歩道幅員が広い地点

で事故発生率が高い傾向が確認された。歩道環境では、歩

道段差の設置は全体を通し事故率の減少傾向が見られたが、

縁石有無は状況により影響の差が大きく、中交通量、自転

車事故、若年層では縁石設置で事故増加傾向が見られたの

に対し、二輪車事故および高齢層では事故減少傾向が見ら

れた。道路使用者の特性や交通量を鑑みて歩道設備を決め

ることで事故率の低下に繋がると考えられる。 
接続道路環境では、低交通量では狭い道路との接続、中

交通では中程度の道路との接続でそれぞれ事故率の減少傾

向、高交通量では広い道路との接続で事故増加率の低下が

見られたことから、走行中の幅員と近しい道路との接続で

は事故率の上昇が抑えられる可能性が示唆された。 
土地利用割合では、工業地割合の増加で車両事故、歩行

者事故および中年層の事故、商業地割合および住宅地割合

の増加では低交通量、高交通量、自転車事故、若年層、高

齢層の事故率の増加傾向が見られた。土地の利用形態によ

り増加しやすい事故に変化が見られるため、特性に沿った

対応が必要である。 
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4-2．今後の展望 
今回の解析では八王子のみを対象としたが、調査範囲を

変えると異なる結果となる可能性がある。地方と都心にお

ける回帰分析結果の比較も今後の課題となる。また、今回

の当事者解析においては車両が含まれる交通事故のみを対

象としたが、二輪車対歩行者、自転車対歩行者における事

故要因の解析を行うことで、さらに対応の幅が上がる。 
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鉄道・シェアサイクル連携トリップの可能性を提示するアプリケーション構築とその考察

－「急がば漕げマップ」による経路検索と自転車利用ポテンシャルの可視化－

Design and Analysis of an Application for Promoting Rail-Shared Cycle Combined Trips 
: Visualizing Routes and Cycling Potential with “Cycle Shortcut: Beat the Winding Rails” 

木村 颯希*・應武 遥香**・高山 広太郎***・中井 諒介**** 
Soki Kimura *･Haruka Otake**･Kotaro Takayama***･Ryosuke Nakai**** 

Public bicycle sharing schemes are installed in cities around the world. While the flexibility of the system allowing for 
one-way and short-distance uses opens the door for combined uses with other modes of public transport, research on 
such uses are limited. Using data from the Open Data Challenge for Public Transportation, we have created a web-
based application “Cycle Shortcut: Beat the Winding Rails” which explored the potential of such rail-shared cycle 
combined trips in the Greater Tokyo area through rail-cycle combined route-finding, isochrone visualizations, and 
mapping areas with high cycling potential using network analytical methodologies. The application revealed patterns 
for stations and areas where cycling can be actively integrated, aiming to reconstruct the transport network-based spatial 
recognition of the city and potentially transform people’s transportation and cycling behavior. 

Keywords: bicycle sharing, public transportation open data, network analysis, web-based GIS, spatial recognition 
シェアサイクル、公共交通オープンデータ、ネットワーク分析、ウェブ GIS、地理空間認識

1. はじめに 
1-1. 公共交通オープンデータの発展 
公共交通に関するオープンデータの活用は世界中で大きく進

んでおり、日本においても鉄道やバス、シェアサイクルに至るま

で多様な交通機関に関するデータを入手することができるよう

になっている。公共交通オープンデータチャレンジに代表される

ように、データ活用の推進のための取り組みも進められている。 
交通分野においては、このようなデータを用いたネットワーク

理論に基づく分析が多く行われている。近年では複数の交通モー

ドを多層ネットワークを用いて分析する例もあり、Aleta et al.1)が

整理している通りフロー分析やネットワーク形状分析など目的

に合わせ様々なアプローチが取られるようになっている。Fortin et 
al.2)によるGTFSデータからのネットワーク構築の検討など、オー

プンデータとの連携についても探求が進んでいる。 
地理空間情報を用いたWebアプリケーションの発展も著しく、

研究だけでなく自治体担当者や市民を対象ユーザーとしたもの

など多種多様な活用形態があり、例としてBatty and Milton3)による

プランナーの利用を見据えたフレームワークの開発の取り組み

がある。技術面では MapLibre をはじめとするオープンソースの

ウェブGISツールの発展もあり、データによる知見をユーザーに

提供するツールとしてのウェブアプリケーションは重要度を増

している。このように、交通分野におけるデータの公開・分析・

活用は大きな広がりを見せている。 

1-2. シェアサイクルの発達 
シェアサイクルに代表されるシェアモビリティの発達は、近年

の都市に見られる大きな特徴である。DeMaio4)が論ずる通り、自

転車の利用は道路混雑の緩和以外にもCO2排出量削減や市民の健

康の向上などの生活の質の向上にもつながることもあり、ロンド

ンやニューヨークなど世界中の様々な都市で自転車の利用促進

施策が行われている。Beroud and Anaya5)ではシェアサイクルの従

来の自転車利用と大きく異なる特徴の一つとして片道利用が可

能である点が挙げられており、短時間の利用や他の交通機関との

組み合わせにおいて極めて柔軟性が高いとしている。シェアサイ

クルの発展は、環境や市民の健康やウェルビーイングの向上にも

寄与する点、今までには無い自転車の利用法が可能になったとい

う点で、交通計画上重要な意味を持つと考えられる。 
また、シェアサイクルは利用者がリアルタイムに空き状況を確

認したり、予約をアプリで表示した地図上から行ったりするなど、

地理空間情報との親和性が高い。関連データは GBFS (General 
Bikeshare Feed Specification) と呼ばれる標準に基づき、日本の事業

者もこの形式に沿ったデータを公共交通オープンデータプラッ

トフォームより配信していることから、前項でみた様々な分析・

表示ツールが活用可能である。横浜市 6)のように、利用状況の公

開・分析を行っている事例もある。

しかしながら、シェアサイクルと他交通機関の連携についての

取り組みは限られている。諏訪ら 7)による計画手法に関する研究

によると、シェアサイクルの導入計画にあたっては他交通機関と

の連携はあまり考慮されておらず、提案されている計画手法にお

いても駅へのトリップは除外することが有効であることすら示

唆されている。鉄道と自転車の組み合わせ利用の研究においても、

Zhao and Li8)のように鉄道駅へのアクセス・イグレス手段として扱

われているものが多い。松本・宮澤 9)による世田谷区のコミュニ

ティサイクルの利用実態調査においても、鉄道駅までの末端交通
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を担っていることが判明しているが、当該システムは駅近隣にの

みポートがあることに留意が必要である。上の議論を踏まえると

端末手段としてだけでなく、直接交わらないが近接する路線同士

を乗り換える際に自転車を利用するなどの従来は難しかったよ

り複雑な組み合わせも新たに可能となっているが、このようなト

リップの中途での利用に着目した研究は依然として行われてき

ておらず、探求の余地があると考えられる。 

1-3. 本研究の位置づけ 
本研究では、以上で概観した潮流に基づき、従来では実現が難

しかった鉄道と自転車の組み合わせの可能性をユーザーに提示

するとともに、このような利用に基づく自転車利用の潜在的需要

を事業者・自治体担当者を念頭に表示するウェブベースのアプリ

ケーションを開発した。鉄道中心の都市認識への働きかけや日常

の移動のなかでの自転車の利用可能性のミクロなスケールでの

提示、よりマクロなスケールでのシェアサイクルによる鉄道ネッ

トワークの補完可能性や潜在的な自転車利用の掘り起こしなど

の効果を期待するものである。 
また、自転車と鉄道を組み合わせた多層ネットワークの構築・

分析という点においても、新規性のある取り組みである。 

2. 開発ツールの概要 
本ツールは、首都圏における鉄道と自転車を組み合わせた経路

選択の可能性を提示するものである。自転車により駅同士を結ぶ

移動を鉄道利用と組み合わせることを念頭に置き、前述の条件で

の最適経路を利用者に提示するとともに、このような利用がどの

ような地域で行われるポテンシャルがあるかを明らかにするこ

とを目的としたものである。なお、バスとの相互利用に関しては、

入江ら10)の摂津市を対象とした成果によってそのような需要がほ

ぼ存在しないことが示唆されていることに加え、鉄道と比べて路

線・停留所数が膨大であり計算負荷が大きくアプリの動作に影響

を与える可能性があることから、本取り組みではバスは除外し鉄

道と自転車の組み合わせに限定している。 
本ツールは、ウェブGIS のパッケージであるMapLibre をベー

スに構築され、大きく 2 つの機能を提供するものである。1 つ目

は、個々の利用者を対象に、自転車と鉄道を組み合わせた場合の

最適な経路を提案するとともに、出発駅から他駅への所要時間を

表示する「到達時間マップ」である。2 つ目の機能は、モビリテ

ィ事業者や公共団体の担当者を念頭においた「サイクルポテンシ

ャルマップ」である。自転車と鉄道を組み合わせた移動がどの駅

を起終点として行われるか、またそれぞれの駅間リンクにおける

自転車利用はどの程度存在するのかを地図上で表示することで、

潜在的な自転車利用ポテンシャルの高いエリアを特定すること

ができる。 
本ツールは、以下のURLにて公開している。 
https://nishikata-tokotoko.github.io/cycle-shortcut-map/ 

2-1. ネットワーク構築手法と仮定条件 
本ツールにおいて使用したデータは表-1の通り。オープンデー

タを用いて、自転車による駅間リンクを追加した首都圏の鉄道ネ

ットワークを構築した。平日日中（10-16時）における平均待ち時

間・平均所要時間をもとに算出した静的なネットワークを構築し、

それに自転車移動が可能な駅間をリンクで接続したものである。

ネットワークの構築・分析にはPythonのネットワーク分析のパッ

ケージであるNetworkXを使用した。 
鉄道の所要時間は、公共交通オープンデータチャレンジにて配

信されていた列車時刻表データ、平均待ち時間は同じく駅時刻表

データをもとに、平日日中に運行される各列車種別・方面ごとの

平均値を用いた。ネットワークは有向グラフとして作成し、上下

線で所要時間や運行種別が異なる場合や、一方通行の場合も表現

できるようにした。 
なお、公共交通オープンデータチャレンジにおいては事業者に

よって提供されるデータに差があるため、必要に応じて補完を行

った。列車時刻表が配信されていない事業者においては駅間の所

要時間が判明しないため、鉄道会社HP に掲載されている所要時

間データを使用している。データが一切配信されていない事業者

については、国土数値情報の鉄道時系列データを用いて配信され

ていたものに準ずる仕様の路線データを制作したうえで、同様に

HP 等の公開情報から所要時間および平均待ち時間を計算してい

る。 

【表-1】本研究にて使用したデータ一覧 
データ 使用目的 出典 

鉄道運行関連デー

タ

グラフの構築・計算 公共交通オープン

データセンター 

鉄道路線データ 地図上での表示・未

提供データ補完 

国土数値情報 鉄道

時系列データ

シェアサイクル関

連GBFSデータ 

施設整備状況・リア

ルタイム利用状況 

公共交通オープン

データセンター 

駅間流動データ サイクルポテンシ

ャルの計算

大都市交通センサ

ス（令和3年度調査） 

【図-1】開発した「急がば漕げマップ」のうち、到達時間マ

ップ（上）とサイクルポテンシャルマップ（下）のスクリー

ンショット。
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鉄道路線同士の乗り換え時間については、大都市交通センサス

における乗り換え時間調査をもとに設定し、調査が存在しない駅

については同一ホームもしくは線路を共有している場合は0.5分、

同一事業者間の乗り換え（東京メトロ・都営地下鉄は除く）は一

律 3 分、異事業者間および東京の地下鉄路線同士は 5 分とした。 
また、徒歩および自転車を用いた近接駅同士の移動を表現する

ため、道のりを直線距離の1.5倍、徒歩は分速80 m、自転車は同

300 mと仮定した所要時間で重み付けしたリンクを、道のり10 km
以下となる駅同士の組み合わせにおいて接続している。自転車の

利用については、ポート型シェアサイクルの利用を想定し、駅か

ら乗車までに要する時間・降車して駅に到達する時間をともに 5
分と設定している。以上を踏まえ、構築したネットワークの概略

図は図-2のとおりである。 
なお、自転車をルート中に必ず含む経路の検索を可能にするた

めに、ネットワークを複製し、その間を自転車リンクでのみ接続

したものを用いて計算を行っている。 

2-2. 本ツールでの経路探索手法 
本ツールにおいては、前項の通り構築したネットワーク上で、

ダイクストラ法を用いたネットワーク上の最短距離探索によっ

て経路選択を行っている。自転車リンクを含むネットワークと含

まないネットワーク上の双方で経路探索を行うことで、自転車を

必ず含む経路と含まない経路を比較することを可能としている。

自転車移動の最小・最大距離、シェアサイクルが使用可能な駅の

みに発着を限定するか否か、自転車を利用する際に何分までの所

要時間増加を許容するか（許容追加時間）、をユーザーが設定する

ことで、好みに基づいて最適な経路を提案する。自転車使用経路

の場合は、発着駅において周辺のシェアサイクルポートを検索し

て表示することが可能である。最終的に表示される「提案経路」

は、自転車使用による所要時間が自転車不使用の場合と比べて許

容する追加所要時間以内であれば自転車使用経路を、それ以外の

場合は自転車不使用経路が選択される。この経路に基づいて、「到

達時間マップ」における経路表示や到達時間を表示するとともに、

「サイクルポテンシャルマップ」における計算を行っている。 
なお、許容追加時間については、自転車を利用することによる

健康・ウェルビーイングなどの効果を念頭に置き、自転車利用そ

のものが時間増加を許容しうるだけのメリットを提供できると

の思想のもと設定できるようにしているものである。また、シェ

アサイクル使用可能駅についてはユーザーが設定した距離の範

囲内でのシェアサイクルポートの有無によって判定しているが、

計算量縮減の観点から六角形の空間インデックスである H3 を用

いた近似的な計算を行っている。 

2-3. サイクルポテンシャル算出手法 
ネットワークの構成要素の重要度を評価する手法として、様々

な中心性指標が存在する。このうち媒介中心性は、各リンクがノ

ード間の最短経路上に存在するかどうかを基準としている。ネッ

トワークのノード𝑖𝑖, 𝑗𝑗間の最短経路を𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗とし、 

𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗(𝑒𝑒) = �
1 （リンク𝑒𝑒が𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗上にある場合）

0 （それ以外の場合）

とすると、リンク𝑒𝑒の媒介中心性は 

�𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗(𝑒𝑒)
𝑖𝑖,𝑗𝑗

 

によって計算される。 
本ネットワークにおける自転車利用ポテンシャルの指標とし

て、McDaniel et al.11)によるO-D Centrality（OD中心性）に基づい

た指標を計算した。これは、媒介中心性の計算において各経路の

重要性に応じて重み付けを変えるもので、𝑖𝑖, 𝑗𝑗間の最適経路を𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗∗

とし、起点𝑖𝑖から終点𝑗𝑗までのフロー𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑗𝑗を用いて 

�𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗∗ (𝑒𝑒)𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑖𝑖,𝑗𝑗

 

によって算出されるものである。ただし、 

𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗∗ (𝑒𝑒) = �
1 （リンク𝑒𝑒が𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗∗ 上にある場合）

0 （それ以外の場合）
 

である。 
また、ノード𝑘𝑘におけるポテンシャルについては、自転車と無

関係な移動による加算を防ぐため、その駅において自転車の乗降

があった場合にのみ加算する 

【図-2】構築したネットワークの概念図。自転車と鉄道のそ

れぞれの構成要素を静的なノード・エッジで表現している。

【図-3】経路検索結果の例。吉祥寺駅から方南町駅への移動

に当たり、永福町駅―方南町駅間を自転車で移動することが

提案されている。
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𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗∗′(𝑘𝑘) = �
1 （ノード𝑘𝑘にて𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗∗ が自転車を乗降する場合）

0 （それ以外の場合）

を用いて、 

�𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗∗′(𝑘𝑘)𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑖𝑖,𝑗𝑗

 

と計算した。本ツールにおいては、大都市交通センサスのデータ

をもとに𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑗𝑗を求め、最適経路𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗∗ は前項で議論した提案経路を用

いてOD中心性を算出している。 
なお、自転車リンク以外（鉄道等）における中心性は本ツール

の直接の関心ではないため、計算は省略している。 

3. 結果・考察 
3-1. 自転車利用による到達圏の変化 
自転車利用がなされる事例として、いくつかの類型を見出すこ

とができる。1 つ目の類型は並行する 2 路線間の駅同士で、放射

方向に走る鉄道路線同士を環状方向に結ぶリンクが該当する。顕

著な例として JR 中央線と西武新宿線の間の移動が挙げられ、自

転車利用によって鉄道のみの都心経由の経路と比べて大きく時

間短縮でき、このエリアにおける自転車利用の有効性を示すもの

である。2つ目の類型としては利便性の高い駅に近い小駅があり、

ターミナル駅からのわずかな移動のために乗り換えの手間をか

けるよりは直接自転車で移動したほうが効率的であると言える。

この類型はあくまでも端末手段としての利用である他、自転車の

利用を必須の設定とした際に短距離の利用としてアリバイ的に

使用されるケースもあるため注意が必要であるが、特に山手線沿

いのターミナルとその隣接駅の間でよく見られる類型である。3
つ目のパターンとしては、終点において他の路線と接続しない盲

腸線に関わるパターンである。終着駅から近隣の路線へのリンク

の利用頻度が高い傾向にあり、例えば図-4で示す通り、丸ノ内線

の支線の終点である方南町駅から周辺の京王線・井の頭線・中央

線の各駅へのリンクは自転車による接続性の向上の一例である。

4 つ目の類型としては、乗換駅のない交差・近接する 2 路線の間

を自転車で結ぶものである。このような地域はあまり多くないも

のの、例えば西武新宿線と JR武蔵野線が交差する小平市内や、区

部においても都営三田線と京成本線のように直接交わらない路

線間の乗り換えのために自転車を用いることが有効となるケー

スもある。 
これらの類型の作用の結果、路線単位での所要時間変化と特定

駅での変化の組み合わせが見られる。ある路線に対して時間短縮

効果のある自転車利用リンクが存在する場合、そのリンクを介す

ることで路線全体への時間短縮効果が見込まれるため、広い範囲

での到達圏変化が見込まれる。例えば図-4にある西武線東村山駅

からは京王線沿線への時間短縮効果が見込まれるが、これはいず

れも国分寺駅―府中駅間を自転車で移動することによる短縮効

果の発現である。 
一方で、前項の特徴に合致するような駅の中には、近隣駅から

の自転車利用が大半の場合に最適となる駅が存在しており、その

ような駅は路線全体の傾向とは無関係に自転車による時間短縮

効果が発現する。逆にそのような駅を出発駅に設定すると、地図

全体への時間短縮が見込める表示となるが、それは近隣駅への自

転車によってすべてのトリップが始まることに起因している。典

型例が南武支線小田栄駅で、川崎駅までの約 3 km の自転車利用

によって多くの駅により短時間で到達することが可能になる。 
いずれの場合においても、純粋な時間短縮となる組み合わせは

比較的少なく、大半の駅はプラス数分～10分程度の許容増加時間

で初めて自転車に乗る選択肢が提案される。 

3-2. 交通施策やシェアモビリティ事業への示唆 
前項で概観した到達時間が短縮されるエリアにおいては、自転

車利用ポテンシャルが高いことが多い。例えば西武新宿線とJR中

央線の間にはポテンシャルの高いリンクが数多く存在するほか、

盲腸線の終点である丸ノ内線方南町駅からは、図-5の通り駅とし

てのサイクルポテンシャルが高いことに加え隣接する路線への

ポテンシャルが高いリンクが確認できる。 
このように、鉄道と組み合わせた自転車利用のポテンシャルが

高いエリア・リンクを特定することができるため、交通施策にお

いて注力するべき駅・路線・地域の特定に活用することができる。

自転車利用ポテンシャルが高い駅においてはシェアサイクルポ

ートや駐輪場の増設など、ポイント型の施策が有効になると考え

られ、シェアサイクルポートが存在しない駅においては特に効果

があると考えられる。また、強いポテンシャルが存在するリンク

や、そのようなリンクが複数近接する地域においては、自転車専

用道や自転車レーンなどのインフラ整備によってより自転車利

用を促進する余地があると考えられる。 
さらに一歩踏み込んだ議論としては、極めてポテンシャルが大

きいリンクでは中量・大量輸送を行える交通機関の整備ポテンシ

【図-5】サイクルポテンシャルが高い盲腸線の終着駅の例

（丸ノ内線方南町駅）。周辺他路線へのリンクのサイクルポ

テンシャルが高いことがわかる。

【図-4】東村山駅からの到達圏マップ。画像下部京王線沿線

が到達時間短縮を表す緑となっているが、すべて国分寺駅―

府中駅間を自転車で移動することに起因するものである。

- 22 -

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.24, 2025 年 5 月
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.24, May, 2025 



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.24, 2025 年 5 月
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.24, May, 2025 

ャルがある可能性があり、実際に鉄道新線計画がある地域（例：

豊洲駅―東西線沿線）やバスの高頻度輸送が行われる区間（例：

新橋駅―六本木一丁目駅）と高ポテンシャルリンクが同調する区

間も見られるが、この点はさらなる検討が必要である。 
一方で、鉄道と自転車を組み合わせた利用がそもそも選択肢に

入らないことがこのような新しい利用の普及への大きな障壁で

あるといえ、その一因に市民の都市構造の認識が鉄道中心となっ

ていることが挙げられると考えられる。青木ら12)の研究によれば、

東京や大阪などの大都市圏における市民の都市空間認識は鉄道

路線の形態を単純な図形になぞらえたものをベースとした理解

がなされており、実際の配置や地理的な位置とは異なるイメージ

であることが多い。本ツールによって自転車移動可能、すなわち

地理的に近接している箇所を視覚的に示すことによって、新しい

都市空間認識に関する気づきを提供することが重要であると考

えている。また、寺部ら 13)によれば経路検索サービスが提案する

経路にすぐ従う利用者が大半を占めており、本ツールが経路検索

の形式を取ったことは利用者の行動変容を促しうるものである

と考えている。 
なお、本ツールはあくまでも駅同士を起終点とする経路のみを

対象としていることに留意が必要である。駅へのアクセスなどの

二次交通としての自転車利用は母数に含まれていないことから、

地域の特性や自転車駅勢圏の広さに起因する自転車需要の多寡

に関しては別途検討が必要となる。 

4. まとめ 
本ツールは、シェアモビリティと公共交通機関を組み合わせた

新たな移動の形を提案することを通じて、利用者の行動変容や都

市構造認知の変化を促すことを試みたものである。また、ウェブ

アプリケーションという媒体によって、地理空間情報や都市のデ

ータに馴染みの薄い利用者・事業者・自治体関係者などのユーザ

ーにリーチする可能のあるアウトプットである。本研究で得られ

た知見は以下の通り。 
1) 鉄道と自転車を組み合わせた移動によって時間短縮効果が得

られるケース、健康や環境負荷軽減への寄与を考慮すれば許

容可能な範囲での時間増加にとどまるケースが多く存在する。 
2) 時間短縮効果が大きい、自転車利用ポテンシャルが大きいエ

リアの特徴として、並行する路線間、ターミナル近隣の小駅、

支線区間の末端などが挙げられる。 
3) 上記のようなエリアにおいては、適切なサービス提供やイン

フラ整備により自転車利用が促進される可能性が示唆された。 
今後の課題として、平均所要時間や直線距離を元にした駅間移動

時間ではなく実際の鉄道の時刻表や道路ネットワークを考慮し

たり、バスやタクシーなどの他の交通機関との連携を見据えたり

することなどが挙げられる。 
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eVTOL の社会実装に際しての航路設定にかかる要件の基礎的研究

- 九州地方の都市間交通を対象として -
Basic research on requirements for route planning when launching eVTOLs into society
-A Case Study of Intercity Traffic in Kyushu Region-

谷川 淳志 *・黒瀬 武史 **
Atsushi Tanigawa*, Takefumi Kurose**

  In recent years, research and development of eVTOL has been progressing around the world, and in Japan, 
activities such as demonstration tests and route design for its introduction have begun in various regions. This study 
focuses on the nature of requirements for eVTOL route setting, and summarizes the trends in the perception of each 
requirement based on a questionnaire survey on route selection. It was suggested that requirements such as DID 
are often viewed as an additive factor regarding area considerations. Since requirements are perceived differently in 
different regions, it is important to identify and focus on requirements that can be the axis of discussion in each region.

1.研究の枠組み

1-1.研究の背景と目的

近年、新たなモビリティとしてeVTOL(electric vertical

takeoff and landing aircraft)の研究開発が世界中で進

んでいる。経済産業省のロードマップ 1) では 2020年代後半

から商用利用の拡大が位置づけられ、観光や災害時の用途を

見据え日本各地でeVTOLの導入に向けた実証実験等の動きが

見られる。本研究は、「eVTOL実装による有効性の大きい地点

の条件」について取り扱った報告書 2) の続報として、eVTOL

の航路を設計する際に考慮すべき要件を整理し、ルート設計

に必要な議論の方法論を整理することを目的とする。

1-2.既往研究の整理

eVTOL実装・運用に関する既往研究を整理する。

冨士原ら 3)は eVTOLが十分に浸透した社会を前提条件に、

東京を中心とした都市圏のケーススタディを通して離着陸場

の配置計画を提示している。この研究では、eVTOLが渋滞解

消や地方交通に置き換わるものではないとしつつ、eVTOLを

市民が利用可能なモビリティとして想定している。その上で

具体的な候補地を示しながら東京周辺の離着陸場の配置計画

を提示している。また、土地利用や施設配置計画といった都

市計画も、eVTOLや離着陸場の運用を前提として制度策定に

関わっていくことが求められると結論付けている。

岡村ら 4) は北海道の二次医療圏21区画を調査対象とし、

各住戸から病院までの移動について、eVTOLの普及によって

どの程度移動時間が削減されるかを調査している。この結果、

各住戸から病院までの自動車での移動時間が60分以上の市町

村、人口規模が1万人以下の市町村において、eVTOLによる

通院時間の削減効果が大きくなることが示唆されている。

谷川らの報告 2)は、九州地方の既存交通とeVTOLを所要時

間や所要金額の面から比較し、eVTOL実装による有効性の大

きい地点の条件について考察した。湾などの海域や山地を挟

んでおり、陸路を大きく迂回するルートにおいて、eVTOLの

高い有効性が示された。

海外の研究に目を向けてみると、Xiangら 5) は騒音等の社

会的課題を加味した制御方法の検討を行っている。この研究

では、パイロットを必要としない自律型eVTOLを対象として、

自動飛行の制御や信頼性、意思決定にまつわる主要な技術を

検証している。eVTOLの全面的な導入に関連する規制的、社

会的についてな課題も取り上げており、航空交通管理や都市

インフラの統合の重要性について、今後の動向を考察している。

Velaz-Acera6) は、カナリア諸島のケーススタディを通し

て、島嶼部の交通インフラとしてのeVTOLについて研究して

いる。eVTOL運用の初期段階において島嶼部の地形特性と人

口分布が理想的とし、島内・島間移動を想定した環境への影

響を検証している。eVTOLの運用により、CO2の排出量を最

大で50%ほど削減できることを示し、航空機や船舶に対する

eVTOLの有用性を示している。

Bauranov7) は、eVTOLの実装に向けた都市空域の設計と管

理に関する研究を収集し、空域概念の分析と都市空域設定の

ための全体的なアプローチを考察している。空域設計を最適

化するための変数として安全性やキャパシティだけでなく、

社会的要因、運用要因も空域設計に関与しうると述べている。

コリドー(eVTOLが飛行可能な空域を設定した管状の仮想体)

の有無に着目し、「管制システム・安全性の担保」と「移動の

即時性・自由度」がトレードオフであることを示している。

以上のように、現在のところeVTOLが社会一般に広く受容

された成熟段階の飛行可能空域については、コリドーやポー

トの整備構想も含め既に検討されている。一方で、eVTOLの

導入については特定の地域を扱った研究が多く、実装初期段

階を想定した研究は見当たらない。

Keywords: eVTOL, Flying Car, Mobility, Route Setting, Perception
 eVTOL, 空飛ぶクルマ , モビリティ , 航路設定 , 認識 

* 非会員 九州電力株式会社 (Kyushu Electric Power Co.,Inc.)
** 正会員 九州大学大学院人間環境学研究院都市・建築学部門 教授 (Professor, Faculty of Human-Environment Studies, Kyushu University) 
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クショップを実施した。2023年の「長崎ドローンサミット」で、

二地点間を結ぶルートの具体的な航路を考えるワークショッ

プを行い、参加者が考慮すべきと考えた要件を抽出した。

第二に、eVTOLの導入に対して積極的な自治体にヒアリン

グ調査を実施した。調査の手順としては、自治体の考える有

望なルートの出発地と到着地を事前に提示してもらい、地上

の条件や航行時間、高度といった要素を加味して具体的な航

路を検討した。

以上の調査の中で、複数の自治体のケースで重要視された

要件を表1に示す。移動のための所要時間や費用といったモ

ビリティとしての満足度に関わる要件のほか、気候の安定性

や航路の安全性といった乗客の安心感に関わるもの、DIDや

軍用施設への配慮といった地上の市民の安心感に関わるもの

などの要件が挙げられた。所要時間や費用と、DIDや軍用施

設といった要件の回避はトレードオフの関係にあるため、こ

れらがルート選択の際にどのように影響しあっているか探る

ことは重要である。

2-2. ルート案の作成

航路設定にかかる要件の捉えられ方を探るため、筆者が3

地域で仮想ルートを作成し、対象者にルート案を選択しても

らう形式でアンケート調査を実施した。

ルート案を仮想する地域として、2章で触れた有望ルート

の地理的条件を踏まえ、湾を挟んだ立地の「長崎－佐世保」、

山地を挟んだ立地の「熊本－延岡」2つを選定した。これら2

地域について、直線ルートを含む各4パターンで二点間を結

ぶルート案を設定した(図1、図2)。

長崎－佐世保では、最短距離で二地点を結ぶ直線ルート、

軍用施設などを大きく迂回する外海ルート、湾の上空を通っ

てDIDなどを躱す内海ルート、沿岸部を飛ばずに陸地の上を

通るルートと、重視する項目を変えながらルート案を作成した。

熊本－延岡では、最短距離で二地点を結ぶルート、DIDを

回避したのちに直線で向かうルート、山間を飛行して高度を

抑えるルート、DIDと山地の両方を回避するルートを設定した。

地図上には「DID(人口集中地区)」「空港」「発電所、軍用施設」

管制システムやパイロット確保の問題のある実装初期段階

では航行する機体数も少なく、コリドーをはじめとした、運

用効率を重視した空域設定よりも、社会受容性に重きを置い

た空域設定が望ましいと推察される。

本研究はeVTOLの社会実装初期段階に着目し、社会受容性

を軸にした優先順位を考慮して航路設定の要件とその捉えら

れ方を整理する点に新規性がある。

なお、本研究ではeVTOLの航続距離やエネルギー効率といっ

た技術的な問題については取り扱わない。

1-3.研究の流れ

2章では航路設定において考慮すべき要件の収集と、アン

ケート調査の概要について示す。3章では、ルートごとの解

答傾向の分析を行う。4章では、どの要件がルート選択に影

響を及ぼしているのかに着目し、要件の捉えられ方を考察す

る。5章では、要件を回避するために許容できる所要時間の

増分について分析する。6章を研究の総括とする。

2.航路設定の要件の収集とアンケート調査の概要

2-1.考慮すべき要件の収集

航路設定において考慮すべき要件を収集するため、ワーク

ショップと自治体へのヒアリング調査を実施した。

第一に、eVTOLの導入を検討している自治体やeVTOL事業

に積極的な企業の集まるイベントで、航路設定についてのワー

表1　ワークショップ・ヒアリング調査で収集した要件

図1　設定したルート案(長崎－佐世保) 図2　設定したルート案(熊本－延岡)
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「文化財、記念碑」「山、景観上重要な要素」に該当する要素

をプロットした。また、各ルートを使用した場合の経路距離・

所要時間・費用・高度と、二点間の直線距離、既存の公共交

通を使用した場合のルート・所要時間・費用を地図上に提示

した。なお、eVTOLの航行時間と利用金額を、先行研究やレポー

トを参考に 8)9)「時速 150km/h」「単価1,000円 /km」の基準

で算出し、乗降り等の時間として30分を利用時間に加算して

所要時間としている。

2-3.調査項目

各地域におけるルート案のうち、最も好ましいルート・好

ましくないルートを選択し、それぞれを選択する際に考慮し

た要件について選択式で回答する形式をとった。考慮した要

件については、表1で示したものから該当するものを全て選

択し、その他自由記述での回答も併用する形式をとった。

また、諸要件を回避・迂回するために、直線ルート(Aのルー

ト)と比べて、 所要時間が延びるのを何分までなら許容でき

るかについても、各地域で意見を収集した。

2-4.調査の対象者

回答に際し、eVTOLの性能等について一定の理解を備えて

いることが必要だと判断し、eVTOL関連のイベントに参加歴

のある事業者・自治体の計71件にアンケートを送付し、回答

の得られた39件を本章での分析対象とする。アンケート用紙

はPDF形式で送付し、GoogleフォームとExcel形式の回答

用紙を併用して回答を収集した。

3.ルートごとの解答傾向

3-1.長崎－佐世保におけるルート選択の傾向

長崎－佐世保についての回答を表2に示す。表の左側は「好

ましいルート」とその理由となった要件について、右側は「好

ましくないルート」とその理由となった要件についての回答

を集計している。

長崎－佐世保のルート案のうち、長崎市のDIDを回避し、

大村湾内側の沿岸部に沿って飛行するCのルートが、好まし

いルートとして最も多くの回答者(15名 )に選ばれた。回答

者の重視した要件を見ると、航行の安全性やDIDへの配慮を

評価してCを選んでいる回答者が多い。回答者の属性、事業

者・自治体の違いによる選択傾向にはあまり差は見られなかっ

た。また、好ましいルートを選んだ理由の自由回答の中には「軍

用施設の回避は必須」との回答があった。

対して、好ましくないルートとして最も回答が集まったの

はAのルートとDのルート(12名 )となった。好ましくない

ルートとしてAを選択した回答を見ると、軍用施設やDIDへ

の配慮に懸念が集まっていることが分かる。Dのルートにつ

いては、安全性や軍用施設に加えて山への配慮が懸念点となっ

ている。こちらについても、事業者・自治体の違いによる回

答者の選択傾向には有意な差は見られなかった。

要件のみに着目すると、長崎－佐世保では、回答者の半数

以上が安全性の観点で好ましいルートを選択しており、DID

や軍用施設も3割から4割の回答者から考慮されている。一方、

好ましくないルートの要件については、軍用施設や安全性へ

の配慮について、4割ほどの回答が集中している。

3-2.熊本－延岡におけるルート選択の傾向

熊本－延岡のルート案のうち、熊本市のDIDを回避し、高

度を抑えながら山間の飛行するDのルートが、好ましいルー

トとして最も多くの回答者(14名 )に選ばれた(表 3)。回

表2　好ましいルート・好ましくないルートの回答(長崎－佐世保)

表3　好ましいルート・好ましくないルートの回答(熊本－延岡)

答者の重視した要件を見ると、航行の安全性やDIDへ

の配慮を評価している回答者が多い。高度を重視せず

山越えを必要とするAや Bのルートにも全回答者のう

ちそれぞれ3割ほどの回答が集まっている。回答者の

属性による選択傾向を見ると、自治体の回答者はA・B

のルートの選択が多いことが分かる。

対して、好ましくないルートとして最も回答が集

まったのは二点間を直線で結ぶAのルート(20名 )と

なった。好ましくないルートとしてAを選択した回答

を見ると、安全性やDIDへの配慮、大気のコンディショ

ンに懸念が集まっていることが分かる。次に回答が多

かったのはDIDを回避したうえで山間を飛ぶDのルー

トで、移動にかかる所要時間や費用が懸念点となって

いる。二点間を直線で結べるが安全性等の懸念点が多

いAのルートと、要件は回避できるが遠回りで時間や

コストのかかるDのルートという両極端なルート案に

回答者の意見が分かれた結果となった。

要件のみに着目すると、熊本－延岡では、所要時間、

安全性、DIDが特に重視されている。一方、回答者の

約半数が安全性の観点で好ましくないルートを選択し

ており、所要時間やDIDも 3割から4割の回答者から

考慮されている。
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ルート上の諸要件を回避するための所要時間の増分が、どれ

ほどの長さであれば許容可能かについて考察する。先述の通

り、所要時間の短縮と諸要件の回避はトレードオフの関係に

ある。そのため、許容できる所要時間の増分という変数の値

がある程度定まれば、航路設定のシミュレーションにおける

要件回避の優先度や回避可能な要件の数も検討しやすくなる。

まず始めに、回答中の外れ値の判定を行った。それぞれの

地域について、要件回避時間の設問に対する回答の分布を

図3に箱ひげ図で示した。このうち、第三四分位数+1.5×

IQR(四分位範囲)を超えるデータについては外れ値と見な

し、以降の分析からは除外する。39件の回答のうち、長崎－

佐世保については2件、熊本－延岡については1件のデータ

が外れ値として判定された。外れ値を除外した場合の各地域

での回答の平均値は、長崎－佐世保で14.8分、熊本－延岡

で16.2分となった。

次に、要件回避時間の設問に対する回答と、好ましいルー

トの選択の関係について、表5に示す。いずれの地域でも、

直線ルートにあたるAのルートを選択した回答者の平均値が、

それぞれ11.7分、12.2分と、もっとも小さい値を示している。

直線ルートを最も好ましいとする回答者の傾向として、要件

回避にかける時間が短く現れているのは自然な結果と言える。

長崎－佐世保では海から離れた陸上上空を飛行するDのルー

ト、熊本－延岡ではDID直上と高高度の航路を避けるDのルー

トを選んだ人の回答が最も大きい値を示している。

4.選択に影響を及ぼす要件の傾向

個人がどのような観点でルートを選んでいるかを明らかに

するため、要件ごとの選ばれ方に着目した分析を行う。ある

要件について、ある人が「好ましいルート」の要件として選

択したか否か、「好ましくないルート」の要件として選択した

か否かについて分類し、それぞれに該当する回答者の数を表

4に示す。

表4の③にあたる、好ましいルートでは「無回答」、好まし

くないルートでは「重要」に該当する回答者は、その要件が

満たされていなければ導入に課題があるとする否定的要素と

捉えていると考えられる。一方②にあたる、それぞれ「重要」

「無回答」に該当する回答者は、その要件をクリアしていると

より良い加点的要素として捉えていると考えられる。それぞ

れの地域で①②③に該当する回答者数をもとに、各要件の性

質を5パターンに分類した。本研究では大まかな傾向を見る

ために閾値を10%(3.9人 )と設定した。

所要時間や安全性といった要件は、否定的観点も混在する

ものの、概ね加点的観点で評価されていると考えられる。そ

のほか、否定的観点に比べて加点的観点が優位にある要件と

しては、DID、海上区間、山や景観上重要な要素への配慮といっ

たエリアへの配慮の項目が該当する。費用など乗客の満足度

に関わる要件も概ね加点的要素として捉えられる。一方、軍

用施設や気候条件といった安全・安定的な航行への配慮を欠

いていることは否定的要素としての意味合いが強い。

山地や海上区間、空港への配慮といった要件はエリアの特

色に左右される。一方で、気候条件や安全性といった普遍的

な内容に関する要件でも、対象地域間で捉えられ方の傾向に

差異が見られた。

実際の航路設定の場において、ルート案を設定する際に、

まず前述の否定要素にあたる要件を最低限クリアし、その上

で加点要素にあたる要件や、異なる視点の意見が混在してい

る要件、地域間での傾向が割れた要件を選択するできるよう

なルート案を作成することが望ましいと考えられる。

5. 要件回避にかかる所要時間増分の分析

本章では、「諸要件を回避・迂回するために、直線ルートと

比べて、 所要時間が延びるのを何分までなら許容できるか」

という設問(以下、要件回避時間の設問)の回答に着目し、

表4　回答者ごとの回答傾向

図3　要件回避時間の設問に対する回答分布の箱ひげ図
表5　選択した好ましいルート案と許容可能な要件回避のための

所要時間増分(外れ値は除外)
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次に、要件回避時間の設問に対する回答と、好ましくないルー

トの選択の関係について、表6に示す。要件を無視して直線で

飛ぶAのルートを「好ましくないルート」として選択した回答

者は、要件回避に許容できる所要時間の増分が大きいと予想し

ていたが、長崎－佐世保ではBのルートの23.8分が、熊本－

延岡ではCのルートの19.0分が最大の値となった。長崎－佐

世保のBのルートは西側に大回りし要件回避を重視したルート

であったが、要件回避のための所要時間延長に寛容な回答者は、

より効率的に要件回避できるルートを選択すべきと考えている

可能性がある。熊本－延岡では、山間を飛ぶCのルートを好ま

しくないとした回答者は許容可能な所要時間増分が大きく、一

方で、DIDのみ回避して高高度を飛行するBのルートを好まし

くないとした回答者は許容可能な所要時間増分が小さい値を示

している。矛盾した結果に見えるが、より所要時間を重視した

Aのルートや、より要件回避を重視したDのルートを好ましい

ルートとして選択した回答者から、DIDのみ・高度のみを対処

したB・Cのルートが中途半端だと捉えられ、好ましくないルー

トとして選ばれている可能性がある。

結果を総合すると、今回対象とした地域について、要件回避

にかかる所要時間増分は、平均14～ 16分程度となった。要

件回避より所要時間を重視したグループでは約10分で、長崎

－佐世保では直線ルートの所要時間の23.4%、熊本－延岡では

18.2%となった。所要時間より要件回避を重視したグループで

は約20分となり、長崎－佐世保では40.0%、熊本－延岡では

32.1%となった。

6.研究の総括

6.1研究の総括

本稿ではeVTOLの航路設定にかかる要件の性質に着目し、ルー

ト案選択のアンケート調査から各要件の捉えられ方の傾向を整

理した。DIDなどエリアへの配慮に関する加点的要素として捉

えられ、気候条件など安定的な航行への配慮といった要件は否

定的要素の意味合いで捉えられることが強いことが示唆された。

また、地域間で要件の捉えられ方は異なるため、その地域で議

論の軸となりうる要件を見極め、重点的に議論することが重要

である。

6.2本研究の課題と今後の展望

本研究の課題を、主に調査手法に着目して整理する。

一点目に、本研究のアンケート調査では回答者の属性が限定

されており、地域住民の意見を取りあげていない。実際の合

意形成での傾向を捉えるには、その地域の行政や市民といっ

た、本研究とは異なる視点も取り入れた調査・分析が必要で

ある。本研究の調査ではあまり現れなかった、記念碑・文化

財や景観上重要な自然といった要件を重視する意見も、回答

者の母集団が変われば違う結果になる可能性がある。

二点目に、実際にeVTOLを導入する場合には、ルート直下

の地域に対する騒音問題、緊急時のポートも含めた発着点の

整備など、今回取りあげたもの以外にも考慮すべき要件は存

在する。地図を見てアンケートに回答する形式では取り扱う

のが難しいため本稿では要件から除外しているが、都市部で

のテストフライトが可能となった暁にはこれらの要件に関し

ても議論が深められるようになると考えられる。
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1．はじめに 
地方行政におけるEBPM（Evidence Based Policy Making）

のため、都市交通計画のプランニングでは、都市内の一人

一人の活動・移動を属性や目的、交通手段も含めて捉える

パーソントリップ調査（都市圏 PT 調査等）の移動実態デ

ータが重要となる。そして、将来の活動の変化を推計する

モデル等も重要となる。一方で、実態調査の実施やモデル

構築には多大なコストがかかる点が課題で、特に地方都市

圏での適用が進みにくい状況にあった。そこで、国総研都

市施設研究室では、これまで都市圏 PT 調査を実施できな

かった都市や財政・技術的制約のある都市でもデータを活

用したプランニングが実現できる世界を目指し、全国都市

交通特性調査（全国 PT 調査）データを活用して標準的な

アクティビティ・ベースド・シミュレータ（ABS）(1)を開発

している。 
国総研が開発している標準的な ABS は、国勢調査デー

タやベイジアンネットワーク等を用いて個人の属性情報

（性年齢や就業状況、勤務先、自動車運転免許の有無、世

帯状況等）を生成する「個人データ生成モデル」と、全国

PT 調査データの傾向から個人単位での移動を確率的に推

計する「アクティビティ・ベースド・モデル（ABM）」1) 2) 

3) 4) 5) 6)から構成される。各都市は、人口、施設、交通等のイ

ンプットデータを準備し、ABSへ入力すれば、その都市で

のシミュレーションが可能となり、PT 調査のトリップデ

ータに類似した形の現況推計データを出力できる。また、

標本数の小規模な PT 調査データや、携帯電話基地局デー

タをはじめとするビッグデータ等の移動実態データを用意

し、ABM を補正することで、より地域特性を反映させた

移動を推計できる。さらに、インプットデータの値を変化

させることで、人口集約や交通サービス改善等の簡易的な

将来シナリオ分析が可能である。詳細は、国総研都市施設

研究室 HP で技術検証レポート 7)を公開している。都市圏

における広域道路網や都市機能配置、公共交通等の課題や

政策、施策の方向性を検討する際の有用な材料となると考

えられ、2024年10月にプロトタイプ版ABSが完成し希望

者への貸出を開始した。また、技術検証と活用イメージ構

築を目的に、ケーススタディの蓄積も行っており、山形都

市圏と西遠都市圏において ABS を適用した際の現況推計

データの再現性検証、将来シナリオ分析を実施し、自治体

からのフィードバックを得た。この一連のプロセスと結果

についても、国総研都市施設研究室のHPで公開している。

国土交通省の定める都市計画運用指針では、「人々の活動機

会へのアクセス、移動格差の解消、交通安全、カーボンニ

ュートラルの実現、防災性の向上など、より幅広い都市の

課題への対応の観点も含めて、交通実態の把握、分析を行

うとともに、将来のありうる姿に関するシナリオ分析を、

シミュレーション等を活用しながら実施し、都市や交通の

関わるビジョンや計画を作成し、施設整備のような実現に

長い期間を要するものだけでなく、短期間で実現できるも

のも含めて、施策や各種の取り組みを提案する総合的な検

討を行うことが望ましい」8)とされており、ABS の活用場

面として、地方公共団体等が、次期、総合交通戦略や地域

公共交通計画、立地適正化計画等の検討にあたり、将来都

市構造の見直しのため現況の人の移動を効率的に把握する、

公共交通施策の実施エリアの優先順位の検討のため将来シ

ナリオ分析を行うといった場面が期待できる。 
本報告では、2025年4月に、都市生活者の交通行動に関

する将来シナリオ分析等が可能な ABS 等のシミュレーシ

「ABP Challenge」新たな交通行動分析手法を活用した都市交通プランニングの実現戦略 
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ョン技術を活用し、Well-being と持続可能性を両立した効

率的な都市交通のプランニングを実現するための戦略とし

て「ABP Challenge（Activity Based Planning Challenge）」をと

りまとめ、全国の自治体・民間・大学等の関心層との共有

知とすべく、以降の2章から7章にかけて、戦略の内容に

ついて、今後の方向性も含め報告する。 
 
2．戦略策定に至る社会背景と交通政策のトレンド 
2-1 UMX(Urban Mobility‐Life Transformation) 
 全国で人口減少・少子高齢化、都市インフラの老朽化、

気候変動等が本格的に進行している。都市の機能や施設を

集約し地域間の交通や情報の流れを連携・効率化するコン

パクト・プラス・ネットワーク施策による都市構造再編を、

確かな実効力を携えて進めていく段階にある。 
また、近年、テレワークや公共空間での活動の多様化等

の新たな生活様式、GSM（Green Slow Mobility）や PM
（Personal Mobility）等の身近で環境に優しいモビリティの

普及、シュアリングエコノミーの導入、ビッグデータや自

動運転、MaaS（Mobility as a Service）等の技術革新が進んで

いる。 
今後の都市交通施策として、デジタル技術も活用し、バ

ス輸送システムや LRT 等による基幹公共交通軸や交通結

節点の持続・再生 9)を図りつつ、多様な交通モードの連携、

ウォーカブルな空間形成、モビリティハブや魅力的なモビ

リティの導入により、都市生活における一人一人の Well-
beingを向上させる、質的な側面に届き、かつ、多様な個人

属性、多様な活動に対応したきめ細やかでインクルーシブ

な施策が求められる。 
 モビリティ革命の時代にあっては、こうした取り組みを、

モビリティ・マネジメント（Mobility Management、略称MM）

等も取り入れ各地域で的確に実行し、モビリティを介した

都市生活のポジティブな転換が志向される。 
 
2-2 人の移動＋活動を捉える必要性 
 都市生活における人々の移動には、ある場所での活動と

いう目的が伴う。都市の人口密度やインフラ整備状況に基

づく評価は一定程度実施されてきたが、今後は、実際に様々

な人々がどこでどのように活動しているか、様々な活動へ

のアクセシビリティは確保されているか、アクセスのため

の移動手段や時間は人々にとって満足のいくものになって

いるか、といった動態面について重点的に考慮していく必

要がある。高齢者や子育て世帯等の多様な人々が、日々の

活動時間を有効活用し、ストレスなくシームレスに移動で

きるまちづくりにおいて、PT調査等により、個人属性別の

一連の移動・活動（トリップ・チェーン）を位置情報や時

間とともにデータで可視化し、分析・評価を行う意義は大

きい。また、都市機能・居住地の配置や、防災、環境、産

業等の様々な分野との関係性の観点から、有機的に都市交

通を捉えることが重要であり、多面的な分析・評価により、

都市総体での人々のライフスタイルを明らかにする必要が

ある。図-1に都市生活の把握のイメージを示す。 
 
2-3 交通行動分析手法の潮流 
交通行動分析において将来の都市交通状況を予測・把握

するため、従来から、四段階推定法等の集計的な手法が用

いられてきた。 
近年は、人々の個人属性と１日の詳細な活動・移動デー

タ（非集計データ）を再現可能なシミュレーション技術

（ABS、生成AI等）が登場している。現実の事象（都市生

活者の行動原理や意思決定等）のモデル化、非集計データ

生成により多角的な分析を実現する現況推計はもとより、

詳細の将来データを推計することで、模擬環境で、今後取

り得る様々な都市交通施策とその効果を再現し、最適解を

事前検証する手法としての活用が期待されている。 
一方で、目的に応じたシミュレーションの活用方法、精

度や留意点等が共有されていない点、モデル構築にコスト

が係る点等が課題となり、広く活用されるには至っていな

い状況であった。 
人流ビッグデータも登場し、都市のデータ収集の取り組

みが進展している。図-2に例示する各種データの特性をふ

まえながら、シミュレーション技術と各データとの組み合

わせによる現況再現性の向上 10) 11) 12) や、使い分けによる有

効活用が期待される。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
図-1 個人の1日の活動・移動データを活用した都市生活者のライフスタイルの明確化イメージ 
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図-2 代表的なビッグデータの特徴 
 

2-4 これからの都市交通プランニング：体制と進め方 
(1)体制 
各都市が目指す姿や実現に向けたマスタープランニング

のアプローチは、都市交通分野に限らない多分野での各施

策の相互作用や、地域特性・実情を一層加味する内容に進

化してきており、図-3の体制のもと、地域の様々な主体で

ある民間や都市・交通以外の部局との連携により創意工夫

し、地域の総力戦で進めていくことが重要である。一方で、

多岐に渡る主体間の協働の難度は高い。こうした中、人々

の交通行動の実態データは、共通認識のためのエビデンス

データとして有効活用されてきた。 

将来に向けて、多様な主体が共有すべき都市のビジョン、 

 
図-3 これからの都市交通プランニングの体制 

 
プランを議論するための基盤として、データ・シミュレ

ーション活用の重要性が増している。社会課題や新技術が

急速に変化し、不確実な要素が多く未来の予測が難しい時

代の中で、多主体が協働し、迅速かつ効率的に検討するた

めには、官民共創の体制のもと、将来の様々な施策の可能

性とその効果をシミュレートし比較する手法を取り入れ、

データビジュアライゼーションにより、最適な方向性を議

論する材料とする必要がある。 
 

(2)進め方 
各都市において都市交通プランニングの詳細過程を見直

しつつ、図-4の各過程において、シミュレーションをはじ

め各種デジタル技術の適切な導入が求められる。導入によ

り、検討主体がより自主性をもって業務実施できると共に、

関係者が参画しやすくなる。 

分 類 データの概要 時間・空間 属性情報 

ビ
□
グ
デ
□
タ 

携帯電話

基地局 
携帯電話が基地局と交信

をした履歴 

数秒～1時間程度で

基地局単位で人の移

動を把握可 

性、年齢等把

握可能な場合

あり 

GPS 
データ 

スマホのアプリ等のGPS

で測位した緯度経度情報 

数秒～数分間隔で緯

度経度単位で人の移

動を把握可 

性、年齢等把

握可能な場合

あり 
Wi-FIパ

ケットセ

ンサー 

Wi-Fiを利用しているスマ

ホ等とアクセスポイント

の交信履歴 

数秒間隔で設置地点

間の回遊行動を把握

可 
－ 

レーザー

カウンタ 
レーザーの反射光から感

知した人の動き 

連続的に設置地点の

断面交通量・歩行者

数等を把握可 
－ 

交通系 

ICデータ 
改札等にてICカードリー

ダで読み取った利用履歴 

連続的にICカード

利用者の駅バス停毎

の乗降数等を把握可 

性、年齢等把

握可能な場合

あり 

パーソン 
トリップ調査 

統計的精度を担保した無

作為抽出による調査 

10年に1度等にゾー

ン単位で人の移動を

把握可 

性、年齢、世

帯、免許等が

可能 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図-4 これからの都市交通プランニングの進め方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図-5 ABSの主体別の活用シーン 
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3．ABP Challengeの目的と目指す姿 
3-1 目的と目指す姿 
モデルやシミュレーションを扱うことは、目に見えづら

い複雑な現象の本質を捉えようとする行為に他ならない。 
多様な主体が共に都市の将来像を描くための基盤とし

て、行政の都市計画・交通部局のみならず、多様な部局や

民間、市民が、データ・シミュレーションに触れ、利用し

やすい環境の構築を目指す。 
特に、人の活動を明示的に扱う新たな交通行動分析手法

ABS等）では将来シナリオ分析等が可能となるため、ABS
の普及により、Well-being と持続可能性を両立した都市交

通のプランニング（ABP: Activity Based Planning）を各都市

で実施できる環境の構築を目指す。 
目指す姿として、次の3点を挙げる。 
①ABS等のシミュレーションが、都市交通を含めた多様

な分野の施策で活用され役立っている。 
②自治体や関連する技術者が容易にシミュレーションや

その結果を活用でき、保有するデータや技術力に応じ、

より高度な検討も可能になる。 
③産学官の多様な主体が参画し、シミュレーションの改

善・新規開発が持続的に行われる。 
 

3-2 ABSのターゲット別の活用シーン 
ABSは自治体、民間事業者、コンサルタントや大学とい

った活用主体が想定される。それぞれの活用シーンを図-5
に示す。 

 
4．ABSの強み 
 本章では、四段階推計法等の従来の交通行動分析手法に

比較してABSが有する強みを整理し紹介する。 
 
4-1 将来シナリオ分析 
 将来的な人口変化や居住集約等に対して、人の移動・活

動の変化が推計できる。また、道路、鉄道、バス等の交通

ネットワークの変化、商業施設や公共施設等の都市機能配

置等による人の移動・活動の変化が推計できる。 
 例えば、テレワークの普及、自動車保有の減少等によっ

て人々の行動特性が変化した場合、交通事業者の経営難に

よって公共交通が急速に衰退した場合、課題解決に向けて

各種都市交通施策に取り組んだ場合など、複数のパターン

のシナリオ分析を行い、幅の中で都市戦略を立案し、不確

実な将来に備えることができる（シナリオプランニング） 。 
 1章で紹介した国総研ABSへの地域データ入力、国総研

ABSによる生成データ出力から分析、将来シナリオ分析ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図-6 ABSの概要と活用フロー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-7 長期視点でのシナリオプランニングの手法 
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での一連の流れを図-6に整理する。 
 また、応用として、長期のバックキャスト型の進め方へ

の応用が期待できる。図-7に示すように、各時点における

複数のシナリオパターンの幅（スコープ）が明確化される

ことで、長期的な都市の理想像とのギャップの事前把握が

行い易くなる。現場のUI（ユーザーインターフェース）と

して実装することで、変化に合わせた素早い対応も可能と

なる。従って、地域の産・学・官連携による共創の場とい

ったイノベーションが生まれやすい推進体制、新たなアイ

デアを考慮できる確率モデルへの改良（カスタマイズ）等

と組み合わせることにより、①変動性（人口減少、都市の

縮退、新たな技術進展等）、②不確実性（気候変動による自

然災害の激甚化、新型コロナ等）、③複雑性（都市の生活ニ

ーズの多様化、グローバル化等）、④曖昧性の、VUCA時代

（Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity）においても、

中長期で、将来あるべき理想像を描き実現するバックキャ 
スト型の進め方への応用が期待できる。 
 
4-2 多面的な分析と総合評価 
 人の移動・活動を起点に様々な指標を算出可能なため、

複数の属性項目等を活用した多面的なクロス分析等、都市

の多面的な分析・総合評価に活用できる。 
 高齢者の外出、子育て世帯の送迎等の個人の暮らしに寄

り添った課題の把握など、多面的な分析に活用できる。 
 また、まちなかの来訪者数や公共交通利用数等の観点か

らの都市の持続性を評価するのみならず、滞留人口や道路

交通量等の集計量から、環境、防災、都市の維持管理等に

係る多様な指標を算出し、総合的な都市の評価を行うこと

ができる。活用が想定される政策テーマと指標例について、

表-1にまとめる。例えば「東京PTインフォグラフ」13)や、

図-8のようなダッシュボード等の可視化・分析ツールを活

用することで、より分析し易くすることが考えられ、都市

構造の総合的な評価 14)に用いることが想定できる。 
 

図-8 複数の属性項目等を活用した多面的なクロス分析 
 
 
4-3 現況補完データとして活用 
 調査や人流ビッグデータでは把握が難しい、詳細な空間

解像度や属性の動きを補完的に把握できる。 
パーソントリップ調査で、詳細な空間解像度で精度担保

表-1 分野別の活用が想定される政策テーマと指標例 
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したデータを取得するにはコストがかかるため、調査実施

が課題となることがある。そこで、パーソントリップ調査

結果をシミュレーションで補完することで、詳細な空間解

像度での動きを把握でき、施策検討に活用できる。 
人流ビッグデータでは図-2で示した通り限定的な属性情

報や目的等が付与された一日の移動・活動のデータが推計

できる段階にある。 
 
5．ABSのエコシステム 
5-1 各主体の役割と連携 
 国主導により、産学官の多様な主体が参画し ABS 等の

シミュレーションの活用・開発が持続的に行われるエコシ

ステムの構築を目指す（図-9）。特に、各地域におけるABS
適用のアドバイスを行う大学・コンサルタント等の役割は

重要になるものと考えられる。 
 

図-9 エコシステムにおける各主体の役割 
 
5-2 国総研ABSの役割 
 ABSに各都市圏のデータをインプットすることで、各個

人の1日の活動・移動データを再現できるが、更に地域の

人流ビッグデータ等を加えることで、地域特性を加味した

内容に補正することも想定できる。 
 国総研 ABS プロトタイプ版はフラグシップアプリと位

置付けられ、エコシステムが整うまでの活用機会を提供す

るとともに、図-10 に例示する他のシミュレータとの連携

も想定し、関連する官民の様々な開発のベンチマークの役

割を担うことを想定する 15) 16) 17) 18) 19) 。 
 将来、国総研が本リリースするシミュレーションプログ

ラムはOSSとして公開し、民間等の多様な主体による拡張

や新規開発に取り組みやすい環境を実現する。 

 5-3 ABS活用成功のポイント 
(1)シナリオプランニングの留意点 
複数パターンのシナリオを用意し、一定の幅の中で政策

検討をすることが有効である。 
シナリオ分析をする際には、様々な変動要素を含む。例

えば、インプットデータとして、将来人口等を準備する必

要があるが、将来人口自体が予想とは異なってくる可能性

がある。 
また、将来を推計し活用する際には、モデルが有するダ

イナミクスを念頭に置くべきで、そのままモデルを適用し

た場合、現況の行動特性が将来も継続することを前提にし

ている点も注意が必要である。 
よって、1 つのシナリオだけで将来を見通そうとするの

ではなく、複数シナリオで幅をもった検討をすること、そ

して、あくまで皆で考えるためのツールであり、機械的な

フレームワークに終始しないことも重要である。 
 

主体 主な役割 

国土交通省 国総研、都市局、 
地方整備局等 

国総研ABSの提供、コミュニティの形成支援、プ

ラットフォーム構築と運用等 

地方公共団体 都道府県・市区町村 ABSを活用した都市交通プランニングの実施等 

民間事業者 ①コンサルタント 地方公共団体等のABS活用支援等 

②交通事業者・ 
 まちづくり団体等 

ABSやデータの事業展開やまちづくりの検討への

活用 

③データプロバイダ データ、アプリケーションの提供等 

④イノベーション企業 シミュレーションの改善・新規開発、ユーザーイ

ンターフェースの開発等 

研究機関 大学等 地方公共団体等のABS活用支援、新技術・知見の

提供、民間との共同研究等による技術開発、人材

の育成・輩出等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-11 エコシステム形成に向けたステップアップ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
図-10 ABSと各種シミュレータの連携 
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(2)実態データとの使い分け 
現況分析は ABS の推計データのみに依存するのではな

く、適切な実態データの取得が必要である。 
ABSにより得られるデータは推計値であり、統計的な観

点から精度を説明できない点には留意が必要である。 
特に、国総研ABSは、全国の平均的な行動特性をモデル

化しているため、モデルの振る舞いとして、各地域の行動

特性は十分には反映されていない可能性がある（地域でカ

スタマイズすることも考えられる）。 
重視する指標については、パーソントリップ調査や人流

ビッグデータ等で実態を把握することが必要で、特に事業

評価等の精度の説明が重要な場面では、大規模なパーソン

トリップ調査も検討することが重要である。 
 
(3)アカウンタビリティの確保 
専門技術者の確保・育成、または地域の大学等からのサ

ポート等を必要に応じて求めることが重要。 
上記(1)(2)で挙げた要因以外にも、シミュレーションは確率

モデルを用いているため、結果には誤差が含まれ、その解

釈等には留意が必要である。また、時代に合わせて考慮に

入れるべきサブモデルも変化していく。 
活用する際には、パーソントリップ調査や人流ビッグデ

ータ等と比較して再現性を確認し、乖離が大きい場合には、

補正（チューニング）を適切に行うことが望ましい。 
専門技術者の確保・育成、外部委託、地域の大学等からの

サポート等により、技術面でのアカウンタビリティを確保

することが重要である。 
 
6．ABP Challengeの重点アクションとステップアップ 

4 つの重点アクションと 3 段階のステップアップの全体

像を図-11に示す。 
重点アクションⅠとして国総研 ABS の継続改良、次期

（令和7 年度）全国PT 調査データを反映した国総研ABS
のモデル構築、データ整備・集計・分析・可視化・予測等

に関するABS活用コストといったユーザビリティの改善 
により、実用可能な水準のシミュレータの構築を目指す。 

 重点アクションⅡとして、自治体や民間等における、都

市交通の政策検討の現場に近い、また、より多様な主体や

場面での活用を促すため、多面的な観点でのユースケース・

活用事例の蓄積を行い、全国の活用シーンを収集整理し事

例集として公表する。 
重点アクションⅢとして、関心層となる主体への認知や

技術情報、交流機会の提供を行いコミュニティの形成を図

る。また、データ駆動型の共創による都市プランニング体

制（アーバンデザインセンター20)、リビングラボ 21)等）の

あり方やその構築支援を進め、将来的には、シミュレータ

活用のアイデアソン、シミュレータ・モデル自体の開発の

ハッカソン等を開催し、幅広い主体を巻き込んでいく。こ

れらにより、シミュレーション技術の浸透とムーブメント

化、実行の体制構築を図る。 
重点アクションⅣとして、プラットフォームの HP の構

築 22) 23)と各種情報の蓄積、開発および検証に活用可能なデ

ータの構築と提供を進める。 
これらの重点アクションを順次、継続して進めていくこ

とで、産学官のエコシステム形成に向けたステップアップ

が図れると考えられる。 
 

7．今後の方向性 
7-1 ロードマップ 
国総研、都市局、関心層による主体別の取り組みのロー

ドマップを、過年度の取り組みとともに図-12に整理した。 
国総研が開発している ABS の本リリース時には、コミ

ュニティやプラットフォームが形成され、エコシステムに

よる継続・発展の体制が整っている状態を目指す。 
 
7-2 ABSのスマートシティへの実装 
 スマートシティにおいて、都市経営の深度化を図るため

のアプリケーションの1つとしての活用が将来的に考えら

れる。データ連携基盤を通じて人流ビッグデータや 3D 都

市モデル等の最新データと接続した状態で、 図-13に示す

通り、ABSがアプリケーションとして内装され、様々な部

署が政策検討に活用しやすい環境となることが期待される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-12 主体別の取り組みのロードマップ 
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図-13 ABSのスマートシティへの実装 
 

8．おわりに 
ABP Challenge は、全国の自治体・民間・大学等の関心

層との共創プロジェクトとして推進するものであり、都市

局都市計画調査室と共同で普及啓発に取り組んでいく。 
 
＜謝辞＞  
 ABP Challengeの作成にあたり、東京大学羽藤英二教授、早稲田
大学佐々木邦明教授、東京大学福田大輔教授、東京都市大学林和
眞准教授、東北大学原祐輔准教授からは、様々なご助言を賜った。
ここに記し、感謝の意を表する。 
 
【補注】  
(1) 都市内の人々の様々な交通に関わる行動を、現実の都市で観

測されたデータから、どういった属性の個人が、どういった
場合に、どのような選択行動をとるか、効用が最大化する意
思決定（合理的な行動）に着目して、離散選択モデルに代表
される確率モデル（アクティビティ・ベースド・モデル：ABM）
を用い、仮想的に推計し再現するコンピュータプログラム。
まず活動（アクティビティ）の発生を推計し、その活動を行
うための移動が発生する仕組み。モデル構築では、サンプル
データから数理モデルを仮定し、その説明変数（パラメータ）
を特定（パラメータ推定）。結果、データやパラメータを変化
させることで、地域性や施策の実施の有無等を表現でき、現
況再現だけでなく将来予測等で用いることが可能になる。 
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テキストマイニングによる｢みなとオアシス｣の誘客に関する試行的分析

－ 中核拠点となる客船ターミナル施設の魅力と課題 －

A preliminary Analysis of Attracting Visitors to Minato Oasis Using Text Mining 
: Attractions and Challenges of Cruise Ship Terminal Facilities as Core Bases 

坂巻哲*・大島一夫*・蓬田崇**・三輪夏菜** 
Satoshi Sakamaki*・Kazuo Oshima*・Takashi Yomogida**・Kana Miwa** 

In this study, we conducted a trial analysis using text mining on review information of the passenger ship terminal 
facility, which is the core base of "Minato Oasis," with the aim of improving the reception environment of "Minato 
Oasis." As a result, we confirmed that it is important for the passenger ship terminal facility to develop and expand 
public transportation as a transportation hub of "Minato Oasis," to manage toilet hygiene as a gateway to "Minato 
Oasis," and to introduce and expand parks and open spaces as a core base of the region. 

Keywords: ”Minato Oasis”，cruise ship terminal facilities，online reviews，text mining 
みなとオアシス，客船ターミナル施設，オンラインレビュー，テキストマイニング

1. 研究背景･目的

2003 年に｢みなとオアシス制度｣が創設され，地域住民の交流

や観光の振興を通じた地域の活性化に資する｢みなと｣を核とし

た街づくりの促進が図られている。登録数は年々増加し，2025年

5月の時点で，167箇所に上り，全国に分布している1)。｢みなと

オアシス｣は，客船ターミナル施設，展望施設，文化交流施設，多

目的ホール，観光案内施設，駐車場，トイレ，津波避難タワー，

産地直売施設，レストランなどの施設群で構成され，地域住民･観

光客･クルーズ船旅客の交流および休憩，地域の観光および交通

に関する情報提供，災害時の支援，商業機能などの役割を担って

いる。

また，観光立国の実現に向けた｢観光立国推進基本計画｣が2023
年 3 月に閣議決定され，その中で外国クルーズ船の寄港回数を

2025 年に 2,000 回を目指した取り組みの推進や訪日外国人旅行

者の受入環境整備などを掲げている 2)。日本の港湾への外国クル

ーズ船の寄港回数をみると，近年は増加傾向にあり，2023年の外

国クルーズ船の寄港回数は 1,264 回で，コロナ禍前のピーク時

(2017年)の約63%まで回復している3)。 
さらに近年，携帯電話やスマートフォンなどの普及に伴い，訪

問先の写真や動画などとともに体験･感想が紐づいたオンライン

レビュー(クチコミ)が活発に行われている。このレビュー情報は，

利用者･体験者の声として重視され，これを参考に訪問先を決め

るユーザーも多い 4)。このことから，観光の振興を通じた地域の

活性化に向けて，個人の経験を記述したレビュー情報の分析は重

要と考える。

本研究では，｢みなとオアシス｣の受入環境の整備向上を目的に，

｢みなとオアシス｣の中核拠点となる客船ターミナル施設のレビ

ュー情報を対象にしたテキストマイニングによる試行的分析を

行い，客船ターミナル施設の魅力や課題を整理する。

2. 研究方法

2-1. 分析データ 

体験者および利用者の評価を把握する媒体として，Google 
Maps，tripadvisor，4travelなどがある。Google Mapsは，地図

情報サービスとして多くのユーザーを有し 5)，全国で網羅的にレ

ビューが投稿され，レビュー件数が最も多く集まるプラットフォ

ームである。このことから，体験者および利用者の評価を把握す

る媒体としては，Google Mapsのレビュー情報を用いることとし

た。なお、本データの分析は Google プラットフォームのフェア

ユースの規定に従い，非商業的な学術研究として実施した。また

ユーザーの個人情報の取得はしていない。

2-2. 分析ツール(テキストマイニング) 

客船ターミナル施設の魅力および課題を把握するため，Google 
Maps レビューの内容をテキストマイニングにより分析した。テ

キストマイニングにあたっては、KH Coder version:3.02cを使用

し，テキストデータのクリーニングおよび前処理を行った上で，

語の出現頻度，階層的クラスター分析や KWIC(Keyword in 
context)コンコーダンス(用語索引)6)による分析を実施した。なお，

レビュー原文には，記号や絵文字しか含まれないもの，空欄のも

のがあるため，評価内容の読み取りが可能な有効レビューの抽出

作業を行った。また，表示言語はユーザーが設定している言語に

自動翻訳されるため，日本語へ自動翻訳されたテキストデータを

用いて分析した。

2-3. 分析対象地の選定 

｢みなとオアシス｣に属する客船ターミナル施設を選定するた

め，外国船社が運航するクルーズ船の寄港回数 7)が多い港湾 8)に

ある客船ターミナル施設の Google Maps に書き込まれた有効レ

ビュー件数を調査した。なお，本研究の執筆に要する期間を考慮

した上で可能な限り最新の情報を活用できるように 2023～2024
年の2年間に投稿されたレビュー情報を収集している。
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図 1 本研究での分析プロセス概要図 9) 

その調査結果から，｢みなとオアシス｣に属し，有効レビュー件

数が 50 を超える 6 つの客船ターミナル施設を分析の対象とした

(表 1)。 

表 1 客船ターミナル施設ごとの有効レビュー件数 

施設名 みなとオアシス名 港湾名 
寄港 
回数 

有効レビュー 
件数 

横浜港大さん橋 
国際客船ターミナル 

みなとオアシス横浜港 横浜 101 283 

マリンポートかごしま みなとオアシス鹿児島 鹿児島 78 316 

那覇クルーズターミナル みなとオアシスなは 那覇 72 144 

広島港クルーズターミナル みなとオアシス広島 広島 58 110 

神戸ポートターミナル みなとオアシスKOBE 神戸 54 83 

清水マリンターミナル 
みなとオアシス 
まぐろのまち清水 

清水(静岡) 53 56 

3. Google Mapsのレビュー分析

KH Coderによるレビュー分析のプロセスは，それぞれの客船

ターミナル施設でレビュー内容が似た文書の群を探す｢階層的ク

ラスター分析｣を行い，次に，そのクラスターごとの主要な語を起

点に，語の本文中での使われ方を確認する｢KWIC コンコーダン

ス｣や，語と語の結びつきを探る｢関連語検索｣を行った(図 1)。こ

れにより，客船ターミナル施設の魅力となる高評価の対象や，課

題となる低評価の要因をそれぞれ分析した。なお，階層的クラス

ター分析(方法：Ward法，距離：Jaccard係数)のクラスター数は，

併合水準10)を参考に設定している。 
3-1. 横浜港大さん橋国際客船ターミナル 

283 件の有効レビューを分析対象にして階層的クラスター分析

を行った。その結果，レビュー情報はⅠ:豪華客船の見物，Ⅱ:みな

とみらいの眺望，Ⅲ:散歩での利用，Ⅳ:駐車場の利用，Ⅴ:夜景の眺

望に分類された(図 2)。 
次に，KWICコンコーダンスおよび関連語検索を行った。クラ

スターⅠでは，｢豪華｣(共起:12)や｢見る｣(8)の語と係わる｢客船｣が

肯定的に評価されている。クラスターⅡでは，｢みなとみらい｣(10)
や｢美しい｣(8)の語と係わる｢景色｣が肯定的に評価されている。ク

ラスターⅢでは，｢良い｣(5)や｢最適｣(5)の語と係わる｢散歩｣が肯定

的に評価されている。クラスターⅣでは，｢空く｣(4)や｢広い｣(2)の
語と係わる｢駐車｣が肯定的に評価されている。クラスターⅤでは，

｢綺麗｣(10)や｢最高｣(5)の語と係わる｢夜景｣が肯定的に評価されて

いる(表 2)。 

これにより，｢豪華客船の見物｣，｢みなとみらいの眺望｣，｢散歩

での利用｣，｢駐車スペースの充実｣，｢夜景スポット｣といった高評

価の対象が捉えられた。一方で低評価の要因は捉えられなかった。 

図 2 横浜港大さん橋国際客船ターミナルのクラスター 

表 2 評価の対象（KWICコンコーダンスおよび関連語検索） 

クラスタ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

対象 客船 景色 散歩 駐車 夜景 

豪華(12) みなとみらい(10) 良い(5) 空く(4) 綺麗(10) 

関連語 見る(8) 美しい(8) 最適(5) 広い(2) 最高(5) 

眺める(3) 一望(7) 過ごす(1) アクセス(1) 素晴しい(5) 

3-2. マリンポートかごしま 

316 件の有効レビューを分析対象にして階層的クラスター分析

を行った。その結果，レビュー情報はⅠ:駐車場の利用，Ⅱ: ウォ

ーキングでの利用，Ⅲ:桜島が見える眺望，Ⅳ:市街地へのアクセス，

Ⅴ:ターミナルの環境･設備，Ⅵ:子供との来訪，Ⅶ:公園の利用に分

類された(図 3) 
次に，KWICコンコーダンスおよび関連語検索を行った。クラ

スターⅠでは，｢広い｣(共起:16)や｢良い｣(11)の語と係わる｢駐車｣

が肯定的に評価されている。クラスターⅡでは，｢楽しむ｣(2)や｢最

適｣(2)の語と係わる｢ウォーキング｣が肯定的に評価されている。

クラスターⅢでは，｢眺める｣(8)や｢綺麗｣(7)の語と係わる｢桜島｣が

肯定的に評価されている。クラスターⅣでは，｢少ない｣(2)や｢来

ない｣(2)の語と係わる｢タクシー｣がネガティブに評価されている。

クラスターⅤでは，｢綺麗｣(4)や｢清潔｣(1)の語と係わる｢トイレ｣が

肯定的に評価されている。クラスターⅥでは，｢遊ぶ｣(6)や｢楽し

い｣(2)の語と係わる｢子供｣が肯定的に評価されている。クラスタ

ーⅦでは，｢広い｣(10)や｢素敵｣(4)の語と係わる｢公園｣が肯定的に

評価されている(表 3)。 
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これにより，｢駐車スペースの充実｣，｢アクティビティでの利

用｣，｢桜島の眺望｣，｢清潔なトイレ｣，｢子供と遊べる場｣，｢公園

での憩い｣といった高評価の対象が捉えられた。一方で｢交通手段

(タクシー)の不足｣が低評価の要因として捉えられた。 

図 3 マリンポートかごしまのクラスター 

表 3 評価の対象（KWICコンコーダンスおよび関連語検索） 

クラスタ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

対象 駐車 ｳｫー ｷﾝｸ  ゙ 桜島 タクシー トイレ 子供 公園 

広い(16) 楽しむ(2) 眺める(8) 少ない(2) 綺麗(4) 遊ぶ(6) 広い(10) 

関連語 良い(11) 最適(2) 綺麗(7) 来ない(2) 素晴しい(1) 来る(4) 素敵(4) 

隣(2) 便利(1) 素敵(5) 待つ(2) 清潔(1) 楽しい(2) 芝生(2) 

図 4 那覇クルーズターミナルのクラスター 

表 4 評価の対象（KWICコンコーダンスおよび関連語検索） 

クラスタ Ⅰ Ⅱ-1 Ⅱ-2 Ⅳ Ⅴ Ⅵ 

対象 徒歩 タクシー バス ターミナル クルーズ スタッフ 

国際通り(7) たくさん(4) 少ない(2) 清潔(2) 行く(6) ﾌﾚﾝﾄﾘ゙ (ー4) 

関連語 近く(3) 便利(4) 必要(1) 良い(2) 初めて(3) 親切(4) 

便利(3) 移動(2) 無い(1) 素敵(1) 楽しい(2) 案内(1) 

3-3. 那覇クルーズターミナル 

144 件の有効レビューを分析対象にして階層的クラスター分析

を行った。その結果，レビュー情報はⅠ:観光スポットとの関係，

Ⅱ:市街地へのアクセス，Ⅲ:客船への乗船，Ⅳ:ターミナルの利用，

Ⅴ:ターミナルのロケーション，Ⅵ:ターミナルの環境･設備に分類

された(図 4)。 
次に，KWICコンコーダンスおよび関連語検索を行った。クラ

スターⅠでは，｢国際通り｣(共起:7)や｢近く｣(3)の語と係わる｢徒

歩｣が肯定的に評価されている。クラスターⅡでは，｢たくさん｣(4)
や｢便利｣(4)の語と係わる｢タクシー｣が肯定的に評価されている。

一方で｢少ない｣(2)や｢必要｣(1)の語と係わる｢バス｣がネガティブ

に評価されている。クラスターⅣでは，｢清潔｣(2)や｢良い｣(2)の語

と係わる｢ターミナル｣が肯定的に評価されている。クラスターⅤ

では，｢行く｣(6)や｢初めて｣(3)の語と係わる｢クルーズ｣が肯定的に

評価されている。クラスターⅥでは，｢フレンドリー｣(4)や｢親切｣

(4)の語と係わる｢スタッフ｣が肯定的に評価されている。なお，ク

ラスターⅢでは，肯定的およびネガティブな評価は捉えられなか

った(表 4)。 
これにより，｢歩いて行ける国際通り｣，｢タクシーの充実｣，｢清

潔なターミナル施設｣，｢クルーズの出航｣，｢スタッフのホスピタ

リティ｣といった高評価の対象が捉えられた。一方で｢交通手段(バ
ス)の不足｣が低評価の要因として捉えられた。

3-4. 広島港クルーズターミナル 

110 件の有効レビューを分析対象にして階層的クラスター分析

を行った。その結果，レビュー情報はⅠ:バースの見物，Ⅱ:豪華客

船の見物，Ⅲ:駐車場の利用，Ⅳ:散歩での利用，Ⅴ:帆船の見物，Ⅵ:
公園の利用，Ⅶ:ターミナルの環境・設備に分類された(図 5)。 

図 5 広島港クルーズターミナルのクラスター 

表 5 評価の対象（KWICコンコーダンスおよび関連語検索） 

クラスタ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

対象 客船 駐車 散歩 帆船 公園 子供 

豪華(5) 無料(15) 楽しめる(3) 美しい(1) 素敵(2) 遊ぶ(2) 

関連語 見る(2) 隣接(3) 良い(2) 撮る(1) 良い(2) 喜ぶ(1) 

行く(1) 近く(1) 気軽(1) 見る(1) 楽しむ(1) 連れて(1) 

次に，KWICコンコーダンスおよび関連語検索を行った。クラ

スターⅡでは，｢豪華｣(共起:5)や｢見る｣(2)の語と係わる｢客船｣が

肯定的に評価されている。クラスターⅢでは，｢無料(1時間)｣(15)
や｢隣接｣(3)の語と係わる｢駐車｣が肯定的に評価されている。クラ

スターⅣでは，｢楽しめる｣(3)や｢良い｣(2)の語と係わる｢散歩｣が肯

定的に評価されている。クラスターⅤでは，｢美しい｣(1)や｢撮る｣

(1)の語と係わる｢帆船｣が肯定的に評価されている。クラスターⅥ

では，｢素敵｣(2)や｢良い｣(2)の語と係わる｢公園｣が肯定的に評価さ

れている。クラスターⅦでは，｢遊ぶ｣(2)や｢喜ぶ｣(2)の語と係わる

｢子供｣が肯定的に評価されている。なお，クラスターⅠには，肯

定的およびネガティブな評価は捉えられなかった(表 5)。 
これにより，｢豪華客船･帆船の見物｣，｢駐車場の料金｣，｢散歩

での利用｣，｢公園での憩い｣，｢子供と遊べる場｣といった高評価の

対象が捉えられた。一方で低評価の要因は捉えられなかった。

3-5. 神戸ポートターミナル 

83 件の有効レビューを分析対象にして階層的クラスター分析

を行った。その結果，レビュー情報はⅠ:客船の見物，Ⅱ:豪華客船
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への乗船，Ⅲ:港の眺望，Ⅳ:駐車場の利用，Ⅴ:ターミナルの環境･

設備，Ⅵ:駅からのアクセス，Ⅶ:ポートライナーのアクセスに分類

された(図 6)。 

図 6 神戸ポートターミナルのクラスター 

表 6 評価の対象（KWICコンコーダンスおよび関連語検索） 

クラスタ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅴ-1 Ⅴ-2 Ⅵ-1 Ⅵ-2 Ⅶ 

対象 客船 ｻﾝｾｯﾄ 駐車 スタッフ 施設 駅 商業 ﾎﾟー ﾄﾗｲﾅ 

豪華(6) 美しい(1) 近く(2) 素晴しい(1) きれい(2) 便利(2) 無い(2) 便利(2) 

関連語 見る(4) 綺麗(1) 便利(2) 親切(1) 素晴しい(2) 近い(1) 常設(1) 近い(1) 

来る(1) 見える(1) 有る(1) 優しい(1) 清潔(1) 有る(1) - 行ける(1) 

次に，KWICコンコーダンスおよび関連語検索を行った。クラ

スターⅠでは，｢豪華｣(共起:6)や｢見る｣(4)の語と係わる｢客船｣が

肯定的に評価されている。クラスターⅢでは，｢美しい｣(1)や｢綺

麗｣(1)の語と係わる｢サンセット(夕日)｣が評価されている。クラス

ターⅣでは，｢近く｣(2)や｢便利｣(2)の語と係わる｢駐車｣が肯定的に

評価されている。クラスターⅤでは，｢素晴しい｣(1)や｢親切｣(1)の
語と係わる｢スタッフ｣が肯定的に評価されている。また｢きれい｣

(2)や｢清潔｣(1)の語と係わる｢施設｣が肯定的に評価されている。ク

ラスターⅥでは，｢便利｣(2)や｢近い(直結)｣(1)の語と係わる｢駅｣が

肯定的に評価されている。一方で｢無い｣(2)の語と係わる｢商業施

設｣がネガティブに評価されている。クラスターⅦでは，｢便利｣(2)
や｢近い｣(1)の語と係わる｢ポートライナー｣が肯定的に評価され

ている。なお，クラスターⅡには，肯定的およびネガティブな評

価は捉えられなかった(表 6)。 
これにより，｢豪華客船の見物｣，｢サンセットの眺望｣，｢駐車場

の利便性｣，｢スタッフのホスピタリティ｣，｢清潔なターミナル施

設｣，｢ポートライナー駅の利便性｣といった高評価の対象が捉え

られた。一方で｢商業施設の不足｣が低評価の要因として捉えられ

た。

3-6. 清水マリンターミナル 

56 件の有効レビューを分析対象にして階層的クラスター分析

を行った。その結果，レビュー情報はⅠ:豪華客船の見物，Ⅱ:エリ

アのロケーション，Ⅲ:富士山が見える眺望，Ⅳ:観光スポットとの

関係，Ⅴ:ターミナルのロケーション，Ⅵ:市街地へのアクセスに分

類された(図 7)。 
次に，KWICコンコーダンスおよび関連語検索を行った。クラ

スターⅠには，｢豪華｣(共起:2)や｢来た｣(2)の語と係わる｢客船｣が

肯定的に評価されている。クラスターⅢでは，｢見える｣(6)や｢良

い｣(4)と係る｢富士山｣が肯定的に評価されている。クラスターⅣ

では，｢充実｣(1)や｢多い｣(1)の語と係わる｢シャトルバス｣が肯定的

に評価されている。クラスターⅤは，｢便利｣(3)や｢歩く｣(1)の語と

係わる｢ターミナル｣が肯定的に評価されている。クラスターⅥで

は，｢近い｣(2)や｢魚市場･寿司｣(2)の語と係わる｢歩く｣が肯定的に

評価されている。なお，クラスターⅡでは，肯定的およびネガテ

ィブな評価は捉えられなかった(表 7)。 

図 7 清水マリンターミナルのクラスター 

表 7 評価の対象（KWICコンコーダンスおよび関連語検索） 

クラスタ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 

対象 客船 富士山 シャトルバス ターミナル 歩く 

豪華(2) 見える(6) 充実(1) 便利(3) 近い(2) 

関連語 来た(2) 良い(4) 多い(1) 歩く(1) 魚市場・(1) 

見える(1) 素晴しい(2) 柔軟(1) 優れた(1) 寿司(1) 

これにより，｢豪華客船の見物｣，｢富士山の眺望｣，｢バスの利便

性｣，｢歩いて行ける商業施設(魚市場･レストラン･ショッピング)｣
といった高評価の対象が捉えられた。一方で低評価の要因は捉え

られなかった。

4. レビュー分析の結果

客船ターミナル施設の魅力となる高評価の対象および課題と

なる低評価の要因の整理を行った。その結果を表 8に示す。 
4-1. 高評価の対象 

高評価の対象として，｢見物｣，｢眺望｣，｢徒歩｣，｢公園｣，｢交通

手段｣，｢駐車場｣，｢衛生･環境｣が共通するキーワードである。

高評価の対象は，【見物】では｢豪華客船｣，｢帆船｣が見物できる

こと，【眺望】では｢みなとみらい｣，｢夜景｣，｢桜島｣，｢サンセッ

ト｣，｢富士山｣の｢みなと｣から見える景色，【徒歩】では｢国際通り｣，

｢魚市場｣，｢レストラン｣の観光スポットや商業施設へ歩いて行け

ること，【公園】では｢散歩｣，｢ウォーキング｣，｢子供と遊ぶ｣とい

った公園やオープンスペースでのアクティビティ，【交通手段】で

は｢バス｣，｢タクシー｣，｢ポートライナー(施設直結)｣といった公共

交通機関の利便性，【駐車場】では｢広い｣，｢無料(1h)｣，｢近い｣と

いった駐車スペースの充実や低価格の駐車料金，【衛生･環境】で

は｢トイレ(清潔)｣，｢施設(清潔)｣｢ホスピタリティ(スタッフ)｣とい

ったトイレや施設の衛生面や施設スタッフの対応であった。

4-2. 低評価の要因 

低評価の要因として，｢交通手段｣，｢商業施設｣が共通するキー

ワードである。

低評価の要因は，【交通手段】では｢タクシー｣，｢バス｣などの｢交

通手段の不足｣，【商業施設】では｢ショップ｣，｢レストラン｣など

の｢テナントの不足｣であった。
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表 8  客船ターミナル施設の高評価の対象および低評価の要因 

高評価の対象 低評価の要因 

見物 眺望 徒歩 公園 交通手段 駐車場 衛生･環境 交通手段 商業施設 

横浜港大さん橋 
国際客船ターミナル（横浜） 

豪華客船 
みなとみらい 

夜景 
散歩 広い 

マリンポートかごしま 

（鹿児島） 
桜島 

ウォーキング 

子供と遊ぶ・憩い 
広い 

トイレ衛生面 

(清潔) 
タクシー不足 

那覇クルーズターミナル 

（那覇） 
国際通り タクシー充実 

ホスピタリティ 

（スタッフ・施設清潔） 
バス不足 

広島港クルーズターミナル 

（広島） 

豪華客船 

帆船 

散歩 

子供と遊ぶ・憩い 
無料（1h） 

神戸ポートターミナル 

（神戸） 
サンセット 

ポートライナー 

（施設直結） 
近い 

ホスピタリティ 

（スタッフ・施設清潔） 
テナント不足 

清水マリンターミナル 

（清水（静岡）） 
豪華客船 富士山 

魚市場 

レストランなど 
バス充実 

5. 考察

本研究は，｢みなとオアシス｣の受入環境の整備向上を目的に，

｢みなとオアシス｣の中核拠点となる客船ターミナル施設のレビ

ュー情報を対象にしたテキストマイニングによる試行的分析を

行い，客船ターミナル施設の魅力および課題を整理した。その結

果，施設の利便性や地域との繋がりなど｢みなとオアシス｣の受入

環境の整備に関わる以下の知見が得られた。

5-1. 客船ターミナル施設の目的地化 

豪華クルーズ客船や帆船の見物，また｢みなと｣の眺望を楽しめ

る客船ターミナル施設は，観光の目的地になり，施設自体が魅力

ある観光資源であることがレビュー情報から読みとれる。

5-2. ｢みなと｣と中心市街地のアクセス性 

客船ターミナル施設と中心市街地(観光スポットも含む)を結ぶ

タクシーやバスなどの｢交通手段の不足｣の課題がレビュー情報

から読みとれる。このことから，地域交通事業者との連携によっ

て交通体系を改善し，中心市街地と港湾のアクセス性を高めるこ

とで，｢みなとオアシス｣を含めた広域圏での観光振興に寄与する

と考えられる。 

5-3. 観光スポットをつなぐ歩行空間 

客船ターミナル施設から歩いて行ける観光スポットや商業施

設の魅力がレビュー情報から読みとれる。このことから，歴史･文

化に触れながら，観光スポットをつなぐ歩行空間の整備や再編，

また歩行者専用エリアを設けることで，｢みなとオアシス｣の代表

施設および構成施設の徒歩圏での観光振興に寄与すると考えら

れる。

5-4. 地域住民と来街者のアクティビティの場 

親子で遊べる場やアクティビティ(ウォーキングやランニング)
の場となる客船ターミナル施設に併設される公園の魅力がレビ

ュー情報から読みとれる。このことから，公園やオープンスペー

スの導入･拡充は，地域住民の QOL(生活の質)も向上するととも

に，地域住民と来街者の交流を通じた地域の活性化が図られると

考えられる。

5-5. 施設･トイレの衛生管理 

客船ターミナル施設の清潔さや，トイレの衛生面の魅力がレビ

ュー情報から読みとれる。トイレの管理や多機能トイレの整備は，

子供連れ家族、地域住民および来街者が安心して訪れることがで

きるとともに，地域のイメージアップにも貢献し｢みなとオアシ

ス｣の魅力を向上させる要素と考えられる。

以上より，客船ターミナル施設は，｢みなとオアシス｣の交通結

節点として公共交通機関の整備･拡充，｢みなとオアシス｣の玄関

口としてトイレの衛生管理，地域の中核拠点として公園やオープ

ンスペースの導入･拡充が重要であると考えられる。そして，これ

らの受入環境の整備は，観光の振興を通じた地域の活性化に資す

る｢みなと｣を核とした街づくりの促進につながると考えられる。 

6. おわりに

本研究は，試行的分析であるため，以下の留意点があげられる。 
対象とする分析データにおいて，クラウドソースデータに含ま

れるサンプルには偏りがある可能性があるため，本研究で分析に

使用したレビュー情報においても，客船ターミナル施設の利用者

一般の評価の対象となっているかという点では留意が必要であ

る。また，分析対象は2023～2024年のレビュー情報であり，今

後更新されるものである。本研究では，2025年以降のレビュー情

報は分析できておらず，今後の検討課題とする。

また，本研究はレビュー情報による分析に留まっていることか

ら，今後は地域住民･観光客･クルーズ船旅客へのインタビュー調

査および現地調査などの詳細調査が必要と考える。
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東京都臨海部におけるランナー属性別の地区選好分析 ー土地利用に着目してー

An Analysis of Runner Attribute-Based District Preferences in Tokyo’s Waterfront 
:Focusing on Land Use 

東條秀祐*、中島直人** 
Shusuke Tojo*, Naoto Nakajima** 

This study examined how runner attributes—including age, gender, residence, pace, frequency, and distance—may 
influence district preferences in Tokyo’s waterfront area. Public Strava GPS data from May 2025 and Tokyo’s land-use 
survey data were used to derive location quotients of both running and district characteristics. These were followed by 
correlation analysis, multiple regression with AIC-based variable selection (including Moran’s I tests for residuals), 
and k-means clustering. The results suggest several tendencies: women or foreign runners often prefer peripheral leisure 
districts; slower runners appear to place particular importance on parks; older or more frequent runners tend to 
concentrate in central residential districts; and long-distance runners are more likely to use peripheral industrial areas. 
These findings may provide guidance for designing “runnable” cities inclusive of diverse runners. 

Keywords: Running, Land use, Location quotient, Correlation analysis, Regression analysis, Cluster analysis 
ランニング、土地利用、特化係数、相関分析、回帰分析、クラスター分析

1．はじめに 
1-1．研究の背景と既往研究 

1990 年代以降都市計画の分野では、「歩きたくなるまち」づく

りが進められてきた。日本では特に2020年代以降、滞在快適性向

上区域制度や歩行者利便増進道路制度など、歩行空間の創出に向

けた制度整備が進んでいる。 
一方、「スポーツ・健康まちづくり」の分野では、第2期まち・

ひと・しごと創生総合戦略において、スポーツを活用した社会課

題解決の方針が掲げられている。その政策の柱の一つである「自

然と体を動かしてしまう『楽しいまち』への転換」では、具体的

な施策として「Walkable Cityの実現」が明記されている 1)。 
こうした流れに加え、近年では「歩きたくなるまち」の概念を、

ウォーキングの延長にあるランニングに拡張する動きが見られ

る。ランニングは公共空間を利用する点でウォーキングと共通す

るが、速度が速いため、障害物のない経路の確保や、発汗を伴う

ため、給水所・シャワー・ロッカー等の設備がより重要となる。 
また、ランニングにはコミュニティ形成を促進する効果も期待

されている。その例として、SNS機能を組み込んだアクティビテ

ィ記録・共有ウェブサービス「Strava」が挙げられる。世界195か
国で1億人以上が利用するStrava2)は、ランニングと都市環境の関

係を分析する上でも貴重なデータソースとなっている。近年、海

外ではStravaの走行データを用いた研究が数多く発表されており、

本研究もその流れをくむ。 
これらの研究で用いた都市環境要素は多岐にわたるが、全体的

な傾向として、緑地面積や水域比率といった「公園や水辺の存在」

がランニングの促進要因として挙げられることが多い。対照的に、

容積率や沿道壁面率といった「建て詰まりを表す指標」は抑制要

因となる傾向が見られる。一方で、人口密度、道路密度、社会経

済状態については、研究によって促進・抑制が異なっている。 
研究例として、Huang ら (2023)3)はヘルシンキを対象に街路単

位で、Yangら (2022) 4)は成都を対象に500mメッシュ単位で分析

を行っている。また、Jiangら (2022) 5)はロンドンを対象に、Google 
Street View画像に基づくミクロスケールの指標と、GIS・統計デー

タに基づくマクロスケールの指標を組み合わせて分析している。 
ランニングの選好性と個人属性の関係に言及した研究も見ら

れる。バンクーバーを対象としたHardenら (2022) 6)、メルボルン

を対象とした Radford ら (2024) 7)、モントリオールとワシントン

D.C.を対象としたMcKenzieら (2025) 8)の研究は、いずれも女性が

男性よりも公園や緑地を好む傾向があることを示唆している。 
日本国内では Fang ら (2022) 9)による熊本市を対象に街路単位

で分析した研究が数少ない事例であり、平日と週末それぞれのラ

ンニング実施量に対する都市環境要素の影響を分析している。 
国によって都市環境は大きく異なるため、国内の都市において、

ランニング環境を整備し、「自然と体を動かしてしまう『楽しいま

ち』」を実現するためには、国内での研究蓄積が不可欠である。し

かし、国内でランニングと都市環境の関係を論じた研究は殆ど見

られないのが現状である。また、ランニングの選好は個人の属性

によって異なると推測されるが、Fangら (2022)の研究では性年代、

居住地などの個人属性には触れられていない。そこで、本研究で

はランニングと都市環境の関係性を、国内の都市を対象に、個人

属性の観点も踏まえて分析した。 
1-2．研究の目的と本研究の位置づけ 
そこで本研究では、ランニング環境が比較的良好で、多くのア

クティビティが見られる一帯を対象に、性年代、居住地、走行形

態といった属性ごとの地区選好を明らかにすることを目的とす

る。これにより、すべての人が気軽にランニングを楽しめる都市

の実現に貢献することを目指す。 
本研究の主な特徴は以下の2点である。 
 日本国内の地域を対象に、国勢調査小地域単位での分析と属性

別の分析を行った点。 
 地区特性の指標に土地利用現況調査データのみを用いて説明

を試みた点。 
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2．手法 
2-1．研究対象地とその特徴 
本研究では、以下の理由から、図-1 に示す 48 の国勢調査小地

域で構成される東京都臨海部を研究対象地とする。 
 ランニング環境の充実：東京オリンピックの主会場であり、多

数のスポーツ施設やランニングコースが存在する。また、ラン

ニングの促進要因とされる水辺や公園が総じて充実している。 
 地区の境界が明確：河川や運河が地区間の明瞭な境界となって

おり、対象地を設定しやすい。また、橋梁部で走行経路が収束

するため、ランナーの観測がしやすい。 
 多様な地区特性：開発が進行中の一帯であり、人工島や小地域

ごとに異なる地区特性を持つため、走行特性と地区特性の関係

性を分析しやすい。 
2-2．走行データソース「Strava」とデータ収集方法 
本研究では、Stravaに記録されたGPSデータを走行データとし

て用いる。Strava では、ユーザーが走行履歴のある区間にセグメ

ント（観測区間）を自由に設定でき、そのセグメントを通過した

公開ユーザーのタイムが記録される。このデータは期間、年齢、

性別、体重で絞り込んで閲覧可能であり、以下の情報が収集でき

る。各ランナーは情報の公開範囲を自由に設定でき、全体を非公

開とすることも可能である。本研究では、倫理上の観点から公開

ユーザーのみを対象とし、個人データ単位での分析は行わず、小

地域単位での分析を行った。 
 ユーザー名、走行日、セグメント通過タイム、セグメント通過ペース 
 走行経路（セグメント外を含む） 
 走行距離、走行時間、走行ペース 
 性別、年代（公開設定者のみ） 
 居住地（公開設定者のみ） 
 過去の走行データ（公開設定者のみ） 

研究対象地を概ね人工島ごとに8つの「中地域」に区分し、こ

れらの地域を結ぶ 31 の橋梁を調査対象とした。筆者が橋梁を走

行してセグメントを設定し、ランニングに適した季節である2025
年5月一か月間の走行データを収集した。図-2に、観測対象の橋

梁と命名した中地域の呼称を示す。セグメントは橋梁の両方向に

対して設定し、上下線が約60m離れる豊洲大橋は上下線それぞれ

にセグメントを設けたため、セグメント数は64となった。 
データは 5 月 31 日に各セグメントのデータ一覧ページにアク

セスし、情報を保存することで収集した。また、収集したデータ

には以下の基準でスクリーニングを適用した。 
 対象者：公開ユーザーかつ性年代が判明した者 
 走行経路：対象地内のみを走行する「内内ラン」のみを分析対

象とした。これは、対象地外を含む走行データを用いると、対

象地外の地区特性の影響が無視できなくなるためである。 
 除外条件：以下のデータは分析から除外した。 
 1km未満の短距離アクティビティ 
 GPSの乱れにより経路が特定できないアクティビティ 
 5月17日と18日に台場中地域のシンボルプロムナード公園内

で完結するアクティビティ（同会場で大会の開催があったため） 
2-3．地区特性データソース 
東京都オープンデータカタログサイト 10)から「土地利用現況調

査 令和3年区部」を入手し、土地利用現況データと建物現況デー

タのデータを用いて、地区特性の指標を構築した。 

土地利用区分は、東京都の区分を表-1の通り統合し、区分ごと

の面積を積算した。これに加え、以下の 4 つの指標を算出した。 
 グロス建蔽率：建物現況データ内の建物面積（図形面積）を、

小地域面積（土地利用現況データに基づく）で除して算出した。 
 グロス容積率：建物面積に建物地上階数と延べ面積換算係数を

乗じたものを、小地域面積で除して算出した。 
 親水率：先行研究でランニングの促進要因として水辺が挙げら

れていることから、小地域外縁のうち、水域に接する長さに対

して、土地利用が「公園・運動場等」である割合を算出した。 
 東京駅直線距離：空間的自己相関の抑制を考慮し、都心からの

距離を示す指標として、東京駅八重洲中央口を基準点とし、小

地域ポリゴン重心までの直線距離を座標データから算出した。 
 

 
図-1 研究対象地全図 

 

 
図-2 観測対象の橋梁と中地域区分・呼称 

 

表-1 本研究で用いた土地利用区分 
東京都の区分 本研究の区分 
111~114 公共用地 公共用地 
121 事務所等建築物 事務所等建築物 
122 専用商業施設 124 宿泊・遊戯施設 
125 スポーツ施設 

専用商業・宿泊・スポーツ施設 

123住商併用建物 142 住居併用工場 住商併用・住工併用 
131 独立住宅 独立住宅 
132 集合住宅 集合住宅 
141 専用工場 143 倉庫運輸関係施設 工業用地 
300 公園・運動場等 公園・運動場等 
510 道路 道路 
210 屋外利用地・仮設建物 400 未利用地等 
520 鉄道・港湾等 612 畑 

非建蔽地等 
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3．小地域ごとの走行特性と地区特性 
3-1．走行データの全体像 
スクリーニングの結果、分析対象は370人のランナーによる延

べ 1,165 件の走行データとなった。図-3 に走行データ全体のヒー

トマップを、図-4に小地域ごとの走行データ数を示す。両図とも

に、色が濃いほど走行データが多いことを表す。対象地の中心に

近いほどデータ数が多くなる傾向にあった。 
なお、小地域ごとのデータ数は、GPSの誤差や小地域外縁にあ

る堤防敷での走行を考慮し、各小地域に30mのバッファを設けて

算出した。 
また、属性区分ごとのランナー数と走行データ数を表-2に示す。

走行距離と走行ペースは、3 区分が概ね同じデータ数になるよう

に境界値を設けた。 
3-2．走行特性から見た小地域ごとの特化係数 
各小地域の走行データ数自体はセグメントの設定場所や、小地

域の面積によって変化するため、本研究では主として特化係数を

用いて走行特性を論じる。 
小地域および属性区分ごとの特化係数を表-3 に示す。（特化係

数LQi,aの定義は※を参照。LQi,aが1より大きければその小地域で

当該属性区分のランニングが相対的に多く、1 未満であれば相対

的に少ないことを意味する。）分析には小数点以下第 3 位までを

用いたが、表では紙面の制約上、四捨五入して第2位までを示し

た。 
分析にあたり、以下の基準でデータを扱った。 
 属性を二分した性別・居住地については、データ数が少ない区

分を算出対象とした。 
 属性を三分した年代・走行ペース・走行回数・走行距離につい

ては、中間以外の区分を算出対象とした。 
 走行データ数が 31 件以下（1 日平均 1 件以下）の小地域は、

分母には含めるものの、走行特性の分析対象からは除外した。 
表中の地名の背景色は図-2の中地域の色に対応している。特化

係数が0.500以下を青色、2.000以上を赤色で示し、選好の傾向を

視覚化した。その結果、特に月島中地域と台場中地域が特徴的な

選好傾向を示した。55歳以上のランナーが月島中地域を、そして

女性、国外、長距離のランナーが台場中地域をそれぞれ強く選好

する傾向が明らかになった。 

※𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑎𝑎 =
小地域 i を通過した属性区分a のデータ数比率

全走行データに占める属性区分a のデータ数比率
 

3-3．地区特性から見た小地域ごとの特化係数 
小地域ごとの土地利用区分についても、同様に特化係数を算出

した。（特化係数LQi,uの定義は＊を参照。LQi,uが1 より大きけれ

ばその小地域で当該土地利用が相対的に多く、1 未満であれば相

対的に少ないことを意味する。）。土地利用区分を図-5に、基本統

計量を表-4に示す。 
全域で面積比率が10%以上の、道路以外の土地利用区分に着目

すると、空間的な偏りが見られた。集合住宅は都心側に、公園・

運動場等は首都高速湾岸線周辺に、工業用地や非建蔽地等は周縁

側に多く分布している。 
 
 

また、グロス建蔽率とグロス容積率は北側の小地域で高い傾向

が見られた一方、親水率の高い地域は全域に遍在していることが

分かった。 

＊𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑢𝑢 =
小地域 i に占める土地利用u の面積比率

研究対象地全域に占める土地利用u の面積比率
 

 

 
図-3 ヒートマップ 

 

 
図-4 走行データ数 

 

表-2 属性区分ごとのランナー数と走行データ数 
属性 属性区分 注釈 ランナー数 データ数 
年代 34歳以下  117 249 

35-54歳  206 735 
55歳以上  47 181 

性別 女性  58 103 
男性  312 1,062 

居住地 国内 プロフィール居住地が日本国内 189 696 
国外 プロフィール居住地が日本国外 64 105 

走行 
ペース 

低速 6分00秒/kmより遅い  364 
中速 5分15秒 ~ 6分00秒/km  385 
高速 5分15秒/kmより速い  415 

走行 
回数 

１回のみ  182 182 
２～５回  133 403 
６回以上  55 580 

走行 
距離 

短距離 6.00km以下  365 
中距離 6.00km超過 10.00km以下  375 
長距離 10.00km超過  425 

総計  370 1,165 
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4．走行特性と地区特性のクロス分析 
4-1．相関分析 
走行特性と地区特性の相関表を表 5 に示す。相関係数が-0.400

以下を青色、0.400以上を赤色で示し、視覚化した。 
分析の結果、「東京駅直線距離」や「集合住宅」、「グロス容積率」

が走行特性と強い相関を持つことが明らかになった。具体的には、

都心側に位置する小地域は、6 回以上、あるいは短距離のランナ

ーに選好される傾向が見られる。逆に、周縁側に位置する小地域

は、34歳以下、女性、国外、低速、1回のみ、長距離のランナー

に選好される傾向があると言える。ここで、「集合住宅」や「グロ

ス容積率」の値は都心側が高い傾向にある。 
 

表-3 小地域および属性区分ごとの特化係数  
データ
数 

34歳
以下 

55歳
以上 

女性 国外 低速 高速 １回
のみ 

６回
以上 

短距
離 

長距
離 

データ数 1,165 249 181 103 105 364 415 182 580 365 425 
佃一 56 0.42 1.72 0.61 0.20 1.32 0.70 0.46 0.93 1.20 0.73 
佃二 123 0.23 2.72 0.28 0.09 1.07 0.62 0.68 1.29 0.93 0.98 
佃三 129 0.22 2.60 0.44 0.09 1.09 0.59 0.70 1.25 0.94 1.00 
月島一 150 0.28 2.27 1.13 0.07 1.26 0.58 0.56 1.31 0.98 1.08 
月島二 160 0.15 2.45 1.13 0.07 1.26 0.60 0.68 1.33 1.00 1.08 
月島三 108 0.35 1.73 1.57 0.10 1.60 0.49 0.65 1.21 0.86 1.07 
月島四 105 0.18 2.88 1.62 0.11 1.56 0.56 0.73 1.36 0.85 1.25 
勝どき一 100 0.70 1.03 0.45 0.22 1.31 0.62 0.96 0.82 1.34 0.55 
勝どき二 156 0.81 0.78 0.36 0.36 0.86 1.13 0.70 1.11 1.51 0.53 
勝どき三 90 0.73 1.07 0.50 0.25 1.00 1.09 0.85 1.12 1.63 0.55 
勝どき四 117 1.20 0.99 0.39 0.47 0.90 1.03 0.66 1.06 1.47 0.49 
勝どき五 81 0.98 1.11 0.56 0.27 1.11 1.14 1.11 1.12 1.54 0.54 
勝どき六 117 1.08 0.88 0.58 0.66 1.23 0.91 0.88 1.17 1.26 0.63 
豊海町 2 

   
 

      

晴海一 524 0.65 1.47 0.71 0.21 1.08 0.87 0.65 1.18 0.85 1.10 
晴海二 562 0.65 1.47 0.79 0.26 1.09 0.86 0.62 1.14 0.84 1.10 
晴海三 305 0.91 0.84 1.08 0.44 1.17 0.84 0.74 1.03 1.17 0.88 
晴海四 512 0.84 1.02 0.93 0.35 1.18 0.82 0.73 1.07 0.85 1.07 
晴海五 386 1.04 0.73 1.20 0.43 1.22 0.74 0.86 0.95 0.94 0.97 
豊洲一 420 0.75 1.41 0.62 0.32 1.00 0.91 0.69 1.22 0.60 1.38 
豊洲二 568 0.83 1.27 0.68 0.49 1.01 0.92 0.71 1.17 0.52 1.42 
豊洲三 163 1.09 1.11 0.56 0.48 0.75 1.15 0.86 1.10 0.45 1.46 
豊洲四 216 1.08 0.72 0.47 0.51 0.79 1.08 0.65 1.36 0.37 1.52 
豊洲五 459 0.81 1.22 0.57 0.60 0.83 0.97 0.66 1.19 0.29 1.61 
豊洲六 788 0.89 1.12 0.98 0.72 1.06 0.90 0.83 1.05 0.71 1.25 
東雲一 208 1.19 0.71 0.60 0.69 0.94 1.03 0.59 1.39 0.69 1.41 
東雲二 148 0.98 1.00 0.84 0.90 1.17 0.76 0.87 1.29 0.58 1.37 
有明一 409 1.11 0.83 1.44 1.49 1.00 0.93 1.02 1.04 0.87 1.28 
有明二 330 1.26 0.84 1.54 1.82 1.10 0.91 1.03 1.07 0.73 1.41 
有明三 300 1.25 0.71 1.85 2.44 1.22 0.81 1.52 0.84 0.70 1.31 
有明四 5           
台場一 211 1.33 0.95 1.66 2.42 1.47 0.71 1.52 0.78 0.68 1.34 
台場二 227 1.32 0.79 1.74 2.35 1.35 0.69 1.61 0.83 0.70 1.29 
青海一 231 1.28 0.86 1.47 2.35 1.33 0.77 1.72 0.77 0.79 1.27 
青海二 91 0.98 1.20 1.37 2.68 1.55 0.49 1.62 0.82 0.35 1.63 
青海三 32 0.73 2.01 2.47 1.04 1.70 0.44 0.80 0.94 0.10 2.40 
青海四 43 0.54 1.95 2.10 1.03 1.64 0.13 1.04 0.70 0.30 2.04 
東八潮 75 1.12 1.37 1.66 3.26 1.75 0.41 1.62 0.86 0.30 1.72 
塩浜一 4 

   
 

      

塩浜二 16 
   

 
      

枝川一 43 1.41 0.45 1.58 0.00 1.41 0.91 1.64 0.89 0.45 1.21 
枝川二 36 1.82 0.18 2.51 0.00 1.42 0.94 1.60 0.56 0.89 1.07 
枝川三 30 

   
 

      

潮見一 25           
潮見二 10           
辰巳一 62 1.43 0.10 1.46 0.72 1.39 0.95 1.03 0.91 1.54 0.75 
辰巳二 48 1.85 0.13 1.89 0.93 1.27 1.11 1.20 0.80 1.53 0.86 
辰巳三 23 

   
 

      

平均 0.91 1.22 1.11 1.21 0.80 0.80 0.95 1.05 0.86 1.16 
標準偏差 0.41 0.67 0.60 0.25 0.85 0.23 0.36 0.20 0.39 0.41 

一方で、「公共用地」や「事務所建築物」は、走行特性の特化係

数との相関が弱いことが分かった。指標間の線形関係を排除する

ため、特に相関の弱かった「公共用地」は今後の分析から除外す

ることとした。 
 

 

図-5 土地利用区分 
 

表-4 地区特性の基本統計量 
土地利用区分 全域の 

面積比率 
小地域の 
面積比率のレンジ 

特化係数 
平均 

特化係数 
標準偏差 

公共用地 8.7% 0.0%~41.2% 0.857 0.936 
事務所等建築物 5.3% 0.0%~31.1% 1.262 1.318 
専用商業・宿泊 
・スポーツ施設 

7.7% 0.0%~38.7% 0.698 0.976 

住商併用・住工併用 0.6% 0.0%~12.4% 2.449 4.006 
独立住宅 0.8% 0.0%~12.3% 2.625 4.621 
集合住宅 12.8% 0.0%~60.0% 1.644 1.307 
工業用地 14.8% 0.0%~73.2% 0.628 0.975 
公園・運動場等 11.8% 0.1%~70.0% 0.910 1.092 
道路 22.7% 10.3%~54.4% 1.110 0.372 
非建蔽地等 14.7% 0.0%~41.4% 0.721 0.737 
その他指標 全域の指標 指標のレンジ 平均 標準偏差 
グロス建蔽率 24.4% 5.9%~42.1% 27.0% 8.3% 
グロス容積率 167.8% 21.9%~756.9% 240.5% 161.2% 
親水率 30.5% 0.0%~95.5% 34.0% 33.7% 
東京駅直線距離 4.18km 1.91km~8.03km 4.18km 1.58km 

 
表-5 走行特性と地区特性の相関表  
34歳
以下 

55歳
以上 

女性 国外 低速 高速 １回
のみ 

６回
以上 

短距
離 

長距
離 

公共用地 -0.04 -0.01 -0.17 -0.01 -0.20 0.10 -0.09 0.11 -0.20 0.10 
事務所建築物 0.09 -0.14 -0.19 -0.11 -0.30 0.31 0.07 0.03 -0.08 -0.01 
専用商業・宿泊 
・スポーツ施設 0.33 -0.26 0.09 0.41 -0.16 0.20 0.26 -0.14 -0.21 0.20 

住商併用・住工併用 -0.47 0.34 -0.06 -0.39 0.13 -0.22 -0.32 0.29 0.25 -0.30 
独立住宅 -0.57 0.54 -0.11 -0.44 0.14 -0.24 -0.32 0.30 0.24 -0.30 
集合住宅 -0.25 0.11 -0.61 -0.61 -0.42 0.34 -0.53 0.53 0.47 -0.56 
工業用地 0.00 0.08 0.46 0.13 0.34 -0.43 0.08 -0.26 -0.37 0.55 
公園・運動場等 0.24 -0.11 0.25 0.59 0.39 -0.23 0.40 -0.38 -0.05 0.10 
道路 -0.07 -0.02 -0.06 -0.23 -0.02 0.06 0.05 0.01 0.37 -0.45 
非建蔽地等 0.24 -0.13 0.41 0.34 0.18 -0.06 0.26 -0.25 -0.32 0.42 
グロス建蔽率 -0.39 0.29 -0.29 -0.52 -0.21 0.05 -0.35 0.40 0.28 -0.34 
グロス容積率 -0.20 0.07 -0.62 -0.43 -0.44 0.32 -0.44 0.37 0.45 -0.55 
親水率 -0.40 0.35 -0.16 0.04 0.12 -0.32 -0.12 0.11 0.11 -0.16 
東京駅直線距離 0.50 -0.30 0.68 0.77 0.45 -0.30 0.63 -0.56 -0.56 0.72 
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4-2．重回帰分析 
走行特性を目的変数、土地利用・地区特性を説明変数として重

回帰分析を実施した。 
目的変数には、前章3-2.で算出した10の走行属性別の特化係数

を用い、説明変数には当初、表-4 に示す指標のうち「公共用地」

を除いた変数を用いた。しかし、最大となった「集合住宅」のVIF
が7.645と高かったため、これと相関係数0.695と高い「グロス容

積率」を説明変数から除外した。この処置により、最大となった

「集合住宅」のVIF は6.202 まで低下し、多重共線性の問題を緩

和できた。 
各変数の影響を推定するため、AICに基づく変数増減法を用い

た重回帰分析を行った。分析に際しては、目的変数間および説明

変数間の比較を容易にするため、目的変数はデータ数の少ない 8
小地域を除く40小地域を基準に、説明変数は対象地全域の48小
地域を基準にすべて標準化した。 
属性区分ごとに自由度調整済決定係数（R�2）とともに、残差の

Moran’s I、およびそのp値を算出し、表-6に示した。このうち、

R�2が 0.500 を超え、かつ p 値が 0.050 を上回った属性区分につい

て、説明力があり、かつ空間的自己相関が小さいと判断し、その

回帰分析結果を表-7にまとめた。Moran’s Iの空間重み行列は、小

地域ポリゴン同士が辺や点を共有する場合および橋梁で直結す

る場合を1、それ以外を0とした。表中の青字は負の係数を示し、

空欄は変数が選択されなかったことを意味する。 
女性のランナーの選好は「東京駅直線距離」と正の相関があり、

都心から離れた周縁部の小地域を選好する傾向が見られた。また、

「住商併用・住工併用」と正の相関があった。この土地利用は月

島中地域に多く見られるが、女性ランナーは月島中地域内でも

「住商併用・住工併用」が多い小地域（図-6）を走行する傾向が

ある。加えて、p 値は 0.05 から 0.1 の間に位置するものの、先行

研究と同様に、「公園・運動場等」が多い小地域を選好する傾向が

見られた。しかし、「親水率」とは負の相関を示したため、水際が

公園として整備されていること自体は選好に結びつかない可能

性が示唆される。 
低速のランナーの選好も同様に、「東京駅直線距離」や「公園・

運動場等」と正の相関が見られた。これは、周縁部に位置し公園

面積比率が高い台場中地域での走行が多いことを示している。 
国外のランナーについては、R�2が0.779と高かったものの、残

差に空間的な偏りが見られ、モデルの妥当性に限界があった。 
4-3．クラスター分析 
走行特性および地区特性に基づいて小地域を類型化するため、

k-means 法によるクラスタリングを行った。クラスター数はエル

ボー法を用いて決定し、走行特性では6クラスター、地区特性で

は4クラスターを採用した。 
走行特性に基づく小地域のクラスタリング区分と、各クラスタ

ーにおける標準化済み変数の平均値を表-8 に示す。値が-1.000 以

下を青色、1.000以上を赤色で示し、視覚化した。また、区分地図

を図-7 に示す。A は長距離や低速の値が大きいことから『LSD 
(Long Slow Distance) 型』、Bは特徴が弱いが、6回以上、高速、長

距離が唯一すべて正であることから『日常型』、Cは55歳以上や

6 回以上の値が大きいことから『ベテラン型』、D は34 歳以下や

１回のみの値が大きいことから『ルーキー型』、Eは短距離の値が

大きく、長距離の値が小さいことから『短距離型』、Fは国外や1
回のみの値が大きいことから『ビジター型』と命名した。 
同様に、地区特性に基づく小地域のクラスタリング区分と各ク

ラスターにおける標準化済み変数の平均値を表-9 に示す。値が   
-0.500 以下を青色、0.500 以上を赤色で示し、視覚化した。また、

区分地図を図 8 に示す。a は「事務所建築物」の値が大きいこと

から『業務型』、bは「公園・運動場等」や「親水率」、「専用商業・

宿泊・スポーツ施設」の値が大きいことから『余暇型』、cは「住

商併用・住工併用」や「独立住宅」、「集合住宅」の値が大きく、

「東京駅直線距離」の値が小さいことから『居住・都心型』、dは
「工業用地」や「非建蔽地等」の値が大きく、「東京駅直線距離」

の値が大きいことから『産業・周縁型』と命名した。 
さらに、走行特性と地区特性の区分に関連性があるかを検討す

るため、表-10のクロス表を作成した上で、カイ二乗検定を実施し

た。対象となる小地域数が少ない点に留意する必要があるものの、

両者にはp = 1.19×10-6で有意な関連が認められた。 
 

表-6 属性区分ごとのR�2、残差のMoran's I、およびそのp値 
属性区分 自由度調整済決定係数 R�2 残差 Moran's I 残差 Moran's I  p値 
34歳以下 0.540 0.427 0.000 
55歳以上 0.360 0.340 0.000 
女性 0.617 0.110 0.103 
国外 0.779 0.476 0.000 
低速 0.509 0.079 0.170 
高速 0.491 0.234 0.009 
１回のみ 0.618 0.233 0.008 
６回以上 0.380 0.201 0.018 
短距離 0.420 0.465 0.000 
長距離 0.675 0.246 0.007 

 

表-7 R�2 > 0.500かつp > 0.050の属性区分の回帰分析結果 
属性区分 女性 R�2=0.617 低速 R�2=0.509 

係数 p値 係数 p値 
定数項 0.059 0.555 0.038 0.738 
事務所建築物     
専用商業・宿泊・スポーツ施設     
住商併用・住工併用 0.352 0.025* 0.275 0.091† 
独立住宅 0.213 0.136 0.303 0.066† 
集合住宅     
工業用地   0.299 0.079† 
公園・運動場等 0.244 0.084† 0.460 0.003** 
道路 0.219 0.065† 0.242 0.080† 
非建蔽地等 0.245 0.057†    
グロス建蔽率     
親水率 -0.251 0.065†   
東京駅直線距離 0.770 0.000** 0.495 0.013* 

†: p<0.1, *: p<0.05, **: p<0.01 
 

 
図-6 住商併用・住工併用が多い小地域の例（月島三丁目） 
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走行特性と地区特性の関係性について、図-9～図-12で実地の写

真を示しつつ記述する。 
 業務型地区：走行特性との間に大きな関係は見られなかった。 
 余暇型地区：ビジター型の走行特性を持つ傾向が見られた。こ

れは、公園が多いため、訪問者が一時的にランニングを楽しむ

のに適しているためと考えられる。 
 居住・都心型地区：ベテラン型の走行特性を持つ傾向が見られ

た。住宅が多いため、居住者が日常的にランニングを行いやす

いと推察される。 
 産業・周縁型地区：LSD型の走行特性を持つ傾向が見られた。

しかし、これらの小地域は走行データ数が31 件以下で、元々

分析対象から除外したものが多く含まれる。これは、工業用地

が多い地区は選好されにくく、観測されるランナーは通過する

長距離のランナーが多くを占めると推察される。 
 
表-8 走行特性に基づくクラスタリング区分と各変数の平均値  

34歳
以下 

55歳
以上 

女性 国外 低速 高速 １回
のみ 

６回
以上 

短距
離 

長距
離 

A LSD型 -0.67 1.14 1.98 0.28 1.84 -2.26 -0.08 -1.13 -1.67 2.60 
B 日常型 0.05 -0.19 -0.48 -0.14 -0.85 0.56 -0.52 0.61 -0.54 0.43 
C ベテラン型 -1.65 1.83 -0.14 -0.83 0.38 -1.01 -0.78 1.19 0.17 -0.22 
D ルーキー型 1.74 -1.50 1.26 -0.45 0.66 0.76 1.15 -1.30 0.62 -0.48 
E 短距離型 -0.09 -0.30 -0.79 -0.51 -0.35 0.48 -0.41 -0.08 1.23 -1.26 
F ビジター型 0.73 -0.35 0.86 2.10 0.94 -0.68 1.79 -1.15 -0.69 0.64 

 

 
図-7 走行特性区分地図 

 
表-9 地区特性に基づくクラスタリング区分と各変数の平均値  

事
務
所
建
築
物 

専
商
・
宿
泊
・
ス
ポ
ー
ツ 

住
商
併
用
・
住
工
併
用 

独
立
住
宅 

集
合
住
宅 

工
業
用
地 

公
園
・
運
動
場
等 

道
路 

非
建
蔽
地
等 

グ
ロ
ス
建
蔽
率 

グ
ロ
ス
容
積
率 

親
水
率 

東
京
駅
直
線
距
離 

a 業務型 0.77 0.24 -0.34 -0.35 0.42 -0.18 -0.53 0.12 -0.42 0.35 0.43 -0.66 -0.20 
b 余暇型 -0.43 0.47 -0.43 -0.46 -0.65 -0.37 1.20 -0.30 0.13 -0.93 -0.66 0.59 0.57 
c 居住・
都心型 

-0.09 -0.53 1.27 1.26 0.85 -0.58 -0.24 0.56 -0.77 0.84 0.77 0.67 -1.11 

d 産業・ 
周縁型 

-0.46 -0.34 -0.53 -0.46 -0.85 1.58 -0.58 -0.50 1.49 -0.32 -0.75 -0.74 0.96 

※「専商・宿泊・スポーツ」←専用商業・宿泊・スポーツ施設 

 
図-8 地区特性区分地図 

 
 

表-10 走行特性および地区特性クラスタリング区分のクロス表  
LSD
型 

日常型 ベテラ
ン型 

ルーキ
ー型 

短距離
型 

ビジタ
ー型 

総計 分析 
対象外 

業務型 0 7 0 2 2 1 12 2 
余暇型 0 4 0 2 1 5 12 1 
居住・都心型 0 0 6 0 6 0 12 0 
産業・周縁型 2 2 0 0 0 0 4 5 
総計 2 13 6 4 9 6 40 8 

 
 

 
図-9 業務型地区の例（豊洲二丁目・豊洲三丁目） 

 

 
図-10 余暇型地区の例（台場一丁目） 

 

 
図-11 居住・都心型地区の例（佃二丁目） 

 
 

 
図-12 産業・周縁型地区の例（青海三丁目・青海四丁目） 
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5．考察と今後の課題 
このように、属性ごとの地区選好を、土地利用現況調査データ

のみで説明を試みた。本章では属性ごとの地区選好を総括すると

ともに、ランニングを促進させるための方向性を提示する。 
年代について 

3-2.に示す通り、34歳以下と55歳以上のランナーでは月島中地

域を中心に選好に大きな差が見られた。34歳以下の走行が特徴的

な小地域はルーキー型に、55歳以上の走行が特徴的な小地域はベ

テラン型に類型化されたが、ルーキー型の小地域は余暇型もしく

は業務型の地区特性を持つ一方、ベテラン型の小地域はすべて居

住・都心型の地区特性であった。表-2 から導けるように 34 歳以

下は、55 歳以上に比べ一人当たりの走行回数が少ないことから、

若年層は自宅発着の習慣的な活動というよりも、非日常的な余暇

活動としてランニングに取り組む傾向があると考えられる。若年

層向けには、出先となる目的施設の周辺にランニングステーショ

ン（シャワーやロッカー、更衣室を備えた施設）を整備すること、

中高年層向けには自宅周辺に日常的に走りやすいコースを整備

することがランニングを促進する可能性がある。 
性別について 
女性のランナーも相関分析、重回帰分析の両方で「東京駅直線

距離」の係数が大きな正の値となったことから、周縁部で非日常

的な余暇活動としてランニングに取り組む傾向があると考えら

れる。また、同じ住宅系の土地利用でも、相関分析では「集合住

宅」が負の相関、重回帰分析では「住商併用・住工併用」が正の

相関を示している。これらのことから、女性はランニング時に、

住民以外の来訪者が存在する多様な土地利用環境を好む可能性

がある。「歩きたくなるまち」づくりで志向されている、「Diversity 
多様な人の多様な用途、使い方」11)を担保する街づくりは、女性

のランニングを促進する可能性がある。 
居住地について 
国外のランナーは 3-2.に示す通り、台場中地域・有明中地域を

選好し、相関分析で「東京駅直線距離」のほか、「公園・運動場等」

や「専用商業・宿泊・スポーツ施設」と正の相関が見られた。さ

らに、国外居住者の走行が特徴的な地域はビジター型に類型化さ

れ、そのほとんどが余暇型の地区特性であった。以上より、滞在

先から安心して走れる環境を整備・案内することに加え、parkrun
のような外国人観光客も参加しやすいランイベントを実施する

ことが、ランニングを促進する可能性がある。 
走行ペースについて 
低速のランナーは台場中地域を選好し、同地域で高い値を示す

「東京駅直線距離」や「公園・運動場等」と正の相関が見られた。 
走行回数について 
ベテラン型の小地域では、6 回以上の走行が見られたランナー

が多く、これらの小地域がすべて居住・都心型の地区特性であっ

た点は特徴的と言える。 
走行距離について 
長距離のランナーは相関分析で「工業用地」や「非建蔽地等」

と大きな正の相関を示し、「グロス容積率」や「集合住宅」と大き

な負の相関を示した。こうした条件に合う地域は区画が大きくな

りがちだが、長距離走行において交差点を極力避け、連続した走

行経路を確保したいというニーズと関連する可能性がある。実際

に、LSD (Long Slow Distance)型に類型化された青海三丁目・青海

四丁目の両小地域には倉庫やコンテナが立ち並び、交差点密度が

小さくなっている。一方、短距離型の地区特性を持つ小地域は、

古くから埋め立てられ区画の小さい月島中地域に多く見られる。

これは、自動車交通において特定の地域に幹線道路を整備し、長

距離通過交通を集中させるように、ランニングの促進においても、

こうした地域階層の確立が望ましい可能性を示唆している。 
今後の課題 
本研究の課題として、Strava 公開ユーザーかつ特定のセグメン

トを通過したランナーのみを対象としたため、対象地全域の網羅

的な走行実態を把握できなかった点が挙げられる。収集できたデ

ータ数は 1,000 件を若干上回る程度であり、特に女性ランナーの

ように、ランナー全体に占める比率が少ない属性区分では、デー

タ数が限られてしまった。 
現状、走行実態を把握するうえで参照できる公的統計データは

存在せず、走行データの入手は民間のデータに依存せざるを得な

い。この状況は、「歩きたくなるまち」づくりと比べた際の「走り

たくなるまち」づくり、ひいては「自然と体を動かしてしまう『楽

しいまち』」づくりを推進していく上での課題でもあると言える。 
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都市公園の社会的価値向上に向けた未利用者層に関する研究

－都立猿江恩賜公園を例に－

A Study on Non-Users of Urban Parks for Enhancing Their Social Value 

－A Case Study of Sarue Onshi Park in Tokyo－ 
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This study focused on non-users with the aim of enhancing the social value of urban parks. Analysis at Sarue Onshi 
Park revealed that compared to the proportion of surrounding residents, adults, seniors, and adolescents used the park 
less frequently than preschoolers and elementary school children. Through social experiments and interviews, adults 
and seniors expressed high satisfaction with nature observation and photography workshops. Meanwhile, junior high 
school students showed greater interest in sports activities, social media appeal, and learning benefits. A questionnaire 
of non-users confirmed they seek "clear purposes" and "special experiences" at the park. These findings suggest that 
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都市公園、社会的価値、公園未利用者、Well-being、公園管理、評価指標  

1.背景と目的 

これまでの日本の公園緑地行政では、その政策指標として、緑

被率、みどり率、一人当たりの公園面積などを緑の基本計画に位

置づけることにより、都市に必要な最低限の緑の量を満たすべく

整備が進められてきた。しかし、同じ面積であってもその質や利

用状況によって、緑が人々の都市生活に与える影響は大きく異な

り、これらの量中心の指標だけでは、多様化する市民のニーズに

応えていくことは困難となっている。 
一方で、OECDは2011年から「OECDより良い暮らしイニシアチ

ブ（OECD Better Life Initiative）」を開始し「より良い暮らし

指標（BLI、Better Life Index）」と呼ばれるWell-beingに関す

る研究を進めている 1)。わが国でも内閣府で2021年6月に「経済

財政運営と改革の基本方針 2021」を閣議決定、Well-beingを各

種政策の目標とする取組を進めている 2）。 

公園緑地分野でも、近年では緑の基本計画に公園利用者の満足

度を政策指標に掲げるなど、利用者の Well-being に資する指標

が検討されている。 
都市の公園緑地を社会課題を解決する重要な要素の一つと捉

え、それが発揮している機能が、どの程度現代の社会的要請に寄

与しているかを評価し、政策に反映していくかは重要である。 
このような問題意識の下、著者らはこれまで都立猿江恩賜公園

や港区の公園緑地において、年間の利用者の詳細な行動調査や、

利用状況の特徴をつかむための社会実験を実施し、利用者ニーズ

に応える社会的な面の指標について検討を重ねてきた 3) 4) 5)。 

公園緑地の利用実態に関する研究については、①主に携帯電話

データ等ビッグデータを用いた人流調査による都市スケールの

【表－１】都市公園の利用に関する調査方法の比較 
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研究 6) 7) 、②市民や公園利用者へのアンケート調査による研究 8）、

③実際の利用者の観察調査による調査・研究がある 9) 10)。 

３つの手法のそれぞれ把握内容やスケールの適性、メリット・

デメリットについて【表－1】に整理した。ビッグデータなどを用

いた広域スケールの調査では、利用者の具体的な行動が把握でき

ず、公園スケールの詳細調査は、数日間程度の期間や月一回など

時期や頻度を限定して実施されており、年間利用者数の変動が著

しい公園利用の一部のみを捉えたものとなっている。これらの調

査のメリット・デメリットを踏まえ、著者らの一連の研究では、

主に③の手法を用い、①の人流調査、②の利用者アンケート調査

を組み合わせて実施してきた。 

しかし、いずれの手法も、公園を全く利用していない層のニー

ズの把握には不十分で研究も少ない。既往研究 11)でも、市街地状

況と公園利用行動特性からみた公園に関する評価の考察に留ま

っており、誰も取り残さない社会にするために公園が果たしてい

る役割について、把握が不十分である。本研究を進める中でも公

園の評価にあたっては、潜在的な利用者である未利用者にも着目

すべきという議論が展開されている 12)。 

以上を踏まえ、本報では、公園の社会的価値を評価する指標を

検討するため、公園を利用していない層に着目する。猿江恩賜公

園を例に、人々に日常的に利用されているかを公園の社会的価値

の一つとして評価し、それを高める手法を検討することを目的と

する。 

具体的には、2021年 4月～2022年 2月に実施した既報の利用

行動調査 5)から、①公園の近くに住んでいる潜在的な利用者層と

公園利用者層を比較し、公園を利用していない層を抽出する。②

①で明らかになった利用者層をターゲットにした社会実験を実

施する。③公園の誘致圏においてアンケートを実施し、公園を利

用していない人の潜在的なニーズを把握する。①～③により、多

様な人の日常利用という社会的価値を測り、向上させる評価手法

作成の一助とすることを目的とする。なお、本報は「こころにや

さしい緑の価値評価」をテーマにした研究の検討経過の調査報告

である。 

 

2. 研究方法 

2-1. 研究対象地 

研究対象地は、東京都江東区に位置する運動公園である、東京

都立猿江恩賜公園とした。公園の概要を【図－1】に示す。  

比較的大規模（約14.5ha）で多くの人が利用する都市公園であ

ること、長方形の単純な形状であり土地の起伏が少なく、視認性

が高いため行動観察をしやすいこと、多種類の一般的な公園施設

（遊具広場、テニスコート、芝生広場、日本庭園、池など）を備

えていることを理由に一連の研究対象地として選択した。公表さ

れている 2020年 4月～2021年 3月の公園利用者数は 1,546,204

名であり、その内訳はラインセンサス調査等による利用者

1,426,355名、運動施設（テニスコート・野球場）の利用者99,003

名である 13)。テニスコート、野球場の運動施設利用者は、利用目

的が明確なこと、別途利用者数が把握されていることから、一連

の利用行動調査 3) 4) 5) の対象外としている。 

【図－１】猿江恩賜公園の概要 

 

2-2. 研究の流れと調査方法 

既報の調査によって得られたデータを集計し、まず公園を利用

している年齢構成と、現在の公園の誘致圏の居住者の年齢構成と

を比較し、公園利用者層と公園を利用していない層について考察

する（第３章）。次に、公園を利用していない層をターゲットにし

た社会実験を実施し、新たな利用者の誘導につながったかを検証

する（第４章）。さらに、公園の誘致圏にある江東区と墨田区在住

者を対象とするWebアンケートを実施し、公園を利用していない

人の潜在的なニーズについて考察する（第５章）。これら得られた

知見を整理し、公園を利用していない層に着目して考察する（第

６章）。 

 

3. 周辺地域の人口構成からみた公園利用者層の特徴 

3-1. 分析方法 

対象地の猿江恩賜公園は、都市基幹公園であり誘致圏は都市全

域である。しかし、既往調査・文献 3) 4) 5) によると徒歩または自

転車での来園者が多い。このため実質的な誘致距離が地区公園程

度であると想定した。自治体が公表している年齢別・町丁別人口

データより、①東京都区部、②公園から半径１km圏内、③既報の

利用行動調査 5)における調査1回当たりの利用者数について年代

別構成を求め、周辺の居住者と来園者の年代別構成について比較

し考察した。 

年代別人口構成のデータは東京都が提供する「住民基本台帳に

よる東京都の世帯と人口令和3年１月」14)、江東区、墨田区が提

供する、「町丁、年齢、男女別人口（令和3年）」15) 16) を用いて、

①は東京都のデータを利用、②は江東区、墨田区のデータを利用

して、GISを用いて半径1km圏内に係る面積比より人口を按分し、

それぞれに対して分析を行った。 

 

3-2. 公園1km圏内における年代別人口割合の特徴 

東京都区部（区部）と猿江恩賜公園1km圏内（公園周辺）の人

口の年代別割合を比較すると（【図－２】の1番目と2番目のグラ

フ）、未就学児（0 歳～6 歳）の割合は区部 5.5%に対し公園周辺

東京都立猿江恩賜公園 
所在地：東京都江東区江東区住吉二丁目、毛利二丁目 
開園年月日：1932年4月29日 公園面積 約14.5ha  
主な施設：野球場、テニスコート、遊具、日本庭園 
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5.3%とわずかに低い。小学生（7歳～12歳）：区部 4.7%、公園周

辺3.8%、中高生（13歳～18歳）：区部4.6%、公園周辺4.4%と、

18歳以下のいずれの層も公園周辺は、区部と比較して割合が低い。

これに対し、大人（19歳～59歳）は、区部56.7%、公園周辺61.8％

と、公園周辺の方が割合が高い。高齢者（60歳以上）は、区部28.5%、

公園周辺25.6%で高齢者割合は公園周辺の方が低い。 

以上より、猿江恩賜公園1km圏内の居住者の年代別人口割合は、

東京都区部全体と比較して、18歳以下はやや低く、19歳から 59

歳までの大人の割合が高く、高齢者は低いことがわかった。 

 

【図－２】年代別人口割合（区部・公園周辺・公園利用者） 

 

3-3. 周辺1km圏内の居住者層と比較した公園利用者層の特徴 

前節 3-2.で考察した猿江恩賜公園 1km 圏内の年代別人口割合

（公園周辺）と、既往研究の調査 5)における調査1回あたりの年

代別割合（公園利用者）を比較して公園利用者の特徴について考

察した（【図－２】の2番目と3番目のグラフ）。 

未就学児（0 歳～6 歳）では、公園利用者は 21.9%、公園周辺

5.3%の約4倍も高い。小学生（7歳～12歳）でも公園利用者14.8%、

公園周辺 3.8%の約 4倍である。周辺の居住人口比率からみると、

公園が小学生以下の年齢層に相対的に多く利用されていること

がわかる。 

中高生（13 歳～18歳）は、公園利用者と 1km圏内人口の割合

が3.5%と3.4%であり、ほぼ同等であった。 

公園1km圏内の大人（19歳～59歳）は61.8%、高齢者（60歳以

上）は、25.6%居住しているが、公園を利用しているのはそれぞれ

利用者の49.6%と10.2%であり、大人は12.2ポイント、高齢者は

15.4ポイントと少ない。 

公園利用者のデータを見ると、大人、未就学児、小学生、高齢

者、中高生の順で割合が多いが、公園1km圏内の居住割合を見る

と、周辺に多く居住する大人や高齢者層が公園を積極的に利用し

ていない、あるいは利用頻度が低い傾向にあり、年齢が高くなる

につれて公園利用が少なくなっていることが明らかになった。 

 

3-4. 考察 

以上、周辺１km圏内の居住者の年代別人口構成と公園利用者を

比較した結果、江恩賜公園周辺は、東京23区の中では、大人の居

住人口が多く高齢者が少ない傾向にあるが、周辺人口構成と比し

て公園を積極的に利用しているのは、未就学児と小学生であるこ

とがわかった。利用者人数から見ると中高生は少ないが、周辺人

口と比較すると同様の割合であり、むしろ大人や高齢者は、周辺

の人口割合に比して、公園を利用していない人が相対的に多い。

公園の日常的な利用を促すためには、現在多く利用している小学

生以下については、利用者のニーズに応え、さらに滞留を高める

ような対策を講じること、大人や高齢者に対しては、公園利用者

の割合が相対的に減っていく中高生以上の年齢層に対して、公園

利用を促進するための施設やプログラムの再検討が必要である

と考えられる。 

 

4. 公園を利用していない層をターゲットとした社会実験 

３章の考察より、１）小学生以下を主な対象に、公園を通過し

ているが積極利用していない人に働きかける実験、２）公園を利

用している割合の少ない①大人・高齢者、②中高生をターゲット

にした社会実験を実施し、ニーズを把握するため、参加者に対し

てアンケートを徴する調査を実施した【表‐２】。 

 

【表－２】猿江恩賜公園で実施した社会実験一覧（2024年） 

 

 

4-1. 公園を通過する人に対する社会実験―園路の落書きー 

主に未就学児・小学生とその親を対象に、園路に落書きできる

場所（以後、落書き広場とする）を設置した。設置した日時は平

日と休日を比較するため、2024年4月19日（金）・20日（土）の

9:30〜17:00 とした。方法は、落書き広場にて目視調査を行い、

属性情報を記録（30分毎に計 22回）し、さらに落書き広場の利

用者に利用に関するアンケートを行った【写真‐1】。 

【写真－１】落書きエリア設置状況 

 

保育園とその先生、親子連れが２日間で計23組72名の利用が

あり、うち 27名から回答を得た。19日（平日）は、午前中に保

育園の散歩で園路を通った園児とその先生、親子連れ1組、午後

に親子連れ1組の利用があった。20日（休日）は、1日通して親

イベント名 対象 参加人数 アクセス 実施日（2024年）

園路の落書き 公園を通過する人 27人

徒歩：13
自転車：9
電車：2
自家用車・バイク：1
その他：１
無回答：１

4月19日・4月20日

自然観察教室 大人・高齢者 29人
徒歩：17
自転車：9
電車：3

10月13日・11月10日

スマートフォンによる
写真教室

大人・高齢者 9人
徒歩：3
自転車：3
電車：3

11月8日

中学生へのヒアリング 中高生 5人 11月21日・12月6日
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子連れが多く、平日よりも利用が多かった【図－３】。利用者の年

代は未就学児が31％、30代が16％と多かった【図－４】。 

また、アンケート調査の結果、全体の満足度は約89％と非常に

高かった【図－５】。自由記述欄には、「楽しかった」、「子供が楽

しそう」、「周辺にこのような場所はなく貴重な経験ができてよか

った」との感想が多く寄せられた。 

以上の結果から、落書き広場の設置は、公園を利用する親子連

れを滞留させて満足度を高めるものとして有用であることが示

唆された。これまでの利用行動調査結果を鑑みると、親子連れの

多い平日の午前中や休日を中心として実施すると効果が高いと

考えられる。管理者の視点においても、通行者へ配慮したエリア

の確保に注意が必要であるが、簡易に実施が可能で、利用者満足

度の高いイベントであることがわかった。 

 

【図－３】時間帯別利用者数（ｎ＝72） 

 

 

【図－４】落書き広場利用者年代別割合（ｎ＝72） 

 

 

【図－５】落書き広場 満足度（ｎ＝27） 

 

4-2-1. 大人・高齢者を主対象としたイベント―自然観察教室― 

大人・高齢者の利用を促進するために、この層の利用が多い既

存のイベントに対してニーズを把握するためにアンケート調査

を行った。 

猿江恩賜公園で定期的に実施されている自然観察会は 2015 年

から開始され 10 年以上継続して実施されており、参加者は中高

年のリピーターが多い。2024年10月13日（日）および11月10

日（日）に開催された自然観察会の後、参加者に対しアンケート

調査を行い、イベントへの参加経験などについて調査した。 

 10月13日には15人、11月10日は14人が参加した【写真‐

２】。参加者の年代について、２日間合計で回答者のうち60代以

上が88.5%、60代および70代の参加が76.9％であった【図－６】。

基本的に一人での参加が多く、２日間の合計で93.1％を占めたが、

各日一組ずつ子供連れの利用もあった。 

参加回数は、アンケート２回の回答者 29 人のうち、23 人が 3

回目以上、1人が 2回目、4人が初の参加であり（無回答 1人）、

リピーターが85.7%、新規が14.3%であった。2回とも60代以上

の参加者割合と、リピーターの割合が非常に大きく、自然観察会

は主に大人・高齢者を対象としたイベントとして定着しているこ

とが明らかになった。 

【写真－２】自然観察教室の状況 

 

 

【図－６】自然観察教室参加者年代別割合（ｎ＝15,14） 

 

 イベントに対する満足度は、10 月 13 日の参加者の 87%が満足

またはやや満足と回答、11 月 10 日の参加者の 93%が満足と回答

し【図－８】、非常に高かった。 

新規参加者計4人が、イベントをどのようにして知ったのかに
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ついては、70代女性2人は園内掲示板、50代女性１人は公園ホー

ムページ、30代男性1人はインターネット検索と回答した。年代

により、参加につながる告知方法が異なる可能性も考えられる。 

 

【図－７】イベントの参加経験（ｎ＝15,14） 

 

 

【図－８】イベントの満足度（ｎ＝15,14） 

 

 

【図－９】猿江恩賜公園までのアクセス手段（ｎ＝22） 

 

4-2-2. 大人・高齢者を主対象としたイベント―スマートフォン

による写真教室― 

大人・高齢者の利用を促進するために猿江恩賜公園内で新たな

イベントとしてスマートフォンによる写真教室を企画・実施した。

概要と結果は【表－３】とおりであった。 

参加者は各回15名程度までと想定していたが、9名のみであっ

た【写真‐３】。HPや SNSなどでも広報をしたが、それらによっ

て参加した人はおらず、掲示板と口コミのみであった。猿江恩賜

公園自体のイベントへの初参加者は67％で、参加者全員の満足度

が高かった。 

以上より、このイベントは、新規の利用者にアプローチでき満

足度を高めることができたといえる。しかし、参加者が非常に少

なく、SNS などによる広報での参加者はゼロであった。また、外

部講師を呼んだため、費用対効果は、前節の自然観察会よりもか

なり低い。中高年の年代に対しては、掲示板や口コミなど直接的

な広報が有効であり、継続的なイベント実施により、リピーター

を増やせる可能性があると考えられる。 

 

【表－３】大人・高齢者向けイベントの概要と結果 

 

 

【写真－３】スマートフォンによる写真教室の状況 

 

4-3. 中高生と対象としたイベント・中学生へのヒアリング 

中高生を対象としたイベントとして、生物多様性に関する環境

教育、外来種（ウチワゼニクサ）駆除、粗朶柵の設置を2024年11

月に計画した。募集は園内の掲示板や SNS、近隣中学校へのチラ

シ配布、ホームページ、X（旧Twitter）で行ったが、応募者はゼ

ロであった。 

 この失敗は、企画内容が中高生の関心を引かなかったことが考

えられる。このため、2024年 11月に近隣中学校の職業体験とし

て猿江恩賜公園で「外来種（ウチワゼニクサ）の駆除」や「粗朶

柵の設置」などを体験した中学生5名を対象に、公園利用に関す

るヒアリングを行った【表－４】。 

 中学生になると公園の利用頻度が減少する傾向がある。公園で

実施日時 2024年11月8日（金）10時・13時30分
所要時間 各回1時間45分程度
担当 外部講師１名、研究グループ6名

内容
・スマートフォンで写真を撮影するコツの指導を行いながら園
内を巡り、各自のスマートフォンで写真撮影を実施。
・終了後にアンケートを実施、参加者の属性、感想等を調査
・撮影した写真を使用してフォトコンテストを実施、来園者投
票の上、入賞者３名には景品を送付。
・参加者　9名（午前6、午後3）（女性８、男性１）
　(40代：2、50代：1、60代：3、70代：1、80代：1)

アンケート結果 ・イベントを知った経緯：掲示板3、口コミ2
・猿江恩賜公園のイベント初参加６、3回以上3
・散歩目的：5
・公園へのアクセス：徒歩3、自転車3、電車3
・9名全員が満足度最高評価を選択
・希望する施設：カフェ、レストラン、ウォーターサーバー
・よく使う施設：森3、園路2
・希望する貸し出しサービス：虫よけ、椅子、傘や日傘

《スマートフォンによる写真教室》
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の過ごし方は多様で、友人と遊びに来る、通り道として利用する、

水辺を眺める、友人とゲームをする、バスケットボールコートで

自主練習をする、野球をする、あるいは近くの祭りの際に飲食の

ために訪れるといった様々な利用がされていた。一方で、普段遊

ぶ場所は児童館や体育館で運動することが多く、遊びの内容はゲ

ーム（スマホ・ボード・カード・オンライン）、YouTube視聴、小

説を読む、SNS、ドッジボールが挙げられ、デジタルな活動や屋内

の活動が主流であった。  

猿江恩賜公園のイメージについては、「自然が豊か」「広い」「水

辺、自然がたくさんある」「普通の公園にないものが多い、庭園の

ような感じ」といった肯定的な意見がある一方、「わからない」と

いう回答や、周囲に自然が好きな人がいないという意見もあり、

自然だけでは、中高生の関心が薄いと考えられる。 

 

【表－４】ヒアリング結果 

 

 職業体験で粗朶柵設営や外来種駆除作業を体験した生徒たち

からは、「楽しかった」「ものづくりみたい」といった肯定的な感

想が聞かれた一方で、「手が痛いのが嫌だった」「大変だった」と

いった身体的な負担や、「汚れること」への抵抗感も示された。ま

た、体験者の感想として「除草は地味」という意見もあった。一

方で、一般的な中学生として作業内容を聞いた印象として、「楽し

くなさそう」「汚れない方がいい」という意見が出た。なお、「生

物多様性」という言葉については、体験の有無にかかわらず、全

員がその意味を知らず、中学生の関心が薄いことがうかがえた。

公園のイベントについても、知っていたのは1名のみで、広報活

動が中高生に届いていないことが明らかになった。 

 参加したくなるイベントやサービスは、まず、食べ物やエンタ

ーテイメント、「屋台を呼ぶ」「音楽ライブ」「食べ物があるとうれ

しい」「BGMを流す」といった意見が出た。また、「バスケの1 on 

1大会」や「難易度が高い遊具（アスレチック）」「競技場」といっ

たスポーツイベントや運動ができる場所への要望もあり、友人と

一緒に参加できることも重要であることが示唆された。さらに、

インスタ映えスポットの設置希望もあった。その他、夏休みや冬

休み期間であればイベントに参加可能という意見や、「ボランテ

ィア証明を成績につなげてほしい」といった、学業との関連付け

が参加意欲を高めることがわかった。施設面の希望では、フリー

Wi-Fiの設置があげられた。 

以上より、中学生になると公園の利用頻度は減るが、利用方法

は多岐にわたっていた。中学生の公園利用を促すためには、広報

の工夫、学業と結び付けるなど、既存とは異なる方法の広報やイ

ベント内容の検討が重要であることがわかった。 

 

5. 公園を利用していない人の特徴を把握するアンケート調査 

公園を利用していない人のニーズを明らかにするため、株式会

社マクロミルのサービス「Questant」を利用しWebアンケートを

実施した。同社のパネル登録者である東京都在住者に対してスク

リーニング調査を配信し、11,003人からの回答を得た。ここから

抽出された、猿江恩賜公園の誘致圏である江東区と墨田区に居住

する633人に対して本調査を配信し、その結果330人から有効な

回答が得られた。アンケートは2025年6月20日にスクリーニン

グ調査、6月24日に本調査を配信して、いずれも同日に回収した。

設問の内容は【表－５】の通りである。 

 

【表－５】Webアンケート設問一覧 
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結果を【図－１０】～【図－１４】に示す。回答者の属性は、

60代の男性が26.0％と最も多かった。 

猿江恩賜公園を「利用したことがない」あるいは「数か月に 1

回以下」の利用頻度の低い人を対象とした調査結果をみると、本

公園を利用しない主な理由として、「知らない」という認知度の低

さ（37.5％）が最も多く、「用事がない」、「家から遠い」、「興味が

ない」といった理由も上位に挙がった。そもそも公園を知らない

こと、明確な利用目的の欠如や地理的なアクセスの悪さが主な要

因であった【図－１１】。 

休日の過ごし方を見ると、「家でゆっくり過ごす」「買い物に行

く」ことを優先している 【図－１２】。 

公園未利用者層が理想とする公園は、「花や緑が豊か」、「リラッ

クスできる」、「アクセスが良い」、「治安が良く安心安全」といっ

た非日常的な体験や安らぎを得られる場所である。来園を促す施

設や設備としては、「カフェ」、「新しい施設や話題の場所」、「季節

の花や樹木」の順で多かった。特に利用経験のない層は、「きれい

なトイレ」を重視していた 【図－１３】。 

来園動機を促すサービスやプログラムとしては「魅力的なイベ

ント」、「マルシェ・フリーマーケット」が挙げられ、公園に非日

常的な賑わいや体験を求めていることが明らかになった【図－１

４】。 

以上より、猿江恩賜公園において、現在公園を利用していない

大人・高齢者層が日常的に利用するように促すためには、公園の

認知度を高めるとともに、単なる緑地としてではなく、目的を持

って訪れたくなるような魅力的な「目的地」へと進化させる必要

がある。具体的には、カフェの設置や季節ごとの美しい景観の維

持、体験型のイベント、積極的な情報発信を通じ、公園の認知度

向上と利用目的の創出を図ることが重要である。 

 

【図－１０】Webアンケート回答者数と年代 

 
【図－１１】猿江恩賜公園までのアクセス手段 

 

【図－１２】公園未利用者の休日・自由時間の過ごし方 

 

 

【図－１３】公園未利用者の来園動機を促す施設や設備 

 

 

【図－１４】公園未利用者の来園動機を促すサービスやプログラム 

 

6. まとめと考察 

都立猿江恩賜公園は末就学児や小学生の利用が極めて高い一

方で、年齢を重ねるほど公園利用は少なくなり、周辺人口で多数

を占める大人や高齢者、そして中高生の利用が相対的に低いこと

が明らかになった。これら公園未利用者は、単なる緑地としての

魅力だけでなく、明確な目的や非日常的な体験を求めていること

が示された。 

この利用が少ない層の日常利用を促すための社会実験を実施

した。大人・高齢者向けの自然観察会や写真教室は、参加者の高

い満足度につながったが、リピーターを増やすには、広報の方法

の工夫や、管理者に無理のない継続したイベント内容が重要であ

ることが示唆された。 

一方で、中高生向けのイベントは応募者が皆無であったが、そ
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の後の中学生へのヒアリングで、イベントの内容が中学生に関心

が薄いものであったこと、学業上のメリットがないことなどが原

因として考えられた。この世代のニーズは、スポーツ、エンター

テイメント、SNS映えなどであり、中高生に伝わる広報の仕方や、

関心の高いテーマを選択するなどの工夫が必要であることが分

かった。  

これまでの一連の調査研究を通じ、年代によって友人たちと利

用する公園施設が大きく異なること、居心地のよさを表す滞留行

動を促進する管理運営上の工夫が可能であることなどが明らか

になってきた。今回は、公園を利用していない年代に着目し、そ

の利用を促すための方策を検討・実施した。公園の潜在的な利用

者である地域の年齢構成を鑑みて、ターゲット層のニーズと合致

する管理運営の実施により、公園の日常的な利用者を増やし、満

足度を高めることが可能である。それは、公園の社会的価値をよ

り高めることにつながると考えられる。 

これまでの都市計画における政策指標である緑被率やみどり

率、一人当たりの公園面積といった量的な指標は、一定の成果を

上げてきた。しかし、今日の社会においては、それらが必ずしも

人々のWell-beingや公園の社会的価値に直結するとは限らない。   

公園が真に「こころにやさしい」空間となるためには、単なる

量の充足ではなく、人々の多様なニーズに応え、生活の質を向上

させるような、社会的価値や利用者の Well-being を評価する新

たな指標が必要とされている。 
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1．はじめに

1-1．研究の背景と目的

我が国では、近年国土交通省によるウォーカブルなまち

づくり施策を中心に、車中心から人間中心の都市空間の構

築が積極的に推進されており、誰もが楽しく快適に回遊で

きる都市空間の創出が求められている。特に少子高齢化社

会においては、子育て世代が子連れであっても不安なく快

適に回遊できる中心市街地を整備していくことが重要であ

る。高齢者の方や身体障がい者の方に快適に過ごしてもら

うための環境整備は行われつつあるが、子連れ来街者の方

に配慮したまちづくりは少ないのが現状である。子連れ来

街者が安全かつ快適に過ごすことができるまちづくりを行

う上で、行動が制限される子連れ来街者に着目した回遊行

動の特性を把握することは重要である。 

また、2023 年 5 月の Covid-19 の感染症法上の位置づけ

が季節性インフルエンザと同じ「5 類」に移行したことに

伴い、人々の都市回遊はCovid-19流行以前の賑わいを取り

戻しつつある。Covid-19流行を経て都心部での回遊行動が

どのように変化したかを把握することは重要である。 

そこで本研究では、中心市街地である福岡市中心部3地

区（天神地区、博多駅地区、キャナルシティ地区）を訪れ

た人を対象に、各地区における回遊行動に着目し、七隈線

延伸前と延伸後、Covid-19流行前後で比較し、それぞれの

特性を明らかにすることを目的とする。また、一般来街者

と一般来街者よりも移動負担がかかる子連れ来街者に着目

しながら回遊行動特性を明らかにすることを目的とする。 

1-2．既存研究の整理 

 都心部での回遊行動に関する研究についてみると、JR博

多シティ開業にともなう休日の回遊行動および意識の変化

を明らかにした研究1) や休日の福岡市天神地区を対象とし

た子連れ来街者の回遊行動の特性を明らかにした研究 2) 3) 

などが挙げられる。また、神戸市中心部を対象とした歩行

者の回遊行動の実態と要因を明らかにした小谷・寺山の研

究 4) や、氏原らの岡山市の中心市街地を事例とした回遊行

動の実態を明らかにした研究 5) があるが、いずれの研究も

経年変化についての分析を行っていない。また城本・佐久

間の Covid-19 の流行以降に行われた和歌山市のまちなか

イベントを事例とした回遊行動の特徴と来街手段との関係

を明らかにした研究 6) や、天谷らの東京都区部の大規模開

発集積地を対象とした回遊行動の傾向の変化を明らかにし

た研究 7) においても、Covid-19流行前後について比較、分

析が行われていない。 

本研究は、天神地区における11年間の回遊行動の経年変

化および、七隈線延伸前と延伸後、Covid-19流行前から流

行後にかけての比較から、福岡市中心部3地区での回遊行

動の特性を明らかにする点に新規性がある。 

２．調査の概要 

 本研究では、福岡市都心部においてアンケート調査を実

施した。なお、本研究で対象とした福岡市都心部は2023年

3 月に福岡市営地下鉄 3 号線（愛称：七隈線）の天神南駅

～博多駅間の延伸に伴い、バスのダイヤ改正や減便、電車

やバス等の運賃改定が行われた。アンケート調査は2014年

から継続的に行っているものであり、表-1に調査日および

サンプル数を、表-2にアンケート調査の概要を示す。また、

調査対象地区について 2021 年以前は天神地区およびキャ

ナルシティ博多であったものを、2022年以降は面的にエリ

アを拡大し調査を行っている。図-1に調査対象エリアを示

す。2014年は青枠の天神地区のみであったものを、2015年

に紫枠の博多リバレイン、キャナルシティ博多の2エリア

を追加し、2022年に赤枠の2地区を追加した。なお、2022

年以降、博多リバレインは調査対象がとなっている。 

異なる属性における都心部回遊行動の経年変化に関する研究 

－福岡市都心部をケーススタディとして－ 

A Study on the change over time of migratory behavior in the city center for different attributes 

- A case study of central Fukuoka City -

髙下 紫雄*・辰巳 浩**・田部井 優也**・吉城 秀治*** 

Shion Takashita*,Hiroshi Tatsumi**,Yuya Tabei**,Syuji Yoshiki*** 

In this study, we compared the holiday migration behavior in the central area of Fukuoka City based on two attributes: 
general visitors and visitors with children, based on the results of a questionnaire survey conducted over an 11-year 
period. The results of the analysis of migration behavior in the Tenjin area over an 11-year period revealed a decreasing 
trend in the number of migration points due to the impact of Covit-19. The analysis of the circulation behavior among 
the three districts revealed that both the number of stops and the time spent in the area by visitors with children tended 
to decrease, and that the ratio of subway use also tended to decrease. These results indicate that it is important to create 
an environment in which visitors with children can comfortably tour the city center. 

Keywords: Migratory Behavior, Walking Migration, Pedestrian-First City Planning, Covid-19, Visitors with Children 

回遊行動，歩行回遊性，歩行者優先のまちづくり，Covid-19，子連れ来街者 
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 本研究では属性として子連れ来街者に着目した分析を

行うため、アンケート調査でもこれらの属性に着目した設

問を行う。具体的には小学生以下の子どもを連れた来街者

を子連れ来街者、それ以外の来街者を一般来街者と定義し、

以降調査・分析を行う。 

 

３．天神地区における回遊行動の経年変化 

 本章では過去 11 年間同一の調査エリアである天神地区

に絞り、回遊に関する項目の経年変化について分析を行う。

図-2、図-3 に子連れ来街者と一般来街者の性別の割合を、

図-4、図-5 に子連れ来街者と一般来街者の年齢層の割合を

示す。アンケートに回答した来街者はどちらの属性でも年

を経るごとに男性の割合が増加している。また、アンケー

トに回答した来街者の年齢層は 40 歳代以上の割合が多く

を占める結果となった。 

3-1．来街時交通手段の経年変化に関する分析 

 子連れ来街者の交通手段の割合を図-6に、一般来街者の

交通手段の割合を図-7に示す。独立性の検定の結果、両属

性で有意差がみられた。子連れ来街者はCovid-19の流行以

前よりバスの利用割合が年々減少し Covid-19 流行後はそ

の傾向がさらに顕著になる一方、自家用車の利用割合が増

加している．一方で一般来街者についてCovid-19流行以前

はバスの利用割合は増加傾向であり、Covid-19の流行後に

大幅に減少する傾向をとっており、一般来街者と子連れ来

表-1 調査日およびサンプル数 

 
表-2 アンケート調査の概要 

 
 

一般 子連れ

2014年 9月20日(土),21日(日),27日(土) 537 89

2015年 10月3日(土),4日(日),10日(土) 781 348

2016年
10月8日(土),9日(日),10日(月・
祝)

555 137

2017年 10月7日(土),8日(日),9日(月・祝) 530 200

2018年 10月6日(土),7日(日),8日(月・祝) 690 281

2019年 10月5日(土),6日(日) 693 327

2020年
10月3日(土)、4日(日)
10日(土)、11日(日)

333 167

2021年
10月1日(土)、2日(日)
9日(土)、10日(日)

284 116

2022年
10月2日(土)、3日(日)
18日(土)、19日(日)

387 113

2023年
10月7日(土)、8日(日)
14日(土)、15日(日)

106 21

2024年
10月5日(土)、6日(日)
12日(土)、13日(日)

500 225

調査日
サンプル数

 
図-1 調査対象地区 

 

独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-2 子連れ来街者の性別の割合 

 

独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-3 一般来街者の性別の割合

 

独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-4 子連れ来街者の年齢層の割合 

 

独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-5 一般来街者の年齢層の割合 
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街者で大きく傾向が異なる。子連れ来街者は以前より子供

を連れてのバス乗車に抵抗を感じている可能性があり年々

減少傾向にあることに加え，Covid-19の流行により密にな

る空間である公共交通を避ける動きが顕著になったことが

要因であると考えられる。また 2023 年の地下鉄七隈線天

神南～博多間延伸開業後はどちらの属性も地下鉄の利用割

合が大幅に増加している。地下鉄七隈線はバリアフリーに

配慮した設計を行っていることがどちらの属性にも増加す

る要因となっていると考えられる。 

3-2．来街時の到着・出発時間の経年変化に関する分析 

 子連れ来街者の天神地区への到着時刻を図-8に、一般来

街者の到着時刻を図-9に示す。独立性の検定の結果、両属

性で有意差がみられた。両属性ともに、午前中に天神地区

に来街する割合が最も多いが、Covid-19の流行中の2020年

から 2021 年にかけ午前中の到着割合が大幅に減少し、13

時台の割合が増加した。これはCovid-19感染のリスクから、

特定の目的にあわせ短時間の来街を行っているためと考え

られる。実際に 2022 年以降は再び午前中の到着時間割合

が増加している。また、11年間を通して午前中は子連れ来

街者の方が一般来街者よりも、夕方以降は一般来街者の方

が子連れ来街者よりも多くなる傾向があることが分かった。 

 子連れ来街者と一般来街者の天神地区からの出発時刻を

それぞれ図-10、図-11 に示す。独立性の検定の結果、両属

性で有意差がみられた。子連れ来街者ではCovid-19の流行

以降 17 時以降の出発割合が増加している。一般来街者に

 

独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-6 子連れ来街者の交通手段の割合 

 

独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-7 一般来街者の交通手段の割合 

 
独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-8 子連れ来街者の天神地区への到着時刻 

 
独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-9 一般来街者の天神地区への到着時刻 

 

独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-10 子連れ来街者の天神地区からの出発時刻 

 

独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-11 一般来街者の天神地区からの出発時刻 
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関しても遅い時間の出発割合が増加しているが、特に19時

以降の出発割合が大幅に増加している点が異なる。子連れ

来街者に関しては到着時間が遅くなっていることから、短

時間の滞在割合が増加していると解釈できる。一方一般来

街者に関し、Covid-19は夜間の飲食店等営業自粛など遅い

時間の行動制限が広く行われていたにも関わらず 19 時以

降を出発時刻とする割合が増加している点は特徴的である。

アンケートの調査時期は、Covid-19流行に係る緊急事態宣

言およびまん延防止等重点措置が発出されていた時期では

ないため、感染への懸念に敏感な子連れ来街者は自発的な

行動制限を行っていた一方で、一般来街者はむしろ行動制

限がない時期に夜間の行動が増えていた可能性がある。 

3-3．来街時の回遊箇所数の経年変化に関する分析 

 子連れ来街者の天神地区内での回遊箇所数を図-12 に、

一般来街者の天神地区内での回遊箇所数を図-13 に示す。

独立性の検定の結果、両属性で有意差がみられた。両属性

ともに、Covid-19 流行以降、1 回遊のみの割合が増加し、

複数回遊の割合が減少しているが、この傾向は一般来街者

の方が顕著で、子連れ来街者はCovid-19流行時もそこまで

回遊箇所数が減少しているわけではなく、むしろCovid-19

流行が落ち着いた2023年以降の方がより顕著であった。 

3-4．来街時の回遊満足度の経年変化に関する分析 

 図-14 に子連れ来街者の天神地区での回遊の満足度を、

図-15 に一般来街者の天神地区での回遊の満足度を示す。

独立性の検定の結果、両属性で有意差がみられた。両属性

ともに、ほとんどを「満足」、「まあ満足」が占めており、

年による大きな変化はない。なお子連れ来街者は 2016 年

から2020年にかけ、一般来街者と比較し「まあ不満」「不

満」と回答する割合が高くなっているが、近年は同程度に

なっている。 

3-5．来街時の消費金額の経年変化に関する分析 

 図-16 に両属性における天神地区での消費金額を示す。

一元配置分散分析の結果、どちらの属性も有意差が見られ

た。2016年以降、子連れ来街者の消費金額は一般来街者の

消費金額を上回っており、近年にかけその差は大きくなっ

ている。また2018年以降、両属性の消費金額は増加傾向に

あり、2024年度の消費金額は前年度よりも減少したが、コ

ロナ禍以降である2020年度から2023年度と同水準である。

一般的に Covid-19 流行時に個人の消費額が大幅に落ち込

んだことが知られているが、本研究における消費金額の推

移は異なる結果となっている。これは本アンケートが対象

 
独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-12 子連れ来街者の天神地区内での回遊箇所数 

 

独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-13 一般来街者の天神地区内での回遊箇所数 

 

独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-14 子連れ来街者の天神地区の回遊の満足度 

 

独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-15 一般来街者の天神地区の回遊の満足度 

 

一元配置分散分析の検定結果 

（左：一般来街者、右：子連れ来街者） P=0. 000** P=0.000* 

図-16 天神地区での消費金額 
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日に該当地区に来街した人となっていることから、Covid-

19流行時にも天神地区に来街する、つまり何らかの明確な

目的をもって天神地区に来街していると捉えることができ、

このことが Covid-19 流行時に消費金額が上昇しているこ

とに繋がっていると考えられる。 

 

４．2022年～2024年の地区別回遊行動の比較 

 本章では、アンケート対象地区を改訂し、3 地区間の回

遊も含めての調査を行った2022年以降の3ヶ年に限定し、

2022年をコロナ禍・七隈線延伸開業前、2023年以降をアフ

ターコロナ・七隈線延伸開業後として分析を行う。 

4-1．来街手段 

 まず3地区ごとの来街手段について天神地区を図-17に、

博多駅地区を図-18に、キャナルシティ地区を図-19に示す。

独立性の検定の結果、天神地区では一般来街者、博多駅地

区ではすべての属性、キャナルシティ地区では来街者全体

で有意差がみられた。 

公共交通の内訳についてはそれぞれの地区にアクセス可

能なものに左右されるため細かい内訳の違いについては触

れないが、公共交通とそれ以外（自家用車）という点に着

目すると、いずれも地区も子連れ来街者は自家用車の割合

が高く、特にキャナルシティ地区は自家用車の割合が大幅

に高くなっている。 

また 2023 年には地下鉄七隈線が天神南～博多駅間で延

伸開業した影響という点に着目すると、特に子連れ来街者

については地下鉄七隈線延伸開業後も延伸の影響を受けた

と考えられる博多駅及びキャナルシティ地区での七隈線の

割合はそこまで増加しておらず、むしろ開業翌年の2024年

にはその割合が低下している。これは地下鉄七隈線の車両

が小さく混雑が激しいことから、特にベビーカーなどを使

 

 
独立性の検定結果（上から順に） P=0. 304 P=0.019* 

P=0.299 

図-17 天神地区への来街手段 

 

独立性の検定結果（上から順に） P=0.000** P=0.000** 

P=0.000** 

図-18 博多駅地区への来街手段 

 
独立性の検定結果（上から順に） P=0.109 P=0.184 

P=0.000** 

図-19 キャナルシティ地区への来街手段 

 
独立性の検定結果（上から順に） P=0.695 P=0.873 P=0.468 

図-20 天神地区への到着時刻 

 

独立性の検定結果（上から順に） P=0.042* P=0.182 P=0.817 

図-21 博多駅地区への到着時刻 

 

独立性の検定結果（上から順に） P=0.772 P=0.737 P=0.219 

図-22 キャナルシティ地区への到着時刻 
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う子連れ来街者にとって利用に抵抗を与えている可能性が

ある。 

4-2．到着時刻および出発時刻 

 各地区への到着時刻について、天神地区を図-20に、博多

駅地区を図-21に、キャナルシティ地区を図-22に示す。独

立性の検定の結果、博多駅地区の子連れ来街者以外の属性

では有意差が見られなかった。子連れ来街者は当然である

が夜間時間帯の到着が少なく、その分午前や日中に集中し

ており、経年変化をみてもその傾向は変わらない。ただし

キャナルシティ地区では他地区と比較し、子連れ来街者の

午前中の到着割合が低く、13時台の到着割合が高くなって

いる。 

 次に各地区の出発時刻について天神地区を図-23 に、博

多駅地区を図-24 に、キャナルシティ地区を図-25 に示す。

独立性の検定の結果、有意差は見られなかった。一般来街

者は各地区とも 19 時以降の出発割合が高く、経年変化を

みても若干の増減はあるもののその傾向は変わらない。 

 4-3．平均滞在時間・回遊箇所数 

各地区での平均滞在時間を図-26 に示す。また天神地区

の回遊箇所数の経年変化を図-27に、博多駅地区を図-28に、

キャナルシティ地区を図-29 にそれぞれ示す。独立性の検

定の結果、天神地区の回遊箇所数で有意差がみられたが、

博多駅地区、キャナルシティ地区の回遊箇所数では有意差

が見られなかった。平均滞在時間では子連れ来街者と一般

来街者で滞在時間に差がある年とない年があるが、これは

サンプル数の影響を受けている可能性がある。2022 年と

 
独立性の検定結果（上から順に） P=0.143 P=0.208 P=0.253 

図-23 天神地区からの出発時刻 

 
独立性の検定結果（上から順に） P=0.370 P=0.790 P=0.810 

図-24 博多駅地区からの出発時刻 

 

独立性の検定結果（上から順に） P=0.302 P=0.194 P=0.270 

図-25 キャナルシティ地区からの出発時刻 

 

図-26 平均滞在時間 

 
独立性の検定結果（上から順に） P=0.004** P=0.002** P=0.000** 

図-27 天神地区での回遊箇所数 

 
独立性の検定結果（上から順に） P=0.635 P=0.788 P=0.754 

図-28 博多駅地区での回遊箇所数 

 

独立性の検定結果（上から順に） P=0.096 P=0.848 P=0.889 

図-29 キャナルシティ地区での回遊箇所数 
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2024年の2年間を比較すると博多駅地区とキャナルシティ

地区では子連れ来街者の滞在時間のみ減少傾向にあること

が分かる。回遊箇所数も同様に減少傾向にあることから、

何らかの理由で回遊・滞在がしにくい環境になりつつある

と考えられ、今後この点のさらなる調査分析が必要である。 

一方一般来街者は平均滞在時間に大きな変化は見られな

い。また回遊箇所数ではCovid-19の流行が落ち着いた2024

年に各地区ともふたたび増加傾向があることが分かる。 

 

５．各地区間の回遊行動の実態 

 次に前章と同様に2022年から2024年の三か年のデータ

を用い、属性を分けずに回遊行動時の実態について詳細に

分析を行う。 

5-1．1箇所目に訪れた地区 

 各地区を 1 箇所目に訪れた人数の割合を図-30 に示す。

独立性の検定の結果、有意差がみられた。すべての年度で

天神地区が最も多く、博多駅地区、キャナルシティ地区の

順なっている。また各地区を訪れた人数の割合に経年によ

る大きな違いはみられない。福岡市では一般的に天神地区

に商業が集積する傾向があると言われているが、博多駅地

区やキャナルシティ地区でも近年は商業の開発が活発であ

る。しかしながら現在に至るまで天神地区に商業の中心が

あることを示していると言える。 

5-2．1回遊目以降の行き先 

 福岡市中心部を1箇所目に訪れた人の1回遊目以降の行

き先を図-31 に示す。独立性の検定の結果、有意差がみら

れた。天神地区、博多駅地区を1箇所目に来訪する人は来

訪地区にそのまま滞在する人が多くを占め、他地区へ回遊

する人は減少している。キャナルシティ地区では回遊せず

に帰宅する人が多くを占め、そのまま滞在する人は減少し

ている結果となった。 

5-3．各地区回遊手段 

 普段の回遊時の各地区間の回遊手段を図-32 に示す。独

立性の検定の結果、すべての区間で有意差がみられた。す

べての区間において、バスの利用割合が減少し、七隈線の

利用割合が増加した。また、天神～キャナルシティ地区間、

キャナルシティ～博多駅地区間では自家用車の利用割合も

減少しており、七隈線延伸開業の影響のほか、コロナ禍で

公共交通機関を避けていた人がアフターコロナになり、公

共交通機関、特に地下鉄を利用するようになったと考えら

れる。 

 

６．おわりに 

 本研究では、アンケート調査を実施し、福岡市都心部の

休日の回遊行動について、一般来街者と子連れ来街者で比

較するとともに、七隈線延伸開業前後および新型コロナウ

イルス感染症の流行以前から5類移行後の経年変化につい

て分析した。 

天神地区を対象とした 11 年間の経年変化に関する分析

では、Covid-19流行以前から子連れ来街者・一般来街者と

も年々回遊箇所数が減少している点を明らかにした。また

到着時刻・出発時刻に関する分析では、子連れ来街者と一

般来街者で Covid-19 流行中に異なる変化がみられたこと

を明らかにした。加えて消費金額の面では、近年子連れ来

街者の消費金額が一般来街者の消費金額を大きく上回って

いることを明らかにした。この点は、子連れ来街者に着目

したまちづくりが、都心部の商業活動に非常に重要な影響

を与えると言えるだろう。 

3地区におけるCovid-19流行中から流行後にかけた回遊

行動に関する分析では、子連れ来街者において滞在時間・

回遊箇所数が減少傾向にあることを明らかにした。地下鉄

七隈線の延伸開業に関する分析を見ても、子連れ来街者で

地下鉄七隈線の利用割合が減少傾向にあることから、子連

れ来街者が気軽に移動できる移動環境の構築に向けたさら

なる検討が必要ではないだろうか。子連れ来街者に快適に

都心部で回遊してもらうためにも、この要因について今後

 
独立性の検定結果 P=0.026* 

図-30 各地区を1箇所目に訪れた人数の割合 

 
独立性の検定結果（上から順に） P=0.000** P=0.016* P=0.008** 

図-31 福岡市中心部を1箇所目に訪れた方の 

1回遊目以降の行き先 

 
独立性の検定結果（上から順に） P=0.000** P=0.000** P=0.000** 

図-32 普段の各地区の回遊手段 
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さらなる分析が必要である。 

 なお福岡市都心部は近年インバウンドの影響でオーバー

ツーリズムが発生し、地域住民にとってはかえって来街・

回遊がしにくくなったという声も上がっている。今後は

Covid-19流行後に新たに発生した問題に対応する調査・分

析も必要である。 

 

【参考文献】  

1) 辰巳浩、堤香代子，福岡市都心部における休日の回遊行動に関

する研究－JR博多シティの開業にともなう回遊行動および意識の

変化－，公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol. 48 

No. 3, pp. 951-956, 2013 

2) 辰巳浩、吉城秀治、堤香代子，都心での回遊行動の比較による

子連れ来街者の特性把握～福岡市天神地区を対象として～，土木

学会論文集 D3(土木計画学), Vol.72, No.5 (土木計画学研究・論文集

第33巻), pp. I_435 - I_445, 2016 

3) 辰巳浩、吉城秀治、堤香代子、西原大樹、古閑勇貴，都心部で

の子連れ家族の回遊行動と子供の様子との関係に関する研究, 第

54回土木計画学発表会・講演集, pp. 1067-1072, 2016 

4) 小谷通泰、寺山一輝，都心商業地域における歩行者による回遊

行動の実態と要因分析，公益社団法人日本都市計画学会 都市計画

論文集 Vol. 52 No. 3, pp. 239-246, 2017 

5) 氏原岳人、阿部宏史、入江恭平、有方聡，二曲の特性の異なる

商業エリアを有する中心市街地内の回遊行動の実態分析－岡山市

の中心市街地を事例として－，公益社団法人日本都市計画学会 都

市計画論文集 Vol. 49 No. 3 pp. 801-806, 2014 

6) 城本絢未、佐久間康富，地方都市のまちなかにおける回遊行動

の特徴と来街手段との関係－和歌山市のイベントを事例として－，

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.21 pp. 516-

523, 2023 

7) 天谷太一、岡田潤、中村文彦、出口敦，東京都区部の大規模開

発集積地における従業者・来街者の回遊行動の傾向の変化に関す

る研究，公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol. 59 

No. 3 pp. 659-666, 2024 

- 309 -
※ 都市計画報告集は、査読プロセスの無い論文報告集です。 



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.24, 2025 年 8 月
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.24, August, 2025 

*非会員・立教大学観光学部（College of Tourism, Rikkyo Univ.） 

**正会員・立教大学観光学部 准教授（College of Tourism, Rikkyo Univ. Dr. Eng.） 

1 

1.はじめに 

1-1 研究の背景と目的 

近年、地域社会を支える人材の減少が深刻化している。総務

省のデータによれば、自治会等の加入率は、2010年の78.0%か

ら2020年には71.7%へと低下しており、地域社会におけるつな

がりが希薄化しているといえる 1)。 

このような状況を打開するためには、現在まちづくりに関心

のない層も含め、より多くの住民を巻き込み、地域コミュニテ

ィへの参加意識と主体性(1)を高めていく必要がある。また、市

の中に利用されていない空地が増加する「都市のスポンジ化」

も問題視されている(2)。地域のつながりの希薄化や空地の増加

といった状況の中で、公園や道路などの公共空間の活用が積極

的になされるようになり、若者や子育て世代など、多様な層が

より自由にまちづくりにかかわる機会が広がりつつある。 

公共空間を活用して地域参加を促す動きの中で、東京都小金

井市では、コロナ禍から市内の「ま」と呼ばれる駐車場、公園、

住宅地跡などの公共空間や空地を活用し、地域の魅力を創出す

るという動きが始まった。さらに、2023年度からは、小金井市

から委託を受けた一般社団法人小金井市観光まちおこし協会

（以下協会）と立教大学観光学部西川研究室（以下西川研究室）

が協働し、市内のさらなる賑わいづくりを目的に、市内の空地

を活用した社会実験「小金井リビング」が実施された。 

 本稿では、この社会実験「小金井リビング」にて、来場者や

出店･出展者を対象に行ったアンケート調査の結果分析を中心

に、空地を活用した賑わいづくりにおける市民の主体意識と空

地活用の可能性を明らかにすることを目的とする。  

1-2 既往研究と本研究の新規性 

空地活用の社会実験に関する研究としては、テーマに沿った

具体的な取組み内容、将来的な利用者像・地域ニーズについて

検証し、今後の空地活用の方向性を見出した上野ら 2)による研

究や、有効空地に飲食スポットを設けた社会実験に着目し、来

訪者の意識に加え、滞留、回遊、歩行経路により、利用実態を

明らかにした伊藤ら 3)の研究が挙げられる。上野らの研究は来

訪者が空地活用の主体となる可能性については検証しておらず、

伊藤らの研究は社会実験での来訪者の利用実態の把握にとどま

っている。よって、本稿は、社会実験を通して、地域住民が空

地活用の主体となる可能性を調査している点で新規性がある。 

1-3 本研究の構成 

 第2章では、小金井市内における空地活用の展開を明らかに

する。第3章では3回にわたって実施された社会実験「小金井

リビング」の実施概要について述べる。その上で、第4章では、

第1回社会実験で行った来場者アンケート調査と観察調査を分

析し、第5章では、第2回社会実験で行った来場者アンケート

調査を分析する。第6章では、第3回社会実験で行った来場者

アンケート調査及び、実際に社会実験に出店・出展した主体者

を対象とする出店・出展者アンケートの分析を行う。第7章で

まとめとする。 

2.小金井市における空地活用の展開 

2-1 小金井市の概要 

 東京都小金井市は東京都のほぼ中央、武蔵野台地の南西部に

あり、都心から約 25 キロメートル西方に位置するベッドタウ

ンである 4)。JR中央線武蔵小金井駅（以下武蔵小金井駅）前は

高架化と再開発事業により、大規模な商業施設や高層マンショ

ンが建設され、近年、転入者が増加している 5)。 

2-2 小金井市における空地活用の取り組みの展開 

 2020 年、協会により、人口減少に伴う「都市のスポンジ化」

の問題意識を原点とした「こがねいコモンズ」というプロジェ

ベッドタウンの空地を活用した賑わいづくりにおける市民の主体意識と空地活用の可能性に関する研究 

 ―東京都小金井市における空地活用社会実験「小金井リビング」を対象としてー 

A Study on Citizens’ Initiative and the Potential for Utilizing Vacant Land for Placemaking in Suburban Residential Areas 

 : Focusing on the “Koganei Living” Social Experiment in koganei City, Tokyo 

斎藤青葉*・根本晴佳*・萩原悠*・山田莉央*・西川亮** 
Aoba Saito*・Haruka Nemoto*・Yu Hagiwara*・ Rio Yamada*・Ryo Nishikawa** 

As the number of people involved in community development continues to decline, it is important to drive participation of citizens 

with initiative. In particular, the effective use of public space can serve as a means to engage a wider range of citizens in community 

activities. Based on a survey of visitors and exhibitors participating in the "Koganei Living" social experiment in Koganei City, this 

study aimed to explore ways of fostering citizens' awareness of initiative and promoting the use of vacant land by residents to create 

lively spaces. The first social experiment revealed that visitors had a low sense of ownership. The second experiment demonstrated 

that understanding the purpose of the project increased the participants' sense of ownership and led many visitors to express interest in 

exhibiting together with their friends. The third experiment showed that allowing visitors to temporarily take the initiative was effective 

in fostering a sense of ownership. Furthermore, exhibitors placed high value on interaction with visitors. 

Keywords: Koganei City, Spatial Utilization, Social Experiment, Citizens 

小金井市, 空地活用,社会実験,市民 
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クトが、コロナ禍に始動した。「こがねいコモンズ」とは、コロ

ナ禍で「密」を避ける必要があるなか、人口減少に伴い発生す

る小さな空地に着目し、それを活用するスキームを指す。空地

を「ま」と名づけ、まちなかの空地（隙間の「ま」）を活かし、

空間や施設を借りる仕組み（間借りの「ま」）を用いて、地域の

方々（仲間の「ま」）と共に地域の賑わい･魅力の創出を目指し

ている 6)。本プロジェクトがスタートした 2020 年から 1 年間

は、①「ま」活用の意義の周知、②農園・公園の活用、③「ま」

の発見という3つの事業が展開された。 

①「ま」の活用の意義の周知 

2020年には、都市におけるオープンスペースを活用すること

の意義を、活用主体となる「ひと」に向けて発信することを目

的に、ウェブラジオである「まままラジオ」やコンセプトブッ

クの作成が行われた。さらに、2021年9月には武蔵小金井駅直

近の高架下の「ま」にて「おひろめ会」が開催され、これまで

の取り組みの発表が行われた。 

②農地・公園の活用 

農地・公園の活用は、活用ノウハウの蓄積、事業を通じた担

い手･支え手の拡大、こがねいコモンズの周知を意図して行われ

た。そのなかでも主幹事業として「道草市」が開催されている

(3)。本イベントは、コロナ禍で直売所の休業等を理由に、市内の

農業者が野菜を販売する場所がないという問題意識から、市内

の農業者が市内の事業者と協力してオープンスペースを活用し

た野菜販売を行ったことから始まった。そこに協会が参加し、

オープンスペース活用のモデルケースとして第1回「道草市」

の開催が実現した。開始当初から、市内の各所で自立分散的に

開催されることを目指し、その旨を参加事業者に伝えながら、

協会がその意思の確認やマニュアルの作成を行い、段階的に主

催者の移行を試みた(4)。その結果、道草市を開催している全ての

地区で各実行委員会による自立開催が実現した。自立後も協会

や市の支援を受けながら、実行委員会主体の継続的な開催が行

われている(5)。 

③「ま」の発見 

2021 年 4 月に協会と西川研究室が協働して行う、「ま」を活

用した小金井市内の賑わいづくり事業が始動し、武蔵小金井駅

南東に位置する本町1丁目を対象に「ま」の悉皆調査を行った。  

2-3 社会実験「小金井リビング」の位置づけ 

小金井市は 2022 年に『まちのにぎわいづくりの設計図小金

井市産業振興プラン』（以下『産業振興プラン』）7)を策定した。

その中で「こがねいコモンズ」の「まままラジオ」や「道草市」

の取り組みは、まちの活気を生み出すための取り組みとして位

置づけられた。さらに、将来的に増加していく空き家･空き地を

活用し、副業や地域での活動に関心のある人の「小さなチャレ

ンジの場」として機能していくことも期待されている 7)。 

こうした空地活用の可能性をさらに探る試みとして、「道草市」

と並行して実施された空地活用事業が、小金井市から委託を受

けた協会と西川研究室の協働による社会実験「小金井リビング」

である。「道草市」が元々野菜の販売から始まったことから、民

間事業者の販売の場としての意味を持つのに対し、「小金井リビ

ング」は、『産業振興プラン』における「あらゆる主体を巻き込

んだ賑わいづくり」を意識して、市民や地域団体など、より個

人ベースの主体による将来的な「ま」の活用を目的としている。

また、「道草市」の事例において、担い手となりうる民間事業者

の主体性を高めることが持続的な賑わいづくりに繋がっている

ことから、「小金井リビング」においても、産業振興事業の中で、

市民や地域団体を対象に、賑わい創出におけるさらなる主体の

拡大を目指すとともに、市民主体の持続的な展開を見据え、市

民の賑わいづくりに対する主体性を高める工夫が必要である。 

 

3.社会実験「小金井リビング」の実施 

3-1 実施場所とその背景 

 社会実験「小金井リビング」は2023年度から2024年度にか

けて 3 回実施された（表-1）。本章では武蔵小金井駅周辺の歴史

やその周辺を取り巻く状況を踏まえ、実施の背景と各回の概要

を述べる。 

 武蔵小金井駅の東側にはかつてジャノメミシン工場が立地し、

駅と工場をつなぐ蛇の目商店街は賑わっていた 8)が、1998年に

工場が閉鎖されて商店街は衰退した。しかし、2028年6月工場

跡地に新庁舎が移転建設されることが決定し、人の流れの変化

が生じると予想されることなどから、蛇の目商店街が位置する

本町1丁目エリアでは、再び地域が活性化することが望まれる

（図-1）。 

これを踏まえ、「小金井リビング」は、第1回、第2回が本町

1丁目に位置する JA東京むさし共用倉庫駐車場、第3回を新庁

舎建設予定地の一部である中町3丁目暫定広場で実施した。 

3-2 実施目的と内容 

(1)第1 回小金井リビングｰくつろぎのま  ー

本社会実験は企画当初から、地域住民が主体的に賑わいづく

りに取り組むことを想定していたが、「第1回小金井リビングｰ

くつろぎのまｰ」（以下第1回）の企画時点では、そもそも「ま」

を活用した賑わいづくりが必要とされているのかが不明であっ

た。そのため、第1回は市民の居場所の創出を目的とし、普段

は駐車場として使われている会場に芝生を敷き、こたつやクッ

ション、ハンモックを置くことで（以下芝生エリア）、普段とは

違う空間の使い方を示した。また、野菜販売やキッチンカーに

出店を依頼することで、一定の集客を図った。 

(2)第2 回小金井リビングｰそうぞうのま  ー

「第 2 回小金井リビングｰそうぞうのまｰ」（以下第 2 回）で

は、第1回同様、市民の居場所の創出を目指し、芝生エリアを

設けた。また、第1回で実施したアンケート調査において、「ま」

を活用した空間に需要があることが明らかになった反面、主体

的に関わりたい人は見られなかったことから、今後は「ま」の

活用を継続して行うとともに、市民の主体性を引き出す工夫が

必要であると考えた。そのため、第2回では、「ま」が誰でも気

軽に関われる場となることを目指し、西川研究室の学生が趣味

などを活かして企画を実施する「大学生のそうぞうのま」を設

置し、「ま」の活用の可能性や来場者の主体意識の変化を探った。 

(3)第3 回小金井リビングｰつながりのま  ー

 「第3回小金井リビング-つながりのま- 」（以下第3回）で

は、第1回､第2回同様、居場所創出にむけて芝生エリアを設
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図-1 本町1 丁目周辺の地図 

表-2 第1 回来場者アンケート調査概要

 
 

けた。また、より幅広い層を巻き込むため、市内で活動する大

学生団体や市民･事業者に対し、出店・出展を呼びかけた。さら

に、来場者により能動的に社会実験にかかわることを目指し、

西川研究室の学生がマイクを持ち、来場者にインタビューをす

る「場内ラジオ」を実施した。 

 

4.第1 回社会実験における来場者の意識及び行動把握 

4-1 第1 回来場者･滞在要因調査の概要 

 第1回では、来場者の滞在要因と参加意欲を測るため、アン

ケート調査と観察調査を行った（表-2）。 

4-2 アンケート調査及び観察調査から得られた全体的な傾向 

表-3 第1 回来場者アンケート調査結果 

 
 

アンケート調査の回答者属性は、30代が53.6%と最も多かっ 

た（表-3-(1)）。また、同伴者を見ると「子ども」と回答した人

が82.1%であり、子連れの来場が多く見られた（表-3-(2)）。 

来場者の滞在要因を明らかにするため、アンケート調査と観

察調査を行った。アンケート調査において、利用・参加したも

のの中で一番良かったと思うものは、シャボン玉が 32.1%、こ

たつが25.0%であった（表-3-(5)）。観察調査にて、利用者の最

長滞在時間を調査した結果、こたつが55 分、シャボン玉が53

分だった。また、利用者の平均滞在時間についてもシャボン玉

が19分、こたつが15分と、他のコンテンツと比較して滞在時

間が長かった（表-3-(8)(9)）。 

さらに、今後の参加意欲ついてアンケート調査から把握した。

このような「ま」の活用を今後行った場合、訪れたいと思うか 

28名

調査対象者

有効回答者数

調査方法

調査内容
(1)来場者の滞在要因

(2)「ま」への参加意欲

本社会実験の来場者

社会実験に参加した人を対象に、アンケート用紙を

配布した

(1)年齢 10代 10.7% (3)住まい 市内 82.1% 25.0%

(n=28) 20代 3.6% (n=28) 市外 17.9% 0.0%

30代 53.6% 12.6% 17.9%

40代 21.4% 8.7% 0.0%

50代 3.6% 12.6% 0.0%

60代 3.6% 3.9% 0.0%

70代 3.6% 1.9% 14.3%

80代 0.0% 0.0% 0.0%

90才以上 0.0% 11.7% 0.0%

配偶者 35.7% 14.6% 32.1%

子ども 82.1% 3.9% 0.0%

友人 17.9% 17.5% 0.0%

恋人 0.0% 6.8% 7.1%

一人 7.1% 2.9% 0.0%

その他 7.1% 2.9% 3.6%

78.6% 53分

14.3% 55分

0.0% 23分

0.0% 19分

0.0% 19分

7.1% 15分

32.1% 5分

53.5% 6分

14.2%

0.0%

0.0%

(6)今後の「ま」の

活用への関わり方

(n=28)

(8)利用者の最⾧滞

在時間

シャボン玉見かけたら立ち寄りたい

必ず訪れたい

ブースを出したい

自分も企画側に回りたい

参加したくない

わからない

(9)利用者の平均滞

在時間

とても参加したい

参加したい

こたつ

ハンモック

チョーク(お絵描き)

シャボン玉

こたつ

(7)今後の来訪意欲

(n=28)

ハンモック

チョーク(お絵描き)

どちらともいえない

あまり参加したくない

参加したくない

(5)利用・

参加した

もので一

番良かっ

たと思う

もの

(n=28)

こたつ

クッション

こたつ ハンモック

クッション ローテーブル

ハンモック ブランケット

チョーク(お絵描き) ボードゲーム

(2)同伴者

(n=28)
(複数回答)

芝生 シャボン玉

ボードゲーム キッチンカー

シャボン玉 野菜販売

キッチンカー

(4)利用・

参加した

もの

(n=28)

西川研究室ブース

野菜販売 その他

西川研究室ブース 特になし

ローテーブル ガーデンテーブル

ブランケット チョーク(お絵描き)

ガーデンテーブル 芝生

表-1 社会実験の概要 

第１回小金井リビングｰくつろぎのまｰ 第2回小金井リビングｰそうぞうのまｰ 第3回小金井リビングｰつながりのまｰ

2024年2月17日（土）10:00ｰ15:00 2024年11月24日（日）10:00ｰ16:00 2025年2月15日（土）10:00ｰ16:00

JA東京むさし共用倉庫駐車場 JA東京むさし共用倉庫駐車場 中町3丁目暫定広場

市民の居場所の創出 市民の居場所の創出･主体の発掘 市民の居場所の創出･主体の発掘

小金井市民 小金井市民､大学生､20~30代の単身層 小金井市民ターゲット

実施日時

実施場所

実施目的

当日の様子

内容

こたつ･ハンモック等の設置､シャボン玉･

チョークの設置､キッチンカーの出店､野

菜販売

こたつ･クッション･雑誌等の設置､大学生

団体による出店（飲み物の提供）､野菜販

売､大学生による企画出展

こたつ･クッション等の設置､キッチン

カーの出店､大学生団体による出店（飲み

物の提供）､大学生･大学生団体による企

画出展、市民による企画出店

レイアウト

農工大通り

運営本部

野菜販売 キッチンカー
テーブル

シャボン玉エリア

チョークエリア

ハンモック

ツイスター

空気クッション

クッション

ハンモック ローテーブル こたつ

入口

発電機
自転車置場

1m 5m

自転車置場

EV車(電源)
JA
の
ま

西川ゼミ
のま

くつろぎのま
ほんのま

コーヒースタンドのま

テーブル

大学生のそうぞうのま

クッション

入口

農工大通り

こたつ

運営本部

野菜販売
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表-4 第2 回来場者アンケート調査概要 

表-5 第2 回来場者アンケート調査結果 

表-6 第2 回来場者アンケート記述回答 

 

という設問では、「とても参加したい」が32.1%、「参加したい」

が53.5%と、多くの回答者が次回の参加に前向きであった（表-

3-(7)）。今後このような「ま」の活用にどのように関わりたい

かという設問では、「見かけたら立ち寄りたい」との回答が

78.6%と多い反面、主体的に「ま」に関わりたい参加者はいなか

った(表-3-(6)(7))。 

4-3 第1 回社会実験のまとめ 

滞在要因に関する調査では、シャボン玉やこたつといったコ

ンテンツが特に好評であり、滞在要因となり得ていることが示

唆された。参加意欲に関する調査では、次回の「ま」への参加

に前向きな参加者が多かった。しかし、「ま」を自ら企画・運営

したい、あるいは能動的に活用したいとする回答は見られなか

った。これは、空間そのものには一定の魅力があり来場者の滞

在意欲を喚起できている一方で、来場者が主体的に「ま」を活

用しようとする意識の醸成にはいたらなかったことを示して

いる。このことから、参加者の意識を受動から能動へと移行で

きるような仕掛けや働きかけが必要であることが分かった。 

 

5.第2 回社会実験における来場者の意識把握 

5-1 第2 回来場者アンケート調査の概要 

 来場者の属性や、普段の地域との関わり方、「ま」を主体的に

活用する実現意欲、実際に活用するにあたって考えられるハー

ドルや必要なサポートについて測るため、アンケート調査を実

施した（表-4）。 

5-2 アンケート調査から得られた全体的な傾向 

回答者の属性は（表-5-(1)(2)(3)）の通り、20 代から 50 代

が多かった。また、同伴者を見ると「子ども」と回答した人が

39.1%と、子連れが多く来場していたことが分かった(表5-(6))。 

「ま」で趣味や特技を披露できる機会があればやってみたい

かについては、「とてもそう思う」「そう思う」と回答した人の

比率を合計すると69.6％を占めているが、居住地別で見ると、

市民は「とてもそう思う」と回答した人が0％、「そう思う」と

回答した人が 50.0％で市民の意欲が低い傾向となった（表-5-

(7)）。積極的ではない理由を記述回答で求めると（表-6）、「平

日遅くまで夫婦ともに働いていて企画運営の時間をとれるかわ

からないため」や「やりたいが、準備・実施する時間をとるこ

とが難しい」といった、時間的余裕がないことが挙げられてお

り、市民の来場者の多くが親子連れであったことが要因として

考えられる。 

 小金井市民の普段の地域との接し方から、主体者として参加

する意欲のある住民の特徴を把握するため、普段の地域活動へ

の参加状況（表-5-(3））と、「ま」の活用意欲のクロス集計を行

った（表-5-(8)）。普段、地域活動に「あまり参加していない」

と回答した人も実現する機会があればやってみたいかという質

問に対して「そう思う」と回答している人が一定数いることか

ら、普段の参加状況の程度と実現意欲に関連は見られないこと

が分かった。 

将来的に主体になりうる市民に対し、本社会実験による「ま」

の活用や社会実験の意図が伝わっているのかを検証するため、

開催主旨の理解度について質問した。開催前にポスティング等 

調査対象者

有効回答者数 47名

調査方法

調査内容

社会実験に来場した人を対象に、入口にてアンケー

ト用紙を配布した

本社会実験の来場者

⑴来場者の属性

⑵「ま」への活用意欲

⑶普段の地域活動の参加と実現意欲の関係

⑷社会実験の主旨理解と実現意欲の関係

⑸「ま」を活用する際の好ましい状況とサポート

やってみたい内容とその理由

とてもそう思う：
茶道体験：楽しそう（20代・女性・市外）
たき火：できる場所が限られているから。（30代・女性・市外）

そう思う：
カフェ：今現在やってます（50代・男性・不明）
たき火→焼き芋：たき火が好きだから（20代・女性・市外）
お絵かき教室：とても楽しそうだから（20代・男性・市外）
いろんな国のボードゲームで遊ぶ会：人が集まらなければできない特性があるのとや
る人が固定化しマンネリ化するから。また、来る人との距離を縮めてまたきたいと
思ってもらえるかもと考えたから。（20代・男性・市外）
ゲーム攻略講座：ゲーム好きが集まる（10代・男性・市内）
近隣の子どもが参加するハイハイレース：小さい子どもが自由に遊べるため（30代・
男性・市内）

どちらともいえない：
お菓子販売：自分がやりとげられる自信がないから。（10代・女性・市外）
カフェ・ボードゲーム体験：平日遅くまで夫婦ともに働いていて企画運営の時間をと
れるかわからないため（40代・女性・市内）
スポーツ：準備に時間がかかると思ったから。（20代・男性・市外）
Instagram発信講座、子育て関連講座：やりたいが、準備・実施する時間をとること
がむずかしい。（30代・男性・市内）

あまりそう思わない：
演奏などの音楽の空間など：参加者として参加したいため（30代・男性・市内）

(1)年齢 10代 6.7% 12.9%

(n=45) 20代 24.4% 32.3%

30代 24.4% 3.2%

40代 27.8% 25.8%

50代 23.3% 25.8%

60代 4.4% 61.9%

70代 4.4% 14.3%

80代 4.4% 23.8%

90才以上 0.0% 14.3%

(2)住まい 市内 67.4% 28.6%

(n=45) 市外 32.6% 14.3%

市外 市内

27.8% 21.7% 13.3% 25.8%

61.1% 39.1% 6.7% 54.8%

2.8% (複数回答) 23.9% 33.3% 19.4%

5.6% (市外n=15) 4.4% 13.3% 0.0%

2.8% (市内n=31) 30.4% 40.0% 25.8%

4.4% 0.0% 6.5%

17.4% 30.8% 0.0%

52.2% 53.9% 50.0%

26.1% 15.4% 40.0%

4.4% 0.0% 10.0%

0.0% 0.0% 0.0%

「ま」で趣味や特技を披露できる機会があればやってみたいか

0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0.0% 67.0% 33.0% 0.0% 0.0% 100.0%

42.9% 57.1% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

7.7% 53.9% 30.8% 7.7% 0.0% 100.0%

0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0%

75.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 25.0%

23.8% 7.7% 30.8% 7.7% 7.7% 15.4%

83.3% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

(5)チラシ・リーフ

レット・案内板など

で社会実験の趣旨は

伝わったか

(n=44）

とてもそう思う

そう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

配偶者

子ども

友人

恋人

一人

その他

よく参加している

参加している

どちらでもない

あまり参加していない

全く参加していない

(10)「ま」で趣味や

特技を披露できる機

会があればやってみ

たいか

(n=24)

時間が十分

にある

スキルが十

分にある

見る購入す

る人がいる

金銭的な援

助がある

友人・知人

と共に出店

できる

その他

とてもそう思う

そう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

そう思わない

よく参加している

参加している

どちらでもない

あまり参加していない

全く参加していない

時間が十分にある

スキルが十分にある

見る・購入する人がいる

金銭的な援助がある

友人・知人と共に出店できる

その他

(3)普段から町内会などの地域

活動に参加しているか

(n=31)

(4)どのような状況やサポート

があるとやってみたいか

(n=21)

(6)同伴者

(n=46)

(7)「ま」で趣味や特技を披露できる機会

があればやってみたいか

(n=23)

(市外n=13)

(市内n=10)

(9)チラシ・リーフ

レット・案内板など

で社会実験の趣旨は

伝わったか

(n=23)

どのような状況やサポートがあるとやってみたいか（複数）

全くそう

思わない
合計

(8)普段から町内会

などの地域活動に参

加しているか

(n=10)

とてもそ

う思う
そう思う

どちらとも

言えない

あまりそう

思わない

とてもそう思う

そう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

とてもそう思う

そう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

そう思わない
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表-7 第3 回来場者アンケート調査概要 

表-8 第3 回来場者アンケート調査結果 

表-9 第3 回来場者アンケート記述回答 

 

で配布したチラシや会場周辺のポスター、入口にて配布したリ

ーフレットから、第2回の開催主旨を理解できたかに関する質

問では、「とてもそう思う」が27.8％、「そう思う」が61.1％と

なっており、合計で88.9%の回答者が「大学生のそうぞうのま」

の主旨を理解して参加していることが分かった（表-5-(5)）。ま

た、開催主旨は主体性に影響を及ぼすのかについて調査するた

め、開催主旨と参加意欲のクロス集計を行った（表-5-(9)）。そ

の結果、「大学生のそうぞうのま」の主旨が伝わったかについて

「とてもそう思う」と回答した人は、実現する機会があればや

ってみたいかについても「とてもそう思う」「そう思う」と回答

しており、主旨への理解度が高いほど、「ま」の活用への実現意

欲も高まることが分かった。 

「ま」を主体的に活用するにあたって、どのような状況やサ

ポートが必要であるかと尋ねたところ、「時間が十分にある」と

回答した人が61.9％と最も多かった（表-5-(4)）。また、どの実

現意欲であっても「友人や知人とともに出店・出展できる」こ

とが一定数重視されていることから、仲間との参加が実現意欲

を向上させる効果があることが分かった（表-5-(10））。 

5-3 第2 回社会実験のまとめ 

 アンケート調査から、普段の地域活動への参加状況よりも、

開催主旨を理解してもらうことで、「ま」を実際に活用する実現

意欲が高まることがわかった。その一方で、出店・出展に際し、

時間をとることが難しいことが挙げられており、その一つの理

由として子育てがハードルとなっていることが分かった。また、

友人や知人とともに出店・出展できることを重視する傾向があ

ることから、第3回社会実験では地域の団体に声掛けを行い実

際に参加してもらうことで、来場者及び出店・出展者にどのよ

うな効果が生まれるのかを検証した。 

 

6.第3 回社会実験における来場者・出店・出展者意識把握 

6-1 第3 回来場者アンケート調査の概要 

入口にて、来場者にアンケート用紙を配布し、第2回と同様

に、来場者の属性や、「ま」を主体的に活用する実現意欲、実現

にあたって考えられるハードルや必要なサポートについて測る

ため、アンケート調査を実施した(表-7)。 

6-2 来場者アンケート調査から得られた全体的な傾向 

回答者の属性は（表-8-(1)(3)(4)）の通り、30 代と 40 代が

多かった。また、同伴者は「子ども」が最も多く、59.4％を占め

ており、第2回と同様に子連れが多く来場したことが分かった。 

「ま」を活用する機会があればやってみたいかについては、

「とてもそう思う」「そう思う」を合わせて72.2％となっており、

前回と比較すると、市内在住者の実現意欲が高くなっていた（表

8-(5)）。記述回答でやってみたい内容とその理由を質問したと

ころ(表-9)、地域交流に対する興味や自身の趣味を活かした内

容、子供向けの体験コーナーといった意見が見られ、「ま」の活

用に主体的に関心を示した回答者の多くは、地域内での交流の

場の創出や、子どもを対象とした活動に関心を持っていると考

えられる。 

 第3回で印象に残った「ま」やコンテンツは何かという質問

に対しては、「くつろぎのま」が42.6％、「そうぞうのま」が37.0％

となっていた（表-8-(2)）。印象に残った「ま」やコンテンツの

違いによって、実現意欲の程度が変化するのかについて調べる

ため、クロス分析を行ったところ、「くつろぎのま」が印象に残

った人のうち、「とてもそう思う」「そう思う」と回答した人は

合わせて80.0％であったのに対し、「そうぞうのま」が印象に残

った人は「とてもそう思う」「そう思う」と回答した人は合わせ

て61.6％となっており、他の「ま」が印象に残った人に比べ低

かった。一方で、「場内ラジオ」が印象に残った人は、全員「と

てもそう思う」「そう思う」と回答しており、来場者が一時的に

主体を担うコンテンツの実施が実現意欲に影響を及ぼすと考え

られる（表-8-(6)）。 

6-3 第3 回来場者調査まとめ 

第2回と比較すると、「ま」を活用する機会があればやってみ

たいかの質問に対して、市民の「とてもそう思う」「そう思う」

と回答する割合が高くなっていた。「ま」を用いて実際にやって 

調査対象者

有効回答者数 71名

社会実験に来場した人を対象に、入口にてアンケー

ト用紙を配布した

⑴来場者の属性

⑵「ま」への活用意欲

⑶印象に残った「ま」やコンテンツ

調査方法

調査内容

本社会実験の来場者

やってみたい内容とその理由

とてもそう思う：
子ども向けワークショップ（プチ実験系）：地域交流に興味があるので。（50代・
女性・市内）
ビンゴ大会：全員で参加して盛り上がれるようなことがしたい。（20代・男性・市
内）
茶道：お茶をいただくのが好きだから。（60代・女性・市内）

そう思う：
朗読：習い事をしているため。（40代・女性・市内）
モールドール作り：子供が興味を持っていました。（40代・女性・市内）
お絵描き：楽しそうだから（20代・男性・市外）
青空図書館、紙しばい：簡単に実施することができ、交流がうまれそう（30代・女
性・市内）
屋内でヒバチ。だらだらできるカフェ。：楽しそうだから。（50代・女性・市内）
トランポリン、なわとび(大人数で)：子供の体験になる。（40代・男性・市内）
町の住民と商業（小売、医療機関、行政など）が交流できるもの：地域インフラと
住民の交流を深くすることが大事だと思うから。（40代・男性・市内）
映像・写真撮影：機材を大量に持っているため。（30代・男性・市内）
昔遊び体験：好きなことで交流できたら楽しいと思うから（10代・男性・市内）
読み聞かせ：子供たちが本に触れる機会の重要性（20代・女性・市外）
ヴァイオリン教室：開放的なのと、子供がたくさんいるから（20代・男性・市外）

どちらともいえない：
農作物の販売など特産品を売る：できない（農家ではないから。）（50代・男性・
市内）
ヨーヨー体験：時間に余裕が無いから。（50代・男性・市外）

市外 市内

(1)住まい 市内 77.1% 34.8% 39.6% 34.8%

(n=70) 市外 5.8% 59.4% 31.3% 67.9%

そうぞうのま 37.0% (複数回答) 14.5% 37.5% 7.6%

くつろぎのま 42.6% (市外n=16) 0.0% 0.0% 0.0%

キッチンカーのま 11.1% (市内n=53) 10.1% 25.0% 5.7%

場内ラジオ 9.3% 4.4% 0.0% 5.7%

(3)年齢 10代 5.8% 22.2% 27.3% 20.0%

(n=70) 20代 10.1% 50.0% 45.5% 52.0%

30代 34.8% 19.4% 9.1% 24.0%

40代 24.6% 8.3% 18.2% 4.0%

50代 11.6% 0.0% 0.0% 0.0%

60代 7.3%

70代以上 5.8% 「ま」で趣味や特技を披露できる機会があればやってみたいか

20.0% 60.0% 20.0% 0.0% 0.0% 100.0%

7.7% 53.9% 23.1% 15.4% 0.0% 100.0%

50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0%

40.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

あまりそう

思わない

くつろぎのま

そうぞうのま

キッチンカーのま

場内ラジオ

あまりそう思わない

全くそう思わない

全くそう

思わない
合計

とてもそう思う

そう思う

どちらともいえない

どちらとも

言えない

配偶者

子ども

友人

恋人

一人

その他

(2)印象に

残った

「ま」

(n=54)

(4)同伴者

(n=69)

(5)「ま」で趣味や

特技を披露できる機

会があればやってみ

たいか(n=36)
(市外n=11)(市内n=25)

(6)印象に残った

「ま」はどこか

(n=30)

とてもそ

う思う
そう思う
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表-10 第3 回出店・出展者アンケート調査概要 

表-11 第3 回出店・出展者アンケート調査結果 

 

みたい内容として、自身の趣味や特技だけでなく、地域の交流

に対する関心や、子どもが何か体験できる場所としての提案も

見られ、子ども連れの来場者が多かったことが背景として考え

られる。また、印象に残った「ま」の違いによって、実現意欲

が変化し、「そうぞうのま」が印象に残った人の実現意欲は低か

ったが、場内ラジオが印象に残った人の実現意欲は高かったこ

とから、来場者を一時的に主体者とするコンテンツの実施は、

主体者意識の醸成に影響を与えると考えられる。 

6-4 出店・出展者調査 

本節では、出店・出展者へのアンケート調査より出店・出展

を行った前後の意識変化や満足度の要因を調査することで、出

店・出展の経験を通じて、市民が実際に主体となることに対 

し、どのような意識の醸成や変化が行われたのかを明らかにす

る（表-10）。 

回答者の属性は 20 代がもっとも多く、かつ市外に住んでい

る人の方が多かった（表-11-(1)(2)(3)）。 

 参加団体の出店・出展理由に関する質問では、「誘われたから」

が 81.3%と最多で、積極的な勧誘が大きく影響していることが

示された。また、「地域を活性化させたい」が50.0%,「ビジョン

に共感したから」が 37.5%と地域への貢献に関心を持っている

人も出店・出展をする傾向が高いことが分かった（表-11-(6)）。 

 満足度に関する質問では、「とても満足した」が 66.7%、「満

足した」が 33.3%と回答者の全員が肯定的な評価を示した（表

-11-(4))。   

満足度の要因について調査するため、満足度に対する理由の

記述回答を、アフターコーディングを用いて分析を行った（表

-11-(8))。大区分である「交流」「空間」「その他」の中では、

「交流」が53.3%と最も多かった。「交流」の内容をさらに細分

化したところ、「会話」が20.0%「体験」が13.3%「その他」が

20.0%と大きな偏りは見られず、出店・出展者は人によって様々

な交流形態に満足感を得たことが明らかになった。次いで「空

間」が、40.0％であった。「空間」の内容をさらに細分化したと

ころ、「雰囲気」が33.3％と高い割合を占めていた。このことか

ら、「空間」においては、人が生み出す温かい雰囲気に満足感を

得た人が多いことが示された。 

今後の出店・出展意向を尋ねた質問では、「とても出店・出展

したい」が50.0%、「出店・出展したい」が50.0%と、回答者の

全員が今後の出店・出展に対して意欲的な姿勢を示した(表-11-

(5))。今後の出店・出展意向で何を重視しているかを調査する

ため、出店・出展意向の記述回答を、アフターコーディングを

用いて分析を行った（表-11-(7))。「交流」「空間」「その他」の

大区分の中では、「交流」が46.2%と満足度と同様に最も高い割

合を示した。その中でも、「つながり」が23.1%、「体験」が15.4%

と出店・出展を通じて新たなつながりが生まれることや、団体

活動の体験を来場者に行ってもらえることに期待している回答

者が多かった。また、「その他」と回答している人の中には、「趣

味」について新たに出店・出展したいと考えている回答者や、

「地域貢献」を行いたいなど、次回以降の出店・出展について

能動的に考えている人が多く見られた。 

出店・出展前後の意識変化を調査するため、出店・出展を行

った理由と、今後の出店・出展意欲のアフターコーディングで

「交流」「空間」「その他」に分類した自由回答を用いたクロス

分析を行った(表11-(9))。「その他」「開催場所の空間を気に入

っているから」以外の全ての項目で、「交流」の割合が最も高か

ったことから、出店・出展を通じて「交流」への意識が高まっ

たといえる。 

6-5 出店・出展者アンケート調査まとめ 

第3回における出店・出展者アンケート調査の結果、全ての

団体が高い満足度を示し、今後も出店・出展を希望すると回答

した。満足度の要因として、来場者による体験や会話などの「交

流」、人々が生み出す「雰囲気」についての割合が高かった。今

後の出店・出展についても、「新たな人とのつながりや、来場者

に体験してもらう」などの「交流」についての回答が多く、出

店・出展前後の意識変化としても、「交流」への意識変化が最も

多く見られたことから、今回、出店・出展を行った団体につい

ては、「交流」の要素が満足度や出店意欲につながっていること

が分かった。 

また、出店・出展を通じてより市民の主体性を育むためには、

来場者との「会話」や「体験」など、出店・出展者と来場者と

の能動的な交流が行いやすい企画内容にすることが重要だと考

調査対象者

有効回答者数 16名

社会実験に出店・出展した人を対象に、アンケート

用紙を配布した

⑴出店・出展者の属性

⑵出店・出展の満足度

⑶今後の出店・出展意欲

⑷出店・出展前後の意識変化

調査方法

調査内容

本社会実験の出店・出展者

⑴性別 女性 55.8% 66.7%

(n=16) 男性 44.8% (n=16) 33.3%

⑵年齢 10代 25.0% 0.0%

(n=16) 20代 50.0% 0.0%

30代 6.3% 0.0%

40代 12.5% 50.0%

50代 0.0% (n=16) 50.0%

60代 6.3% 0.0%

⑶住まい 市外 75.0% 0.0%

(n=16) 市内 25.0% 0.0%

81.3%

(n=16) 50.0%

37.5%

31.3%

開催場所 18.8%

12.5%

6.3%

趣味 6.3%

その他 6.3%

46.2% 交流 53.3%

23.1% 会話 20.0%

15.4% 体験 13.3%

7.7% その他 20.0%

(n=16) 15.4% (n=16) 空間 40.0%

15.4% 雰囲気 33.3%

38.5% 物品 6.7%

15.4% その他 6.7%

7.7% 学び 6.7%

7.7%

7.7% 交流 空間 その他 合計

30.0% 20.0% 50.0% 100.0%

57.1% 14.3% 28.6% 100.0%

60.0% 0.0% 40.0% 100.0%

60.0% 20.0% 20.0% 100.0%

33.3% 33.3% 33.3% 100.0%

(n=16) 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

趣味 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

その他 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

⑻満足度の

自由回答を用いた

アフターコーディン

グ

⑹出店・出展の理由 誘われたから

地域を活性化させたい

ビジョンに共感したから

小金井リビングーつながりのまーを盛り上げたい

事業の宣伝

売り上げの獲得

空間

雰囲気

その他

出店・出展への満足

趣味

地域

団体状況

交流

つながり

体験

その他

 ⑷出店・出展の満足度

あまり出店・出展したくない

 出店・出展したくない

とても満足した

満足した

どちらでもない

 あまり満足していない

満足していない

 とても出店・出展したい

出店・出展したい

どちらでもない

事業の宣伝

出店・出展意欲のアフターコーディング

⑺出店・出展意欲の

記述回答を用いた

アフターコーディン

グ

⑼出店・

出展前後

の意識変

化

誘われたから

地域を活性化させたい

ビジョンに共感したから

小金井リビングーつながりのまーを盛り上げたい

開催場所の空間を気に入っている

 ⑸今後の出店・出展意欲

（複数回答）
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えられる。「交流」の要素を多く取り入れることで、「誘われた

から」という受動的な理由から、「様々な人とつながりたい、体

験してほしい」という思いが強まり、出店・出展に意欲的にな

るのではないかと考えられる。 

 

7.まとめ 

本研究では、3回にわたって実施された空間活用社会実験「小

金井リビング」において、空地を活用した賑わいづくりにおけ

る市民の主体意識と空地活用の可能性を明らかにした。 

空地活用の可能性について、「小金井リビング」は、第1回、

第2回が本町1丁目に位置するJA東京むさし共用倉庫駐車場、

第3回を新庁舎建設予定地の一部である中町3丁目暫定広場で

実施した。前者は民間企業の所有地であるのに対し、後者は小

金井市の所有地であることから、「小金井リビング」は様々な組

織が所有する「ま」の活用事例の蓄積を行ってきたといえる。 

 また、市民の主体意識について、社会実験小金井リビングは

企画当初から、地域住民が主体的に賑わいづくりに取り組むこ

とを想定していたが、そもそも「ま」を活用した賑わいづくり

が必要とされているのかについては不明であった。そこで、第

1 回では駐車場に芝生を引くなど、普段とは違う空間の使い方

を示した。その結果、来場者の滞在意欲、再訪意欲が共に高か

ったことから、小金井リビングのような「ま」に一定のニーズ

があることが明らかになった。一方で、「ま」を主体的に活用し

たい人がいなかったことから、「ま」に携わることへの主体者意

識が低いことが明らかになった。 

 そこで、第2回では、「ま」の活用を継続して行うとともに、

市民の主体性を引き出す工夫が必要であると考えた。そのため、

第2回では「ま」が誰でも気軽に関われる場となることを目指

し「大学生のそうぞうのま」を設置し、「ま」の活用の可能性や

来場者の主体意識の変化を探った。その結果、「普段の地域活動

への参加」と「ま」の活用への実現意欲に関しては相関関係が

見られなかったが、開催趣旨の理解度が高まるほど、「ま」の活

用への実現意欲が高まることがわかった。さらに、「ま」を主体

的に活用する際の障壁や求める条件について調査を行ったとこ

ろ、時間的余裕があること、友人・知人とともに出店・出展が

できることを重視する傾向があることがわかった。 

 第3回では、第2回アンケート調査より「友人・知人ととも

に出店・出展したい」という声が多かったことから、市内で活

動する大学生団体や市民･事業者に対し、出店・出展を呼びかけ

実施した「そうぞうのま」や、来場者が一時的に主体を担う「場

内ラジオ」も行った。第2回と比較すると、市民の「ま」の活

用に対する実現意欲が高まっていた。また、場内ラジオが印象

に残った人の実現意欲は高かったことから、来場者が一時的に

主体を担うコンテンツの実施は、主体者意識の醸成に効果的で

あると示唆される。 

 出店・出展者に対する調査では、満足度の要因では「来場者

による体験や会話」、今後の出店・出展意欲の要因についても、

「新たな人とのつながりや、来場者に体験してもらう」などの

「交流」についての回答が多かったことから、出店・出展者に

おいては「交流」の要素を重視していることが明らかになった。 

これらを踏まえて、市民の主体意識を高めるためには、賑わ

いづくりに受動的に参加してもらうだけではなく、コンテンツ

を通して能動的な思考や行動をしてもらう必要があることが明

らかになった。 

 本研究では、来場者や出店・出展者の空地活用に対する主体

意識は明らかになったものの、どのようなアプローチを行うこ

とで、市民を主体的に空地活用に巻き込めるかは明らかでない

ため、今後の課題としたい。 
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【補注】 
(1)本稿における「主体性」とは「まちづくりや空間活用にお
いて市民が能動的に関与すること」を指す。 
(2)国土交通省は空き地･空き家等の利用促進による、まちの賑
わい創出にむけて、都市のスポンジ化を総合的に推進する「改
正都市再生特別措置法」を2018年に施行するなど対策に乗り
出している。国土交通省,「都市のスポンジ化対策（低未利用
土地権利設定等促進計画・立地誘導促進施設協定）活用スタデ
ィ集」,https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content/001474450.pdf, 
2025年5月27日最終閲覧 
(3)「道草市」は市内の民間事業者が市内農業者や福祉事業
者、アニメーション作家などと連携を図り、パフォーマンスの
披露やワークショップ開催の機会を提供している。2020年10
月に第一回が開催されて以来、これまでに計40回（2025年7
月時点）実施されている。 
(4)2025年3月28日に一般社団法人小金井市観光まちおこし協
会T氏に対してヒアリング調査をおこなった。 
(5)こがねいコモンズホームぺージ及び一般社団法人小金井市
観光まちおこし協会 Instagramに掲載されている「道草市」の
チラシから明らかとなった。 
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LEGO®シリアスプレイ®による未来対話の促進：タイ中核地方都市における文脈構築型

都市計画の試み 

Facilitating Future Dialogue through LEGO® Serious Play®: A Context-Building Approach 
to Urban Planning in Thailand's Secondary  

ポンポテイタム ナンニチィ¹・早田 宰1 

Nuntnidhi Bongsebodhidhamma¹ and Professor Osamu Soda¹ 

本研究は、タイ・チェンマイ県の中核都市メーヒアで実施された革新的な都市ビジョニングワークショッ

プについて報告する。このワークショップでは、LEGO®シリアスプレイ®（LSP）と未来世代想像（IFG）の

概念を統合し、40 名の多様なステークホルダーが過去、現在、未来の都市シナリオを協働で構築した。未

来世代の視点から持続可能な未来を構想する慎重に設計された構築プロンプトを用いて、従来の聞き取り

型計画手法を超える新しい「触覚的未来対話ロジック」を導入した。このアプローチは、従来の計画プロ

セスで見過ごされる声を可視化し、階層を超えた対話を可能にする。従来の計画会議との比較分析では、

参加者の関与度が 30%から 75%に向上し、時間的志向が短期集中から長期ビジョン（20 年以上）へと転換

した。この手法は、アジア中核都市が直面する高齢化、環境変化、文化的継続性などの複雑な課題に対処

する実用的可能性を提供し、市民中心の文脈構築型都市計画を求める政策立案者や実務者にとって貴重な

知見を提供している。

Keywords:  Participatory planning,  Secondary cities, LEGO® Serious Play®, Urban governance, Civic 

innovation 

参加型計画、中核都市、LEGO®シリアスプレイ®、都市ガバナンス、市民イノベーション 

1. Background and Research Objective

Mae Hia Town Municipality, located in Chiang Mai Province, Thailand, faces significant pressures from urban expansion 
of neighboring Chiang Mai City. These challenges reflect broader patterns seen across many secondary cities in Asia that 
experience rapid urbanization while lacking the appropriate planning tools to manage such transformations inclusively. 

Conventional urban planning mechanisms often limit meaningful public engagement in shaping urban futures. This 
initiative began with a fundamental question: "How can a secondary city meaningfully co-design its future in an 
increasingly complex and uncertain world?" The workshop aimed to create a prototype space for inclusive and creative 
participation, serving not only as a planning tool but also as a platform to build social capital, encourage intergenerational 
dialogue, and strengthen local adaptive capacity. 

This cross-sectoral collaboration was made possible through support from the Japan International Cooperation Agency 
(JICA), academic backing from Waseda University, and the active commitment of the Mae Hia Town Municipality. 

2. Theoretical Foundation and Methodological Innovation

2.1 Historical Context of Three-Dimensional Participatory Planning 

While LEGO® Serious Play® represents an innovative approach to urban planning, it is important to acknowledge that 
concepts of tactility, creativity, and gamification in participatory planning have deeper historical roots. Notably, Soda and 
Sato (1994) pioneered the development of three-dimensional design games for consensus building through participatory 
planning processes in Japan. Their groundbreaking work established the theoretical foundation for using tactile modeling 

1 社会科学研究科・早稲田大学(Graduate School of Social Sciences, Waseda University, Tokyo, Japan)
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in urban planning contexts, demonstrating how physical construction could facilitate meaningful dialogue among diverse 
stakeholders. 

This earlier research explored how three-dimensional kits could be used to address complex urban renewal challenges, 
establishing key principles that inform contemporary applications of tactile planning methods (Soda & Sato, 1994). The 
methodology proved particularly effective in enabling participants to visualize spatial relationships and negotiate 
competing interests through collaborative model-building. 

Building on this foundational work by Soda and Sato (1994), our study extends these principles by integrating modern 
LSP techniques with future-oriented planning frameworks, specifically adapted for secondary city contexts in the Global 
South. Furthermore, the concept of Imaginary Future Generations (IFG) draws from Hara et al.'s (2019) theoretical 
contributions to intergenerational planning approaches, which emphasized the importance of incorporating non-present 
stakeholders in contemporary decision-making processes. Their work provided critical conceptual grounding for treating 
future generations as legitimate participants in planning discourse, establishing methodological precedents for our 
systematic integration of IFG perspectives with tactile planning methods. 

2.2 LEGO® Serious Play® and Embodied Cognition 

The workshop employed LEGO® Serious Play® methodology as the central tool to facilitate reflection, dialogue and 
future visioning. This approach has been successfully implemented in corporate settings globally but remains 
underutilized in the context of urban planning. The method is grounded in the philosophy of "Head-Hand-Heart 
Thinking," which enables participants to connect cognition, emotion, and personal experience by constructing physical 
models. 

Previous studies, including Tewdwr-Jones and Wilson (2022), have highlighted LSP's potential for institutionalizing 
creative participation, bridging differing stakeholder perspectives, and developing local facilitators. However, these 
applications have typically focused on immediate planning challenges without incorporating systematic intergenerational 
perspectives or context-specific cultural frameworks that acknowledge Asian traditions of dialogue and earlier grassroots 
practices that precede much of the Western literature. 

The tactile nature of LSP addresses several limitations of traditional participatory methods: 

 Language barriers: Physical modeling transcends verbal communication limitations 
 Power hierarchies: The playful medium reduces status-based participation inequalities 
 Abstract concepts: Complex urban systems become tangible through three-dimensional representation 
 Future orientation: Physical scenarios make distant possibilities emotionally accessible 

2.3 Imaginary Future Generations as Stakeholder Innovation 

A particularly novel aspect of our approach involves treating non-existent actors—future generations—as legitimate 
"stakeholders" in the planning process. This represents a pioneering attempt to systematically incorporate 
intergenerational perspectives into urban planning workshops using LSP. 

Drawing inspiration from Indigenous wisdom traditions, particularly the Iroquois principle of considering impacts on the 
next seven generations, this approach has rarely been applied to urban planning contexts. Yvon Chouinard, founder of 
Patagonia, famously adopted this principle to innovate and rebuild his company around long-term sustainability. Yet, to 
date, urban planning workshops using LSP have not systematically implemented this intergenerational framework. 

This integration required carefully crafted building prompts that encouraged participants to adopt future perspectives. For 
example, participants were asked: "Fifty years from now, should Mae Hia's citizens still be able to encounter water 
buffalo?" Such prompts shifted discourse from immediate concerns to long-term cultural and environmental continuity. 

By combining LSP with context-specific building prompts incorporating IFG perspectives, we created an entirely new 
planning logic that bridges creative expression with intergenerational responsibility. 

3. Methodology: Building Sustainable Futures Through LSP and IFG 
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The workshop was held on May 14, 2024, employing a structured six-hour program designed to progressively expand 
participants' temporal and spatial thinking. The methodology combined individual reflection, collaborative construction, 
and collective visioning to create what we term "tactile future dialogue." 

3.1 Workshop Structure and Participants 

Table-1: LEGO® Serious Play® Workshop Structure 

Phase Activity Duration Outcome 

Warm-up Simple building exercises 30 mins Building confidence with materials 

Individual reflection Past–Present models (2014–2024) 45 mins Individual urban experience narratives 

Future perspective 2044 models through IFG lens 45 mins Intergenerational considerations 

Group integration Shared model building 60 mins Collective vision articulation 

Synthesis Key themes extraction 45 mins Policy priorities identification 

Forty participants from five equally represented stakeholder groups joined the workshop: municipal officers, educational 
sector representatives, local business sector representatives, NGOs, and community leaders, including youth and elderly 
representatives. The progression deliberately shifted thinking from personal experience to group collaboration, and 
ultimately to a shared urban vision. 

3.2 Context-Building Prompts and Intergenerational Framing 

 

Figure-1 Photos showing participants engaging with LEGO models during the workshop, demonstrating the tactile 
nature of the planning process 

The integration of IFG methodology required developing specific prompts that would encourage participants to think 
beyond their immediate concerns. Key innovations included: 

Temporal Scaffolding: Participants first constructed models representing their memories of Mae Hia in 2014, then 
current conditions in 2024, before envisioning the city in 2044 from the perspective of future residents. 

Past-Future Integration: A particularly distinctive aspect of our methodology involved connecting temporal 
perspectives through material continuity. Participants were prompted: "Build the future using the creations made during 
the initial workshop, where participants expressed memories of the past. You can choose to preserve them, transform 
them, or even deconstruct them to reuse as resources." This prompt embodies the core logic of context-driven urban 
creation, where future visions emerge not from abstract ideals but from deliberate engagement with existing cultural 
and spatial assets. This approach fundamentally distinguishes our methodology from conventional future visioning 
exercises by requiring participants to negotiate continuity and change through tactile decision-making. 

Intergenerational Prompts: Questions such as "What would a child born in Mae Hia in 2044 need from this city?" and 
"How might our grandchildren judge the decisions we make today?" encouraged participants to consider long-term 
consequences. 
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Cultural Context Integration: Prompts incorporated local cultural elements, asking participants to consider how 
traditional practices and modern development could coexist sustainably. 

4. Results: Co-Creating Urban Futures through Tactile Dialogue 

4.1 Emergent Urban Visions 

Participants developed sophisticated urban visions that integrated multiple sustainability dimensions: 

Table-2 Key Themes Emerging from Participant Models 

Theme Description Representative Expressions in Models 

Environmental 
Resilience 

Green infrastructure, air pollution 
mitigation 

"Blue-green network woven throughout the 
city" 

Intergenerational Spaces 
Multi-age activity zones, knowledge 
transfer 

"Places where our elders can teach the young" 

Cultural Preservation Heritage integration in new development "Traditional forms with modern functions" 

Economic Diversity Mixed-use spaces, local enterprise "Markets and workshops mixed with housing" 

The winning vision, "Green & Health Smart City," received 14 votes out of 40 participants, demonstrating convergence 
around sustainability and well-being priorities. 

4.2 Process Innovations and Participant Responses 

Three significant innovations emerged from the tactile future dialogue process: 

Visualization of Abstract Concepts: LEGO® helped participants "see the urban future more clearly," bringing distant 
issues closer through hands-on creation. One participant noted: "Building the model helped me visualize what our town 
could be, rather than just talking about it." 

Nonverbal Communication: LEGO® became a language allowing participants to express ideas they "couldn't say in 
words"—particularly valuable in hierarchical planning cultures. A traditionally quiet community member observed: 
"Usually in meetings, I just listen because others speak better. But here, my model of the community garden spoke for 
itself." 

Hierarchy Reduction: Municipal officers highlighted that this process enabled them to hear perspectives rarely surfaced 
in conventional public hearings. A senior official reflected: "I was surprised by how the LEGO process helped everyone 
contribute their ideas more freely." 

 

Figure-2  Photo showing completed LEGO models representing different visions of Mae Hia, highlighting the evolution 
from past to future perspectives] 
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4.3 Intergenerational Perspective Integration 

The IFG methodology proved particularly effective in shifting temporal orientation. Participants reported that adopting 
future perspectives fundamentally changed their approach to current challenges. A business owner reflected: "Building 
for our grandchildren changed everything. Instead of just protecting my shop, I started thinking about the whole street 
as a living system." 

The future-oriented prompts generated specific outcomes: 

Long-term thinking: Discussions extended from typical 1-2 year planning horizons to 20-year visions 
Systems awareness: Participants spontaneously identified interconnections between environmental, economic, and 
social elements 
Intergenerational equity: Models incorporated features specifically designed for both elderly residents and future 
children 

5. Comparative Analysis and Policy Implications 

5.1 Contrasting Participatory Approaches 

A systematic comparison between the LSP workshop and Mae Hia's conventional annual planning meeting revealed 
fundamental differences: 

Table-3 Comparative Analysis - LSP Workshop vs. Conventional Meeting 

Dimension Conventional Meeting LSP Workshop 

Communication Pattern 70% official speaking 75% participant engagement 

Temporal Orientation 95% within 2 years 80% future-focused (20+ years) 

Idea Generation 47 discrete infrastructure requests 8 integrated systemic visions 

Cross-Sector Exchange Village-based silos Mandatory boundary-crossing 

Emotional Tone Formal, complaint-focused Playful, creative, high energy 
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Figure-3 Comparative visualization showing conventional planning process vs. LSP-enhanced process, highlighting 
differences in stakeholder engagement, feedback mechanisms, and outcomes. Top: Active participant engagement 
through collaborative LEGO® model construction and group presentations in LSP workshop. Bottom: Traditional 

presenter-focused format and formal assembly arrangement in conventional planning meeting, illustrating the contrast 
between participatory and hierarchical planning approaches. 

5.2 Policy Applications and Scaling Potential 

The tactile future dialogue approach offers several practical applications for cities seeking to enhance participatory 
planning: 

1. Institutionalizing Creative Participation: Embedding early-stage participatory visioning methods within formal 
planning cycles can capture citizen perspectives before technical constraints narrow discussions. 

2. Bridging Diverse Perspectives: Tactile methods facilitate dialogue between groups that might otherwise struggle to 
communicate effectively—different age groups, technical experts and laypeople, or across language barriers. 

3. Developing Local Facilitation Capacity: Training local facilitators to support participatory practices is particularly 
valuable for municipalities with limited resources. 

4. Intergenerational Planning Integration: The IFG methodology provides a structured approach to incorporating 
long-term thinking into planning processes, addressing the temporal myopia that often characterizes municipal 
decision-making. 

6. Novel Contribution: Creating New Planning Logic 

6.1 Distinguished Innovation from Existing LSP Applications 

The introduction of context-specific building prompts revealed truly innovative outcomes that distinguish our 
methodology from existing approaches. Had we simply asked participants to write their ideas on paper, the results 
would likely have remained abstract. Likewise, using LSP alone fosters creativity but may not necessarily lead to 
deeper contextual framing across temporal dimensions. 

By combining LSP with context-specific building prompts that systematically incorporate IFG perspectives, we created 
an entirely new planning logic. The most distinctive element of this logic lies in our past-future material integration 
approach, where participants were required to "Build the future using the creations made during the initial workshop, 
where participants expressed memories of the past. You can choose to preserve them, transform them, or even 
deconstruct them to reuse as resources." This prompt transforms future visioning from abstract ideation into a concrete 
negotiation with existing place-based assets and memories. Unlike conventional LSP applications that treat each 
building exercise as independent, our methodology creates material continuity between temporal phases, forcing 
participants to grapple with questions of urban heritage, adaptive reuse, and contextual innovation that mirror real-
world planning dilemmas. 

For example, the prompt "Fifty years from now, should Mae Hia's citizens still be able to encounter water buffalo?" 
combined with the requirement to physically decide whether to preserve, transform, or deconstruct past-representing 
models, generated profound discussions about cultural continuity, environmental preservation, and development 
trajectories that transcended typical infrastructure-focused planning discourse. 

6.2 Three Key Methodological Innovations 

1. Systematic Intergenerational Stakeholder Integration Unlike previous LSP applications that focus on existing 
stakeholders, we systematically treat Imaginary Future Generations as legitimate planning participants. This approach 
transforms conventional stakeholder mapping by including voices that are typically absent from planning processes—
those who will inhabit the cities we plan today. 

2. Cultural Context-Responsive Framework Rather than applying generic LSP protocols developed in Western 
corporate contexts, we developed culturally-adapted building prompts that integrate local cultural references with future 
visioning. This responds to the limitation that Asian traditions of dialogue and grassroots practices have been overlooked 
in much of the Western participatory planning literature. 

3. Temporal Scaffolding Methodology We created a structured progression from past (2014) to present (2024) to future 
(2044) that systematically extends planning horizons beyond typical short-term municipal focus. This temporal 
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scaffolding enables participants to understand urban development as a continuous process rather than discrete project 
interventions. 

7. Conclusion and Future Directions 

The Mae Hia case demonstrates how creative participatory methodologies can enhance urban planning practices in 
secondary cities, offering valuable lessons for addressing complex challenges including aging populations, economic 
revitalization, and climate resilience. 

This study's primary contribution lies in demonstrating how the integration of LSP with IFG creates a novel "tactile future 
dialogue logic" that transcends conventional planning limitations. By treating future generations as legitimate 
stakeholders through carefully designed building prompts, we have developed a methodology that bridges immediate 
concerns with long-term sustainability imperatives. 

The Thailand-Japan connection in this study also highlights the value of cross-cultural learning in planning methodologies, 
building on the foundational work of Japanese scholars in three-dimensional participatory planning (Soda & Sato, 1994) 
while adapting these approaches to contemporary secondary city contexts. 

As cities throughout Asia continue to navigate complex sustainability challenges, the Mae Hia model provides valuable 
lessons for fostering civic agency, strengthening adaptive capacity, and embedding context-sensitive planning approaches 
that respond to local realities while anticipating future needs. 

Future Research Directions 

We now have strong confidence in this approach and intend to explore it further through longitudinal implementation 
studies across diverse cultural contexts. Future peer-reviewed publications will examine cross-cultural adaptation 
frameworks, digital integration potential, and systematic evaluation of long-term planning outcomes influenced by this 
methodology. 
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滋賀県南部の小規模都市の駅周辺徒歩圏の業種別・形態別施設立地と都市構造・都市計画 
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Southern Shiga 

: A Case Study in Omihachiman, Yasu, Moriyama and Kusatsu 
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In southern Shiga Prefecture, Omihachiman, Yasu, and Moriyama have populations between 50,000 and 100,000, while Kusatsu has 

about 140,000, and all have maintained their populations. This study examines changes from 2000 to 2020 in the location of 

facilities by industry (commercial, medical/welfare, public) and form (stand-alone or complex) within a 1 km radius of major JR 

stations in these cities. It also compares differences in facility distribution inside and outside this radius, considering urban structure 

and planning. Key findings include: (1) a decrease in retail facilities, while medical and welfare facilities remained stable or 

increased; (2) a significant rise in both the number and proportion of complex facilities; and (3) distinct patterns in facility 

distribution near stations, reflecting each city's unique urban planning and arterial road networks.  
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都市施設立地、ウォーカビリティ、コンパクト＋ネットワーク、都市マスタープラン、市街化、持続可能都市 

1. 背景・目的 

近年、日本では急速な人口減少や高齢化、市街地の低密度化と

いった様々な都市問題への解決策として、「コンパクト・プラス・

ネットワーク」の考えに基づいた都市計画・政策が推奨されてい

る。駅周辺地域などにコンパクトに生活サービス機能や居住機能

を誘導・集積し、まちづくりと連携した公共交通ネットワークに

よって地域をつなぐことで、都市の効率化及び持続可能な都市の

実現に寄与するとされている1)2)3)。現在では多くの自治体で都市

計画マスタープラン（都市マス）や立地適正化計画制度（立適）

を通じてコンパクト・プラス・ネットワークの具体化が図られて

いるほか、都市の魅力を向上させ町中ににぎわいを創出するため

に、「居心地が良く歩きたくなる」空間づくりを促進するウォー

カブルなまちづくりが行われている4)5)6)。今後、効率的な都市づ

くりを進めていくためには、拠点となる地域の都市計画や都市構

造、都市機能の立地特性などの変遷を把握し、今後の都市計画に

生かすことが重要である。 

地方都市におけるコンパクトシティに着目した研究は数多く

あり、例えば石原らによる研究 7)では、都市マスを定めている人

口10万～50万人の都市を対象に、地域拠点の役割や位置づけを

調査し、多くの都市で駅などの交通系施設や支所などの行政系施

設を中心とした拠点設定がなされていることが明らかとなった。

岡野らによる研究8)では、人口10～15万人の地方都市を対象に、

立地適正化計画の都市機能誘導区域に立地する施設の数や割合

の変化を分析し、福祉施設を除く大半の業種の施設数が区域内で

減少し、区域内から区域外への相対的な施設流出が起こっている

ことが明らかとなった。小澤らによる研究9)では、市域内に低密

な地区を抱える人口19万人以上の都市を対象に、都市計画、都

市機能立地、核間公共交通を多核連携型コンパクトシティの考え

方から拠点設定を分析し、多くの都市で平均7～8割の施設が拠

点範囲外に位置していることが明らかとなった。丸山らによる研

究 10)では、滋賀県北部の24駅周辺の半径1㎞圏を対象に、地理

地形的条件をふまえた駅の評価と駅周辺地域の水害リスクによ

る危険性を調査し、可住地と水害リスク、市街地拡大の関係につ

いて考察している。また清水らの研究 11)では、東京大都市圏を

対象に、都市機能誘導区域がどの程度15分都市理念におけるサ

ービス拠点を実現しているのかを分析し、現在の都市機能誘導区

域の枠組みでは居住地周辺での15分都市理念における生活圏構

築は不十分と示した。 

このように、県庁所在地や中核市など一定以上の人口や規模を

持つ地方都市で施設立地や都市政策を調査した事例は数多くあ

る一方で、令和2年度の国勢調査12)において最も数が多かった5

～10 万人の都市を対象としたコンパクトシティの研究は見られ

なかった。また、駅を中心とした徒歩圏と施設立地に着目してい

る研究はあまり見られなかった。施設の形態については、1つの

敷地で1つの施設が利用する「単独施設」か、複数の施設が利用

する「複合施設」かに着目して分析する研究も見られなかったが、

駅周辺徒歩圏において施設が多数立地するためには土地の複合

的な利用が想定されるため、施設立地の調査に際して複合施設の

状況を把握することも必要であると考える。 

本研究では、既往研究における研究事例が少なく、全国で最も

市数の多い人口 5～10 万人の小規模都市の駅周辺徒歩圏を対象

に、施設立地を調査する。分析に際しては、同程度の人口規模を

持つ都市の駅周辺徒歩圏であっても、その圏域の地域空間特性に

よって施設立地の傾向が異なることが予想されるため、施設立地

に影響を与えうる街道・幹線道路の状況や地区計画、用途地域な

どを各圏域の地域空間特性としてふまえて施設立地の状況を分
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析する。その際、住居系、工業系、事務所系などを除く、市民に

サービスを供する建物を商業・医療福祉・公共施設の分類に分け

るとともに、施設の形態（単独施設・複合施設）による立地状況

の違いに着目し調査分析を行う。また、駅周辺徒歩圏の内外にお

ける施設立地の差についても併せて調査を行う。そして、既往研

究に見られるような10万人以上の人口規模を持つ地方都市と比

較してどのような特徴を持っているかを明らかにする。対象範囲

は、コンパクト・プラス・ネットワークの考えから、公共交通ネ

ットワークによって都市拠点を訪れた人に対する施設充実を想

定していること、松本らによる街路空間と歩行速度に関する研究
13)より、両側に建物が存在する場合平均歩行速度が1.06m/s程度

になると示されており、清水らの研究で指摘されていた15分都

市の理念を踏まえると徒歩圏が約 1㎞となることから、JR駅を

中心とした半径1㎞の範囲としている(1)(2)。 

本研究の構成として、2章で本研究の調査・分析の使用データ

や概要を述べ、3章で各市の都市計画及び都市構造を把握するた

めに、研究対象の駅やその駅が存在する市を取り巻く都市構造や

都市計画を整理する。次に、4章で駅周辺の施設立地状況の変化

を調査するために、駅周辺の徒歩圏である半径 1km 圏における

施設立地の状況とその変化を把握する。そして、5章で駅周辺徒

歩圏における施設立地の特性を調査するために、駅周辺徒歩圏内

外それぞれにおける施設立地の状況を把握する。以上の結果を踏

まえ、6章で結論を述べる。 

 

2. 研究方法 

本研究では、滋賀県南部に位置する近江八幡市、野洲市、守山

市、草津市を対象とする。近江八幡市、野洲市、守山市は県内に

位置する市の中で最も数の多い人口 5～10 万人の市のうちの一

部であり、草津市は次いで数の多い数の多い人口10～15万人の

市の一つである。2000年度から2020年度の国勢調査において人

口が増加していた都道府県は8つあり、このうち県内に政令指定

都市など地方で中枢になるような都市が存在しないものは滋賀

県と沖縄県のみである 12)。近江八幡市、野洲市、守山市、草津

市は表-1 に示すようにいずれも人口が維持されている都市であ

り、人口による影響が少なく、都市構造や都市計画による施設立

地の実態を捉えるのに適していると考える。本研究では、滋賀県

南部の近江八幡市、野洲市、守山市に存在する、近江八幡駅、野

洲駅、守山駅のそれぞれを中心とした半径 1km の徒歩圏を人口

5～10万人規模の都市の駅徒歩圏として調査する。また、同じく

滋賀県南部の草津市に存在する草津駅、南草津駅の駅周辺 1km

圏を人口10万人以上の都市の駅徒歩圏として参考に調査し、前

述の3駅との差異について比較・考察を行う。経年変化の調査年

度は2000年、2020年とする。これは、2000年以降、大規模小売

店舗立地法の制定や、2000 年以降都市計画法・中心市街地活性

化法の改正、立地適正化計画制度の創設など、都市の集約化を促

す法律や制度の制定・改正が数多く行われているためである。 

本研究の分析では、3章で各駅が位置する市の都市計画マスタ

ープラン 14)15)16)17)や立地適正化計画 18)19)20)21)、地区計画 22)23)24)25)、

土地区画整理事業 26)などの資料・文献について収集及び調査を

行う。 

次に、4章ではゼンリン住宅地図2000年版 27)28)29)30)、2020年版
31)32)33)34)に記載のある、住居系、工業系、事務所系などを除く、

市民にサービスを供する建物を対象に調査する。それらの建物を

表-2、表-3に示す「商業・医療福祉・公共」の 3つの大分類と、

9つの小分類に区分する。その後、業種ごとの立地分布の変化を

把握するために、国土地理院の基盤地図情報を基に駅を中心とし

た半径 1km の地図を作成し、建物の業種情報をプロットする。

また同時に、上記の施設の形態が単独施設か複合施設のテナント

かを記録し、併せてプロットする。なお、本研究における「単独

施設」とは1つの敷地を1つの施設の施設が利用している状態を

指し、「複合施設」とは1つの敷地を複数の施設が利用している

状態を指す。複合施設は、複合施設内の各店舗・施設ごとに別個

の施設として集計している(3)。また、住宅地図によって施設数と

立地を把握し、プロット図を作成することにより、単独・複合別

の施設数やそれらの分布を把握する。 

次に5章では、ゼンリン住宅地図2020年版31)32)33)34)、全国大型

小売店舗総覧2020年版35)、対象とする4市および滋賀県のホー

ムページを参考に、4市全域に立地する主要な施設の駅徒歩圏内

外における立地数の差異を調査する。調査対象とする主要施設は、

対象地域である 4 市の立地適正化計画における誘導施設に指定

されている施設業種を参考に8つの都市機能に分類する(4)。各都

市機能に属する施設用途の凡例を表-4 に示す。また商業機能に

ついては、ゼンリン住宅地図2000年版 27)28)29)30)、全国大型小売店

舗総覧2000年版36)をもとに2000年時点における市内の立地数、

立地場所も併せて調査し、2000年から2020年にかけての変化を

分析する。 

 

3. 対象駅徒歩圏域の地域空間特性 

本章では、駅徒歩圏域の地域空間特性を把握するべく、対象と

なる各駅周辺の都市計画マスタープラン、立地適正化計画、区域

区分、用途地域、地区計画、街道・幹線道路の状況を調査する。

図-1 に各市の都市計画マスタープランにおける都市拠点設定、

立地適正化計画における都市機能誘導区域、幹線道路の状況を、

図-2 に各駅徒歩圏域における用途地域、地区計画、幹線道路等

の状況を示す。 

 都市計画マスタープランに注目すると、4市を含む滋賀県の各

市内には駅を中心として1～3個の都市核が存在し、各市・各都

市核が相互に連携した都市構造を持っている。近江八幡市、草津

駅ではJR駅周辺地域が拠点地域に設定されているのに対し、野

洲市、守山市は駅周辺に都市拠点、駅から離れた地域に地域拠点

が設定されている。また近江八幡市と野洲市では、合併前の町の

中心であった安土駅や中主地域の周辺など、比較的古くから存在

する市街地が地域拠点となっている一方、守山市では国道 477

号沿いや琵琶湖大橋周辺の地域、草津市では南草津駅周辺といっ

たように、比較的新しく整備されている市街地が地域拠点や都市

拠点に設定されていた。また近江八幡市では滋賀県で最も早く土

地区画整理事業が設定されていたほか、草津市でも草津駅、南草

津駅の両駅周辺で数か所に渡って土地区画整理事業が行われて
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【表-5】各駅1㎞圏内の市街化区域・用途地域割合(6) 

おり、駅周辺での市街地整備が活発に行われている 26)。立地適

正化計画に着目すると、野洲市と守山市では2017年、草津市で

は2018年、近江八幡市では2022年に立地適正化計画が策定され

ている。近江八幡市では、近江八幡駅周辺に都市拠点として、篠

原駅、安土駅周辺の地域に地域拠点として都市機能誘導区域が設

定されている。野洲市では、都市拠点である野洲駅、地域拠点で

ある北部合同庁舎周辺の 2 か所に都市機能誘導区域に設定され

ている。守山市では、守山駅北西の地域や北部市街化区域に都市

機能誘導区域が設定されている。草津市では、都市拠点である草

津駅周辺、南草津駅周辺がそれぞれ都市機能誘導区域に設定され

ている。 

街道や幹線道路に注目すると、4 市に共通して複数本の国道、

主要地方道が市内を通っていた。全ての市で隣接する市に向かう

方向の幹線道路が発達している一方、守山市、草津市では橋を通

じて大津市へと向かう湖方向への幹線道路も同様に発達してい

た。また市街化区域との関係に注目すると、守山市、草津市では

1km 圏内、圏外を問わず市街化区域内を幹線道路の大部分が通

っていたのに対し、近江八幡市、野洲市では、市街化区域内を通 

 

【表-1】4市の人口推移（人）(5) 

2000年 2005年 2010年 2015年 2020年
近江八幡市 80,669 80,610 81,738 81,312 81,770
野 洲 市 48,236 49,486 49,955 49,889 50,541
守 山 市 65,542 70,823 76,560 79,859 83,271
草 津 市 115,455 121,159 130,874 137,247 143,958  

【表-2】施設業種の大分類・小分類 

 

【表-3】施設業種の小分類の詳細 

小 売 （ 食 品 ） 食品店・スーパー・総合スーパー・コンビニ・ドラッグストア

小売（非食品） 薬局・衣料・電器・ガソリンスタンド・家具・スポーツ・書店・

ホームセンター・その他各種小売業

サ ー ビ ス 飲食・美容・娯楽・学習塾・教室・衣料・宿泊・金融・交通等各

種サービス業

医 療 病院・診療所・歯科診療所

介 護 福 祉 デイサービス・ショートステイ・入所介護・在宅介護

行 政 市役所・郵便局・警察署

教 育 幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校・学童・その他教育

系施設

文 化 図書館・文化ホール

コ ミ ュ ニ テ ィ 公民館・自治会館・コミュニティセンター

そ の 他 その他公共施設  

【表-4】駅周辺徒歩圏内外調査（5章）の凡例 

商 業 機 能 店舗面積1000㎡以上の小売商業施設

医 療 機 能 病院・診療所・歯科診療所

福 祉 機 能 総合福祉センター・地域包括支援センター・特別養護老人ホーム・

介護老人保健施設・その他老人福祉施設

行 政 機 能 市役所・支所

子育て支援機能 地域子育て支援拠点・発達支援センター・その他子育て支援施設

教 育 機 能 文化ホール・図書館・中学校・高等学校

スポ ーツ 機能 体育館・運動公園・その他運動施設

地域 交流 機能 地域交流センター・コミュニティセンター・その他地域交流施設  

 

る幹線道路の範囲は守山市に比べて少なく、多くの幹線道路が市

街化区域外を通っていることが分かった。また、各駅周辺地域に

共通して主要幹線道路が 1km 圏内を通っていることが確認でき、

特に野洲駅や草津駅、南草津駅では複数本の幹線道路が 1km 圏

内を通っていた。守山駅では中山道が通っているほか、2つの商

店街が存在する。一方近江八幡駅では、県道48号が通っている

ものの、他駅に比べ 1km 圏内を通る主要幹線道路は少なく、ま

た街道や商店街なども確認できなかった。 

 区域区分に注目すると、市街化区域面積では、草津市が約 20

㎢と他市に比べて広く、次いで約12.4㎢の守山市、約10.7㎢の

近江八幡市が続き、野洲市が約8㎢と最も狭かった。また駅周辺

地域では、近江八幡駅、野洲駅は2000年、2020年とも70％前後、

守山駅、草津駅は 90％以上が市街化区域となっていた。南草津

駅は、2000年の時点では約79％だったが、2020年には約91％ま

で増加していた。 

 用途地域に注目すると、商業地域の割合は2020年時点で草津

駅が19.3%、近江八幡駅が17.1％と他の駅に比べて大きな割合を

占めていた一方、守山駅が 8.5％、南草津駅が 7.8％、野洲駅が

3.9％と小さい割合にとどまっていた。また 2000 年から 2020年

にかけて、多くの駅で商業地域、近隣商業地域など商業系の用途

地域の割合が増加していた。 

地区計画に注目すると、近江八幡市では9地区、野洲市と守山

市では3地区、草津市では7地区で地区計画が設定されていた。

各地区計画において定められている「地区計画の目標」で「都市 

 

 

【図-1】4市の地域空間特性と商業施設立地(7) 

 

近江八幡 野洲 守山 草津 南草津

2000年 2020年 2000年 2020年 2000年 2020年 2000年 2020年 2000年 2020年

71.6% 74.2% 65.2% 71.0% 93.4% 93.5% 92.4% 92.4% 78.7% 91.3%

商 業 15.1% 17.1% 3.9% 3.9% 8.5% 8.5% 18.2% 19.3% 4.7% 7.8%

近 隣 商 業 3.1% 3.1% 7.2% 11.9% 10.4% 10.4% 22.0% 23.3% 0.0% 0.4%

そ の 他 53.4% 54.0% 54.1% 55.2% 74.5% 74.6% 52.2% 49.8% 74.0% 83.1%

市 街 化 区 域
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【表-6】業種・形態別施設増減率 

機能の集積」が掲げられている地区計画は4市に共通して行われ

ており、守山市を除く3市では駅前地域を中心に比較的広範に設

定されていた一方、守山市では駅前地域には設定されていなかっ

た上、範囲も狭いという違いが見られた。「地区計画の目標」で

「住環境の維持・保全」が掲げられている地区計画は、近江八幡

市、守山市、草津市で行われていた一方、野洲市では行われてい

なかった。近江八幡市では狭い範囲の地区計画が6か所で行われ

ていた一方、守山市では比較的広範な地区計画が1～2か所で行

われていた。草津市では、南草津駅の周辺で広範に設定された地

区計画が行われていた。 

 

4. 対象駅徒歩圏域の施設立地 

(1) 施設立地の状況 

分析結果を表-5、6、図-3 に示す。これらの図表から以下のこ

とが分かる。 

施設業種に着目すると、商業施設では、3駅とも総数の変化が

±10％以内に収まっており、他業種に比べ変化が小さい一方、サ 

 

 

【図-2】駅徒歩圏域の地域空間特性(8) 

 

ービス業種では増加、小売業種では減少の傾向が見られた。医療

福祉施設では、近江八幡駅、野洲駅で医療・介護福祉の両業種で

増加、守山駅で介護福祉業種のみ増加が見られた。いずれの駅に

おいても増加幅が 30％以上と 3業種の中で最も大きく、特に介

護福祉業種は全駅で顕著な増加が見られた。公共施設では、3駅

に共通して教育機能が増加しているほか、野洲駅、守山駅でコミ

ュニティ機能を中心に増加が見られるなど、全体的に増加の傾向

が確認できた。また、草津駅では他の駅同様に総数は 10％以内

の増加に収まっており、商業施設、公共施設については前述の3

駅と、医療福祉施設については近江八幡駅、野洲駅と同様の傾向

が見られた。南草津駅では、施設総数が約1.7倍以上に増加して

おり、増加率に差異はあるものの、商業、医療福祉、公共のすべ

ての業種について増加が確認できた。特に医療福祉施設では、施

設数が約2.9倍になっており、顕著な増加が確認できた。 

施設形態に着目すると、総施設数に占める複合施設の割合が近

江八幡駅では約5％、野洲駅と守山駅では15％～20％程増加して

おり、複合施設化が進行していることが明らかとなった。2020

年時点では、近江八幡駅で 60.3％、野洲駅と守山駅で 50％前後

となっており、近江八幡駅では特に複合施設化が進行していた。

また業種別に見ると、商業施設では3駅とも複合施設化が進行し

ていた。医療福祉施設では3駅とも複合施設化が進行していた一 

 

【表-5】業種・形態別施設数（件）（上：2000年、下：2020年）

近江八幡 野洲 守山 草津 南草津

単独 複合 合計 単独 複合 合計 単独 複合 合計 単独 複合 合計 単独 複合 合計

小 売 （ 食 品 ） 17 48 65 40 5 45 41 20 61 47 62 109 23 15 38

小売（非食品） 73 112 185 72 23 95 104 78 182 121 168 289 40 21 61

サ ー ビ ス 154 203 357 118 85 203 138 131 269 223 334 557 115 82 197

合 計 244 363 607 230 113 343 283 229 512 391 564 955 178 118 296

単 複 割 合 40.2% 59.8% - 67.1% 32.9% - 55.3% 44.7% - 40.9% 59.1% - 60.1% 39.9% -

医 療 24 10 34 23 5 28 27 10 37 21 30 51 9 9 18

介 護 福 祉 3 2 5 0 0 0 3 0 3 4 0 4 1 0 1

合 計 27 12 39 23 5 28 30 10 40 25 30 55 10 9 19

単 複 割 合 69.2% 30.8% - 82.1% 17.9% - 75.0% 25.0% - 45.5% 54.5% - 52.6% 47.4% -

行 政 4 0 4 3 0 3 3 1 4 5 0 5 2 0 2

教 育 4 0 4 10 1 11 14 0 14 13 0 13 8 2 10

文 化 0 1 1 2 1 3 0 0 0 1 0 1 1 0 1

コ ミ ュ ニ テ ィ 16 0 16 10 0 10 16 0 16 19 0 19 17 0 17

そ の 他 4 1 5 2 1 3 2 1 3 1 0 1 1 0 1

合 計 28 2 30 27 3 30 35 2 37 39 0 39 29 2 31

単 複 割 合 93.3% 6.7% - 90.0% 10.0% - 94.6% 5.4% - 100% 0.0% - 93.5% 6.5% -

299 377 676 280 121 401 348 241 589 455 594 1049 217 129 346

44.2% 55.8% - 69.8% 30.2% - 59.1% 40.9% - 43.4% 56.6% - 62.7% 37.3% -単複割合

総 合 計

商
業

医
療
福
祉

公
共

 

近江八幡 野洲 守山 草津 南草津

単独 複合 合計 単独 複合 合計 単独 複合 合計 単独 複合 合計 単独 複合 合計

小 売 （ 食 品 ） 22 16 38 28 17 45 25 17 42 22 91 113 26 14 40

小売（非食品） 51 100 151 38 40 78 54 30 84 62 186 248 34 40 74

サ ー ビ ス 163 313 476 114 139 253 128 241 369 184 473 657 149 232 381

合 計 236 429 665 180 196 376 207 288 495 268 750 1018 209 286 495

単 複 割 合 35.5% 64.5% - 47.9% 52.1% - 41.8% 58.2% - 26.3% 73.7% - 42.2% 57.8% -

医 療 31 12 43 26 6 32 18 15 33 29 37 66 17 25 42

介 護 福 祉 6 12 18 5 9 14 5 16 21 12 14 26 9 4 13

合 計 37 24 61 31 15 46 23 31 54 41 51 92 26 29 55

単 複 割 合 60.7% 39.3% - 67.4% 32.6% - 42.6% 57.4% - 44.6% 55.4% - 47.3% 52.7% -

行 政 4 0 4 3 0 3 2 2 4 5 1 6 3 1 4

教 育 6 4 10 12 3 15 10 14 24 13 9 22 16 8 24

文 化 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 2 1 1 2

コ ミ ュ ニ テ ィ 15 0 15 13 1 14 20 2 22 27 0 27 21 0 21

そ の 他 3 0 3 0 5 5 0 0 0 1 8 9 1 0 1

合 計 28 5 33 29 10 39 32 18 50 47 19 66 42 10 52

単 複 割 合 84.8% 15.2% - 74.4% 25.6% - 64.0% 36.0% - 71% 28.8% - 80.8% 19.2% -

301 458 759 240 221 461 262 337 599 356 820 1176 277 325 602

39.7% 60.3% - 52.1% 47.9% - 43.7% 56.3% - 30.3% 69.7% - 46.0% 54.0% -単複割合

総 合 計

商
業

医
療
福
祉

公
共

 

 

守山駅 

野洲駅 近江八幡駅 

草津駅 

南草津駅 

単独 複合 合計 単独 複合 合計 単独 複合 合計 単独 複合 合計 単独 複合 合計

商 業 -3.3% 18.2% 9.6% -21.7% 73.5% 9.6% -26.9% 25.8% -3.3% -31.5% 33.0% 6.6% 17.4% 142.4% 67.2%

医療福祉 37.0% 100.0% 56.4% 34.8% 200.0% 64.3% -23.3% 210.0% 35.0% 64.0% 70.0% 67.3% 160.0% 222.2% 189.5%

公 共 0.0% 150.0% 10.0% 7.4% 233.3% 30.0% -8.6% 800.0% 35.1% 20.5% - 69.2% 44.8% 400.0% 67.7%

総 施 設 0.7% 21.5% 12.3% -14.3% 82.6% 15.0% -24.7% 39.8% 1.7% -21.8% 38.0% 12.1% 27.6% 151.9% 74.0%

近江八幡 野洲 守山 草津 南草津
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【図-3】駅徒歩圏域の施設分布の変化(9) 

 

方、2020 年時点で近江八幡駅、野洲駅では単独施設の方が、守

山駅では複合施設の方が多く、施設割合には差異が見られた。公

共施設では3駅とも複合施設が増加している一方、両年とも単独

施設の方が多かった。草津市の駅では、総施設数に占める複合施

設の割合が草津駅では約13％、南草津駅では約17％と大きく増

加していた。2020 年時点では、草津駅は 69.7％と他の駅に比べ

て複合施設化が大きくし進行しており、南草津駅も 54％と野洲

駅、守山駅と同程度の割合になっていた。 

施設分布に着目すると、図-3 に示すように、野洲駅では、幹

線道路沿いの地域を中心に商業施設の増加が確認できた。また、

都市機能集積を目的とした地区計画が設定された地域で商業施

設や医療福祉施設を中心に施設増加が確認できた。近江八幡駅で

は、駅前地域周辺において一部の道路沿いの施設立地の増加が見

られたほか、駅付近の地域では商業系用途地域や都市機能集積を

目的とした地区計画が設定された地域を中心に複数の大型複合

商業施設の立地が確認できた。守山駅では、街道、幹線道路が数

多く通っており、駅周辺を通る幹線道路沿いに施設立地の増加が

見られた一方で、街道や商店街沿いなどに立地する小規模の小売

施設が大きく減少していた。草津市の駅では、草津駅、南草津駅

の両駅に共通して、駅付近の地域では商業系用途地域や都市機能

集積を目的とした地区計画が設定された地域に大型複合商業施

設を中心とした施設立地の増加が確認できた。特に南草津駅では、

顕著な施設数の増加が確認できた。また、草津駅周辺では、守山

駅同様に、街道沿いに立地する小規模の小売施設が大きく減少し

ていた。南草津駅では、幹線道路沿いや駅前の地域に立地数の増

加が確認できた。 

以上の分析から、次のことが言える。近江八幡駅の1㎞圏では、

商業、医療福祉、公共のすべての業種で施設数が増加しており、

特に医療福祉は 2000年時点の約 1.5 倍程度まで増加している。

また、すべての業種で複合施設の割合が増加しており、 5 駅の

中で草津駅に次いで複合施設の割合が大きいため、複合施設化が

進行しているといえるが、医療福祉施設、公共施設は2020年時

点でも単独施設の割合が大きく、全体では5％ほどの進行にとど

まっている。野洲駅では、商業、医療福祉、公共のすべての業種

で施設数が増加しており、商業施設及び総施設の増加率は南草津

駅に次いで大きい。また、すべての業種で複合施設の割合が増加

しており、特に商業施設の複合施設の割合の増加幅が5駅の中で

最も大きいため、大きく複合施設化が進んでいるといえるが、全

体での施設割合は2020年時点でも単独施設のほうが大きい。守

山駅は、医療福祉、公共の施設数がそれぞれ 30％ほど増加して

いる一方、先の2業種に比べ施設数の多い商業施設の数が3.3％

減少しているため、総施設数の増加率は 1.7％と低い。また、医

療福祉、公共の複合施設の割合が20年間でそれぞれ30％程度大

きくなっており、5駅の中で最も変化が大きいが、全体での複合

施設の割合は 2020年時点でも 56.3%であり、5駅の中で 3位と

なっている。草津駅では、商業、医療福祉、公共のすべての業種

で施設数が増加しており、特に医療福祉施設は5駅の中で2番目

に、公共施設は最も増加率が大きい。また、複合施設の割合は、

商業施設は約 15%、公共施設が約 29%とお菊増加していた。全

体では、2000年の時点で約 56.6%、2020年で約 69.7%となって

おり、両年とも5駅の中で最も割合が高い。南草津駅では、総施

設数が 346から 602と訳 1.74倍に増加しており、各業種の増加

率についても、公共施設は草津駅に次いで2番目に、商業施設、

守山駅 

野洲駅 

近江八幡駅 

草津駅 

2020年 2000年 

南草津駅 
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医療福祉施設は5駅で最も大きい。また、すべての業種で複合施

設の割合が増加しており、全体でも約 17％増加している一方、

2020年時点で約54％と野洲駅に次いで低かった。 

 

(2) 地域空間特性と施設立地 

3 章で述べた駅徒歩圏域の地域空間特性を踏まえ、4(1)で調査

した各駅の施設立地について整理する。 

用途地域に着目すると、商業施設では、守山駅を除く4駅の駅

周辺地域で商業施設を中心とした立地の増加が確認できた。特に

1km 圏内の商業地域の割合が大きかった近江八幡駅と草津駅で

は、駅前をはじめとする商業地域に複数の大型複合商業施設が集

中していた。一方医療福祉施設や公共施設では、両年とも全ての

駅で用途地域を問わず広範囲に分散するように立地していた。 

地区計画に着目すると、5 駅に共通して、「地区計画の目標」

で「都市機能の集積」を掲げる地区計画が設定されていた地域に

ついては施設の増加が確認できたが、近江八幡駅や草津駅、南草

津駅では複合施設を中心に増加が確認できた一方、野洲駅や守山

駅では単独、複合を問わず施設増加が見られるなど、増加する施

設は駅によって差異が見られた。また、守山駅の中山道周辺地域

など、「住環境の維持・保全」を掲げる地区計画が設定された地

域では個人経営の商店など、単独の小規模商業施設を中心に施設

立地の減少が確認できた。 

区域区分に着目すると、駅徒歩圏域内に市街化調整区域が設定

されている近江八幡駅や野洲駅、南草津駅において、市街化区域

内での施設立地は多く見られた一方、市街化調整区域での施設立

地は教育系の公共施設など一部業種を除きほとんど立地が見ら

れなかった。 

幹線道路に着目すると、5駅に共通の傾向として、商業施設を

中心に幹線道路沿いに増加が確認できた。特に野洲駅と南草津駅

では国道や県道沿いに商業施設、複合施設が顕著に増加していた。

また、近江八幡駅では、幹線道路に接続する道路においても同様

に道路沿いの立地の増加が確認できた。一方、街道や商店街沿い

に立地する施設については、単独の商業施設を中心に減少が確認

でき、守山駅、草津駅では特に顕著にその傾向が確認できた。 

 

5. 駅周辺徒歩圏内外の施設立地 

研究対象である 4 市全域の主要な施設分布の分析結果を表-７、

図-1に示す。これらの図表から以下のことが分かる。 

総施設数に着目すると、守山市が 147 件、近江八幡市が 135

件とほぼ同数であり、野洲市は92件と最も少なかった。一方、

立地数の内外比は、野洲市は駅徒歩圏域内に総施設の約46.7％が

立地しており、次いで近江八幡市が約 33.3％、約 25％の守山市

と続いていた。 

都市機能に注目すると、主要施設においては、いずれの都市で

も公共系の機能や福祉機能では 1km 圏外の立地が多く見られた。

市によって違いはあるものの、スポーツ機能、地域交流機能、福

祉機能、教育機能はすべての市に共通して圏外立地が多く見られ

た。一方で商業機能や医療機能、行政機能は市によって立地傾向

に違いが見られた。商業機能は近江八幡駅、野洲駅では圏内、圏 

【表-7】駅周辺徒歩圏内外・業種別施設件数（件）（2020年） 

近江八幡 野洲 守山 草津

内 外 内 外 内 外 草津 南草津 外

商 業 機 能 10 10 3 3 4 12 5 3 15

医 療 機 能 26 29 31 21 28 62 53 36 92

福 祉 機 能 3 11 0 8 1 17 2 0 25

行 政 機 能 1 1 1 1 1 0 1 0 0

子育て支援機能 2 7 2 1 2 1 3 0 0

教 育 機 能 2 12 4 6 0 11 4 4 9

ス ポ ー ツ 機能 1 9 0 3 1 4 2 0 7

地 域 交 流 機能 0 11 2 6 1 2 5 4 8

計 45 90 43 49 38 109 75 47 156  

【表-8】駅周辺徒歩圏内外別商業施設件数（件）（2000年） 

近江八幡 野洲 守山 草津

内 外 内 外 内 外 草津 南草津 外

商 業 機 能 6 7 2 2 3 5 6 4 7  

 

外で同数立地していたのに対し、守山駅では圏外を中心に立地し

ていた。医療機能は、野洲駅では圏内立地の方が多く、近江八幡

駅では圏内、圏外にほぼ同数立地していた。また守山駅では圏外

立地の方が多かった。行政機能は、近江八幡駅、野洲駅では内外

に1件ずつ立地していたのに対し、守山駅は圏内にのみ1件立地

していた。 

また商業施設の変化に着目すると、全市で幹線道路沿いに立地

が多く見られたほか、特に近江八幡市、守山市、では幹線道路沿

いの立地増加が顕著に見られた。また、近江八幡市と野洲市では

両年とも 1km 圏内、圏外で立地数がほぼ同数になる傾向が見ら

れた一方、守山市では 1km 圏内で少数の増加にとどまるのに対

し、圏外の立地数は大きく増加しているなど、圏内・圏外での立

地数の変化には明確な違いが確認できた。 

以上の分析から、施設集中の強かった近江八幡市、野洲市では、

ロードサイド立地の傾向は見られたものの、市街化区域の範囲が

狭いことが影響し、1km 圏外への施設立地がある程度抑制され

たと考えられる。一方、前述の2市に比べて市街化区域の範囲が

広い守山市では 1km 圏内に施設集中は起こっているものの、複

数の主要な幹線道路が市街化区域内かつ 1km 圏外である地域を

通っていたことにより、1km 圏外でも幹線道路沿いの地域でロ

ードサイド型の施設立地が発展し、結果として 1km 圏外への施

設の分散が起こって圏内への施設集中が弱まったと考えられる。 

また草津市については、市内に主要な駅が2駅位置することか

ら、他の3市と単純に比較することは難しいが、以下に草津市の

特徴をまとめる。 

総施設数に着目すると、草津市内には278件の施設があり、他

の3市と比較して2～3倍の施設が立地している。草津駅周辺の

施設数は 75 件と 5 駅で最も立地数が多く、また南草津駅は 47

件と近江八幡駅や野洲駅の周辺と同程度に施設が立地している。

一方立地割合は、草津駅周辺が約 27.0％、南草津駅周辺が約

16.9％と他の駅に比べて低い割合にとどまっている。 

都市機能に着目すると、行政、子育て支援機能以外のすべての

機能が駅徒歩圏外の方が立地数が多く、福祉、行政、子育て、ス

ポーツ機能については南草津駅周辺への立地は見られなかった。 

商業施設の変化に着目すると、草津、南草津駅周辺では20年

間で1件ずつ減少していた一方、駅徒歩圏外の立地は8件増加し

て約2倍になっており、駅徒歩圏外の立地増加が顕著に見られた。 

- 74 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.24, 2025 年 5 月  
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.24, May, 2025 

 

6. 対象駅徒歩圏域の施設立地 

 本研究では、滋賀県南部に位置する4市を対象に駅周辺徒歩圏

域の地域空間特性を踏まえた施設立地状況を分析・考察した。以

下に本研究で得られた知見を示す。 

施設業種に着目すると、全ての駅で小売業種の減少及びサービ

ス業種の増加による商業施設の業種構成比の変化、医療・介護福

祉業種の増加、教育・コミュニティ機能を中心とした公共施設の

増加が確認できた。また全ての大凡例について件数の維持及び増

加が確認できたことから、小売業種など一部の業種を除き多くの

業種について駅周辺での増加傾向が確認できた。特に医療福祉施

設に関しては大幅な増加が見られたことから、他の業種と比べて

も施設需要が大きいと考えられる。岡野らによる研究では対象と

なった人口10万人以上の都市(10)においては医療福祉施設以外の

業種は減少傾向にあるとの研究成果が示されていたが、本研究の

対象地域では草津市も含め施設増加が確認できた。このように、

幅広い業種での施設数維持・増加の傾向が滋賀県南部の小規模都

市の特徴として、医療福祉施設の増加について、本研究の対象都

市と既往研究の対象都市の双方に共通の傾向として確認できた。 

施設形態に着目すると、全ての駅で総施設に占める複合施設の

割合が増加していた一方、2020 年時点での複合施設の割合は駅

によって差異が見られた。草津駅や近江八幡駅では複合施設の割

合が大きかった一方、野洲駅や守山駅、南草津駅では近江八幡駅

ほど複合施設の割合が大きくなかった。これは、駅前地域を中心

とする大型の複合商業施設の増加と、街道沿いなどに見られる単

独の商業施設に減少の傾向が見られたことが影響していると考

えられる。草津駅や近江八幡駅は駅前の商業地域の面積が大きく、

また都市計画による駅前地域の開発整備が進んでいたために大

型複合商業施設を中心に商業地域が形成されていた。また守山駅

の街道沿い地域では、個人経営の商店など、単独の小規模商業施

設を中心に施設立地の減少が確認できた。このような複合施設の

増加と単独施設の減少が、複合施設の割合の増加につながってい

ると考えられる。 

本研究にて調査対象として選定した 4 市についての上記の分

析結果から、滋賀県南部の小規模都市の駅周辺では次のような特

徴が見られることが分かった。駅周辺の市街化区域に幹線道路が

重なっている野洲市では、市街化区域内の部分に施設立地が集中

しており、特に幹線道路沿いの地域を中心に商業施設の増加が確

認できた。また、都市機能集積を目的とした地区計画が設定され

た地域で商業施設や医療福祉施設を中心に施設増加が確認でき

た。幹線道路が通らない近江八幡市でも、駅前地域周辺を中心に

地区計画や土地区画整理事業、用途地域の設定など積極的な都市

計画による働きかけにより、大型の複合商業施設を核とした高度

な施設集積が起こっていた。市内を街道、幹線道路が数多く通っ

ている守山市では、幹線道路沿いへのロードサイド型の立地など

により駅周辺への施設立地が積極的に起こっている一方で、街道

や商店街沿いなどに立地する小規模の小売施設が大きく減少し

ていることにより、他の駅に比べて増加幅が小さかった原因であ

ると考えられる。駅周辺の市街化区域を複数本の街道や幹線道路

が通る草津市においても、幹線道路沿いの地域では比較的規模の

大きな商業施設を中心に積極的な施設立地が見られた一方、街道

沿いの地域では小規模な小売店舗を中心に施設数の減少が確認

できた。また、駅周辺地域には大型複合施設、大規模小売店舗な

どが数多く立地しており、2000年から2020年にかけて立地の増

加も顕著に見られた。 

1km 圏内外の主要な施設の立地に着目すると、1km 圏内への

施設集中が強かった近江八幡駅、野洲駅ではどちらも、幹線道路

の大部分が市街化区域外を通っているという共通点が見られた。

4章、5章での調査から、幹線道路周辺にはロードサイド型の施

設立地が発生する傾向があるという知見が得られた。このことか

ら近江八幡、野洲では、幹線道路が市街化区域外を通っているこ

とにより、幹線道路周辺の地域で市街化が進行せず、ロードサイ

ド型の施設立地の発生が消極的であったため、1km 圏外への施

設分散が抑えられ、1km 圏内への施設集中が強まったと考えら

れる。一方施設集中がこの 2 駅よりも弱かった守山駅では 1km

圏内・市街化区域内を幹線道路が通っており、幹線道路沿いに市

街化が進んでロードサイド型の立地が発展したため、駅周辺への

施設集中が大きく進まなかったと考えられる。また、草津駅、南

草津駅については、他の3市に比べて駅周辺徒歩圏内外両方への

立地数が多く見られ、特に草津駅については他の駅に比べて2～

3倍の施設立地が見られた。草津市は市街化区域内、駅徒歩圏内

を多くの幹線道路が通っているため、徒歩圏の内外を問わず多く

の施設が立地していると考えられる。しかし、徒歩圏内に多くの

施設が立地している一方で駅周辺の施設集中率が他の 3 市に比

べて低いのは、市内に主要な駅が2駅あることや、市街化区域内

を多くの幹線道路が通っていることにより徒歩圏外への立地も

多いことに起因していると考えられる。このように、市内を通る

幹線道路や都市政策により施設集中の強弱の差は見られたもの

の、全ての駅に共通して施設集中が起こっており、駅を中心とし

た拠点の形成が行われていると言える。 

本研究では滋賀県南部の人口 5～10 万人の小規模の都市であ

る近江八幡市、野洲市、守山市および10万人以上である草津市

の駅周辺徒歩圏を事例として、表-5、6をまとめるとともに、図

-3 のようにその分布を図化することで、駅周辺徒歩圏における

業種別・形態別の施設立地の実態とその変化を把握することがで

きた。本研究で対象地域として取り扱った5駅の徒歩圏域では、

駅周辺を通る幹線道路の周辺では主に商業施設を中心に施設の

増加が見られた一方、街道や商店街に関しては小売店舗を中心と

した施設数の減少が目立った。また、都市機能集積を目的とした

地区計画が設定された地域では特に複合施設の増加が顕著に発

生していることが分かった。用途地域に関しては、商業施設や複

合施設は商業系の地域に増加する傾向が見られた一方、医療福祉

施設や公共施設は市街地に広く分散して立地しており、特定の地

域を中心に増加するなどの偏りは特にみられなかった。なお、こ

れらは今回対象とした5駅の徒歩圏域での特徴である。人口5～

10 万人の小規模都市を対象とした施設立地の研究はまだ少なく、

本研究は研究系譜の端緒の位置づけにある基礎的研究として滋

賀県南部の5駅を対象にケーススタディを行ってきた。今後の課

題として同規模の都市における研究事例を増やすこと、駅周辺徒
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歩圏内外の施設立地の関係を把握することなど、小規模都市にお

ける駅周辺徒歩圏の施設立地の実態把握をさらに展開し、コンパ

クト・プラス・ネットワークの構築に向けた駅周辺徒歩圏の形成

に資する研究として発展させていく必要がある。 

 

補注 

(1) 「都市構造の評価に関するハンドブック」3)では、一般的な徒歩圏は

半径 800mとされている。一方、「ウォーカブルなまちづくり」4)では

「まちなかウォーカブル区域」を概ね1km程度以内の区域としている。

また、丸山らによる研究10)では、駅を中心とする半径1㎞の範囲を徒

歩15分圏として施設立地調査の対象範囲としている。 

(2) 松本らによる研究13)では、全体の平均歩行速度が1.32m/s、道路の両

側が建物の場合の平均歩行速度が 1.06m/s との調査結果が示されてお

り、清水らによる研究11)で言及された15分都市理論を踏まえた15分

間での歩行距離は1.32m/sの場合1184ｍ、1.06m/sの場合954mとなる。 

(3) 本研究では生活利便性の観点から 1km 圏内の施設立地を把握するこ

とを目的としているため、複合施設全体を一つの商業施設とはみなさ

ず、別個の施設として集計している。 

(4) 駅周辺にどの程度施設が集中しているのかを把握することを目的に市

全域の主要施設の分布を調査するため、立地適正化計画において誘導

施設に指定されている施設業種を調査対象としている。 

(5) 参考文献37)より作成した。 

(6) 図-2を用いて測定・計算して作成した。 

(7) 引用文献14)～21)より作成した。 

(8) 国土地理院基盤地図情報を用いて、引用文献 22)～25)及び 36)～39)よ

り作成した。 

(9) 国土地理院基盤地図情報を用いて、参考文献27)～34)より作成した。 

(10) 岡野らによる研究 7)では人口 10～15 万人規模の都市である周南市、

土浦市、大牟田市が分析対象都市として扱われていた。 
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千里ニュータウンの成熟・更新と地域コミュニティの持続性に関する研究

－新千里北町の再開発と地域組織・コミュニティ空間に着目して－

Community Sustainability from the Perspective of Maturation and Redevelopment in Senri New 
Town 

: Community Space and Local Organization from the Viewpoint of Redesign in Shin-Senri-
Kitamachi 

西尾菜摘*・轟慎一** 
Natsumi Nishio*･Shinichi Todoroki** 

In new towns across Japan, various problems have arisen, such as the rapidly declining birthrate, aging population, and 
deteriorating housing and community facilities, and moves to reconstruct housing complexes are in full swing. In order 
to examine what kind of awareness residents have about the community and how they can maintain and carry on their 
ties with the community in the future, Chapter 2 conducted a map analysis of Shin-Senri-Kita-machi to grasp the current 
status of land use change and redevelopment. In Chapter 3, we conducted interviews regarding community activities, 
and in Chapter 4, we conducted behavioral observations and interviews in the community space to examine the renewal 
and sustainability of the community of local residents following the redevelopment. 

Keywords: Recomposition, Community Design, Old and New Residents, Local Activities, Behavior Observation, 
Diversity 
再構築、コミュニティデザイン、新旧住民、地域活動、行動観察、多様性

1.序論 
1-1.研究の背景・意義 
全国のニュータウンにおいて、急激な少子高齢化、住宅や地域

施設の老朽化など、様々な問題が生じている。特に、全国初の大

規模NTである千里NTでは、1962年にまちびらきが行われてか

ら60年余りが経過し、これらの問題が顕著にあらわれている。一

方で、集合住宅の建替えなどの動きが本格化し、新たに供給され

る住宅には子育て世帯の入居が見られる。こうした若い世帯の入

居による地域コミュニティの希薄化が問題視されている。地域と

のつながりを今後どのように維持・継承していくのか、また、地

域住民がどのような意識を持っているのか把握することが必要

である。そこで本研究では、成熟したNT の更新に伴う地域コミ

ュニティ形成に関して地域団体やコミュニティ空間に焦点を当

てた住民同士のコミュニティ形成について明らかにする。 

1-2.既往研究及び本研究の位置付け 
千里NTに関する研究は都市計画や都市の変遷に関する研究が

多く、例えば、小竹らによる「千里ニュータウンにおける開発・

再整備を通した現地形の継承と再編に関する研究」1)では急速に

進む建替え計画の内容を評価し、元来の土地が持つ自然環境や地

形の表出する将来のランドスケープデザインについて検討して

いた。中根らによる「千里ニュータウンにおける戸建住宅の再編

に関する研究：藤白台を対象とした開発前後の地形・風環境の変

容と風環境を考慮した街区デザインの検討」2)では敷地分割によ

る住環境の変化の特徴について明らかにしている。また、森河ら

による「地方都市郊外の新規住宅地が自治会に及ぼす影響に関す

る研究：近江八幡市の住居系地区計画を事例として」3)を参考に地

域団体に対してヒアリング調査を行った。コミュニティ空間調査

や行動観察に関して、竹田らによる「観察調査からみる公園と緑

道の空間形態の相関関係に関する考察(港北ニュータウン北西地

域の場合)：子供と高齢者をつなぐ地域コミュニティの拠点とし

ての公園のあり方に関する研究その6」4)の研究方法を参考に空間

調査や行動観察調査を行った。 

 本研究では、現在進行形で再開発が行われている新千里北町

を対象地とし、地域団体に対してヒアリング調査や空間調査か

ら地域コミュニティの形成に関して明らかにする。 

1-3.研究対象 
対象地は、大阪府豊中市の千里 NT 中央地区に位置している広

さ約87haの新千里北町とする。新千里北町は1966年にまちびら

きが行われてから約 60 年が経過し、その間、人々が暮らしを営

み、様々な地域活動や市民活動が展開され、みどりが育つなど、

まちとして大きく成長してきた。一方で、社会環境の変化や住民

ニーズの多様化が進むとともに、人口減少、少子高齢化の進行、

住宅や施設の老朽化等、様々な課題が見られ、近年超高齢化社会

への対応や住民ニーズに応じた新たな施設の導入、住民交流の活

性化、豊かな緑と住環境の継承・発展など千里ニュータウン再生

を推進するための取り組みが進められ、現在、新千里北町で府営

新千里北住宅の大規模再開発が進められている。 
1-4.研究の目的・方法 
本研究では、①新千里北町の計画・まちづくりに関する資料収

集を行いまちびらきが行われてからの変遷について把握する。②

新千里北町地域自治協議会に対するヒアリング調査、③新千里北

町のコミュニティ空間の現地調査を行い、それらのデータを元に
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分析・考察を行った。 
第1章では、研究の位置付け・目的と論文の構成について、第

2 章では、新千里北町の地図分析を行い、土地利用変化と再開発

の現状につて述べている。第3章では、新千里北町地域自治協議

会に対してヒアリング調査を行い、新千里北町で行われている地

域活動について把握する。第4章では、新千里北町のコミュニテ

ィ空間について観察調査・ヒアリング調査を行った。 
 
2. 千里ニュータウンの土地利用変化 
2-1.新千里北町の土地利用変化 
新千里北町の面積は、97haあり、現在は3,326世帯、6,993人が
暮らしている。新千里北町は、1966 年（昭和 41 年）に入居が開

始した。千里NTの12のまちの中で7番目に誕生し、豊中市では

最初のNTのまちである。(図-1) 

 

 

 

 

 
 
新千里北町が開発された当時の空間構成と現在の空間構成を図

-3、図-4に示す。 
①戸建住宅から住宅と診療所の併用住宅に転用された。 

②UR 住宅(旧日本住宅公団)が減築され民間住宅による建替え行

われた。 
③地区センターとして利用されていた建物が取り壊され、教育施

設として新たに建設された。 
④寮から民間住宅、学習塾、コンビニエンスストアに建て替えが

行われた。 
 上記の点から、再開発に伴い空間構成の変遷に入居者層の影響

を受けている。 
2-2.新千里北町の再開発の現状 
新千里北町の府営住宅である新千里北住宅は、47 棟からなる

1,312戸の大規模団地である。現在、府営新千里北住宅の一部で住

宅民活プロジェクトが進められている。再開発の現状とプロジェ

クト概要を図-5、図-6に示す。 

 
 

 
 
新千里北町の民活プロジェクト(大阪府営豊中新千里北第 2 期

住宅民活プロジェクト)は、大阪府豊中市新千里北町 2・3丁目地
区で進められている約 4.1ha の大規模な再開発事業である。老朽

化した府営住宅の建替えに加え、分譲マンション、戸建住宅、高

齢者福祉施設、保育園などの整備を行い、多世代が共生できるま

ちづくりを目指している。PFI法に基づき、東京建物、関電不動産

開発、パナソニック ホームズ、NIPPO の 4社が参画している。

既存の緑地を活かした広場や散策路の整備、防災機能の強化、ユ

：緑地・公園・広場・グラウンド

：池

：商業施設等(地区センター・近隣センター・医療施設)

：教育施設

：UR住宅（旧日本住宅公団）

：府営住宅

：民間住宅

：公社住宅

：寮

：戸建住宅

別紙-4 大阪府営豊中新千里北第 2期住宅 土地利用計画図 

 

 

 

 

 

 

事業開始時に移管済み（予定）の 

道路について整備 

新千里北町近隣センター 

境界位置は 

事業者提案による 

活用用地①における 

福祉施設整備エリア 

新千里北住宅 
（2丁目） 

新千里北住宅 
（3丁目） 

豊中市道千里北町歩第 12号線沿いを 

拡幅整備後、市に移管 

府営住宅 

整備用地 

活用用地① 

活用用地② 

スロープ・ 

歩道を整備後、 

市に移管 

豊中市道新千里北町第 47号線の整備(移管済) 

緑道・広場を 

宅地内に整備 

府営第 1期住宅（整備中） 

樫の木公園 

千里北町公園 

民間 

集合住宅 

千里北町 

緑地 

ひらど公園 

Ｎ 

S=1:2,500(A4) 
※「大阪府営新千里北住宅 まちづくり基本構想」に基づく 

凡例 

       事業区域 

       府営住宅整備用地 

       活用用地 

       整備後市への移管エリア 

       整備のみ（移管済）のエリア 

       福祉施設整備エリア 

       緑道・広場整備エリア 

       

       歩行者の動線 
［ルート〇］ 

活用用地③ 

［
ル
ー
ト
③
］
 

B32 棟 

B44 棟 

さつき橋 

境界位置は 

事業者提案による 

【図-1】対象地(1) 

豊中市 

吹田市 

【図-2】構成要素の凡例 

④ 

② 

③ 

② 

① 

【図-3】1969年の新千里北町

の空間構成(2) 

【図-4】2024年の新千里北町

の空間構成(3) 

再開発中 

再開発済 

【図-6】新千里北町民活プロジェクトの開発概念図7) 

【図-5】新千里北町の再開発の現状(4) 
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ニバーサルデザインへの配慮も盛り込まれている。公共と民間の

連携によるこの先進的な取り組みは、地域の活性化と住環境の向

上を図るモデルケースとして注目されており、整備は 2030 年ま

で段階的に進められる予定である8)。 
民活プロジェクトを進めるにあたり、民間事業者が現存する新

千里北住宅のうち、B21〜B25棟の入居者の府営第 1期住宅への

移転を完了させた後、府営住宅整備部分の解体を行い、新たに大

阪府英豊中新千里北第2期住宅を整備する。(図-7) 

 

 
 
 

3. 新千里北町地域自治協議会の活動実態と課題 
3-1. 新千里北町地域自治協議会の活動実態 
新千里北街地域自治協議会に対してヒアリング調査を行った。 
ヒアリング調査内容は、組織体制や活動内容、住民がイベントに 
参加する割合等、新千里北街地域自治協議会に関する内容を中心

にヒアリングを行った。 
新千里北町地域自治協議会の役員構成とそれぞれの活動内容と

開催場所を図-8、表-1、表-2に示す 

 
 

区分 事業 活動場所 時期 中心団体 
組織運営 運営委員会定例会議の開催  ④ 月1回程度 新千里北町地域自治協議会 

世代間交流 

北町みんなで楽しまナイト実施  ② 11月 新千里北町地域自治協議会 
敬老の集いへの協力   9月 北丘校区福祉委員会 
北町みんなで楽しい運動会への協力  ② 10月 北丘公民分館 
文化祭への協力  ② 11月 北丘公民分館 
千里ふれあいフェスタへの協力   12月 第八中地域教育協議会 
歳末もちつき大会への協力  ② 12月 北丘校区福祉委員会 
北町つつじマルシェ実施  ① 5月・11月 新千里北町地域自治協議会 
交流の機会と拠点の整備（畑のあるサロン）  ③ 通年 新千里北町地域自治協議会 

防災・防犯 
北町自主防災訓練(大規模災害想定)の実施  ② 1月 新千里北町地域自治協議会 
歳末夜警への協力   12月 防犯協議会北丘支部 
防犯活動事業の強化   漸次 防犯協議会北丘支部 

住環境 協議会管理地の整備、住環境改善事業   漸次 新千里北町地域自治協議会 

広報 
広報紙の発行   年2回 新千里北町地域自治協議会 
ホームページの運営   随時 新千里北町地域自治協議会 

地域づくり活動 
ちえんサロン等、ちえんサポーター活動  ④ 漸次 新千里北町地域自治協議会 
子供会事業(新規開始)   漸次 新千里北町地域自治協議会 
子供の居場所事業(駄菓子屋屋台協力等)  ⑤ 漸次 新千里北町地域自治協議会 

その他 

日赤活動資金募集   5月 新千里北町地域自治協議会 
共同募金   10月 新千里北町地域自治協議会 
社会福祉協議会賛助会費募集協力   2月 北丘校区福祉委員会 
未加入団体への加入働きかけ   漸次 新千里北町地域自治協議会 
組織スタッフの増員   漸次 新千里北町地域自治協議会 

別紙-3 大阪府営豊中新千里北第 2期住宅 事業区域図・移転計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B18 

B17 

B21 

B15 

B16 

B24 

B23 

B22 

B46 

B45 

B25 

B47 

B10 B13 

B14 

B12 
B11 

Ｎ 

S=1:2,500(A4) 

凡例 

     事業区域 

     移転住戸範囲 

第 2期住宅建設 

【図-8】地域活動の開催場所(5) 

【表-1】新千里北町地域自治協議会の事業計画(5) 

①つつじ公園 ②北丘⼩学校 グラウンド 

③北丘⼩学校 畑 
④新千⾥北町会館 

⑤UR 団地 集会場 
【図-7】事業区域・移転計画7) 

- 149 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.24, 2025 年 5 月  
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.24, May, 2025 

 

 

運営委員会は地域団体・自治会の代表と毎年3月に募集する公

募委員会の 26 人で構成されており、主に若い世代の方が主体と

なって地域のイベントを計画している。1 つの組織の規模が小さ

いため他の組織との横のつながり強く、お互いに協力し合って地

域活動を行なっている。 

3-2.新千里北町地域自治協議会の地域活動に関する意識 
新千里北町地域自治協議会の方に新千里北町地域自治協議会の

活動内容や地域のイベントについて、2024 年11月20日と12月
18日にヒアリング調査を行った際、以下のように語られた。 

「出来上がったイベントよりもね、その途中がすごく大事やと

僕は思っている。だから、その途中でいろんな団体の主要なメン

バーが集まってああしよう、こうしよう、こっちの方がいいんち

ゃうとか色々話し合って、出来上がったのもが別に失敗ていうか

成功でのうてもなんでもええねん。やる途中にすごく意味があっ

て、そのプロセスをものすごく大事にしている。」と新千里北町で

行われている取り組みに対して、イベントの結果よりも地域の住

民同士がコミュニケーショを取り、互いに協力し合ってイベント

を行う過程を大切に思われていた。 
住民の地域活動参加に関して以下のように語られていた。 

「人々の心のあり方が変化してきて、昔は、近所で助け合わん

とね暮らしていけなかった。だから、その頃は行政がなんかして

くれるわけじゃなくて、みんなで、自分らで助け合ってたけど、

全部公共サービスで段々と賄っていくようになったら、逆に個人

がお互いに助け合うのを嫌うゆうか、もう自分だけよかったらい

いよ、自分のことしか考えない人が増えたね。」と言うように時代

の変化によって地域住民のコミュニティのあり方の変化につい

て語られ、居住者層の変化に伴う課題が指摘された。 

「これは自治会の参加にも言えて、自治会に入ったら何の得が

あんのかとか、自治会入って何のメリットがあんねんとか、何し

てくれんねんとかね、自治会が何をしてくれるかよりもあなたが

自治会でどういう役割ができるんですかという考え方で自治会

に参加してほしい。」と言うように地域住民に対する自治会参加

の意識について語られていた。 

「これからますますね、公共サービスなんかも縮小していくか

ら、自治会の参加を通じて地域のつながりを大事にしていかない

とあかんなって僕らは思ってまる。」と今後の地域のつながりに

関して、行政に頼るのではなく、地域のつながりを増やし、地域

住民同士で助け会うことが今後、重要であると語られていた。 

3-3.新千里北町地域自治協議会の課題と展望 
新千里北町地域自治協議会への参加率は、戸建住宅エリアでは

55%と 10 年で 10%減少、再開発が行われたパークハウス千里中央

は管理組合があるがマンション自体が新千里北町地域自治協議

会への参加はしないと公言しているため参加率は 0%となってい

る。ジオ千里中央では住宅販売の際に新千里北町地域自治協議会

への参加が義務付けられているため加入率は 100%となっている

が、役員の高齢化と若い世代の人材不足が課題となっている。そ

のため、今後展望として若い世代に新千里北町地域自治協議会の

地域活動の実態について認知を広げる必要がある。 

 

4. 新千里北町のコミュニティ空間 
4-1.新千里北町のコミュニティ空間の構成 
新千里北町の住民同士の交流が行われるコミュニティ空間につ

いて調査を行った。調査方法は対象地において、2024年11月26
日と12月20日の平日2日間、9時から17時までの観察調査で、

利用者、利用時間、利用行動を調査した。 

また、対象地を利用している人に対してのヒアリング調査では、

利用頻度や目的に関して調査を行った。調査対象を図-9、対象地
の立地・周辺環境、平面構成、施設配置について表-3、対象地の

状況を写真-1に示す。 

 

    活動内容 

運

営

委

員

会 

広報部会 
広報紙「北町の未来」を年3回発行 

HP「きたおか掲示板」の作成・更新 

防災部会 

災害時の避難方法や役割分担などの話し

合い 

北町自主防災訓練 

防犯部会 

歳末夜警の協力 

防犯活動事業強化 

交通安全に関する施設・環境整備 

地域の見回り 

夏祭り実行委

員会 
夏祭りの実行 

環境部会 

北町の環境について調査検討改善事業 

協議会完治機の整備 

管理改善事業 

子育てサーク

ル部会 

子育て関連団体の連携 

子育て世代の交流・情報交換の機会や場づ

くり 

【表-2】新千里北町地域自治協議会の組織構成と活動内容(5) 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 
⑩ 

⑪ 

⑫ 

【図-9】新千里北町の空間調査(3) 
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場所 立地・周辺環境 平面構成 
施設配置 

遊具関係 休養関係 その他 

①樫ノ木公園 府営住宅、戸建住宅 

広場・遊具

エリア 

ブランコ2基、複合遊具

(すべり台＋はしご)、複合

遊具(すべり台＋雲梯＋階

段)、スプリング遊具、鉄

棒、砂場、健康器具2基 

ベンチ3基 

手洗い・水飲み場 

トイレ 

銅像 

照明灯 

池エリア   ベンチ4基 照明灯 

②北町2丁目第4公園 ジオ千里中央、府営住宅、戸建住宅 
広場・遊具

エリア 

すべり台、ジャングルジ

ム、鉄棒砂場 
ベンチ2基 

手洗い・水飲み場 

清掃用具入れ 

照明灯 

③北町商店街 

北丘小学校、ジオ千里中央、府営住宅 

商業エリア     商店街 

駐輪場 

有料駐車場 

英語学童保育 

歯科 

動物病院 

③新千里北町会館 交流エリア     

③商業施設 商業エリア     

④つつじ公園 北丘小学校、商業施設、戸建住宅 
広場・遊具

エリア 

ブランコ、すべり台、ジャ

ングルジム 

パーゴラ 

ベンチ3基 

時計 

照明灯 

⑤北町2丁目第3公園 戸建住宅 
広場・遊具

エリア 
鉄棒 ベンチ2基 

掃除用具入れ 

消防資機材格納庫 

照明灯 

⑥北町2丁目第2公園 戸建住宅 
広場・遊具

エリア 
鉄棒 ベンチ2基 

掃除用具入れ 

消防資機材格納庫 

照明灯 

⑦北町2丁目第1公園 戸建住宅 遊具エリア 
雲梯、複合遊具(すべり台

＋階段＋梯子) 
ベンチ2基 

掃除用具入れ 

照明灯 

⑧北町1丁目第1公園 北丘小学校、公社住宅、戸建住宅 広場エリア   
パーゴラ 

ベンチ3基 

掃除用具入れ 

照明灯 

⑨北町公園a 
幼保連携型認定こども園北丘聖愛園、

公社住宅、戸建住宅 

野球場エリ

ア 
    

用具入れ 

駐車場 

照明灯 

⑩北町公園b 
広場・遊具

エリア 

ブランコ、ジャングルジ

ム、雲梯 
ベンチ8基 

掃除用具入れ 

照明灯 

⑪ひらど公園 
せんりひじり幼稚園、パークハウス千

里中央、府営住宅、戸建住宅 

広場・遊具

エリア 
複合遊具(すべり台＋階段) ベンチ4基 照明灯 

⑫北町3丁目第2公園 
パークハウス千里中央 

戸建住宅 
広場エリア   

パーゴラ 

ベンチ3基 
照明灯 

【表-3】調査対象の空間形態(6) 
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4-2.新千里北町のコミュニティ空間の利用実態 
図-9、表-3、写真-1で示したコミュニティ空間について行動観

察と利用している方に対してヒアリング調査を行った。(図-10) 

 

 
「①樫ノ木公園」では、幅広い年齢層が利用していた。特に3〜

5 歳の子供連れの親子の利用が目立った。また、隣の町と隣接い

ているため新千里北町の住民以外の子供連れの親子や小学生の

利用が見られた。また、朝の時間帯にラジオ体操が行われ、ラジ

オ体操が終わった後、参加者同士で世間話を行なっているとヒア

リング調査で得られた。 
「②北町2丁目第4公園」では、午前中の利用者はほとんど居

なかったが公園周辺を散歩する高齢者を見かけた。夕方になると

学校終わりの小学生の利用が多かった。 
「③近隣センター」では、9時台と14時台に英語学童保育の送

り迎えがあり、親同士のコミュニティが見られた。また、迎えの

際に露店で商品を購入し露店の方とちょっとした交流が見られ

た。 
「④つつじ公園」では、犬の散歩をしている方や子供連れの親

子のコミュニティがよく見られた。 
「⑤北町2丁目第3公園」、「⑥北町2丁目第2公園」、「⑦北町

2丁目第1公園」の利用者は見られなかった。 
「⑧北町1丁目第1公園」では、60代男性が1人でベンチを利
用していた。 
「⑨北町公園a」の野球場では、夕方にサッカー教室が開かれ、

迎えに来た親同士の交流が見られた。 
「⑩北町公園 b」のグラウンドでは、午前中に高齢者の団体が

パターゴルフをしながら交流していた。午後はこども園が隣接し

ていることもあり保育士と子供の利用が見られた。また、夕方に

0 10 20 30 40 50 60 70
⼈

乳幼児 ⼩学⽣ ⼤⼈ ⾼齢者

①樫ノ⽊公園

②北町2丁⽬第4公園

③近隣センター

④つつじ公園

⑧北町1丁⽬第1公園

⑨北町公園a

⑩北町公園b

⑪ひらど公園

①樫ノ⽊公園 ②北町2丁⽬第4公園 ③町商店街 ③新千⾥北町会館 

③商業施設 ④つつじ公園 ⑤北町2丁⽬第3公園 ⑥北町2丁⽬第2公園 

⑦北町2丁⽬第1公園 ⑧北町1丁⽬第1公園 ⑨北町公園a ⑩北町公園b 

⑪ひらど公園 ⑫北町3丁⽬第2公園 
【写真-1】調査対象のコミュニティ空間(7) 

 

【図-10】対象地の利用者属性(6) 
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なるとこども園に迎えに来た親同が子供を公園で遊ばせながら

親同士のコミュニティが見られた。 
「⑪ひらど公園」では、幼稚園が隣接しているため、子供の迎

えの際に子供を公園で遊ばせながら親同士は育児に関する交流

をよく行なっているとヒアリング調査で得られた。 
「⑫北町3丁目第2公園」の利用者は見られなかった。 
以上のことから、行動観察とヒアリング調査から立地・周辺環

境や平面構成によって利用者層や利用人数・目的が別れているこ

とが明らかになった。 
 

5. 結論 
第2章では新千里北町の土地利用変化、特に再開発の現状につ

いて明らかにした。 

第3章では、地域活動の実態について把握するために、新千里

北町地域自治協議会にヒアリング調査を行い、地域活動の実情と

コミュニティの実態や課題について明らかにした。新千里北町地

域自治協議会は、地域団体・自治会の各代表とボランティアの方

達で構成されており、子育て・教育、住環境、防災・交通、高齢

化、世代間交流の分野に関してそれぞれの部会を設けながら活動

を展開している。1 つの組織の規模が小さく、地域活動を行うに

あたって主体となる組織以外に他の組織の協力が必要不可欠の

ため、組織同士での横の繋がりが非常に強いことがヒアリング調

査で明らかになった。このことから、新千里北町地域自治会の活

動を通して住民同士の繋がりが強固なものになっていると思わ

れる。 

第4章では、新千里北町のコミュニティ空間について行動観察

や利用者に対してヒアリング調査を行い、日常生活の中で住民同

士のコミュニティがどのような場所で発生しているのか明らか

になった。住民同士のコミュニティの場所として樫ノ木公園や地

域活動で使用されているつつじ公園、幼稚園やこども園と隣接し

ている北町公園とひらど公園が住民同士のコミュニティの場所

として利用されていた。子育て世代同士や高齢者同士の交流は見

られたが多世代での交流は見られなかった。 

新千里北町では多世代交流は地域活動により行われ、日常生活

の中で同世代の交流が行われているため、若い世帯の入居による

地域コミュニティの希薄化はあまり見られなかった。しかし、認

知機能の低下や身体的に外出が難しい後期高齢者に関して住民

同士のコミュニティがどうなっていくのか今後さらに追跡調査

を行う必要がある。 

 
補注 
(1) 国土地理院基盤地図情報(2024年10月閲覧)を加工し、作成。 

(2) 国土地理院基盤地図情報(2024 年 10 月閲覧)を加工し参考文
献5)より作成。 

(3) 国土地理院基盤地図情報(2024 年 10 月閲覧)を加工し参考文
献6)より作成。 

(4) 国土地理院基盤地図情報(2024 年 10 月閲覧)を加工し参考文
献7)より作成。 

(5) ヒアリング調査より作成。 

(6) 空間調査より作成。 
(7) 筆者撮影。 
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